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は じ め に 

 

添田町では、すべての人が互いの人権を尊重し、安心して暮らせる社会の実現

を目指し、昭和 49年に「添田町同和教育基本方針」を、平成 16年には「添田町

人権教育・啓発基本方針」を策定して以来、人権教育及び啓発活動を総合的に

推進してまいりました。 

しかしながら、依然として部落差別(同和問題)をはじめ、女性、子ども、高齢者、

障がいのある方などに対する様々な人権課題が存在しています。さらに近年で

は、外国人や性的少数者に関する課題、インターネットを介した人権侵害など、

問題は一層多様化・複雑化しています。 

こうした状況を踏まえ、国では「障害者差別解消法」や「ヘイトスピーチ解消法」、

「部落差別解消推進法」、「ＬＧＢＴ理解増進法」が施行され、法制度の整備が 

すすめられてきました。さらに、令和 7 年 6 月には「人権教育・啓発に関する 

基本計画(第二次)」が閣議決定され、人権教育・啓発の施策が一層推進されてい

ます。加えて、福岡県においては「福岡県部落差別解消の推進に関する条例」が

制定されるなど、法制度の整備が進んでいます。 

本町においても、令和元年に「添田町部落差別の解消の推進に関する条例」を

施行し、人権尊重社会の実現に向けた施策を積極的に推進しているところです。 

このたび、今後の人権施策をより効果的に推進するため、町民の皆様の人権課題

に関する意識の現状を把握することを目的として、「添田町人権課題に関する

町民意識調査」を実施しました。本調査は、条例施行から 6年を経たこれまでの

取組を検証するとともに、様々な人権課題の現状を明らかにするためのものです。

調査結果につきましては、関係各位のご意見も踏まえながら、今後の人権施策に

反映してまいります。 

本調査にご協力いただいた町民の皆様に心より感謝申し上げますとともに、

「人権が尊重され、安心して心豊かに暮らせるまち添田町」の実現に向け、引き

続き皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

令和８年３月 

                        添田町長 寺西 明男 
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一 調査の概要 
 

１．調査目的 

添田町民の人権・同和問題に関する意識を把握し、人権教育・啓発事業等の人権施策の効果

的な推進を図るとともに、今後の本町が取り組むべき人権・同和行政のあり方を検討する上

での基礎資料を得るために実施するものである。 

 

２．調査対象 

添田町に住民登録している 18 歳以上の町民（令和 7(2025)年 8 月 8 日現在）を対象に、各

年齢層から無作為抽出し、合計 1,230 人を調査対象とした。 

 

３．調査方法 

郵送による配布・回収及びインターネットによる回答 

 

４．回収状況 

 

 

＊未到達数とは、送付先住所が不在またはその他の理由で質問用紙が返却され、対象者に 

配布されなかった数 

 

５．調査期間 

令和 7（2025）年 8月 22 日（金）～9月 22 日（月） 

 

６．調査企画 

添田町教育委員会 

 

７．調査機関 

  調 査 主 体 添田町教育委員会社会教育課 人権同和推進係 

  調査委託先 公益社団法人 福岡県人権研究所 

 

８．報告書の見方 

１）単一回答の集計については、各設問に「無回答」の項目を設けて、これを含めた全体の標

本数を基数として 100.0%で算出している。回答率は小数点第 2 位を四捨五入しているため、

数表や図表に示す回答率の合計が必ずしも 100.0%にならない場合がある。 

２）複数回答を求めた設問については、項目ごとに、標本数に対する該当項目を選択した回答

者の割合を示している。そのため、回答率の合計が 100.0%を超える場合がある。 

３）欠損値（例：「「単一回答の設問に対して複数の回答をした場合」「複数回答の設問において

選択肢を自分で追加して回答した場合」など）は、「「不明・無回答」として処理をしている。 

４）設問の選択肢については、表や図表上の制約等により、文字数の多いものは簡素化して記

載している場合がある。 

配布数 未到達数 実質配布数 有効回答数 回答率

1,230 11 1,219 373 30.6%
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配布数(a) 未到達数(b)
実質

配布数(c)
有効

回答数(ｄ）

年齢層別
回答率

(e)

年齢層別
回答割合

(f)

１８～２９歳 230 2 228 39 17.1% 10.5%

３０～３９歳 200 0 200 45 22.5% 12.1%

４０～４９歳 200 0 200 54 27.0% 14.5%

５０～５９歳 200 0 200 74 37.0% 19.8%

６０～６９歳 200 0 200 79 39.5% 21.2%

７０歳以上 200 9 191 59 30.9% 15.8%

不明・ 無回答 *** *** *** 23 *** 6.1%

合　　　　計 1,230 11 1,219 373 30.6% 100.0%

※年齢層別回答率　　 　　e=d/c    年齢層別の実質配布数に占める年齢層別の回答数の割合

※年齢創別回答割合　  　f=d(各年齢層の有効回答数）/373(dの合計）　全回答数に占める年齢層別の回答数の割合

９．有効回答者の概要 

１）年齢層別回答者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢層別回答率を見ると、「「50歳以上」では30%以上であるのに対して、「「40～49歳」では27.0%、

「「30～39 歳」では 22.5%、「「18～29 歳」では 17.1%と、年齢が下るにつれて回答率が低下している。 

年齢層別回答割合では、「60～69 歳」が 21.2%と最も高く、「18～29 歳」が 10.5%と最も低い。

「「50～69 歳」で全体の 41.0%を占めており、この年齢層の意見が全体的傾向に比較的強く反映し

ている点に留意する必要がある。 
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実質配布数 有効回答数

17.1%
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信頼度９５％における主要な％の信頼区間の1/2幅

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

95 90 85 80 75 70 65 60 55 50

7,331 373 1/2幅 2.2 3.0 3.5 4.0 4.3 4.5 4.7 4.8 4.9 4.9

総数 回答数
回答者の
比率(%)

【令和7(2025)年4月1日現在】

※信頼区間 

町がアンケート調査を実施する場合、本来であれば全町民(今回の場合は 18 歳以上の全町民)

を対象として行うことが望ましい。しかし、実際には手間や費用などの制約があるため、母集団

から適切な数を抽出して調査をする「標本調査」が一般的である。 

ただし、この方法では、母集団の値と標本の値との間に誤差が生じることは避けられない。そ

こで、母集団の値を一定の幅をもった範囲で推定する「区間推定」という手法を用いる。この推

定により得られる、母集団の真の値が含まれると考えられる範囲を「信頼区間」という。 

本調査は標本調査であるため、標本から得られた測定値（本調査の結果）から母集団の値を推

定することができる。信頼度 95%における標本測定値(％)の信頼区間の 1/2 幅は、次の式によっ

て算出される。 

 

 

 

ここで使用する記号の定義は以下のとおりである。 

・Ｎ：母集団数（18 歳以上の全町民：7,331 人） 

・ｎ：標本数（有効回答数：373 人） 

・Ｐ：測定値（％） 

・信頼度 95%に対応する標準正規分布の値（1.96） 

 

個々の測定値について信頼区間を計算することは煩雑であるため、主要な測定値(%)について、

上記の式を用いて計算を行った。 

その結果、本調査での信頼度 95%(同じ調査を 100 回行った場合、母集団の真の値が約 95 回は

推定区間に含まれる精度)における信頼区間の 1/2 幅は、次表のとおりである。 

 

 

 

 

 

例えば、問 1の１「「人権とは、すべての人に平等に保障されている、法に基づいた基本的な権

利だと思う」に対して、「そう思う」と回答した人は 76.1％であった。 

図表で 76.1%に最も近い区分は、(25%,75%)の欄であり、信頼区間の 1/2 幅は 4.3 となってい

る。したがって、「そう思う」と回答した人が 76.1%であっても、母集団(18 歳以上の添田町民)

の真の割合は、信頼度 95%とした場合、71.8%(76.1-4.3)から 80.4%(76.1+4.3)の範囲にあると推

定できる。 

 

 

 

 

 

 

±1.96√(N − n)・P(100 − P)/(N − 1)・n   
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※アンケートの回収票数と推定誤差の関係 

アンケートの回収票数と誤差の関係については、一般に、回収票数が少ないほど誤差が大きく

なり、票数が多いほど誤差は小さくなる。ただし、この関係は直線的ではなく、ゆるやかなカー

ブを示す。 

つまり、回収票数が少ない段階では、票数はわずかに増すだけでも誤差が大きく減少するが、

一定の票数を超えると、それ以上票数を増やしても誤差の減少はほとんど見られなくなる。 

統計学的には、この「一定の票数」とは、目標とする誤差を 3～5%以内にする場合、次の計算

式から逆算しておおむね 384～1,067 票程度とされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
サンプル数（アンケートの有効回答票数）と誤差との関係式 

 

必要なサンプル数＝（有意水準⋀2×P（１－P）÷目標誤差％⋀２ 

 

有意水準：統計学の「正規分布表」から有意水準５％の定数（＝1.96） 

P       ：誤差が一番大きくなるのは 50％のときなので 0.5 

目標誤差：3～5％以内であれば良いとされている 

    【上記では 3％～5％の範囲を示している】 

票数と推定誤差の関係 

(票) 

384 票 

1,067 票 



 

 

 

   二 調査の結果 
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回
答
数

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い

あ
ま
り
そ
う
思
わ

な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 76.1 15.0 4.0 2.1 1.9 0.8
373 284 56 15 8 7 3

100.0 67.8 23.1 6.2 1.3 0.8 0.8
373 253 86 23 5 3 3

100.0 4.8 9.7 29.2 23.1 31.6 1.6
373 18 36 109 86 118 6

100.0 66.5 26.5 4.8 1.1 0.5 0.5
373 248 99 18 4 2 2

100.0 21.2 34.6 29.8 8.8 4.8 0.8
373 79 129 111 33 18 3

100.0 34.3 34.0 23.9 5.6 1.6 0.5
373 128 127 89 21 6 2

100.0 18.8 29.2 37.8 8.0 5.6 0.5
373 70 109 141 30 21 2

100.0 5.6 6.7 21.2 25.2 40.5 0.8
373 21 25 79 94 151 3

６．権利ばかり主張して、我慢できない人が増えてきていると感じ
     る

７．社会福祉に頼るのではなく、自立を目指してもっと努力するべき
     だと思う

８．災害などの非常時には、支援が必要な人への特別な配慮がで
     きなくても仕方がないと思う

上段：割合（％）　下段：回答数（人）

　問１
人権に関する考え

全
　
　
　
　
体

１．人権とは、すべての人に平等に保障されている、法に基づいた
    基本的な権利だと思う

２．人権が侵害されたときは、法的な手続きによって救済されるべ
     きだと思う

３．個人の権利よりも、伝統や慣習など地域全体の利益が優先さ
     れるべきだと思う

４．「人権を守ること」は法律だけでなく、社会全体で取り組むべき
      課題だと思う

５．今の社会では、社会的に弱い立場の人が優遇される一方で、
     一般の人々の努力が認められていないと感じることがある

二 調査の結果 
 

本調査では、単一回答形式の設問において、5～10 項目の選択肢を設定していた。しかし、そ

のまま統計処理を行うと、全体の回答数との関係で各選択肢の回答数が小さくなるため、誤差が

大きくなる可能性がある。 

そのため、回答数を確保し、分析結果の信頼性を高める目的で、意味の近い選択肢を統合した

うえで統計処理を行い、分析を実施した。 

たとえば、問 1 では、「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」をまとめて「そう思う」、

「「どちらといいえない」をそのまま残し、「そう思わない」と「「あまそそう思わない」をまとめて

「「そう思わない」とする 3区分に再分類して集計・分析を行っている。 

問 11、問 12、問 13、問 15、問 16についてい、同様の再分類を行っている。 

 

 

第１章 人権全般について 

１－１ 人権に関する考え 

 

 

１）全体① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 1 次に挙げる１～８の考え方について、あなたはどう思いますか。 
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91.1

90.9

14.5

93.0

55.8

68.3

48.0

12.3

4.0

6.2

29.2

4.8

29.8

23.9

37.8

21.2

4.0

2.1

54.7

1.6

13.6

7.2

13.6

65.7

0.8

0.8

1.6

0.5

0.8

0.5

0.5

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

問1 人権に関する考え(全体②)

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

回
答
数

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 91.1 4.0 4.0 0.8
373 340 15 15 3

100.0 90.9 6.2 2.1 0.8
373 339 23 8 3

100.0 14.5 29.2 54.7 1.6
373 54 109 204 6

100.0 93.0 4.8 1.6 0.5
373 347 18 6 2

100.0 55.8 29.8 13.6 0.8
373 208 111 51 3

100.0 68.3 23.9 7.2 0.5
373 255 89 27 2

100.0 48.0 37.8 13.6 0.5
373 179 141 51 2

100.0 12.3 21.2 65.7 0.8
373 46 79 245 3

７．社会福祉に頼るのではなく、自立を目指してもっと努力するべき
     だと思う

８．災害などの非常時には、支援が必要な人への特別な配慮がで
     きなくても仕方がないと思う

上段：割合（％）　下段：回答数（人）

　問１
人権に関する考え

全
　
　
　
　
体

１．人権とは、すべての人に平等に保障されている、法に基づいた
    基本的な権利だと思う

２．人権が侵害されたときは、法的な手続きによって救済されるべ
     きだと思う

３．個人の権利よりも、伝統や慣習など地域全体の利益が優先さ
     れるべきだと思う

４．「人権を守ること」は法律だけでなく、社会全体で取り組むべき
      課題だと思う

５．今の社会では、社会的に弱い立場の人が優遇される一方で、
     一般の人々の努力が認められていないと感じることがある

６．権利ばかり主張して、我慢できない人が増えてきていると感じ
     る

全体②（３分類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「 人権を守ること』は法律だけでなく、社会全体で取そ組むべき課題だと思う」「（93.0%）、「「人

権とは、すべての人に平等に保障されている、法に基づいた基本的な権利だと思う」（91.1%）、

「「人権が侵害されたときは、法的な手続きによって救済されるべきだと思う」「（90.9%）など、「「人

権の理念」、「「法的救済の必要性」、「「社会全体での人権尊重の重要性」に関する設問では、「「そう思

１．人権とは、すべての人に平等に保障されている、法に基づ

いた基本的な権利だと思う 
 
２．人権が侵害されたときは、法的な手続きによって救済され

るべきだと思う 
 
３．個人の権利よりも、伝統や慣習など地域全体の利益が優

先されるべきだと思う 
 
４．「人権を守ること」は法律だけでなく、社会全体で取り組む

べき課題だと思う 
 
５．今の社会では、社会的に弱い立場の人が優遇される一方で、

一般の人々の努力が認められていないと感じることがある 
 

６．権利ばかり主張して、我慢できない人が増えてきていると

感じる 
 
７．社会福祉に頼るのではなく、自立を目指してもっと努力する

べきだと思う 
 
８．災害などの非常時には、支援が必要な人への特別な配慮

ができなくても仕方がないと思う 

＊「そう思う」…「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計 
＊「どちらといいえない」 
＊「そう思わない」…「そう思わない」と「あまそそう思わない」の合計 
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う」と回答した割合がいずれい 90%を超えておそ、人権の基本的理念が浸透していることがうか

がえる。 

一方で、「「権利ばかそ主張して、我慢できない人が増えてきていると感じる」「（68.3%）、「「今の社

会では、社会的に弱い立場の人が優遇される一方で、一般の人々の努力が認められていないと感

じることがある」「（55.8%）、「「社会福祉に頼るのではなく、自立を目指していっと努力するべきだ

と思う」「（48.0%）など、「「権利主張の過剰」、「「社会的弱 の優遇」、「福祉依存」といった、よそ具

体的で現実的な人権状況に関する設問では、「そう思う」と回答した割合が高くなっている。 

このことから、人権理念そのいのには肯定的な意見が多数を占める一方で、社会的支援のあそ

方や権利の主張については、批判的な意見い少なくないことがうかがえる。 

また、「社会福祉に頼るのではなく、自立を目指していっと努力するべきだと思う」（37.8%）、

「「今の社会では、社会的に弱い立場の人が優遇される一方で、一般の人々の努力が認められてい

ないと感じることがある」「（29.8%）、「個人の権利よそい、伝統や慣習など地域全体の利益が優先

されるべきだと思う」（29.2%）、「「権利ばかそ主張して、我慢できない人が増えてきていると感じ

る」「（23.9%）では、「「どちらといいえない」と回答した割合が 30%前後を占めておそ、明確な意見

を持たない層い一定程度存在していることがうかがえる。 
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 上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と

い
え

ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え

な
い

あ
ま
り
そ
う

思
わ

な
い

そ
う
思
わ
な

い

不
明
・
無
回

答

100.0 76.1 15.0 4.0 2.1 1.9 0.8 91.1 4.0
373 284 56 15 8 7 3 340 15

100.0 82.1 15.4 0.0 2.6 0.0 0.0 97.5 2.6
39 32 6 0 1 0 0 38 1

100.0 71.1 17.8 8.9 2.2 0.0 0.0 88.9 2.2
45 32 8 4 1 0 0 40 1

100.0 63.0 18.5 11.1 3.7 3.7 0.0 81.5 7.4
54 34 10 6 2 2 0 44 4

100.0 77.0 16.2 1.4 4.1 1.4 0.0 93.2 5.5
74 57 12 1 3 1 0 69 4

100.0 82.3 13.9 1.3 1.3 1.3 0.0 96.2 2.6
79 65 11 1 1 1 0 76 2

100.0 78.0 11.9 5.1 0.0 3.4 1.7 89.9 3.4
59 46 7 3 0 2 1 53 2

100.0 78.3 8.7 0.0 0.0 4.3 8.7 87.0 4.3
23 18 2 0 0 1 2 20 1

＊「そう思う」…「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計　　「そう思わない」…「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

そ

う
思
う

そ

う
思
わ
な
い

不明・無回答

年
　
　
　
齢 ６０～６９歳

７０歳以上

　問１
１．人権とは、すべての人に平等に保障されている、法に基づいた基本的な権利だと思う

全　　体

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

97.5

88.9

81.5

93.2

96.2

89.9

0.0

8.9

11.1

1.4

1.3

5.1

2.6

2.2

7.4

5.5

2.6

3.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１ 人権に関する考え

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

１．人権とは、すべての人に平等に保障されている、法に基づいた基本的な権利だと思う 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「そう思う」と回答した割合は 81.5%～97.5%と非常に高く、すべての年齢層で肯定的な傾向が

強く見られる。 

一方で、「「どちらといいえない」と回答した割合は、「「30～39 歳」（8.9%）、「40～49 歳」（11.1%）

の年齢層で他の年齢層よそいやや高い割合を示している。 

 

 

 

 

  

１．人権とは、すべての人に平等に保障されている、法に基づいた基本的な権利だと思う（年齢層別） 
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 上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い

あ
ま
り
そ
う
思
わ

な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 67.8 23.1 6.2 1.3 0.8 0.8 90.9 2.1
373 253 86 23 5 3 3 339 8

100.0 69.2 23.1 5.1 2.6 0.0 0.0 92.3 2.6
39 27 9 2 1 0 0 36 1

100.0 75.6 15.6 6.7 2.2 0.0 0.0 91.2 2.2
45 34 7 3 1 0 0 41 1

100.0 63.0 25.9 11.1 0.0 0.0 0.0 88.9 0.0
54 34 14 6 0 0 0 48 0

100.0 64.9 23.0 10.8 1.4 0.0 0.0 87.9 1.4
74 48 17 8 1 0 0 65 1

100.0 68.4 26.6 1.3 1.3 1.3 1.3 95.0 2.6
79 54 21 1 1 1 1 75 2

100.0 69.5 22.0 3.4 1.7 3.4 0.0 91.5 5.1
59 41 13 2 1 2 0 54 3

100.0 65.2 21.7 4.3 0.0 0.0 8.7 86.9 0.0
23 15 5 1 0 0 2 20 0

＊「そう思う」…「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計　　「そう思わない」…「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

そ
う

思
う

そ
う

思
わ
な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　問１
　２.人権が侵害されたときは、法的な手続きによって救済されるべきだと思う

92.3

91.2

88.9

87.9

95.0

91.5

5.1

6.7

11.1

10.8
1.3

3.4

2.6

2.2

0.0

1.4

2.6

5.1

0.0

0.0

0.0

0.0

1.3

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１ 人権に関する考え

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

２．人権が侵害されたときは、法的な手続きによって救済されるべきだと思う 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各年齢層において「そう思う」の割合はいずれい 90%前後で、顕著な肯定的傾向が見られる。 

ただし、「「40～49 歳」（11.1%）、「50～59 歳」（10.8%）では、「「どちらといいえない」の割合がや

や高くなっている。 

 

  

２．人権が侵害されたときは、法的な手続きによって救済されるべきだと思う（年齢層別） 
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 上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と

い
え

ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え

な
い

あ
ま
り
そ
う

思
わ

な
い

そ
う
思
わ
な

い

不
明
・
無
回

答

100.0 4.8 9.7 29.2 23.1 31.6 1.6 14.5 54.7
373 18 36 109 86 118 6 54 204

100.0 2.6 0.0 38.5 35.9 23.1 0.0 2.6 59.0
39 1 0 15 14 9 0 1 23

100.0 4.4 6.7 28.9 26.7 33.3 0.0 11.1 60.0
45 2 3 13 12 15 0 5 27

100.0 7.4 9.3 42.6 20.4 16.7 3.7 16.7 37.1
54 4 5 23 11 9 2 9 20

100.0 1.4 8.1 27.0 27.0 33.8 2.7 9.5 60.8
74 1 6 20 20 25 2 7 45

100.0 5.1 10.1 24.1 19.0 41.8 0.0 15.2 60.8
79 4 8 19 15 33 0 12 48

100.0 6.8 20.3 25.4 15.3 32.2 0.0 27.1 47.5
59 4 12 15 9 19 0 16 28

100.0 8.7 8.7 17.4 21.7 34.8 8.7 17.4 56.5
23 2 2 4 5 8 2 4 13

＊「そう思う」…「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計　　「そう思わない」…「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

そ

う
思
う

そ

う
思
わ
な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　問１
３．個人の権利よりも、伝統や慣習など地域全体の利益が優先されるべきだと思う

2.6

11.1

16.7

9.5

15.2

27.1

38.5

28.9

42.6

27.0

24.1

25.4

59.0

60.0

37.1

60.8

60.8

47.5

0.0

0.0

3.7

2.7

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１ 人権に関する考え

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

３．個人の権利よりも、伝統や慣習など地域全体の利益が優先されるべきだと思う 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「18～29 歳」（59.0%）、「30～39 歳」（60.0%）、「50～59 歳」（60.8%）、「60～69 歳」（60.8%）で

は、「「そう思わない」という否定的な意見が6割近く占めているのに対して、「40～49歳」は37.1%、

「「70 歳以上」は 47.5%とやや低い数値となっている。 

また、「「そう思う」は「「18～29 歳」では 2.6%と極めて低いが、「40～49 歳」は 16.7%、「「60～69

歳」は 15.2%、「70 歳以上」は 27.1%と、年齢が上がるほど肯定的な傾向が強まっている。 

特徴的な点として、「「40～49 歳」では「「どちらといいえない」の割合が 42.6%と、他の年齢層に

比べて高いことが挙げられる。 

 

  

３．個人の権利よりも、伝統や慣習など地域全体の利益が優先されるべきだと思う（年齢層別） 
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 上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と

い
え

ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え

な
い

あ
ま
り
そ
う

思
わ

な
い

そ
う
思
わ
な

い

不
明
・
無
回

答

100.0 66.5 26.5 4.8 1.1 0.5 0.5 93.0 1.6
373 248 99 18 4 2 2 347 6

100.0 66.7 23.1 10.3 0.0 0.0 0.0 89.8 0.0
39 26 9 4 0 0 0 35 0

100.0 73.3 24.4 2.2 0.0 0.0 0.0 97.7 0.0
45 33 11 1 0 0 0 44 0

100.0 61.1 27.8 7.4 1.9 1.9 0.0 88.9 3.8
54 33 15 4 1 1 0 48 2

100.0 63.5 31.1 2.7 2.7 0.0 0.0 94.6 2.7
74 47 23 2 2 0 0 70 2

100.0 64.6 31.6 1.3 1.3 1.3 0.0 96.2 2.6
79 51 25 1 1 1 0 76 2

100.0 69.5 23.7 6.8 0.0 0.0 0.0 93.2 0.0
59 41 14 4 0 0 0 55 0

100.0 73.9 8.7 8.7 0.0 0.0 8.7 82.6 0.0
23 17 2 2 0 0 2 19 0

＊「そう思う」…「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計　　「そう思わない」…「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

そ

う
思
う

そ

う
思
わ
な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　問１
４．「人権を守ること」は法律だけでなく、社会全体で取り組むべき課題だと思う

89.8

97.7

88.9

94.6

96.2

93.2

10.3

2.2

7.4

2.7

1.3

6.8

0.0

0.0

3.8

2.7

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１ 人権に関する考え

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

４．「人権を守ること」は法律だけでなく、社会全体で取り組むべき課題だと思う 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各年齢層において「そう思う」がいずれい 90%前後で、肯定的な傾向が強く見られる。 

特に「30～39 歳」は 97.7%、「60～69 歳」は 96.2%と高く、最い低い「40～49 歳」でい 88.9%

と 9 割近くを占めている。 

一方、「「どちらといいえない」は「「18～29 歳」が 10.3%、「40～49 歳」が 7.4%、「70歳以上」が

6.8%と他の年齢層に比べてやや高くなっている。 

 

 

  

４．「人権を守ること」は法律だけでなく、社会全体で取り組むべき課題だと思う（年齢層別） 
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 上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い

あ
ま
り
そ
う
思
わ

な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 21.2 34.6 29.8 8.8 4.8 0.8 55.8 13.6
373 79 129 111 33 18 3 208 51

100.0 12.8 46.2 28.2 2.6 10.3 0.0 59.0 12.9
39 5 18 11 1 4 0 23 5

100.0 20.0 46.7 26.7 4.4 2.2 0.0 66.7 6.6
45 9 21 12 2 1 0 30 3

100.0 27.8 29.6 24.1 14.8 1.9 1.9 57.4 16.7
54 15 16 13 8 1 1 31 9

100.0 25.7 29.7 28.4 10.8 5.4 0.0 55.4 16.2
74 19 22 21 8 4 0 41 12

100.0 17.7 35.4 35.4 6.3 5.1 0.0 53.1 11.4
79 14 28 28 5 4 0 42 9

100.0 22.0 27.1 35.6 11.9 3.4 0.0 49.1 15.3
59 13 16 21 7 2 0 29 9

100.0 17.4 34.8 21.7 8.7 8.7 8.7 52.2 17.4
23 4 8 5 2 2 2 12 4

＊「そう思う」…「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計　　「そう思わない」…「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

そ
う

思
う

そ
う

思
わ
な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　問１
５．今の社会では、社会的に弱い立場の人が優遇される一方で、一般の人々の努力が
    認められていないと感じることがある

59.0

66.7

57.4

55.4

53.1

49.1

28.2

26.7

24.1

28.4

35.4

35.6

12.9

6.6

16.7

16.2

11.4

15.3

0.0

0.0

1.9

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１ 人権に関する考え

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

５．今の社会では、社会的に弱い立場の人が優遇される一方で、一般の人々の努力が認められて

いないと感じることがある 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「そう思う」は「70 歳以上」を除くすべての年齢層で 5割を超えている。最い高いのは「30～

39 歳」の 66.7%、最い低いのは「70 歳以上」の 49.1%で、年齢が上がるにつれてやや低くなる傾

向が見られる。 

「「どちらといいえない」は「60～69 歳」（35.4%）、「70 歳以上」（35.6%）で 35%台、その他の年

齢層では 20%台で、年齢が上がるにつれて、判断を保留する傾向が見られる。 

また、「「そう思わない」は「「40～49 歳」が 16.7%、「50～59 歳」が 16.2%と他の年齢層よそいや

や高く、「30～39 歳」では 6.6%と最い低い割合となっている。 

  

５．今の社会では、社会的に弱い立場の人が優遇される一方で、一般の人々の努力が認められていな 
  いと感じることがある（年齢層別） 
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 上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と

い
え

ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え

な
い

あ
ま
り
そ
う

思
わ

な
い

そ
う
思
わ
な

い

不
明
・
無
回

答

100.0 34.3 34.0 23.9 5.6 1.6 0.5 68.3 7.2
373 128 127 89 21 6 2 255 27

100.0 17.9 43.6 30.8 7.7 0.0 0.0 61.5 7.7
39 7 17 12 3 0 0 24 3

100.0 24.4 48.9 20.0 4.4 2.2 0.0 73.3 6.6
45 11 22 9 2 1 0 33 3

100.0 42.6 20.4 27.8 7.4 1.9 0.0 63.0 9.3
54 23 11 15 4 1 0 34 5

100.0 39.2 29.7 20.3 9.5 1.4 0.0 68.9 10.9
74 29 22 15 7 1 0 51 8

100.0 36.7 35.4 22.8 3.8 1.3 0.0 72.1 5.1
79 29 28 18 3 1 0 57 4

100.0 39.0 35.6 23.7 1.7 0.0 0.0 74.6 1.7
59 23 21 14 1 0 0 44 1

100.0 26.1 26.1 26.1 4.3 8.7 8.7 52.2 13.0
23 6 6 6 1 2 2 12 3

＊「そう思う」…「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計　　「そう思わない」…「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

そ

う
思
う

そ

う
思
わ
な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　問１
６．権利ばかり主張して、我慢できない人が増えてきていると感じる

61.5

73.3

63.0

68.9

72.1

74.6

30.8

20.0

27.8

20.3

22.8

23.7

7.7

6.6

9.3

10.9

5.1

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１ 人権に関する考え

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

６．権利ばかり主張して、我慢できない人が増えてきていると感じる 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「そう思う」は「「18～29 歳」（61.5%）、「「40～49 歳」（63.0%）、「50～59 歳」（68.9%）が 6割台で

あるのに対し、「「30～39 歳」（73.3%）、「「60～69 歳」（72.1%）、「「70 歳以上」「（74.6%）は 7割台で肯

定的な傾向がよそ強くみられる。 

「「どちらといいえない」は「18～29 歳」（30.8%）、「40～49 歳」（27.8%）で 3割近くを占めてい

るのに対し、その他の年齢層では 2割弱となっている。 

「「そう思わない」は「「40～49 歳」「（9.3%）、「「50～59 歳」「（10.9%）と、他の年齢層に比べてやや高

い。 

特徴的な点として、「70 歳以上」は「そう思う」の割合が 74.6%で最い高く、「そう思わない」

の割合が 1.7%と最い低い。高年層ほど「権利ばかそ主張して、我慢できない人が増えてきている」

と感じる傾向がみられる。  

６．権利ばかり主張して、我慢できない人が増えてきていると感じる（年齢層別） 
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 上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と

い
え

ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え

な
い

あ
ま
り
そ
う

思
わ

な
い

そ
う
思
わ
な

い

不
明
・
無
回

答

100.0 18.8 29.2 37.8 8.0 5.6 0.5 48.0 13.6
373 70 109 141 30 21 2 179 51

100.0 2.6 25.6 51.3 12.8 7.7 0.0 28.2 20.5
39 1 10 20 5 3 0 11 8

100.0 6.7 28.9 48.9 8.9 6.7 0.0 35.6 15.6
45 3 13 22 4 3 0 16 7

100.0 14.8 31.5 38.9 13.0 1.9 0.0 46.3 14.9
54 8 17 21 7 1 0 25 8

100.0 20.3 25.7 36.5 8.1 9.5 0.0 46.0 17.6
74 15 19 27 6 7 0 34 13

100.0 25.3 27.8 36.7 3.8 6.3 0.0 53.1 10.1
79 20 22 29 3 5 0 42 8

100.0 27.1 42.4 27.1 3.4 0.0 0.0 69.5 3.4
59 16 25 16 2 0 0 41 2

100.0 30.4 13.0 26.1 13.0 8.7 8.7 43.4 21.7
23 7 3 6 3 2 2 10 5

＊「そう思う」…「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計　　「そう思わない」…「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

そ

う
思
う

そ

う
思
わ
な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　問１
７．社会福祉に頼るのではなく、自立を目指してもっと努力するべきだと思う

28.2

35.6

46.3

46.0

53.1

69.5

51.3

48.9

38.9

36.5

36.7

27.1

20.5

15.6

14.9

17.6

10.1

3.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１ 人権に関する考え

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

７．社会福祉に頼るのではなく、自立を目指してもっと努力するべきだと思う 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢層が高くなるにつれて、「「そう思う」の割合が高くなそ、「どちらといいえない」や「そう

思わない」の割合が小さくなる傾向にある。特に高年層では自助努力を重視する意識が強くみら

れる。 

留意すべき点として、若年層である「「18～29 歳」「（51.3%）、「「30～39 歳」「（48.9%）では、「「どち

らといいえない」が約 5割を占めておそ、福祉と自立の在そ方について意見が定まっていない傾

向がみられる。 

 

  

７．社会福祉に頼るのではなく、自立を目指してもっと努力するべきだと思う（年齢層別） 
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 上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い

あ
ま
り
そ
う
思
わ

な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 5.6 6.7 21.2 25.2 40.5 0.8 12.3 65.7
373 21 25 79 94 151 3 46 245

100.0 2.6 7.7 15.4 33.3 41.0 0.0 10.3 74.3
39 1 3 6 13 16 0 4 29

100.0 8.9 6.7 28.9 26.7 28.9 0.0 15.6 55.6
45 4 3 13 12 13 0 7 25

100.0 5.6 3.7 38.9 25.9 24.1 1.9 9.3 50.0
54 3 2 21 14 13 1 5 27

100.0 6.8 5.4 13.5 31.1 43.2 0.0 12.2 74.3
74 5 4 10 23 32 0 9 55

100.0 2.5 2.5 19.0 21.5 54.4 0.0 5.0 75.9
79 2 2 15 17 43 0 4 60

100.0 0.0 15.3 16.9 20.3 47.5 0.0 15.3 67.8
59 0 9 10 12 28 0 9 40

100.0 26.1 8.7 17.4 13.0 26.1 8.7 34.8 39.1
23 6 2 4 3 6 2 8 9

＊「そう思う」…「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計　　「そう思わない」…「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

そ
う

思
う

そ
う

思
わ
な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　問１
 ８．災害などの非常時には、支援が必要な人への特別な配慮ができなくても仕方が
     ないと思う

10.3

15.6

9.3

12.2

5.0

15.3

15.4

28.9

38.9

13.5

19.0

16.9

74.3

55.6

50.0

74.3

75.9

67.8

0.0

0.0

1.9

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１ 人権に関する考え

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

８．災害などの非常時には、支援が必要な人への特別な配慮ができなくても仕方がないと思う 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「そう思わない」は「「18～29 歳」「（74.3%）、「50～59 歳」「（74.3%）、「60～69 歳」「（75.9%）でいず

れい 7割台と高く、否定的な傾向が強い。多くの町民が非常時であってい支援や配慮を重視する

意識を持っていることがうかがえる。 

一方、「「どちらといいえない」は「「30～39 歳」「（28.9%）、「「40～49 歳」「（38.9%）で 3割前後を示

し、他の年齢層に比べてやや高い傾向がみられる。 

 

 

  

８．災害などの非常時には、支援が必要な人への特別な配慮ができなくても仕方がないと思う（年齢層別） 



- 16 - 

 

              上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答

数

あ
ら

ぬ

噂

、
悪
口

、

陰
口

に

よ
る

、
名

誉
・

信

用
な

ど
の

侵

害 学
歴

や

職
業

、
容

姿

な
ど

を

理
由

と
し

た

不
当

な

差
別

的
待

遇

地
域

・

家
庭

・
職

場

な
ど

に

お
け

る
暴

力
・

脅

迫
・

仲
間

は

ず
れ

・

嫌
が

ら
せ

信
条

・

性
別

・
社

会

的
身

分

な
ど

の
違

い

に
よ

る

不
平

等
や

不

利
益

な

扱
い

児
童

虐

待

(

育
児

放

棄
や

体

罰

、
暴
言

な

ど

)

高
齢

者

虐
待

(

不

衛

生
な

放

置

、
暴
力

、

暴
言

な

ど

)

性
的

嫌

が
ら

せ

(

セ

ク
シ

ュ
ア
ル

・
ハ

ラ

ス
メ

ン

ト

)

100.0 26.0 10.5 16.4 8.0 11.8 7.8 7.8
373 97 39 61 30 44 29 29

100.0 33.3 17.9 23.1 0.0 12.8 0.0 12.8
39 13 7 9 0 5 0 5

100.0 35.6 13.3 24.4 8.9 8.9 6.7 17.8
45 16 6 11 4 4 3 8

100.0 38.9 14.8 18.5 11.1 18.5 9.3 5.6
54 21 8 10 6 10 5 3

100.0 27.0 12.2 20.3 12.2 12.2 10.8 6.8
74 20 9 15 9 9 8 5

100.0 21.5 2.5 12.7 5.1 15.2 8.9 5.1
79 17 2 10 4 12 7 4

100.0 8.5 11.9 8.5 10.2 5.1 8.5 3.4
59 5 7 5 6 3 5 2

100.0 21.7 0.0 4.3 4.3 4.3 4.3 8.7
23 5 0 1 1 1 1 2

配

偶
者

や
恋

人

等
か

ら
の

暴

力

(
ド
メ

ス

テ

ィ
ッ

ク

・
バ

イ
オ

レ

ン
ス

)

特

定
の

人
に

し

つ
こ

く
つ

き

ま
と

わ
れ

る

こ
と

(

ス

ト
ー

カ
ー

行

為

)

職

場
等

で
の

不

当
な

待
遇

や

上
司

の
言

動

に
よ

る
嫌

が

ら
せ

(

パ

ワ
ー

・

ハ
ラ

ス

メ
ン

ト

)

イ

ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
上

で
の

人

権
侵

害

プ

ラ
イ

バ
シ
ー

の
侵

害

差

別
さ

れ
た

り

人
権

を
侵

害

さ
れ

た
こ

と

は
な

い

そ

の
他

不

明
・

無
回

答

5.1 5.6 18.8 14.2 8.8 25.7 3.8 26.8
19 21 70 53 33 96 14 100
2.6 2.6 25.6 25.6 12.8 25.6 2.6 15.4

1 1 10 10 5 10 1 6
8.9 6.7 20.0 22.2 11.1 20.0 0.0 24.4

4 3 9 10 5 9 0 11
9.3 11.1 33.3 24.1 13.0 18.5 3.7 14.8

5 6 18 13 7 10 2 8
6.8 4.1 16.2 13.5 8.1 28.4 1.4 24.3

5 3 12 10 6 21 1 18
2.5 6.3 13.9 3.8 5.1 25.3 7.6 32.9

2 5 11 3 4 20 6 26
3.4 1.7 11.9 6.8 6.8 33.9 3.4 37.3

2 1 7 4 4 20 2 22
0.0 8.7 13.0 13.0 8.7 26.1 8.7 39.1

0 2 3 3 2 6 2 9

差別や人権侵害を受けた、または見聞きした経験の有無とその内容

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

　

　問２

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

全　　体

１－２ 差別や人権侵害を受けた、または見聞きした経験の有無とその内容 

 

 

 

１）全体①及び年齢層別① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ あなたは、過去５年ほどの間に、差別や人権侵害を受けた経験、またはそのような事例を見聞

きしたことはあそますか。 
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33.3 35.6

17.9

13.3

23.1 24.4

0.0

8.9
12.8

8.9

0.0

6.7

12.8
17.8

2.6

8.9

2.6
6.7

25.6
20.0

25.6 22.2

12.8 11.1

25.6
20.0

2.6
0.0

15.4

24.4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

１８～２９歳 ３０～３９歳
児童虐待(育児放棄や体罰、暴言など)

性的嫌がらせ(セクシュアル・ハラスメント)

インターネット上での人権侵害

プライバシーの侵害

差別されたり人権を侵害されたことはない

その他

不明・無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体として、「差別されたそ人権を侵害されたことはない」が 25.7%、「不明・無回答」が 26.8%

で合計 52.5%、約半数は差別や人権侵害を受けた経験はないと考えられる。一方、残る半数は何

らかの差別や人権侵害を受けた、または見聞きした経験があると推察される。 

26.0

18.8

16.4

14.2

11.8

10.5

8.8

8.0

7.8

7.8

5.6

5.1

3.8

25.7

26.8

0% 10% 20% 30%

あらぬ噂、悪口、陰口による、名誉・信用などの侵害

インターネット上での人権侵害

児童虐待(育児放棄や体罰、暴言など)

学歴や職業、容姿などを理由とした不当な差別的待遇

プライバシーの侵害

高齢者虐待(不衛生な放置、暴力、暴言など)

性的嫌がらせ(セクシュアル・ハラスメント)

特定の人にしつこくつきまとわれること(ストーカー行為)

配偶者や恋人等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)

その他

差別されたり人権を侵害されたことはない

不明・無回答

職場等での不当な待遇や上司の言動による嫌がらせ(パワー・ハラスメント) 

地域・家庭・職場などにおける暴力・脅迫・仲間はずれ・嫌がらせ 

 

 

 

 

信条・性別・社会的身分などの違いによる不平等や不利益な扱い 

38.9

27.0

14.8
12.2

18.5 20.3

11.1 12.2

18.5

12.2
9.3 10.8

5.6 6.89.3 6.8
11.1

4.1

33.3

16.2

24.1

13.513.0
8.1

18.5

28.4

3.7
1.4

14.8

24.3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

４０～４９歳 ５０～５９歳

21.5

8.5

2.5

11.912.7
8.5

5.1

10.2
15.2

5.1
8.9 8.5

5.1 3.42.5 3.4
6.3

1.7

13.9 11.9

3.8
6.85.1 6.8

25.3

33.9

7.6
3.4

32.9

37.3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

６０～６９歳 ７０歳以上

あらぬ噂、悪口、陰口による、名誉・信用
などの侵害  
学歴や職業、容姿などを理由とした不当
な差別的待遇  
地域・家庭・職場などにおける暴力・脅
迫・仲間はずれ・嫌がらせ 
 
信条・性別・社会的身分などの違いによる
不平等や不利益な扱い 
 
 
高齢者虐待(不衛生な放置、暴力、暴言
など) 
 
 
 
配偶者や恋人等からの暴力 
(ドメスティック・バイオレンス)  
特定の人にしつこくつきまとわれること 
(ストーカー行為)  
職場等での不当な待遇や上司の言動に
よる嫌がらせ(パワー・ハラスメント) 

問２ 差別や人権侵害を受けた、または見聞きした経験の有無とその内容(年齢層別➀) 

問２ 差別や人権侵害を受けた、または見聞きした経験の有無とその内容(全体➀) 
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回

答
数

あ

ら
ぬ

噂

、
悪
口

、

陰

口
に

よ
る

、
名

誉

・
信

用
な

ど
の

侵

害 学

歴
や

職
業

、
容

姿

な

ど
を

理
由

と
し

た

不

当
な

差
別

的
待

遇

地

域
・

家
庭

・
職

場

な

ど
に

お
け

る
暴

力

・
脅

迫
・

仲
間

は

ず

れ
・

嫌
が

ら
せ

信

条
・

性
別

・
社

会

的

身
分

な
ど

の
違

い

に

よ
る

不
平

等
や

不

利

益
な

扱
い

児

童
虐

待

(

育
児

放

棄

や
体

罰

、
暴
言

な

ど

)

高

齢
者

虐
待

(

不

衛

生

な
放

置

、
暴
力

、

暴

言
な

ど

)

100.0 52.5 19.2 34.5 16.4 22.6 15.3
177 93 34 61 29 40 27

100.0 56.5 30.4 39.1 0.0 21.7 0.0
23 13 7 9 0 5 0

100.0 60.0 20.0 44.0 16.0 16.0 12.0
25 15 5 11 4 4 3

100.0 58.3 22.2 27.8 16.7 27.8 13.9
36 21 8 10 6 10 5

100.0 57.1 25.7 42.9 25.7 25.7 22.9
35 20 9 15 9 9 8

100.0 45.5 3.0 30.3 12.1 27.3 18.2
33 15 1 10 4 9 6

100.0 23.5 23.5 29.4 29.4 11.8 23.5
17 4 4 5 5 2 4

100.0 62.5 0.0 12.5 12.5 12.5 12.5
8 5 0 1 1 1 1

性
的

嫌

が
ら

せ

(

セ

ク

シ

ュ
ア

ル
・

ハ
ラ

ス

メ
ン

ト
)

配
偶

者

や
恋

人
等

か

ら
の

暴
力

(

ド
メ

ス
テ

ィ
ッ

ク
・

バ

イ
オ

レ
ン

ス

)

特
定

の

人
に

し
つ

こ

く
つ

き
ま

と

わ
れ

る
こ

と

(

ス

ト
ー

カ
ー

行

為

)

職
場

等

で
の

不
当

な

待
遇

や
上

司

の
言

動
に

よ

る
嫌

が
ら

せ

(

パ

ワ
ー

・

ハ
ラ

ス
メ

ン

ト

)

イ
ン

タ
ー

ネ

ッ
ト

上

で
の

人
権

侵

害

プ
ラ

イ

バ
シ
ー

の

侵

害

そ
の

他

16.4 10.7 11.9 37.9 29.9 18.6 6.8
29 19 21 67 53 33 12

21.7 4.3 4.3 43.5 43.5 21.7 4.3
5 1 1 10 10 5 1

32.0 16.0 12.0 32.0 40.0 20.0 0.0
8 4 3 8 10 5 0

8.3 13.9 16.7 50.0 36.1 19.4 5.6
3 5 6 18 13 7 2

14.3 14.3 8.6 34.3 28.6 17.1 2.9
5 5 3 12 10 6 1

12.1 6.1 15.2 33.3 9.1 12.1 15.2
4 2 5 11 3 4 5

11.8 11.8 5.9 29.4 23.5 23.5 11.8
2 2 1 5 4 4 2

25.0 0.0 25.0 37.5 37.5 25.0 12.5
2 0 2 3 3 2 1

７０歳以上

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

不明・無回答

上段：割合（％）　下段：回答数（人）

不明・無回答

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

　

　問２
差別や人権侵害を受けた、または見聞きした経験ありとその内容

全　　体

年
　
　
　
齢

問 2 の回答のうち、「差別されたそ人権を侵害されたことはない」（96 名）と「無回答」（100

名）を除外し、差別や人権侵害を受けた・見聞きしたと回答した人を対象に、内容別の傾向を把

握するため再分類し、集計・分析を行った。対象 は 177 名である。 

 

１－２－１ 差別や人権侵害を受けた、または見聞きした経験ありとその内容 

全体②及び年齢層別② 
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52.5 

37.9 

34.5 

29.9 

22.6 

19.2 

18.6 

16.4 

16.4 

15.3 

11.9 

10.7 

6.8 

0% 20% 40% 60%

あらぬ噂、悪口、陰口による、名誉・信用などの侵害

インターネット上での人権侵害

児童虐待(育児放棄や体罰、暴言など)

学歴や職業、容姿などを理由とした不当な差別的待遇

プライバシーの侵害

性的嫌がらせ(セクシュアル・ハラスメント)

高齢者虐待(不衛生な放置、暴力、暴言など)

特定の人にしつこくつきまとわれること(ストーカー行為)

配偶者や恋人等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)

その他

N=177

問２ 差別や人権侵害を受けた、または見聞きした経験の有無とその内容

１ 経験ありとその内容(全体②)

56.5
60.0

30.4

20.0

39.1
44.0

0.0

16.0
21.7

16.0

0.0

12.0

21.7

32.0

4.3 

16.0 

4.3 
12.0 

43.5 

32.0 

43.5 
40.0 

21.7 20.0 

4.3 
0.0 

0%

35%

70%

１８～２９歳 ３０～３９歳

問２ 差別や人権侵害を受けた、または見聞きした経験の有無とその内容

１ 経験ありとその内容(年齢層別)

インターネット上での人権侵害

プライバシーの侵害

その他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「あらぬ噂、悪口、陰口による、名誉・信用などの侵害」が 52.5%で、過半数を占めている。 

次いで、「職場等での不当な待遇や上司の言動による嫌がらせ（パワー・ハラスメント）」が

37.9%、「地域・家庭・職場などにおける暴力・脅迫・仲間はずれ・嫌がらせ」が 34.5%と高い割

合を示している。 

この結果から、身近な生活の場においてい差別や人権侵害が多く発生している実態がうかがえ

る。特に、近年社会的な関心が高まっている「「職場でのパワー・ハラスメント」については 37.9%

と比較的高い割合を示しておそ、深刻な課題として捉える必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職場等での不当な待遇や上司の言動による嫌がらせ(パワー・ハラスメント) 

地域・家庭・職場などにおける暴力・脅迫・仲間はずれ・嫌がらせ 

 

 

 
 

信条・性別・社会的身分などの違いによる不平等や不利益な扱い 

58.3 57.1

22.2
25.727.8

42.9

16.7

25.727.8 25.7

13.9
22.9

8.3
14.313.9 14.3 

16.7 

8.6 

50.0 

34.3 36.1 
28.6 

19.4 17.1 

5.6 2.9 

0%

35%

70%

４０～４９歳 ５０～５９歳

45.5

23.5

3.0

23.5
30.3 29.4

12.1

29.427.3

11.8
18.2

23.5

12.1 11.8
6.1 

11.8 
15.2 

5.9 

33.3 
29.4 

9.1 

23.5 

12.1 

23.5 

15.2 
11.8 

0%

35%

70%

６０～６９歳 ７０歳以上

あらぬ噂、悪口、陰口による、名誉・
信用などの侵害 
 
学歴や職業、容姿などを理由とした
不当な差別的待遇  
地域・家庭・職場などにおける暴力・
脅迫・仲間はずれ・嫌がらせ  
信条・性別・社会的身分などの違い
による不平等や不利益な扱い  
児童虐待(育児放棄や体罰、暴言な
ど)  
高齢者虐待(不衛生な放置、暴力、
暴言など)  
性的嫌がらせ(セクシュアル・ハラス
メント)  
配偶者や恋人等からの暴力(ドメス
ティック・バイオレンス) 
 
特定の人にしつこくつきまとわれる
こと(ストーカー行為) 
 
職場等での不当な待遇や上司の言動
による嫌がらせ(パワー・ハラスメント) 
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年齢層別では、「70 歳以上」を除くすべての年齢層で「あらぬ噂、悪口、陰口による、名誉・

信用などの侵害」の割合が高く、「18～29 歳」で 56.5%、「30～39 歳」で 60.0%、「40～49 歳」で

58.3%、「50～59 歳」で 57.1%、「60～69 歳」で 45.5%と、いずれい 4～6割を占めている。 

また、「地域・家庭・職場などにおける暴力・脅迫・仲間はずれ・嫌がらせ」は、「30～39 歳」

で 44.0%、「50～59 歳」で 42.9%と、いずれい 4割前後と高い割合を示している。 

さらに、「60～69 歳」を除くすべての年齢層で、「「学歴や職業、容姿などを理由にした不当な差

別待遇」が一定程度みられ、「「18～29 歳」で 30.4%、「「30～39 歳」で 20.0%、「「40～49 歳」で 22.2%、

「「50～59 歳」で 25.7%、「70 歳以上」で 23.5%と、2～3 割を占めている。 

加えて、「「職場等での不当な待遇や上司の言動による嫌がらせ（パワー・ハラスメント）」は「18

～29 歳」で 43.5%、「「30～39 歳」で 32.0%、「「40～49 歳」で 50.0%、「「50～59 歳」で 34.3%、「60～

69 歳」で 33.3%と、いずれい 3割～5割を占めている。 

また、「「性的嫌がらせ（セクシュアル「・ハラスメント）」は「「18～29 歳」で 21.7%、「30～39 歳」

で 32.0%、「インターネット上での人権侵害」は「「18～29 歳」で 43.5%、「30～39 歳」で 40.0%と、

いずれい若年層に多くみられる傾向がある。 

このように、年齢層によって人権侵害の「場」と「内容」が異なる傾向がみられることが明ら

かになった。 

「「人権侵害を受けた、または見聞きした経験」は、個人の人権意識と密接に関係しておそ、かつ

ては容認されていた言動が、現在では人権侵害として認識されるようになってきている。こうし

た変化は、人権教育・啓発活動の成果として、人権尊重の意識が社会全体に浸透してきているこ

との表れであると考えられる。 
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             上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

何
も
せ
ず
に

が
ま
ん
す
る

相
手
に
対
し

て
直
接
抗
議
す
る

家
族
や
親
族

・
友
人
・
知
人
な

ど
身
近
な
人

に
相
談
す
る

行
政
区
の
役

員
・
民
生
委
員
・

議
員
な
ど
地

域
の
人
に
相
談
す

る 人
権
団
体
や

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど

の
民
間
機
関

に
相
談
す
る

県
や
町
の
行

政
窓
口

、
警
察

、

法
務
局

、
人

権
擁
護
委
員
な
ど

の
公
的
機
関

に
相
談
す
る

弁
護
士
に
相

談
す
る

ど
う
し
た
ら

よ
い
か
わ
か
ら
な

い そ
の
他

不
明
・
無
回

答

100.0 12.3 32.4 64.9 18.0 6.4 32.7 12.1 12.1 3.5 1.9
373 46 121 242 67 24 122 45 45 13 7

100.0 10.3 28.2 87.2 5.1 0.0 23.1 5.1 10.3 0.0 2.6
39 4 11 34 2 0 9 2 4 0 1

100.0 26.7 26.7 73.3 6.7 13.3 31.1 8.9 13.3 0.0 0.0
45 12 12 33 3 6 14 4 6 0 0

100.0 13.0 42.6 63.0 16.7 7.4 31.5 18.5 11.1 3.7 1.9
54 7 23 34 9 4 17 10 6 2 1

100.0 9.5 43.2 60.8 8.1 6.8 41.9 16.2 10.8 4.1 1.4
74 7 32 45 6 5 31 12 8 3 1

100.0 2.5 31.6 68.4 26.6 10.1 35.4 10.1 16.5 2.5 0.0
79 2 25 54 21 8 28 8 13 2 0

100.0 18.6 23.7 49.2 33.9 0.0 25.4 8.5 11.9 10.2 1.7
59 11 14 29 20 0 15 5 7 6 1

100.0 13.0 17.4 56.5 26.1 4.3 34.8 17.4 4.3 0.0 13.0
23 3 4 13 6 1 8 4 1 0 3

差別をされたり、人権が侵害された場合の対処の仕方

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

問３

64.9

32.7

32.4

18.0

12.3

12.1

12.1

6.4

3.5

1.9

0% 20% 40% 60% 80%

家族や親族・友人・知人など身近な人に相談する

相手に対して直接抗議する

行政区の役員・民生委員・議員など地域の人に相談する

何もせずにがまんする

弁護士に相談する

どうしたらよいかわからない

人権団体やＮＰＯ法人などの民間機関に相談する

その他

不明・無回答

問３ 差別をされたり、人権が侵害された場合の対処の仕方(全体)

１－３ 差別をされたり、人権が侵害された場合の対処の仕方 

 

 

 

１）全体及び年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最い割合が多いのは「「家族や親族・友人・知人など身近な人に相談する」で 64.9%、次いで「「県

や町の行政窓口、警察、法務局、人権擁護委員などの公的機関に相談する」が 32.7%、「「相手に対

して直接抗議する」が 32.4%となっている。 

一方、「人権団体や NPO 法人などの民間機関に相談する」「（6.4%）、「弁護士に相談する」「（12.1%）

は比較的少ない。また、「何いせずにがまんする」（12.3%）や「どうしたらよいかわからない」

「（12.1%）と回答した人い一定数存在しておそ、この点には留意する必要がある。 

問３ あなたは、いし差別を受けたそ人権を侵害されたそした場合、どのように対処しますか。また

は誰(どこ)に相談しますか。 

県や町の行政窓口、警察、法務局、人権擁護委員などの公的機関に相談する 
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10.3

26.7

13.0

28.2 26.7

42.6

87.2

73.3
63.0

5.1 6.7

16.7

0.0

13.3
7.4

23.1 31.1 31.5

5.1 8.9

18.5
10.3 13.3 11.1

0.0 0.0
3.72.6

0.0 1.9
0%

30%

60%

90%

１８～２９歳 ３０～３９歳 ４０～４９歳

問３ 差別をされたり、人権が侵害された場合の対処の仕方(年齢層別)
何もせずにがまんする

相手に対して直接抗議する

弁護士に相談する

どうしたらよいかわからない

その他

不明・無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「18～29 歳」では「家族や親族・友人・知人など身近な人に相談する」が 87.2%と極めて高く、

他の相談先の割合は低い。 

「「30～39 歳」では、「「家族や親族・友人・知人など身近な人に相談する」が 73.3%と依然として

高い一方で、「「県や町の行政窓口、警察、法務局、人権擁護委員などの公的機関に相談する」「（31.1%）

や「「人権団体や NPO 法人などの民間機関に相談する」「（13.3%）い一定の割合を占めている。また、

「「相手に直接抗議する」「（26.7%）と「「何いせずにがまんする」「（26.7%）が同程度であそ、対応の仕

方が分かれている傾向がみられる。 

「「40～59 歳」では、「「家族や親族・友人・知人など身近な人に相談する」「（40～49 歳：63.0%、50

～59 歳：60.8%）の割合が高いほか、「「県や町の行政窓口、警察、法務局、人権擁護委員などの公

的機関に相談する」（40～49 歳：31.5%、50～59 歳：41.9%）、「弁護士に相談する」（40～49 歳：

18.5%、50～59 歳：16.2%）い比較的多い。また、「「相手に直接抗議する」「（40～49 歳：42.6%、50

～59 歳：43.2%）が約 4割を占め、自分で問題を解決しようとする傾向がうかがえる。 

「「60～69 歳」では、「行政区の役員・民生委員・議員など地域の人に相談する」（26.6%）や「「県

や町の行政窓口、警察、法務局、人権擁護委員などの公的機関に相談する」「（35.4%）の割合が高

く、地域や公的機関を相談先とする傾向がみられる。 

「「70 歳以上」では、「行政区の役員・民生委員・議員など地域の人に相談する」「（33.9%）が他の

年齢層と比べて高く、「県や町の行政窓口、警察、法務局、人権擁護委員などの公的機関に相談す

る」（25.4%）い比較的高い。一方で、「「家族や親族・友人・知人など身近な人に相談する」「（49.2%）

は全体平均よそ低く、「何いせずにがまんする」（18.6%）はやや高い傾向を示している。 

以上のことから、各年齢層によって相談行動の傾向や特徴が異なっておそ、各年齢層の特徴に

応じた人権相談体制の整備や、相談しやすい環境づくそに向けた啓発活動の充実が求められる。 

 

  

家族や親族・友人・知人など身近な人に
相談する  
行政区の役員・民生委員・議員など地
域の人に相談する  
人権団体やＮＰＯ法人などの民間機関
に相談する  
県や町の行政窓口、警察、法務局、人
権擁護委員などの公的機関に相談する 

9.5
2.5

18.6

43.2
31.6

23.7

60.8
68.4

49.2

8.1

26.6
33.9

6.8 10.1

0.0

41.9
35.4

25.4
16.2

10.1
8.510.8

16.5 11.9

4.1 2.5 10.2
1.4 0.0 1.7

0%

30%

60%

90%

５０～５９歳 ６０～６９歳 ７０歳以上
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60.3

24.4

44.8

25.222.3
16.4

3.5 6.28.8 5.4

16.1
20.6

6.2

16.6
8.3

17.4

3.8
9.7

0%

35%

70%

１．部落差別に関する問題（同和問題） ２．障がい者の人権

問４ 人権教育・研修を受けた経験(全体)

小学校で受けた

中学校で受けた

高校で受けた

大学・短大、専門学校で受けた

住民対象の講座で受けた

職場研修で受けた

受けた記憶がない

受けたことがない

不明・無回答

        上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

小
学
校
で
受
け

た

中
学
校
で
受
け

た

高
校
で
受
け
た

大
学
・
短
大

、
専
門

学
校
で
受
け
た

住
民
対
象
の
講

座
で

受
け
た

職
場
研
修
で
受

け
た

受
け
た
記
憶
が

な
い

受
け
た
こ
と
が

な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 60.3 44.8 22.3 3.5 8.8 16.1 6.2 8.3 3.8
373 225 167 83 13 33 60 23 31 14

100.0 24.4 25.2 16.4 6.2 5.4 20.6 16.6 17.4 9.7
373 91 94 61 23 20 77 62 65 36

100.0 9.7 11.3 9.7 2.4 3.2 10.5 28.2 29.8 12.3
373 36 42 36 9 12 39 105 111 46

100.0 3.2 6.4 5.4 2.9 3.8 13.7 27.3 34.0 12.1
373 12 24 20 11 14 51 102 127 45

100.0 8.0 12.9 9.1 4.8 3.8 13.9 24.4 30.3 10.7
373 30 48 34 18 14 52 91 113 40

100.0 2.9 7.0 8.0 2.4 4.0 15.5 25.5 34.6 11.5
373 11 26 30 9 15 58 95 129 43

100.0 20.9 21.7 15.0 3.2 6.2 26.5 16.4 21.7 9.4
373 78 81 56 12 23 99 61 81 35

人権教育・研修を受けた経験

全
　
　
　
体

１．部落差別に関する問題
    （同和問題）

２．障がい者の人権

３．外国人の人権

４．性的少数者の人権

５．感染症による人権侵害
　　に関する問題
６．インターネットによる人権
　　侵害に関する問題
７．いじめやハラスメントに関
　　する問題

　問４

１－４ 人権教育・研修を受けた経験 

 

 

１）全体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ あなたは学校や職場、地域などで次のような人権教育や研修を受けたことがあそますか。 

9.7
3.2

11.3
6.49.7

5.42.4 2.93.2 3.8
10.5 13.7

28.2 27.329.8
34.0

12.3 12.1

0%

35%

70%

３．外国人の人権 ４．性的少数者の人権

５．感染症による人権侵害に 

  関する問題 

６．インターネットによる人権侵害 

  に関する問題 

8.0
2.9

20.9
12.9

7.0

21.7

9.1 8.0
15.0

4.8 2.4 3.23.8 4.0 6.2
13.9 15.5

26.524.4 25.5
16.4

30.3
34.6

21.7

10.7 11.5 9.4

0%

35%

70%

７．いじめやハラスメントに関する問題
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人権教育は主に学校教育の段階、特に小・中学校で実施されている。「部落差別に関する問題

「（同問問題）」については、小学校で 60.3%、中学校で 44.8%が学習しておそ、他の人権課題と比

べて実施率が最い高い。次いで「「障がい の人権」は小学校で 24.4%、中学校で 25.2%、「いじめ

やハラスメントに関する問題」は小学校で 20.9%、中学校で 21.7%となっておそ、これらの人権

課題は学校教育のなかで比較的重点的に実施されていることがうかがえる。 

「「職場研修」では、「いじめやハラスメントに関する問題」（26.5%）や「障がい の人権」（20.6%）

が約 2割を占め、職場が人権啓発の場として一定の機能を果たしていることが示されている。 

しかし、「「受けた記憶がない」や「「受けたことがない」と回答した割合は、「「外国人の人権」「（28.2%「・

29.8%）、「性的少数 の人権」（27.3%・34.0%）、「感染症による人権侵害に関する問題」（24.4%・

30.3%）、「インターネットによる人権侵害に関する問題」（25.5%・34.6%）のいずれにおいてい、

合計で 5割を超えている。これらの人権課題では、人権に関する学習機会が十分に行き届いてい

ない状況がみられる。今後、こうした未受講層に対して学習の機会をどのように保障していくか

が課題となる。 
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79.5 80.0 83.3

51.3
60.0 59.3

23.1
28.9

25.9

2.6 6.7
1.9

7.7 8.9
1.9

15.4 17.8 20.4
5.1 4.4 0.0

5.1 2.2 0.00.0 0.0 1.9
0%

20%

40%

60%

80%

100%

１８～２９歳 ３０～３９歳 ４０～４９歳

問４ 人権教育・研修を受けた経験

１．部落差別に関する問題(同和問題)(年齢層別)
小学校で受けた

中学校で受けた

高校で受けた

大学・短大、専門学校で受けた

住民対象の講座で受けた

職場研修で受けた

受けた記憶がない

受けたことがない

不明・無回答

上段：割合（％）　下段：回答数（人）

１．部落差別に関する問題（同和問題）

回
答
数

小
学
校
で
受
け

た

中
学
校
で
受
け

た

高
校
で
受
け
た

大
学
・
短
大

、
専
門

学
校
で
受
け
た

住
民
対
象
の
講

座
で

受
け
た

職
場
研
修
で
受

け
た

受
け
た
記
憶
が

な
い

受
け
た
こ
と
が

な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 60.3 44.8 22.3 3.5 8.8 16.1 6.2 8.3 3.8
373 225 167 83 13 33 60 23 31 14

100.0 79.5 51.3 23.1 2.6 7.7 15.4 5.1 5.1 0.0
39 31 20 9 1 3 6 2 2 0

100.0 80.0 60.0 28.9 6.7 8.9 17.8 4.4 2.2 0.0
45 36 27 13 3 4 8 2 1 0

100.0 83.3 59.3 25.9 1.9 1.9 20.4 0.0 0.0 1.9
54 45 32 14 1 1 11 0 0 1

100.0 77.0 48.6 28.4 5.4 10.8 14.9 4.1 2.7 1.4
74 57 36 21 4 8 11 3 2 1

100.0 39.2 39.2 22.8 3.8 13.9 20.3 3.8 15.2 5.1
79 31 31 18 3 11 16 3 12 4

100.0 22.0 22.0 10.2 1.7 5.1 10.2 18.6 22.0 6.8
59 13 13 6 1 3 6 11 13 4

100.0 52.2 34.8 8.7 0.0 13.0 8.7 8.7 4.3 17.4
23 12 8 2 0 3 2 2 1 4

　
問４

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

１．部落差別に関する問題（同和問題） 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「59 歳以下」では、小学校時代に 77.0%～83.3%、中学校時代に 48.6%～60.0%が、人権教育で

「「部落差別に関する問題（同問問題）」学習を受けていることがわかる。 

一方、「「60 歳以上」では、小学校時代が 22.0%～39.2%、中学校時代が 22.0%～39.2%と低く、年

齢層によって「部落問題学習」の機会に大きな差が見られる。 

このような違いは、同問対策審議会答申（1965 年）以降に進められた法制度の整備や教育施策

の推進時期と密接に関係していると考えられる。 
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上段：割合（％）　下段：回答数（人）

２．障がい者の人権

回
答
数

小
学
校
で
受
け

た

中
学
校
で
受
け

た

高
校
で
受
け
た

大
学
・
短
大

、
専
門

学
校
で
受
け
た

住
民
対
象
の
講

座
で

受
け
た

職
場
研
修
で
受

け
た

受
け
た
記
憶
が

な
い

受
け
た
こ
と
が

な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 24.4 25.2 16.4 6.2 5.4 20.6 16.6 17.4 9.7
373 91 94 61 23 20 77 62 65 36

100.0 66.7 43.6 25.6 10.3 5.1 17.9 10.3 5.1 0.0
39 26 17 10 4 2 7 4 2 0

100.0 46.7 44.4 26.7 8.9 4.4 17.8 17.8 4.4 6.7
45 21 20 12 4 2 8 8 2 3

100.0 40.7 46.3 27.8 7.4 0.0 27.8 11.1 9.3 5.6
54 22 25 15 4 0 15 6 5 3

100.0 14.9 20.3 12.2 2.7 9.5 23.0 24.3 20.3 6.8
74 11 15 9 2 7 17 18 15 5

100.0 5.1 6.3 12.7 7.6 7.6 25.3 15.2 24.1 15.2
79 4 5 10 6 6 20 12 19 12

100.0 3.4 15.3 3.4 3.4 1.7 10.2 18.6 33.9 13.6
59 2 9 2 2 1 6 11 20 8

100.0 21.7 13.0 13.0 4.3 8.7 17.4 13.0 8.7 21.7
23 5 3 3 1 2 4 3 2 5

　
問４

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

２．障がい者の人権 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「49 歳以下」では、小学校時代に 40.7%～66.7%、中学校時代に 43.6%～46.3%、高校時代に 25.6%

～27.8%が「障がい の人権」について学んだ経験があそ、義務教育や高校教育の段階で学習の

機会が比較的多かったことがわかる。 

これに対して、「「50 歳以上」では、小学校時代が 3.4%～14.9%、中学校時代が 6.3%～20.3%と低

く、学校教育の中で学んだ経験が少ないことがうかがえる。 

また、「40 歳～69 歳」では、「職場で研修を受けた」割合が 23.0%～27.8%と、他の年齢層に比

べて高い。これは、平成 28「（2016）年に「「障害 差別解消法」が制定、施行されたことを背景に、

職場における人権研修や啓発活動が推進された影響が反映されていると考えられる。 
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問４ 人権教育・研修を受けた経験

２．障がい者の人権(年齢層別)
小学校で受けた

中学校で受けた

高校で受けた

大学・短大、専門学校で受けた

住民対象の講座で受けた

職場研修で受けた

受けた記憶がない

受けたことがない

不明・無回答
14.9
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15.3
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7.6 3.49.5 7.6
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15.2 18.620.3

24.1
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20%
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５０～５９歳 ６０～６９歳 ７０歳以上
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17.9 17.8 16.7
23.1 24.4

16.715.4 17.8 16.7

0.0

8.9
5.62.6 2.2 0.0

7.7 11.1 13.0

30.8 33.3 33.3

17.9
13.3

20.4

10.3
6.7 7.4

0%

25%

50%

１８～２９歳 ３０～３９歳 ４０～４９歳

問４ 人権教育・研修を受けた経験

３．外国人の人権(年齢層別)
小学校で受けた

中学校で受けた

高校で受けた

大学・短大、専門学校で受けた

住民対象の講座で受けた

職場研修で受けた

受けた記憶がない

受けたことがない

不明・無回答

上段：割合（％）　下段：回答数（人）

３．外国人の人権

回
答
数

小
学
校
で
受
け

た

中
学
校
で
受
け

た

高
校
で
受
け
た

大
学
・
短
大

、
専
門

学
校
で
受
け
た

住
民
対
象
の
講

座
で

受
け
た

職
場
研
修
で
受

け
た

受
け
た
記
憶
が

な
い

受
け
た
こ
と
が

な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 9.7 11.3 9.7 2.4 3.2 10.5 28.2 29.8 12.3
373 36 42 36 9 12 39 105 111 46

100.0 17.9 23.1 15.4 0.0 2.6 7.7 30.8 17.9 10.3
39 7 9 6 0 1 3 12 7 4

100.0 17.8 24.4 17.8 8.9 2.2 11.1 33.3 13.3 6.7
45 8 11 8 4 1 5 15 6 3

100.0 16.7 16.7 16.7 5.6 0.0 13.0 33.3 20.4 7.4
54 9 9 9 3 0 7 18 11 4

100.0 8.1 8.1 8.1 1.4 8.1 14.9 28.4 29.7 8.1
74 6 6 6 1 6 11 21 22 6

100.0 2.5 1.3 5.1 0.0 5.1 10.1 25.3 44.3 12.7
79 2 1 4 0 4 8 20 35 10

100.0 1.7 5.1 3.4 0.0 0.0 3.4 23.7 44.1 20.3
59 1 3 2 0 0 2 14 26 12

100.0 13.0 13.0 4.3 4.3 0.0 13.0 21.7 17.4 30.4
23 3 3 1 1 0 3 5 4 7

　
問４

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

３．外国人の人権 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「18～39 歳」では、小「・中「・高校での学習経験がそれぞれ 15%～24%前後で、一定の学習機会が

あったことがうかがえる。 

「「40～59 歳」の中年層では 8%～17%前後、「60 歳以上」の高年層では 2%～5%程度と低く、年齢

層が上がるほど学習経験が少ない傾向にある。 

また、「「受けた記憶がない」と「「受けたことがない」を合わせると、「18～29 歳」で 48.7%、「30

～39 歳」で 46.6%、「40～49 歳」で 53.7%、「50～59 歳」で 58.1%、「60～69 歳」で 69.6%、「70歳

以上」で 67.8%にのぼる。 

これらの結果から、「「外国人の人権」に関する人権教育・研修を受けた経験がない町民が多く、

多文化共生社会の形成に向けて、教育・啓発の充実が今後の課題であるといえる。 
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１８～２９歳 ３０～３９歳 ４０～４９歳

問４ 人権教育・研修を受けた経験

４．性的少数者の人権(年齢層別)
小学校で受けた

中学校で受けた

高校で受けた

大学・短大、専門学校で受けた

住民対象の講座で受けた

職場研修で受けた

受けた記憶がない

受けたことがない

不明・無回答

上段：割合（％）　下段：回答数（人）

４．性的少数者の人権

回
答
数

小
学
校
で
受
け

た

中
学
校
で
受
け

た

高
校
で
受
け
た

大
学
・
短
大

、
専
門

学
校
で
受
け
た

住
民
対
象
の
講

座
で

受
け
た

職
場
研
修
で
受

け
た

受
け
た
記
憶
が

な
い

受
け
た
こ
と
が

な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 3.2 6.4 5.4 2.9 3.8 13.7 27.3 34.0 12.1
373 12 24 20 11 14 51 102 127 45

100.0 2.6 10.3 10.3 10.3 2.6 12.8 35.9 23.1 2.6
39 1 4 4 4 1 5 14 9 1

100.0 6.7 13.3 15.6 4.4 6.7 22.2 35.6 8.9 8.9
45 3 6 7 2 3 10 16 4 4

100.0 7.4 11.1 11.1 3.7 3.7 20.4 27.8 25.9 9.3
54 4 6 6 2 2 11 15 14 5

100.0 2.7 2.7 1.4 2.7 5.4 14.9 31.1 39.2 6.8
74 2 2 1 2 4 11 23 29 5

100.0 1.3 3.8 1.3 0.0 5.1 11.4 21.5 45.6 12.7
79 1 3 1 0 4 9 17 36 10

100.0 0.0 3.4 1.7 1.7 0.0 3.4 22.0 49.2 20.3
59 0 2 1 1 0 2 13 29 12

100.0 4.3 4.3 0.0 0.0 0.0 13.0 17.4 26.1 34.8
23 1 1 0 0 0 3 4 6 8

　
問４

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

４．性的少数者の人権 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「49 歳以下」では、小「・中「・高校での学習経験がいずれい 10%～16%前後と、学校教育で「「性的

少数 の人権」が取そ上げられる傾向がみられる。 

一方、「50 歳以上」では約 3%前後で、学校教育でほとんど扱われてこなかったことがわかる。 

「「職場研修」での学習経験については、「30～39 歳」で 22.2%、「40～49 歳」で 20.4%と、他の

年齢層に比べて比較的高く、近年の職場におけるハラスメント防止や多様性尊重の取組が影響し

ているのではないかと考えられる。 

しかし、「受けた記憶がない」や「受けたことがない」を合わせると、「18～29 歳」で 59.0%、

「「30～39 歳」で 44.5%、「40～49 歳」で 53.7%、「50～59 歳」で 70.3%、「60～69 歳」で 67.1%、「70

歳以上」で 71.2%にのぼる。 

若年層では徐々に学習機会は増えつつあるが、年齢が上がるにつれて未受講の割合が非常に高

くなっておそ、世代間で大きな差がみられる。 
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５０～５９歳 ６０～６９歳 ７０歳以上
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また性の多様性に関する理解や関心は、年齢層が若くなるほど高まる傾向にある。 

これは、学校や職場での学習経験以外にい、性の多様性に関する知識や関心を得る機会が増え

ていることが影響していると考えられる。特に、メディアにおいて著名人が性的少数 であるこ

とをカミングアウトする場面や、LGBTQ をテーマにした作品が増加しておそ、これらを通じて文

化的に受け入れ、共感をいって理解する機会が広がっていることい、その背景の一つとして考え

られる。 

一方で、行政の人権啓発のテーマの一つとして「「性の多様性の問題」を取そ上げ、町民の理解

をよそ深めることが課題として示されている。 
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15.4
20.0

11.1

28.2
35.6

14.8
20.5

24.4

16.7
10.3 8.9 7.4

0.0
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28.2
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18.515.4

4.4

24.1

2.6
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0%

25%

50%

１８～２９歳 ３０～３９歳 ４０～４９歳

問４ 人権教育・研修を受けた経験

５．感染症による人権侵害に関する問題(年齢層別)
小学校で受けた

中学校で受けた

高校で受けた

大学・短大、専門学校で受けた

住民対象の講座で受けた

職場研修で受けた

受けた記憶がない

受けたことがない

不明・無回答

上段：割合（％）　下段：回答数（人）

５．感染症による人権侵害に関する問題

回
答
数

小
学
校
で
受
け

た

中
学
校
で
受
け

た

高
校
で
受
け
た

大
学
・
短
大

、
専
門

学
校
で
受
け
た

住
民
対
象
の
講

座
で

受
け
た

職
場
研
修
で
受

け
た

受
け
た
記
憶
が

な
い

受
け
た
こ
と
が

な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 8.0 12.9 9.1 4.8 3.8 13.9 24.4 30.3 10.7
373 30 48 34 18 14 52 91 113 40

100.0 15.4 28.2 20.5 10.3 0.0 10.3 28.2 15.4 2.6
39 6 11 8 4 0 4 11 6 1

100.0 20.0 35.6 24.4 8.9 4.4 20.0 22.2 4.4 6.7
45 9 16 11 4 2 9 10 2 3

100.0 11.1 14.8 16.7 7.4 3.7 24.1 18.5 24.1 9.3
54 6 8 9 4 2 13 10 13 5

100.0 4.1 8.1 2.7 2.7 6.8 13.5 32.4 36.5 6.8
74 3 6 2 2 5 10 24 27 5

100.0 2.5 6.3 1.3 1.3 5.1 12.7 16.5 45.6 12.7
79 2 5 1 1 4 10 13 36 10

100.0 0.0 0.0 3.4 3.4 1.7 6.8 30.5 40.7 16.9
59 0 0 2 2 1 4 18 24 10

100.0 17.4 8.7 4.3 4.3 0.0 8.7 21.7 21.7 26.1
23 4 2 1 1 0 2 5 5 6

　
問４

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

５．感染症による人権侵害に関する問題 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「49 歳以下」では、学校教育や職場研修の中で、感染症による人権侵害に関する学習機会を得

ているが、「50歳以上」では教育や研修を受けた経験がほとんどみられない。 

「「受けた記憶がない」と「「受けたことがない」を合計すると、「「49 歳以下」では 40%前後である

のに対し、「50～59 歳」で 68.9%、「60～69 歳」で 62.1%、「70 歳以上」では 71.2%に達している。 

これらの結果から、世代間における学習経験の格差が非常に大きいことが明らかであそ、特に

高年層においては感染症と人権に関する理解が十分に進んでいないことが示唆される。 
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7.7 4.4 5.6

35.9

11.1 9.3

28.2

20.0

9.310.3
4.4

0.00.0 2.2 1.9

10.3

28.9 25.925.6
22.2

25.9

12.8 15.6

31.5

2.6

11.1 7.4

0%

25%

50%

１８～２９歳 ３０～３９歳 ４０～４９歳

問４ 人権教育・研修を受けた経験

６．インターネットによる人権侵害に関する問題(年齢層別)
小学校で受けた

中学校で受けた

高校で受けた

大学・短大、専門学校で受けた

住民対象の講座で受けた

職場研修で受けた

受けた記憶がない

受けたことがない

不明・無回答

上段：割合（％）　下段：回答数（人）

６．インターネットによる人権侵害に関する問題

回
答
数

小
学
校
で
受
け

た

中
学
校
で
受
け

た

高
校
で
受
け
た

大
学
・
短
大

、
専
門

学
校
で
受
け
た

住
民
対
象
の
講

座
で

受
け
た

職
場
研
修
で
受

け
た

受
け
た
記
憶
が

な
い

受
け
た
こ
と
が

な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 2.9 7.0 8.0 2.4 4.0 15.5 25.5 34.6 11.5
373 11 26 30 9 15 58 95 129 43

100.0 7.7 35.9 28.2 10.3 0.0 10.3 25.6 12.8 2.6
39 3 14 11 4 0 4 10 5 1

100.0 4.4 11.1 20.0 4.4 2.2 28.9 22.2 15.6 11.1
45 2 5 9 2 1 13 10 7 5

100.0 5.6 9.3 9.3 0.0 1.9 25.9 25.9 31.5 7.4
54 3 5 5 0 1 14 14 17 4

100.0 1.4 0.0 1.4 2.7 9.5 13.5 35.1 39.2 6.8
74 1 0 1 2 7 10 26 29 5

100.0 1.3 0.0 0.0 0.0 5.1 12.7 20.3 49.4 12.7
79 1 0 0 0 4 10 16 39 10

100.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 8.5 25.4 42.4 20.3
59 0 0 2 0 0 5 15 25 12

100.0 4.3 8.7 8.7 4.3 8.7 8.7 17.4 30.4 26.1
23 1 2 2 1 2 2 4 7 6

　
問４

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

６．インターネットによる人権侵害に関する問題 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「18～39 歳」では、特に「中学校で受けた」（18～29 歳：35.9%、30～39 歳：11.1%）や「高校

で受けた」（18～29 歳：28.2%、30～39 歳：20.0%）の割合が比較的高く、学校教育の中で取そ上

げられていることがうかがえる。 

それに対して、「50 歳以上」では、学校教育における学習経験は非常に少なく、「「小・中・高校

で受けた」はいずれい 4%未満である。 

また、「職場研修で受けた」は、「「30～39 歳」で 28.9%、「40～49 歳」で 25.9%と比較的高く、近

年の社会情勢を踏まえ、新たな人権課題として職場研修の場で取そ上げられていることがわかる。 

一方で、「「50 歳以上」では、1割程度が「住民対象の講座」や「職場研修」で学習しているいの

の、約 7割が「受けた記憶がない」または「受けたことがない」と回答している。 
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１８～２９歳 ３０～３９歳 ４０～４９歳

問４ 人権教育・研修を受けた経験

７． いじめやハラスメントに関する問題(年齢層別) 小学校で受けた

中学校で受けた

高校で受けた

大学・短大、専門学校で受けた

住民対象の講座で受けた

職場研修で受けた

受けた記憶がない

受けたことがない

不明・無回答

上段：割合（％）　下段：回答数（人）

７． いじめやハラスメントに関する問題

回
答
数

小
学
校
で
受
け

た

中
学
校
で
受
け

た

高
校
で
受
け
た

大
学
・
短
大

、
専
門

学
校
で
受
け
た

住
民
対
象
の
講

座
で

受
け
た

職
場
研
修
で
受

け
た

受
け
た
記
憶
が

な
い

受
け
た
こ
と
が

な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 20.9 21.7 15.0 3.2 6.2 26.5 16.4 21.7 9.4
373 78 81 56 12 23 99 61 81 35

100.0 64.1 48.7 35.9 5.1 5.1 20.5 12.8 5.1 0.0
39 25 19 14 2 2 8 5 2 0

100.0 46.7 55.6 46.7 4.4 4.4 26.7 6.7 2.2 4.4
45 21 25 21 2 2 12 3 1 2

100.0 35.2 35.2 24.1 1.9 1.9 44.4 16.7 11.1 5.6
54 19 19 13 1 1 24 9 6 3

100.0 5.4 9.5 4.1 2.7 12.2 28.4 20.3 27.0 6.8
74 4 7 3 2 9 21 15 20 5

100.0 2.5 3.8 2.5 2.5 7.6 29.1 17.7 32.9 11.4
79 2 3 2 2 6 23 14 26 9

100.0 1.7 6.8 1.7 3.4 1.7 10.2 20.3 37.3 20.3
59 1 4 1 2 1 6 12 22 12

100.0 26.1 17.4 8.7 4.3 8.7 21.7 13.0 17.4 17.4
23 6 4 2 1 2 5 3 4 4

　
問４

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

７．いじめやハラスメントに関する問題 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「18～29 歳」では、小学校（64.1%）、中学校（48.7%）、高校（35.9%）の順に高く、義務教育の

段階から人権学習の一環として扱われていることがわかる。同様に、「30～39 歳」でい、小学校

「（46.7%）、中学校（55.6%）、高校（46.7%）と高い割合を示している。 

また、「職場研修で受けた」は「「18～29 歳」で 20.5%、「30～39 歳」で 26.7%と比較的高く、「「40

～49 歳」では 44.4%と最い高い割合になっている。 

「「50～59 歳」では、学校教育での学習経験は 10%未満と低く、「職場研修」が 28.4%、「60～69

歳」では、学校教育での学習経験は 3%台と非常に低く、「職場研修」が 29.1%で、「職場研修」で

の学習が主な学びの場となっている。「70 歳以上」では、「学校教育」「職場研修」とい割合が低

く、「受けた記憶がない」と「受けたことがない」をあわせると 57.6%に達している。 

以上のことから、「50 歳以上」では教育・研修の機会が限られておそ、職場や地域社会を通じ

た再学習の機会を高年層に提供していくことが重要である。 
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                                   上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答

数

内
容

を
知

っ
て

い
る

言
葉

だ
け
は

知

っ
て
い
る

知
ら

な
い

不
明

・
無
回
答

100.0 19.8 59.5 18.5 2.1
373 74 222 69 8

100.0 16.9 52.8 27.9 2.4
373 63 197 104 9

100.0 15.5 48.8 33.2 2.4
373 58 182 124 9

100.0 15.8 35.9 45.8 2.4
373 59 134 171 9

100.0 11.0 41.6 45.0 2.4
373 41 155 168 9

100.0 21.7 43.4 32.4 2.4
373 81 162 121 9

100.0 9.9 27.1 60.6 2.4
373 37 101 226 9

人権に関する宣言や条約・法律・条例の知識

全
　
　
　
体

１．世界人権宣言

２．女性差別撤廃条約

３．人種差別撤廃条約

４．障害者差別解消法

５．ヘイトスピーチ解消法

６．部落差別解消推進法

７．添田町部落差別の解消の推進
　　に関する条例

　問５

１－５ 人権に関する宣言や条約・法律・条例の知識 

 

 

１）全体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政施策は、法律や条例等に基づいて施行されるいのであそ、その根拠となる法律や条例につ

いて理解を深めることは非常に重要である。 

「「内容を知っている」は、「部落差別解消推進法」（21.7%）、「世界人権宣言」（19.8%）が約 2割

である。「「言葉だけは知っている」は、「世界人権宣言」（59.5%）、「女性差別撤廃条約」（52.8%）、

「「人差差別撤廃条約」（48.8%）で 5割前後を占めている。しかし、「障害 差別解消法」、「ヘイト

スピーチ解消法」については、「知らない」が 4 割を超えている。特に町民にとって身近なはず

の令問元（2019）年に制定された「「添田町部落差別の解消の推進に関する条例」については、「「知

らない」が 60.6%と非常に高くなっている。 

差別事象の発生や国連からの勧告等を背景に、平成 28「（2016）年に制定された、いわゆる「「人

権三法」（「部落差別解消推進法」「「障害 差別解消法」「ヘイトスピーチ解消法」）については、法

律制定の背景や意義、施策の方向性などを住民によそ周知・啓発していく必要がある。  

問５ あなたは次のような人権に関する宣言や条約・法律・条例を知っていますか。 
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45.0

32.4

60.6

2.1

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．世界人権宣言

２．女性差別撤廃条約

３．人種差別撤廃条約

４．障害者差別解消法

５．ヘイトスピーチ解消法

６．部落差別解消推進法

７．添田町部落差別の解消の推進に関する条例

問５ 人権に関する宣言や条約・法律・条例の知識(全体)

内容を知っている 言葉だけは知っている 知らない 不明・無回答
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１．世界人権宣言

回
答

数

内
容

を
知

っ
て

い
る

言
葉

だ
け
は

知

っ
て
い
る

知
ら

な
い

不
明

・
無
回
答

100.0 19.8 59.5 18.5 2.1
373 74 222 69 8

100.0 12.8 64.1 23.1 0.0
39 5 25 9 0

100.0 17.8 68.9 13.3 0.0
45 8 31 6 0

100.0 31.5 57.4 9.3 1.9
54 17 31 5 1

100.0 20.3 52.7 25.7 1.4
74 15 39 19 1

100.0 21.5 63.3 15.2 0.0
79 17 50 12 0

100.0 16.9 59.3 20.3 3.4
59 10 35 12 2

100.0 8.7 47.8 26.1 17.4
23 2 11 6 4

                      上段：割合（％）　下段：回答数（人）

　問５

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

１．世界人権宣言 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「世界人権宣言」は学校教育の中で必ず取そ上げられる教材である。 

「「内容を知っている」は、「40～49 歳」が 31.5%で最い高く、次いで、「60～69 歳」が 21.5%、

「「50～59 歳」が 20.3%となっている。一方、「18～29 歳」は 12.8%、「30～39 歳」は 17.8%、「70歳

以上」は 16.9%と若年層および高年層で認知度の低さがうかがえる。 

また、「言葉だけは知っている」は、すべての年齢層で 52.7%～68.9%と極めて高く、名称は広

く知られていることがわかる。しかし、「知らない」は、「18～29 歳」で 23.1%、「50～59 歳」で

25.7%、「70 歳以上」で 20.3%と比較的高い。 

  

19.8

59.5

18.5

2.1

問５ 人権に関する宣言や条約

・法律・条例の知識

１．世界人権宣言(全体）

内容を知って

いる

言葉だけは

知っている

知らない

不明・無回答

12.8

17.8

31.5

20.3

21.5

16.9

64.1

68.9

57.4

52.7

63.3

59.3

23.1

13.3

9.3

25.7

15.2

20.3

0.0

0.0

1.9

1.4

0.0

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問５ 人権に関する宣言や条約・法律・条例の知識

１．世界人権宣言(年齢層別)

内容を知っている 言葉だけは知っている 知らない 不明・無回答
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２．女性差別撤廃条約

回
答

数

内
容

を
知

っ
て

い
る

言
葉

だ
け
は

知

っ
て
い
る

知
ら

な
い

不
明

・
無
回
答

100.0 16.9 52.8 27.9 2.4
373 63 197 104 9

100.0 20.5 56.4 23.1 0.0
39 8 22 9 0

100.0 17.8 55.6 26.7 0.0
45 8 25 12 0

100.0 16.7 63.0 18.5 1.9
54 9 34 10 1

100.0 21.6 44.6 32.4 1.4
74 16 33 24 1

100.0 16.5 57.0 26.6 0.0
79 13 45 21 0

100.0 13.6 45.8 35.6 5.1
59 8 27 21 3

100.0 4.3 47.8 30.4 17.4
23 1 11 7 4

不明・無回答

                      上段：割合（％）　下段：回答数（人）

　問５

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

２．女性差別撤廃条約 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「内容を知っている」は、「「50～59 歳」が 21.6%で最い高く、次いで「「18～29 歳」が 20.5%とな

っている。一方で、「70歳以上」は 13.6%で最い低くなっている。 

「「言葉だけは知っている」は、いずれの年齢層でい 5割前後を占め、特に「40～49 歳」は 63.0%

で最い高い。名称そのいのの認知度は一定程度浸透しているが、内容の理解には必ずしい結びつ

いていないことがうかがえる。 

また、「知らない」は、「70 歳以上」が 35.6%、「50～59 歳」が 32.4%と比較的高い。特に「70

歳以上」では、社会全体が男性中心であった時代背景の影響を受け、「「女性の権利」や「「ジェンダ

ー平等」に関する意識が十分に浸透していない可能性がある。 

 

 

  

16.9

52.8

27.9

2.4

問５ 人権に関する宣言や条約

・法律・条例の知識

２．女性差別撤廃条約(全体）

内容を知って

いる

言葉だけは

知っている

知らない

不明・無回答

20.5

17.8

16.7

21.6

16.5

13.6

56.4

55.6

63.0

44.6

57.0

45.8

23.1

26.7

18.5

32.4

26.6

35.6

0.0

0.0

1.9

1.4

0.0

5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問５ 人権に関する宣言や条約・法律・条例の知識

２．女性差別撤廃条約(年齢層別)

内容を知っている 言葉だけは知っている 知らない 不明・無回答
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３．人種差別撤廃条約

回
答

数

内
容

を
知

っ
て

い
る

言
葉

だ
け
は

知

っ
て
い
る

知
ら

な
い

不
明

・
無
回
答

100.0 15.5 48.8 33.2 2.4
373 58 182 124 9

100.0 20.5 46.2 33.3 0.0
39 8 18 13 0

100.0 13.3 62.2 24.4 0.0
45 6 28 11 0

100.0 14.8 61.1 22.2 1.9
54 8 33 12 1

100.0 20.3 43.2 35.1 1.4
74 15 32 26 1

100.0 16.5 53.2 30.4 0.0
79 13 42 24 0

100.0 10.2 39.0 45.8 5.1
59 6 23 27 3

100.0 8.7 26.1 47.8 17.4
23 2 6 11 4

不明・無回答

                      上段：割合（％）　下段：回答数（人）

　問５

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

３．人種差別撤廃条約 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「30～39 歳」では、「「内容を知っている」が 13.3%、「言葉だけは知っている」が 62.2%で、合わ

せて 75.5%が「人差差別撤廃条約」を認知している。同様に、「40～49 歳」でい「「内容を知ってい

る」が 14.8%、「言葉だけは知っている」が 61.1%で、合わせて 75.9%と高い認知率を示している。 

一方、「「18～29 歳」では「内容を知っている」が 20.5%と比較的高いいのの、「言葉だけは知っ

ている」が 46.2%とやや低く、合わせて 66.7%となっている。同様に、「「50～59 歳」では「「内容を

知っている」が 20.3%、「言葉だけは知っている」が 43.2%で、合わせて 63.5%となそ、「30～49

歳」と比べて約 10 ポイント低い。 

さらに、「「70 歳以上」では、「「内容を知っている」が 10.2%、「言葉だけは知っている」が 39.0%

で、合わせて 49.2%である。これは、「「女性差別撤廃条約」の結果と同様に、他の年齢層に比べて

認知度が著しく低いことを示している。 

  

15.5

48.8

33.2

2.4

問５ 人権に関する宣言や条約

・法律・条例の知識

３．人種差別撤廃条約（全体）

内容を知って

いる

言葉だけは

知っている

知らない

不明・無回答

20.5

13.3

14.8

20.3

16.5

10.2

46.2

62.2

61.1

43.2

53.2

39.0

33.3

24.4

22.2

35.1

30.4

45.8

0.0

0.0

1.9

1.4

0.0

5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問５ 人権に関する宣言や条約・法律・条例の知識

３．人種差別撤廃条約(年齢層別)

内容を知っている 言葉だけは知っている 知らない 不明・無回答
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４．障害者差別解消法

回
答

数

内
容

を
知

っ
て

い
る

言
葉

だ
け
は

知

っ
て
い
る

知
ら

な
い

不
明

・
無
回
答

100.0 15.8 35.9 45.8 2.4
373 59 134 171 9

100.0 12.8 43.6 43.6 0.0
39 5 17 17 0

100.0 11.1 42.2 46.7 0.0
45 5 19 21 0

100.0 22.2 37.0 37.0 3.7
54 12 20 20 2

100.0 14.9 33.8 50.0 1.4
74 11 25 37 1

100.0 21.5 35.4 41.8 1.3
79 17 28 33 1

100.0 10.2 33.9 52.5 3.4
59 6 20 31 2

100.0 13.0 21.7 52.2 13.0
23 3 5 12 3

不明・無回答

                      上段：割合（％）　下段：回答数（人）

　問５

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

４．障害者差別解消法 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「内容を知っている」は、「40～49 歳」（22.2%）と「60～69 歳」（21.5%）で比較的高くなってい

る。一方、「30～39 歳」（11.1%）と「70 歳以上」（10.2%）では低い傾向がみられる。「言葉だけは

知っている」は、全体的に 3～4割台で、「18～29 歳」（43.6%）と「30～39 歳」（42.2%）でやや高

い傾向を示している。また、「知らない」は、「50～59 歳」（50.0%）と「70 歳以上」（52.5%）で半

数を超えている。 

「「障害 差別解消法」について、問 4-2「障がい の人権問題」における「職場研修を受けた」

経験との関連をみると、「障がい の人権問題」に関する職場研修を受けた割合が他の年齢層よ

そ高い「40～49 歳」（27.8%）では、「障害 差別解消法」の「内容を知っている」が 22.2%、「言

葉だけは知っている」が 37.0%と、他の年齢層に比べて高いことがわかる。 

このことから、職場における人権研修が法制度の認知向上に一定の効果をいたらしている可能

性があるのか、今後、研修実施状況と法制度に関する認知度との関連性を検証し、よそ効果的な

人権啓発の在そ方を検討していくことが求められる。 

15.8

35.9
45.8

2.4

問５ 人権に関する宣言や条約

・法律・条例の知識

４．障害者差別解消法(全体）

内容を知って

いる

言葉だけは

知っている

知らない

不明・無回答

12.8

11.1

22.2

14.9

21.5

10.2

43.6

42.2

37.0

33.8

35.4

33.9

43.6

46.7

37.0

50.0

41.8

52.5

0.0

0.0

3.7

1.4

1.3

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問５ 人権に関する宣言や条約・法律・条例の知識

４．障害者差別解消法 (年齢層別)

内容を知っている 言葉だけは知っている 知らない 不明・無回答



- 38 - 

 

５．ヘイトスピーチ解消法

回
答

数

内
容

を
知

っ
て

い
る

言
葉

だ
け
は

知

っ
て
い
る

知
ら

な
い

不
明

・
無
回
答

100.0 11.0 41.6 45.0 2.4
373 41 155 168 9

100.0 12.8 48.7 38.5 0.0
39 5 19 15 0

100.0 8.9 48.9 42.2 0.0
45 4 22 19 0

100.0 14.8 46.3 35.2 3.7
54 8 25 19 2

100.0 14.9 31.1 52.7 1.4
74 11 23 39 1

100.0 10.1 44.3 45.6 0.0
79 8 35 36 0

100.0 6.8 39.0 50.8 3.4
59 4 23 30 2

100.0 4.3 34.8 43.5 17.4
23 1 8 10 4

不明・無回答

                      上段：割合（％）　下段：回答数（人）

　問５

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

５．ヘイトスピーチ解消法 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「内容を知っている」は、「50～59 歳」（14.9%）と「40～49 歳」（14.8%）で比較的高く、「30～

39 歳」（8.9%）と「70 歳以上」（6.8%）では低い傾向がみられる。「言葉だけは知っている」は、

全体として 4～5 割前後で、「30～39 歳」（48.9%）と「18～29 歳」（48.7%）で最い高い。一方、

「「知らない」は「50～59 歳」（52.7%）と「70 歳以上」（50.8%）で半数を超えておそ、認知度の低

さは顕著である。また、「50～59 歳」では、「外国人の人権」に関する職場研修を受けた経験が

14.9%と他の年齢層よそ高い一方で、「研修を受けた記憶がない」（28.4%）と「受けたことがない」

「（29.7%）を合わせた研修未経験層の割合い 58.1%と高くなっている。 

すなわち、「50～59 歳」では、「「職場研修を受けた経験がある」と「職場研修を受けた経験がな

い」がといに多いという特徴がみられる。この年齢層における「ヘイトスピーチ解消法」の認知

状況をみると、「内容を知っている」（14.9%）と「知らない」（52.7%）がといに他の年齢層よそ高

く、職場研修の実施が法制度の認知の向上にどのような影響を及ぼしているか、今後、研修の内

容や実施方法との関連性を検証する必要がある。 

11.0

41.6
45.0

2.4

問５ 人権に関する宣言や条約

・法律・条例の知識

内容を知って

いる

言葉だけは

知っている

知らない

不明・無回答

12.8

8.9

14.8

14.9

10.1

6.8

48.7

48.9

46.3

31.1

44.3

39.0

38.5

42.2

35.2

52.7

45.6

50.8

0.0

0.0

3.7

1.4

0.0

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問５ 人権に関する宣言や条約・法律・条例の知識

５．ヘイトスピーチ解消法(年齢層別)

内容を知っている 言葉だけは知っている 知らない 不明・無回答

５．ヘイトスピーチ解消法(全体) 
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６．部落差別解消推進法

回
答

数

内
容

を
知

っ
て

い
る

言
葉

だ
け
は

知

っ
て
い
る

知
ら

な
い

不
明

・
無
回
答

100.0 21.7 43.4 32.4 2.4
373 81 162 121 9

100.0 25.6 46.2 28.2 0.0
39 10 18 11 0

100.0 11.1 46.7 40.0 2.2
45 5 21 18 1

100.0 20.4 48.1 27.8 3.7
54 11 26 15 2

100.0 24.3 40.5 33.8 1.4
74 18 30 25 1

100.0 26.6 43.0 29.1 1.3
79 21 34 23 1

100.0 16.9 47.5 33.9 1.7
59 10 28 20 1

100.0 26.1 21.7 39.1 13.0
23 6 5 9 3

不明・無回答

                      上段：割合（％）　下段：回答数（人）

　問５

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

６．部落差別解消推進法 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「30～39 歳」においては、2016 年に制定された「人権三法」（「「部落差別解消推進法」「ヘイト

スピーチ解消法」「障害 差別解消法」）に関する知識や認識が、他の年齢層に比べて低い傾向が

みられる。 

具体的に「「内容を知っている」は、「「部落差別解消推進法」が11.1%「（最い高い年齢層では26.6%）、

「「ヘイトスピーチ解消法」が 8.9%「（同 14.9%）、「障害 差別解消法」が 11.1%「（同 22.2%）であそ、

いずれの法律においてい「30～39 歳」の認知度が最い低い。 

この傾向の背景には、同問対策事業関連法が失効した 2002 年前後の社会状況が影響している

可能性が考えられる。すなわち、同法の失効に伴い、人権教育に関する法的拘束力が終了したと

受け止められ、学校教育における人権教育や地域での人権啓発の取組が十分に実施されなかった

地域があったことが、その一因として推察される。 

今後、この年齢層において人権関連法の認知が低い要因を検証することは、人権教育・啓発の

在そ方や人権施策全体の方向性を検討するうえで、重要な示唆を与えるいのと考えられる。 

21.7

43.4

32.4

2.4

問５ 人権に関する宣言や条約

・法律・条例の知識

内容を知って

いる

言葉だけは

知っている

知らない

不明・無回答

25.6

11.1

20.4

24.3

26.6

16.9

46.2

46.7

48.1

40.5

43.0

47.5

28.2

40.0

27.8

33.8

29.1

33.9

0.0

2.2

3.7

1.4

1.3

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問５ 人権に関する宣言や条約・法律・条例の知識

６．部落差別解消推進法(年齢層別)

内容を知っている 言葉だけは知っている 知らない 不明・無回答

６．部落差別解消推進法(全体) 



- 40 - 

 

9.9

27.1

60.6

2.4

問５ 人権に関する宣言や条約

・法律・条例の知識

内容を知って

いる

言葉だけは

知っている

知らない

不明・無回答

７．添田町部落差別の解消の推進に関する条例

回
答

数

内
容

を
知

っ
て

い
る

言
葉

だ
け
は

知

っ
て
い
る

知
ら

な
い

不
明

・
無
回
答

100.0 9.9 27.1 60.6 2.4
373 37 101 226 9

100.0 10.3 23.1 66.7 0.0
39 4 9 26 0

100.0 8.9 28.9 60.0 2.2
45 4 13 27 1

100.0 9.3 31.5 57.4 1.9
54 5 17 31 1

100.0 12.2 28.4 59.5 0.0
74 9 21 44 0

100.0 11.4 24.1 63.3 1.3
79 9 19 50 1

100.0 6.8 35.6 52.5 5.1
59 4 21 31 3

100.0 8.7 4.3 73.9 13.0
23 2 1 17 3

不明・無回答

                      上段：割合（％）　下段：回答数（人）

　問５

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

７．添田町部落差別の解消の推進に関する条例 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「内容を知っている」は、いずれの年齢層い１割前後で、「50～59 歳」が 12.2%で最い高い。 

「「言葉だけは知っている」は、「70 歳以上」が 35.6%で最い高く、他の年齢層は 20～30%台であ

る。 

一方、「知らない」は全体的に高く、特に「18～29 歳」（66.7%）と「60～69 歳」（63.3%）では

6 割を超えている。また、その他の年齢層でい過半数以上を占めておそ、条例そのいのの認知は

十分に浸透していない状況がうかがえる。 

７．添田町部落差別の解消の 
  推進に関する条例(全体) 

10.3

8.9

9.3

12.2

11.4

6.8

23.1

28.9

31.5

28.4

24.1

35.6

66.7

60.0

57.4

59.5

63.3

52.5

0.0

2.2

1.9

0.0

1.3

5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問５ 人権に関する宣言や条約・法律・条例の知識

７．添田町部落差別の解消の推進に関する条例(年齢層別)

内容を知っている 言葉だけは知っている 知らない 不明・無回答
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              上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

小
学
校

入
学
前

小
学
生

の
頃

中
学
生

の
頃

１
５
歳
～

１
８
歳

未
満

１
８
歳

以
後

部
落
差

別

(

同
和

問
題

)

を
知
ら
な

い 不
明
・

無
回
答

100.0 4.0 60.3 15.0 4.8 7.0 2.1 6.7
373 15 225 56 18 26 8 25

100.0 2.6 82.1 10.3 2.6 0.0 2.6 0.0
39 1 32 4 1 0 1 0

100.0 8.9 68.9 11.1 0.0 4.4 2.2 4.4
45 4 31 5 0 2 1 2

100.0 7.4 74.1 5.6 1.9 1.9 1.9 7.4
54 4 40 3 1 1 1 4

100.0 1.4 77.0 8.1 5.4 2.7 1.4 4.1
74 1 57 6 4 2 1 3

100.0 1.3 45.6 21.5 10.1 11.4 2.5 7.6
79 1 36 17 8 9 2 6

100.0 6.8 27.1 28.8 6.8 15.3 3.4 11.9
59 4 16 17 4 9 2 7

100.0 0.0 56.5 17.4 0.0 13.0 0.0 13.0
23 0 13 4 0 3 0 3

　問６
１　部落差別(同和問題)の認知時期

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

第２章 同和問題について 

２－１ 部落差別（同和問題）の認知時期及び認知経路 

 

 

問６-１ 部落差別（同和問題）の認知時期 

１）全体及び年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では、初めて部落差別（同和問題）を知った時期で最も多かったのは義務教育の時期であ

り、「小学生の頃」が 60.3%、「中学生の頃」が 15.0%で、合わせて 75.3%を占めている。 

このことから、学校教育、特に小・中学校における人権・同和教育が果たす役割は極めて大き

問６ 部落差別（同和問題）があることを最初に知った「時期」「方法」についてお答えください。 

4.0 

2.6 

8.9 

7.4 

1.4 

1.3 

6.8 

60.3 

82.1 

68.9 

74.1 

77.0 

45.6 

27.1 

15.0 

10.3 

11.1 

5.6 

8.1 

21.5 

28.8 

4.8 

2.6 

0.0 

1.9 

5.4 

10.1 

6.8 

7.0 

0.0 

4.4 

1.9 

2.7 

11.4 

15.3 

2.1 

2.6 

2.2 

1.9 

1.4 

2.5 

3.4 

6.7 

0.0 

4.4 

7.4 

4.1 

7.6 

11.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問６ 部落差別（同和問題)の認知時期及び認知経路

１ 部落差別（同和問題)の認知時期（全体・年齢層別)

小学校入学前 小学生の頃 中学生の頃

１５歳～１８歳未満 １８歳以後 部落差別(同和問題)を知らない

不明・無回答
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いと考えられる。 

次いで「18 歳以後」（7.0%）、「15 歳～18 歳未満」（4.8%）が続いており、中学校卒業後や高校

生の時期、あるいは成人後に初めて部落差別（同和問題）を認識する人も一定数みられる。 

また、「小学校入学前」（4.0%）や「18 歳以後」（7.0%）の認知時期については、家庭環境や地

域社会との関わり、社会経験など、学校教育以外の要因が影響している可能性が考えられる。 

年齢層別にみると、「59 歳以下」では義務教育期間中に認知した割合が非常に高く、「18～29

歳」で 92.4%、「30～39 歳」で 80.0%、「40～49 歳」で 79.7%、「50～59 歳」で 85.1%と、いずれも

8割前後～9割近くを占めている。 

一方で、「60～69 歳」は 67.1%、「70 歳以上」は 55.9%で、年齢が上がるにつれて義務教育期間

の割合が低くなる傾向がみられる。 

これは、昭和 40（（1965）年の（「同和対策審議会」答申を受け、国が実施した施策と関係してい

るものと考えられる。 

特徴的なのは、（「30～39 歳」（8.9%）、（「40～49 歳」（7.4%）で、（「小学校入学前」に部落差別（同

和問題）を初めて知った割合が他の年齢層よりもやや高く、「70 歳以上」では「小学校入学前」

（（6.8%）、「18 歳以後」（15.3%）の割合が比較的高いことである。 
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       上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

家
族
や
親
戚

か
ら

友
人

(

知
人

)

、
近

所
や
職
場
の

人
か
ら

学
校
の
授
業

で

行
政
や
職
場

の
人
権

啓
発
事
業
で

県
や
市
町
村

の
広
報

誌
や
冊
子
な

ど
で

マ
ス
コ
ミ
を

通
じ
て

被
差
別
部
落

の
当
事

者
か
ら

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
で

お
ぼ
え
て
い

な
い

そ
の
他

不
明
・
無
回

答

100.0 12.6 3.5 67.6 2.1 1.5 0.0 1.5 0.0 5.0 2.6 3.5
340 43 12 230 7 5 0 5 0 17 9 12

100.0 7.9 0.0 84.2 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 2.6 2.6 0.0
38 3 0 32 0 0 0 1 0 1 1 0

100.0 2.4 2.4 83.3 0.0 4.8 0.0 2.4 0.0 2.4 0.0 2.4
42 1 1 35 0 2 0 1 0 1 0 1

100.0 6.1 0.0 81.6 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 4.1 2.0
49 3 0 40 1 0 0 1 0 1 2 1

100.0 5.7 2.9 80.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 4.3 2.9
70 4 2 56 1 0 0 0 0 2 3 2

100.0 22.5 4.2 54.9 2.8 2.8 0.0 2.8 0.0 5.6 1.4 2.8
71 16 3 39 2 2 0 2 0 4 1 2

100.0 32.0 6.0 34.0 6.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 2.0 6.0
50 16 3 17 3 1 0 0 0 6 1 3

100.0 0.0 15.0 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 5.0 15.0
20 0 3 11 0 0 0 0 0 2 1 3

　問６
２　部落差別（同和問題）の認知経路

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

12.6 

7.9 
2.4 

6.1 

5.7 

22.5 

32.0 

3.5 

0.0 

2.4 

0.0 

2.9 

4.2 

6.0 

67.6 

84.2 

83.3 

81.6 

80.0 

54.9 

34.0 

2.1 

0.0 

0.0 

2.0 

1.4 

2.8 

6.0 

1.5 

0.0 

4.8 
0.0 

0.0 

2.8 

2.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.5 

2.6 

2.4 

2.0 

0.0 

2.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

2.6 

2.4 

2.0 

2.9 

5.6 

12.0 

2.6 

2.6 

0.0 

4.1 

4.3 
1.4 

2.0 

3.5 

0.0 

2.4 

2.0 

2.9 

2.8 

6.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問６ 部落差別(同和問題)の認知時期及び認知経路

２ 部落差別(同和問題)の認知経路(全体・年齢層別)

家族や親戚から 友人(知人)、近所や職場の人から 学校の授業で

行政や職場の人権啓発事業で 県や市町村の広報誌や冊子などで マスコミを通じて

被差別部落の当事者から インターネットで おぼえていない

その他 不明・無回答

問６-２ 部落差別（同和問題）の認知経路 

１）全体及び年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では、（「学校の授業で」部落差別（同和問題）を知った割合が 67.6%と最も多く、次いで（「家

族や親戚から」が 12.6%、「友人（知人）、近所や職場の人から」が 3.5%となっている。 

年齢層別では、「59 歳以下」では「学校の授業で」が 80%以上であるのに対して、「60～69 歳」

では 54.9%、「70歳以上」では 34.0%と、年齢が上がるにつれて割合が低くなっている。 

一方で、（「家族や親戚から」は、「60～69 歳」で 22.5%、（「70 歳以上」で 32.0%と高く、年齢が高

くなるほど、家庭や地域など学校以外の経路で認知する傾向が強いことがわかる。 

認知経路については、認知時期との関連性を踏まえて考察する必要がある。  
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            上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

そ
の
よ
う
な
差
別
に

怒

り
を
感
じ
た

部
落
差
別

(

同
和
問

題

)

を
早
く
な
く
し

た

い
と
思

っ
た

人
権
・
同
和
教
育
を

徹

底
さ
せ
る
べ
き
だ
と

思

っ
た

差
別
の
辛
さ
や
惨
さ

だ

け
が
強
く
印
象
に
残

っ

た 差
別
を
受
け
て
い
る

人

た
ち
は
気
の
毒
だ
と

思

っ
た

被
差
別
部
落

(
同
和

地

区

)

の
人
と
は
関
わ

り

た
く
な
い
と
思

っ
た

自
分
に
は
関
係
な
い

こ

と
だ
と
思

っ
た

よ
く
わ
か
ら
な
か

っ
た

そ
の
他

不
明
・
無
回
答

100.0 9.4 24.4 5.6 12.9 14.4 1.5 5.3 20.0 3.5 2.9
340 32 83 19 44 49 5 18 68 12 10

100.0 13.2 26.3 7.9 13.2 7.9 2.6 2.6 15.8 7.9 2.6
38 5 10 3 5 3 1 1 6 3 1

100.0 9.5 14.3 9.5 28.6 4.8 0.0 4.8 23.8 2.4 2.4
42 4 6 4 12 2 0 2 10 1 1

100.0 14.3 26.5 8.2 12.2 14.3 2.0 2.0 14.3 6.1 0.0
49 7 13 4 6 7 1 1 7 3 0

100.0 10.0 34.3 5.7 7.1 18.6 0.0 4.3 14.3 2.9 2.9
70 7 24 4 5 13 0 3 10 2 2

100.0 9.9 23.9 0.0 9.9 18.3 1.4 7.0 22.5 2.8 4.2
71 7 17 0 7 13 1 5 16 2 3

100.0 4.0 20.0 6.0 12.0 20.0 4.0 8.0 22.0 0.0 4.0
50 2 10 3 6 10 2 4 11 0 2

100.0 0.0 15.0 5.0 15.0 5.0 0.0 10.0 40.0 5.0 5.0
20 0 3 1 3 1 0 2 8 1 1

　
　問７

部落差別（同和問題）を初めて知ったときの気持ち

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

２－２ 部落差別（同和問題）を初めて知ったときの気持ち 

 

 

１）全体及び年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体として、最も多いのは「同和問題の解決を望む気持ち」（（「そのような差別に怒りを感じた」

9.4%、（「部落差別（同和問題）を早くなくしたいと思った」24.4%、（「人権・同和教育を徹底させる

べきだと思った」5.6%）で 39.4%、約 4割となっている。 

問７ あなたが部落差別（同和問題）を初めて知ったとき、どんな気持ちでしたか。 

9.4 

13.2 

9.5 

14.3 

10.0 

9.9 

4.0 

24.4 

26.3 

14.3 

26.5 

34.3 

23.9 

20.0 

5.6 

7.9 

9.5 

8.2 

5.7 

0.0 

6.0 

12.9 

13.2 

28.6 

12.2 

7.1 

9.9 

12.0 

14.4 

7.9 

4.8 

14.3 

18.6 

18.3 

20.0 

1.5 

2.6 

0.0 

2.0 

0.0 

1.4 

4.0 

5.3 

2.6 

4.8 

2.0 

4.3 

7.0 

8.0 

20.0 

15.8 

23.8 

14.3 

14.3 

22.5 

22.0 

3.5 

7.9 

2.4 

6.1 

2.9 

2.8 

0.0 

2.9 

2.6 

2.4 

0.0 

2.9 

4.2 

4.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問７ 部落差別（同和問題）を初めて知ったときの気持ち(全体・年齢層別)

そのような差別に怒りを感じた 部落差別(同和問題)を早くなくしたいと思った

人権・同和教育を徹底させるべきだと思った 差別の辛さや惨さだけが強く印象に残った

差別を受けている人たちは気の毒だと思った 被差別部落(同和地区)の人とは関わりたくないと思った

自分には関係ないことだと思った よくわからなかった

その他 不明・無回答
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次いで多いのは、「部落差別に対してマイナスの印象または同情的な気持ち」（（「差別の辛さや

惨さだけが強く印象に残った」12.9%、「差別を受けている人たちは気の毒だと思った」14.4%）で

27.3%、約 3割を占めている。 

一方、（「忌避的または無関心な気持ち」（（（「被差別部落（同和地区）の人とは関わりたくないと思

った」1.5%、「自分には関係ないことだと思った」5.3%）は 6.8%となっている。また、（「よくわか

らなかった」は 20.0%で、全体の 2割となっている。 

これらの結果から、部落差別（同和問題）を初めて知った段階では、差別の不合理さや問題意

識を感じた人は 4割弱にとどまっている。一方で、差別の悲惨さや痛ましさが強く印象に残った

人や、十分に理解できていない人も多くみられる。 

年齢層別では、（「部落差別（同和問題）を早くなくしたいと思った」は、「30～39 歳」を除くす

べての年齢層（18～29 歳 26.3%、40～49 歳 26.5%、50～59 歳 34.3%、60～69 歳 23.9%、70 歳以上

20.0%）で、20～34%台を占めているのに対し、「30～39 歳」は 14.3%で他の年齢層に比べて低く

なっている。 

また、（「差別の辛さや惨さだけが強く印象に残った」では、「30～39 歳」を除く他の年齢層（18

～29 歳 13.2%、40～49 歳 12.2%、50～59 歳 7.1%、60～69 歳 9.9%、70 歳以上 12.0%）が、約 7～

13%台であるのに対し、「30～39 歳」は 28.6%と非常に高くなっている。さらに、「よくわからな

かった」も 23.8%とすべての年齢層の中で最も高い割合を示している。 

このことから、「30～39 歳」が義務教育を受けた時期に、学校教育でどのような人権・同和教

育が行われていたのかを検討する必要がある。 

 

※問 6-2 及び問 7の回答数は、問 6-1 の「6.部落差別（同和問題）を知らない」（8人）と「無

回答」（25 人）を除いた 340 名である。 
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　　　　　　　　　　　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

特
に
気

に
な
ら
な

い 少
し
気

に
な
る
が

反
対
は

し
な
い

で
き
れ

ば
や
め
て

ほ
し
い

絶
対
に

反
対
す
る

わ
か
ら

な
い

不
明
・

無
回
答

100.0 46.9 27.6 6.7 1.1 16.4 1.3
373 175 103 25 4 61 5

100.0 66.7 17.9 2.6 0.0 12.8 0.0
39 26 7 1 0 5 0

100.0 57.8 20.0 4.4 0.0 17.8 0.0
45 26 9 2 0 8 0

100.0 50.0 31.5 5.6 1.9 9.3 1.9
54 27 17 3 1 5 1

100.0 50.0 27.0 9.5 1.4 10.8 1.4
74 37 20 7 1 8 1

100.0 43.0 30.4 7.6 0.0 19.0 0.0
79 34 24 6 0 15 0

100.0 22.0 33.9 10.2 3.4 28.8 1.7
59 13 20 6 2 17 1

100.0 52.2 26.1 0.0 0.0 13.0 8.7
23 12 6 0 0 3 2

　問８
被差別部落（同和地区）出身の人との結婚に対する意識

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

２－３ 被差別部落（同和地区）出身の人との結婚に対する意識 

 

 

 

１）全体及び年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では、「特に気にならない」が 46.9%と最も多く、約半数を占めている。 

次いで（「少し気になるが反対はしない」が 27.6%と、（「できれややめてほしい」が 6.7%、「絶対

に反対する」が 1.1%となっている。 

一方、「わからない」は 16.4%で、被差別部落（同和地区）出身の人との結婚に対して明確な判

断を示していない割合も一定数みられる。 

問８ もし、あなたの家族や親しい人が、被差別部落（同和地区）出身の人と結婚したいと言った場

合、あなたはどのように思いますか。 

46.9 

66.7 

57.8 

50.0 

50.0 

43.0 

22.0 

27.6 

17.9 

20.0 

31.5 

27.0 

30.4 

33.9 

6.7 

2.6 

4.4 

5.6 

9.5 

7.6 

10.2 

1.1 

0.0 

0.0 

1.9 

1.4 

0.0 

3.4 

16.4 

12.8 

17.8 

9.3 

10.8 

19.0 

28.8 

1.3 

0.0 

0.0 

1.9 

1.4 

0.0 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問８ 被差別部落（同和地区）出身の人との結婚に対する意識(全体・年齢層別）

特に気にならない 少し気になるが反対はしない できればやめてほしい

絶対に反対する わからない 不明・無回答
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年齢層別では、「特に気にならない」は若年層ほど高く、「18～29 歳」で 66.7%、「30～39 歳」

で 57.8%と過半数を超えている。 

これに対し、高年層になるにつれて割合は低下し、「60～69 歳」で 43.0%、「70 歳以上」では

22.0%となっている。 

特に 70 歳以上では、「できれややめてほしい」（10.2%）、「絶対に反対する」（3.4%）を合わせた

13.6%は他の年齢層に比べて高く、結婚に対してより強い忌避意識がうかがえる。 

また、「わからない」は、「60～69 歳」で 19.0%、「70 歳以上」で 28.8%と、年齢が高くなるほど

割合は増加しており、判断に迷う人が多いことが特徴的である。 

さらに、「30～39 歳」の年齢層でも「わからない」が 17.8%と、比較的高い傾向がみられる。 
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　　　　　　　　　　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

特
に
気
に
な
ら
な

い

少
し
気
に
は
な
る

が

購
入
の
判
断
に
は

影

響
し
な
い

で
き
れ
ば
避
け
た

い

と
思
う

絶
対
に
購
入
し
な

い

と
思
う

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 32.4 19.8 19.3 5.4 21.7 1.3
373 121 74 72 20 81 5

100.0 51.3 15.4 10.3 5.1 17.9 0.0
39 20 6 4 2 7 0

100.0 35.6 31.1 15.6 0.0 17.8 0.0
45 16 14 7 0 8 0

100.0 35.2 22.2 18.5 7.4 14.8 1.9
54 19 12 10 4 8 1

100.0 35.1 17.6 21.6 9.5 16.2 0.0
74 26 13 16 7 12 0

100.0 29.1 20.3 21.5 0.0 29.1 0.0
79 23 16 17 0 23 0

100.0 13.6 20.3 27.1 8.5 27.1 3.4
59 8 12 16 5 16 2

100.0 39.1 4.3 8.7 8.7 30.4 8.7
23 9 1 2 2 7 2

　
問９

被差別部落（同和地区）内の土地購入に対する意識

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

２－４ 被差別部落（同和地区）内の土地購入に対する意識 

 

 

 

１）全体及び年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では、「特に気にならない」が 32.4%と最も多く、全体の 3割強を占めている。 

次いで「少し気にはなるが購入の判断には影響しない」が 19.8%、「できれや避けたいと思う」

が 19.3%、「絶対に購入しないと思う」が 5.4%となっている。また、「わからない」は 21.7%で、

全体の 2割強を占めている。 

問９ あなたが、土地の購入を検討する際、もしその地域が被差別部落（同和地区）であると知った

場合、どのように思いますか。 

32.4 

51.3 

35.6 

35.2 

35.1 

29.1 

13.6 

19.8 

15.4 

31.1 

22.2 

17.6 

20.3 

20.3 

19.3 

10.3 

15.6 

18.5 

21.6 

21.5 

27.1 

5.4 

5.1 

0.0 

7.4 

9.5 

0.0 

8.5 

21.7 

17.9 

17.8 

14.8 

16.2 

29.1 

27.1 

1.3 

0.0 

0.0 

1.9 

0.0 

0.0 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問９ 被差別部落（同和地区）内の土地購入に対する意識(全体・年齢層別）

特に気にならない 少し気にはなるが購入の判断には影響しない

できれば避けたいと思う 絶対に購入しないと思う

わからない 不明・無回答
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（「特に気にならない」「少し気にはなるが購入の判断には影響しない」という肯定的な回答は約

5 割を占めている一方で、「できれや避けたい」「絶対に購入しない」という否定的な回答も約 4

分の 1 存在しており、問 8 の「被差別部落（同和地区）出身の人との結婚」に比べると、「被差

別部落（同和地区）内の土地購入に対する意識」はより分かれている傾向がみられる。 

年齢層別では、「特に気にならない」は「18～29 歳」で 51.3%と過半数を占めている。また、

（「30～59 歳」（30～39 歳 35.6%、40～49 歳 35.2%、50～59 歳 35.1%）では、いずれも 3割強となっ

ている。一方、高年層ほど割合は低下し、「60～69 歳」で 29.1%、「70 歳以上」では 13.6%と、年

齢が上がるにつれて「特に気にならない」は減少している。 

（「できれや避けたいと思う」「絶対に購入しないと思う」という否定的な回答の合計は、「18～

29 歳」が 15.4%であるのに対し、「60～69 歳」では 21.5%、「70歳以上」では 35.6%と、年齢が高

くなるほど「忌避意識」が強まる傾向がみられる。 

また、「わからない」も年齢が上がるほど高くなり、「60～69 歳」で 29.1%、「70 歳以上」で 27.1%

と、いずれも 3割弱を占めている。 
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　　　　　　　　　　　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

教
育
を
受
け

る
権
利
を
保
障
す

る
た
め
の

｢

義
務
教
育
教
科
書

無
償
制
度

｣

被
差
別
部
落

(

同
和
地
区

)

の

高
校
生
を
対

象
と
し
た
制
度
が

基
と
な

っ
て

作
ら
れ
た

、
全
て

の
高
校
生
を

対
象
と
し
た

｢

高

校
奨
学
金
制

度

｣

プ
ラ
イ
バ
シ
ー

を
守
る
た
め
の

｢

戸
籍
や
住

民
票
の
閲
覧
制

限

｣

就
職
の
際

、
企
業
が

、
応
募
者

の
適
性
・
能

力
に
無
関
係
な
事

項
を
選
考
材

料
と
し
な
い
た
め

に
設
け
ら
れ

た

｢

全
国
高
等
学

校
統
一
応
募

用
紙

｣

や

｢

面
接

時
の
質
問
内

容
の
制
限

｣

い
ず
れ
に
つ

い
て
も
知
ら
な
い

不
明
・
無
回

答

100.0 37.3 23.6 27.9 27.1 40.8 2.7
373 139 88 104 101 152 10

100.0 41.0 25.6 33.3 28.2 46.2 0.0
39 16 10 13 11 18 0

100.0 40.0 28.9 20.0 24.4 48.9 0.0
45 18 13 9 11 22 0

100.0 33.3 33.3 33.3 33.3 27.8 1.9
54 18 18 18 18 15 1

100.0 40.5 23.0 31.1 29.7 39.2 0.0
74 30 17 23 22 29 0

100.0 35.4 21.5 30.4 31.6 36.7 3.8
79 28 17 24 25 29 3

100.0 39.0 16.9 22.0 13.6 45.8 5.1
59 23 10 13 8 27 3

100.0 26.1 13.0 17.4 26.1 52.2 13.0
23 6 3 4 6 12 3

　問１０
部落差別（同和問題）解決のための取組をきっかけとして生まれた制度の認知

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

37.3 

27.9 

27.1 

23.6 

40.8 

0% 25% 50%

義務教育教科書無償制度

戸籍や住民票の閲覧制限

全国高等学校統一応募用紙や面接時の質問内容の制限

高校奨学金制度

いずれについても知らない

問１０ 部落差別（同和問題）解決のための取組をきっかけとして生まれた制度の認知(全体)

２－５ 部落差別（同和問題）解決のための取組をきっかけとして生まれた制度の認知 

 

 

 

１）全体及び年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では、（「義務教育教科書無償制度」を知っている割合は、37.3%で最も多く、次いで（「戸籍

や住民票の閲覧制限」が27.9%、（「全国高学学校一一募用紙 や面接時の質問内容の制限」が27.1%、

（「高校学学制制度」が 23.6%の順で、いずれも 3割前後にとどまっている。 

一方、「いずれについても知らない」は 40.8%を占め、これらの制度についての認知は十分に広

がっていない状況がうかがえる。 

特に、（「義務教育教科書無償制度」や（「高校学学制制度」など、現在では一般的な制度として広

く活紙されているものについても、もともとは同和問題の解決を目的に、差別のない社会の実現

を目指して設けられた制度であるという認識をしている人は限られている。 

問 10 部落差別（同和問題）解決のための取組をきっかけとして生まれた次の制度のうち、あなたが

知っているものをお答えください。 



- 51 - 

 

41.0 40.0 
33.3 

40.5 
35.4 

39.0 

25.6 28.9 
33.3 

23.0 21.5 
16.9 

33.3 

20.0 

33.3 31.1 30.4 

22.0 
28.2 24.4 

33.3 
29.7 31.6 

13.6 

46.2 48.9 

27.8 

39.2 36.7 

45.8 

0.0 0.0 1.9 0.0 
3.8 5.1 

0%

25%

50%

１８～２９歳 ３０～３９歳 ４０～４９歳 ５０～５９歳 ６０～６９歳 ７０歳以上

問１０ 部落差別（同和問題）解決のための取組をきっかけとして生まれた制度の認知

義務教育教科書無償制度 高校奨学金制度 戸籍や住民票の閲覧制限

いずれについても知らない 不明・無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢層別では、（「義務教育教科書無償制度」について知っている割合は、「18～29 歳」で 41.0%、

（「30～39 歳」で 40.0%、「50～59 歳」で 40.5%と、いずれも 4割前後で比較的高い。 

一方、「高校学学制制度」、「戸籍や住民票の閲覧制限」、「全国高学学校一一募用紙 や面接時

の質問内容の制限」は、年齢層による顕著な差はみられない。 

また、「いずれについても知らない」は、「18～29 歳」（46.2%）、「30～39 歳」（48.9%）、「70 歳

以上」（45.8%）で 4～5 割近くと高く、これらの制度についての認知が低い傾向にある。これに

対して、「40～69 歳」では 27.8%～39.2%とやや低く、（「部落差別（同和問題）解決のための取組を

きっかけとして生まれた制度」についての認知度は、他の年齢層に比べて比較的高い傾向がみら

れる。 

 

 

 

全国高等学校統一応募用紙
や面接時の質問内容の制限 

(年齢層別) 
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上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回

答

数

そ

う

思

う

ま

あ

そ

う

思

う

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

あ

ま

り

そ

う

思

わ

な

い

そ

う

思

わ

な

い

不

明

・

無

回

答

100.0 55.5 21.7 13.1 5.4 1.6 2.7 77.2 7.0

373 207 81 49 20 6 10 288 26

100.0 15.5 17.7 40.8 11.0 11.0 4.0 33.2 22.0

373 58 66 152 41 41 15 124 82

100.0 2.9 6.7 28.4 25.2 33.0 3.8 9.6 58.2

373 11 25 106 94 123 14 36 217

100.0 73.5 19.3 2.9 0.8 1.1 2.4 92.8 1.9

373 274 72 11 3 4 9 346 7

100.0 4.0 6.4 19.8 16.9 50.1 2.7 10.4 67.0

373 15 24 74 63 187 10 39 250

100.0 15.8 16.6 32.4 12.3 19.6 3.2 32.4 31.9

373 59 62 121 46 73 12 121 119

100.0 6.2 6.4 20.6 24.7 38.6 3.5 12.6 63.3

373 23 24 77 92 144 13 47 236

100.0 34.3 31.6 20.4 4.0 6.4 3.2 65.9 10.4

373 128 118 76 15 24 12 246 39

100.0 7.8 6.7 21.4 21.7 39.4 2.9 14.5 61.1

373 29 25 80 81 147 11 54 228

100.0 6.7 13.1 23.9 16.9 36.7 2.7 19.8 53.6

373 25 49 89 63 137 10 74 200

100.0 7.5 9.7 29.5 22.8 27.3 3.2 17.2 50.1

373 28 36 110 85 102 12 64 187

100.0 6.7 13.7 31.6 21.2 23.6 3.2 20.4 44.8

373 25 51 118 79 88 12 76 167

100.0 1.3 3.8 9.7 23.9 58.4 2.9 5.1 82.3

373 5 14 36 89 218 11 19 307

100.0 6.2 8.3 35.1 15.5 32.4 2.4 14.5 47.9

373 23 31 131 58 121 9 54 179

*「そう思う」…「そう思う」と「まあそう思う」の合計　　　「そう思わない」…「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

そ

う

思

う

そ

う

思

わ

な

い

全
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
体

１．｢男性は仕事、女性は家事・子育て｣といった
　　役割分担の考え方は、見直すべきだと思う

２．｢同和対策事業特別措置法｣等による、被差別
　　部落 (同和地区）の人々に対して行われた特別
　　な支援は逆差別だと思う
３．企業は利益を優先するべきなので、知的障がい
　　者や精神障がい者などの雇用が進まなくても仕
　　方がない
４．高齢者が自動車運転免許証を返納しても、生活
　　に困らないように移動手段を考える必要があると
　　思う

５．職場の雰囲気づくりのためなら、軽い性的な
　　冗談を問題にする必要はない

⒓ 社会で問題を起こした人が、インターネット上で
　　長く非難され続けるのは、仕方がないと思う

⒔ 貧困や家族の介護などの事情で、子どもが教
　　育を受ける機会に格差があってもやむを得ない

⒕ いじめの問題では、いじめられる側にも原因や
　　問題があると思う

６．性的少数者が社会で話題になることがあるが、
　　身近にはいないと思う

７．ネット上に差別を助長する表現や内容が見られ
　　る場合でも、表現の自由の観点から、安易に
　　規制するべきではないと思う
８．在日外国人労働者が賃金や労働時間などの面
　　で不利益な扱いを受けないように支援する必要
　　があると思う

９．職場の上司は、指導上必要であると思ったら、
　　人前であっても厳しく部下を指導するべきである

⒑ 子どものしつけのためなら、時には親（大人）が
　　体罰を行ってもやむを得ないことがある

⒒ エイズ（ＨＩＶ）やハンセン病患者・回復者がいる
　　職場では、一緒に働くのは不安だと思う

　問１１
人権課題についての意見に対する考え

第３章 さまざまな人権課題について 

３－１ 人権課題についての意見に対する考え 

 

 

１）全体①  

全体②（３分類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問 11 あなたは、次のような意見に対してどう思いますか。 

＊「そう思う」…「そう思う」と「まあそう思う」の合計 
＊「どちらともいえない」 
＊「そう思わない」…「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計 
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77.2

33.2

9.6

92.8

10.4

32.4

12.6

65.9

14.5

19.8

17.2

20.4

5.1

14.5

13.1

40.8

28.4

2.9

19.8

32.4

20.6

20.4

21.4

23.9

29.5

31.6

9.7

35.1

7.0

22.0

58.2

1.9

67.0

31.9

63.3

10.4

61.1

53.6

50.1

44.8

82.3

47.9

2.7

4.0

3.8

2.4

2.7

3.2

3.5

3.2

2.9

2.7

3.2

3.2

2.9

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

問１１ 人権課題についての意見に対する考え(全体②)

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権尊重の立場から「そう思う」の割合が高い項目は、「高齢者が自動車運転免許証を返納し

ても、生活に困らないように移動手段を考える必要があると思う」（92.8%）、「「男性 は仕事、女 

は家事・子育て』といった役割分担の考え方は、見直すべきだと思う」（77.2%）、「在日外国人労

働者が賃金や労働時間などの面で不利益な扱いを受けないように支援する必要があると思う」

「（65.9%）である。一方、人権尊重の立場から「「そう思わない」の割合が高い項目は、「「貧困や家族

の介護などの事情で、子どもが教育を受ける機会に格差があってもやむを得ない」（82.3%）、「職

場の雰囲気づくりのためなら、軽い 的な冗談を問題にする必要はない」（67.0%）、「ネット上に

差別を助長する表現や内容が見られる場合でも、表現の自由の観点から、安易に規制するべきで

はないと思う」（63.3%）、「職場の上司は、指導上必要であると思ったら、人前であっても厳しく

部下を指導するべきである」（61.1%）で、いずれも 60%を超える高い割合を示している。 

また、「「男同和対策事業特別措置法』等による、被差別部落（同和地区）の人々に対して行われ

た特別な支援は逆差別だと思う」「（同和対策事業に対する考え）と、「 的少数者が社会で話題に

なることがあるが、身近にはいないと思う」「（ 的マイノリティー問題）については、「そう思う」

「「どちらともいえない」「そう思わない」がおおむね 3等分されており、意見が分かれている。 

「「子どものしつけと体罰の問題」「エイズ（HIV）やハンセン病患者・回復者に対する不安」「社

会で問題を起こした人に対するインターネット上での誹謗中傷の問題」は、約 5割が否定的、約

3割が「どちらともいえない」、約 2割が肯定的と、類似した傾向を示している。  

１．｢男性は仕事、女性は家事・子育て｣といった役割分担の考え方
は、見直すべきだと思う 

  
２．｢同和対策事業特別措置法｣等による、被差別部落(同和地区）の

人々に対して行われた特別な支援は逆差別だと思う 
 
３．企業は利益を優先するべきなので、知的障がい者や精神障がい

者などの雇用が進まなくても仕方がない  
 
４．高齢者が自動車運転免許証を返納しても、生活に困らないように

移動手段を考える必要があると思う 
 
５．職場の雰囲気づくりのためなら、軽い性的な冗談を問題にする必

要はない  
 
６．性的少数者が社会で話題になることがあるが、身近にはいないと

思う  
７．ネット上に差別を助長する表現や内容が見られる場合でも、表現

の自由の観点から、安易に規制するべきではないと思う 
 
８．在日外国人労働者が賃金や労働時間などの面で不利益な扱いを

受けないように支援する必要があると思う 
 
９．職場の上司は、指導上必要であると思ったら、人前であっても厳し

く部下を指導するべきである 
 
10．子どものしつけのためなら、時には親（大人）が体罰を行ってもや

むを得ないことがある 
 
11．エイズ（ＨＩＶ）やハンセン病患者・回復者がいる職場では、一緒に

働くのは不安だと思う 
 
12．社会で問題を起こした人が、インターネット上で長く非難され続け

るのは、仕方がないと思う 
 
13．貧困や家族の介護などの事情で、子どもが教育を受ける機会に

格差があってもやむを得ない 
 
14．いじめの問題では、いじめられる側にも原因や問題があると思う  
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　　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

そ
う
思
う

ま
あ
そ
う

思
う

ど
ち
ら
と

も

い
え
な
い

あ
ま
り
そ

う

思
わ
な
い

そ
う
思
わ

な
い

不
明
・
無

回
答

100.0 55.5 21.7 13.1 5.4 1.6 2.7 77.2 7.0
373 207 81 49 20 6 10 288 26

100.0 59.0 25.6 7.7 2.6 5.1 0.0 84.6 7.7
39 23 10 3 1 2 0 33 3

100.0 55.6 31.1 4.4 4.4 2.2 2.2 86.7 6.6
45 25 14 2 2 1 1 39 3

100.0 55.6 18.5 14.8 7.4 0.0 3.7 74.1 7.4
54 30 10 8 4 0 2 40 4

100.0 59.5 16.2 14.9 6.8 1.4 1.4 75.7 8.2
74 44 12 11 5 1 1 56 6

100.0 55.7 21.5 17.7 3.8 0.0 1.3 77.2 3.8
79 44 17 14 3 0 1 61 3

100.0 49.2 22.0 18.6 6.8 1.7 1.7 71.2 8.5
59 29 13 11 4 1 1 42 5

100.0 52.2 21.7 0.0 4.3 4.3 17.4 73.9 8.6
23 12 5 0 1 1 4 17 2

*「そう思う」…「そう思う」と「まあそう思う」の合計　　　「そう思わない」…「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

そ

う
思
う

そ

う
思
わ
な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　

　問１１
１．｢男性は仕事、女性は家事・子育て｣といった役割分担の考え方は、見直すべきだと

　　思う

84.6 

86.7 

74.1 

75.7 

77.2 

71.2 

7.7 

4.4 

14.8 

14.9 

17.7 

18.6 

7.7 

6.6 

7.4 

8.2 

3.8 

8.5 

0.0 

2.2 

3.7 

1.4 

1.3 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１１ 人権課題についての意見に対する考え

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

１．｢男性は仕事、女性は家事・子育て｣といった役割分担の考え方は、見直すべきだと思う 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢層別では、「「40～49 歳」を境に意見の傾向に違いがみられる。「「39 歳以下」では、8割以上

が「「そう思う」と回答しており、「「性 は仕事、女 は家事・子育て｣といった役割分担の考え方

の見直しに肯定的な意見が多い。これに対して「40 歳以上」では「そう思う」が 7割台でやや減

少し、「どちらともいえない」が 14.8%～18.6%と比較的多くなっている。 

 

 

  

１．｢男性は仕事、女性は家事・子育て｣といった役割分担の考え方は、見直すべきだと思う(年齢層別) 
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　　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

そ
う
思
う

ま
あ
そ
う

思
う

ど
ち
ら
と

も

い
え
な
い

あ
ま
り
そ

う

思
わ
な
い

そ
う
思
わ

な
い

不
明
・
無

回
答

100.0 15.5 17.7 40.8 11.0 11.0 4.0 33.2 22.0
373 58 66 152 41 41 15 124 82

100.0 12.8 10.3 64.1 2.6 10.3 0.0 23.1 12.9
39 5 4 25 1 4 0 9 5

100.0 11.1 13.3 42.2 15.6 13.3 4.4 24.4 28.9
45 5 6 19 7 6 2 11 13

100.0 13.0 24.1 35.2 18.5 5.6 3.7 37.1 24.1
54 7 13 19 10 3 2 20 13

100.0 16.2 13.5 45.9 12.2 10.8 1.4 29.7 23.0
74 12 10 34 9 8 1 22 17

100.0 15.2 19.0 39.2 11.4 12.7 2.5 34.2 24.1
79 12 15 31 9 10 2 27 19

100.0 23.7 22.0 32.2 6.8 10.2 5.1 45.7 17.0
59 14 13 19 4 6 3 27 10

100.0 13.0 21.7 21.7 4.3 17.4 21.7 34.7 21.7
23 3 5 5 1 4 5 8 5

*「そう思う」…「そう思う」と「まあそう思う」の合計　　　「そう思わない」…「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　

　問１１
２．「同和対策事業特別措置法」等による、被差別部落(同和地区）の人々に対して行われ

　  た特別な支援は逆差別だと思う

そ

う
思
う

そ

う
思
わ
な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

23.1 

24.4 

37.1 

29.7 

34.2 

45.7 

64.1 

42.2 

35.2 

45.9 

39.2 

32.2 

12.9 

28.9 

24.1 

23.0 

24.1 

17.0 

0.0 

4.4 

3.7 

1.4 

2.5 

5.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１１ 人権課題についての意見に対する考え

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

２.「同和対策事業特別措置法」等による、被差別部落（同和地区）の人々に対して行われた 

特別な支援は逆差別だと思う 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「同和対策事業」実施前の生活環境と、実施後に改善された環境の様子を自分で確認し比較で

きた「「60～69 歳」（34.2%）や「70歳以上」（45.7%）、また同事業の終盤期に小・中学生であった

「「40～49 歳」（37.1%）では、「逆差別だと思う」の割合が比較的高い傾向にある。一方で、「同和

対策事業」終了後に生まれ、事業実施前の生活環境について噂や聞き伝えで知る程度で、直接は

知らない「18～29 歳」（64.1%）や「30～39 歳」（42.2%）では、「「どちらともいえない」の割合が

高い傾向がみられる。 

これらの結果は、なぜ「「同和対策事業」が必要とされたのか、その意義についての十分な啓発

が住民に行き届いてこなかったという、人権行政の課題を示しているといえる。今後の人権行政

を進めるうえで、事業の趣旨や目的をどのように住民へ伝えるかが重要な課題となる。  

２．「同和対策事業特別措置法」等による、被差別部落(同和地区）の人々に対して行われた特別な支援
は逆差別だと思う(年齢層別) 
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　　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

そ
う
思
う

ま
あ
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

あ
ま
り
そ
う

思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 2.9 6.7 28.4 25.2 33.0 3.8 9.6 58.2
373 11 25 106 94 123 14 36 217

100.0 0.0 7.7 43.6 30.8 17.9 0.0 7.7 48.7
39 0 3 17 12 7 0 3 19

100.0 0.0 6.7 37.8 31.1 22.2 2.2 6.7 53.3
45 0 3 17 14 10 1 3 24

100.0 5.6 9.3 27.8 37.0 16.7 3.7 14.9 53.7
54 3 5 15 20 9 2 8 29

100.0 1.4 6.8 27.0 24.3 39.2 1.4 8.2 63.5
74 1 5 20 18 29 1 6 47

100.0 3.8 5.1 21.5 16.5 48.1 5.1 8.9 64.6
79 3 4 17 13 38 4 7 51

100.0 1.7 6.8 28.8 22.0 37.3 3.4 8.5 59.3
59 1 4 17 13 22 2 5 35

100.0 13.0 4.3 13.0 17.4 34.8 17.4 17.3 52.2
23 3 1 3 4 8 4 4 12

*「そう思う」…「そう思う」と「まあそう思う」の合計　　　「そう思わない」…「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　
　問１１

３．企業は利益を優先するべきなので、知的障がい者や精神障がい者などの雇用が進ま

    なくても仕方がない

そ
う

思
う

そ
う

思
わ
な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

7.7 

6.7 

14.9 

8.2 

8.9 

8.5 

43.6 

37.8 

27.8 

27.0 

21.5 

28.8 

48.7 

53.3 

53.7 

63.5 

64.6 

59.3 

0.0 

2.2 

3.7 

1.4 

5.1 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１１ 人権課題についての意見に対する考え

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

３．企業は利益を優先するべきなので、知的障がい者や精神障がい者などの雇用が進まなくて

も仕方がない 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「39 歳以下」の若年層では、「「どちらともいえない」「（18～29 歳「 43.6%、30～39 歳「 37.8%）の

割合が高く、「「そう思わない」「（18～29 歳「 48.7%、30～39 歳「 53.3%）の割合が比較的低い。この

ことから、若年層では障がい者雇用に関する理解や知識が十分ではない可能 が考えられる。 

一方、「「40 歳以上」では「「そう思わない」の割合が高く、特に「「50～59 歳」で 63.5%、「60～69

歳」で 64.6%と、いずれも 6割を超えている。 

こうした年齢層間の認識の違いは、今後の「障がい者の人権」に関する教育・啓発を進めるう

えで、重要な視点として考慮すべきである。 

  

３．企業は利益を優先するべきなので、知的障がい者や精神障がい者などの雇用が進まなくても仕方が
ない(年齢層別) 
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　　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

そ
う
思
う

ま
あ
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

あ
ま
り
そ
う

思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 73.5 19.3 2.9 0.8 1.1 2.4 92.8 1.9
373 274 72 11 3 4 9 346 7

100.0 61.5 33.3 5.1 0.0 0.0 0.0 94.8 0.0
39 24 13 2 0 0 0 37 0

100.0 66.7 24.4 4.4 2.2 0.0 2.2 91.1 2.2
45 30 11 2 1 0 1 41 1

100.0 66.7 25.9 1.9 1.9 0.0 3.7 92.6 1.9
54 36 14 1 1 0 2 50 1

100.0 81.1 12.2 2.7 1.4 1.4 1.4 93.3 2.8
74 60 9 2 1 1 1 69 2

100.0 81.0 13.9 2.5 0.0 1.3 1.3 94.9 1.3
79 64 11 2 0 1 1 75 1

100.0 74.6 20.3 3.4 0.0 0.0 1.7 94.9 0.0
59 44 12 2 0 0 1 56 0

100.0 69.6 8.7 0.0 0.0 8.7 13.0 78.3 8.7
23 16 2 0 0 2 3 18 2

*「そう思う」…「そう思う」と「まあそう思う」の合計　　　「そう思わない」…「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　
　問１１

４，高齢者が自動車運転免許証を返納しても、生活に困らないように移動手段を考える

   必要があると思う

そ
う

思
う

そ
う

思
わ
な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

94.8 

91.1 

92.6 

93.3 

94.9 

94.9 

5.1 

4.4 

1.9 

2.7 

2.5 

3.4 

0.0 

2.2 

1.9 

2.8 

1.3 

0.0 

0.0 

2.2 

3.7 

1.4 

1.3 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１１ 人権課題についての意見に対する考え

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

４．高齢者が自動車運転免許証を返納しても、生活に困らないように移動手段を考える必要が

あると思う 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どの年齢層でも「そう思う」が 9割以上を占めており、高齢者の免許返納後の移動手段の確保

が、単なる交通問題にとどまらず、日常生活を維持するために不可欠な人権課題であることを示

している。特に近年、バス路線の廃止や列車の本数の削減などが進み、住民の移動環境が急激に

変化している添田町においては、この結果は住民の切実な声を反映しているものとして受け止め

る必要がある。 

 

 

 

  

４．高齢者が自動車運転免許証を返納しても、生活に困らないように移動手段を考える必要があると思う
(年齢層別) 
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　　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

そ
う
思
う

ま
あ
そ
う

思
う

ど
ち
ら
と

も

い
え
な
い

あ
ま
り
そ

う

思
わ
な
い

そ
う
思
わ

な
い

不
明
・
無

回
答

100.0 4.0 6.4 19.8 16.9 50.1 2.7 10.4 67.0
373 15 24 74 63 187 10 39 250

100.0 2.6 12.8 15.4 23.1 46.2 0.0 15.4 69.3
39 1 5 6 9 18 0 6 27

100.0 2.2 2.2 20.0 26.7 46.7 2.2 4.4 73.4
45 1 1 9 12 21 1 2 33

100.0 7.4 5.6 25.9 7.4 50.0 3.7 13.0 57.4
54 4 3 14 4 27 2 7 31

100.0 1.4 6.8 10.8 20.3 59.5 1.4 8.2 79.8
74 1 5 8 15 44 1 6 59

100.0 5.1 2.5 27.8 11.4 51.9 1.3 7.6 63.3
79 4 2 22 9 41 1 6 50

100.0 1.7 13.6 22.0 18.6 40.7 3.4 15.3 59.3
59 1 8 13 11 24 2 9 35

100.0 13.0 0.0 8.7 13.0 52.2 13.0 13.0 65.2
23 3 0 2 3 12 3 3 15

*「そう思う」…「そう思う」と「まあそう思う」の合計　　　「そう思わない」…「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

そ

う
思
う

そ

う
思
わ
な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　

　問１１
５．職場の雰囲気づくりのためなら、軽い性的な冗談を問題にする必要はない

15.4 

4.4 

13.0 

8.2 

7.6 

15.3 

15.4 

20.0 

25.9 

10.8 

27.8 

22.0 

69.3 

73.4 

57.4 

79.8 

63.3 

59.3 

0.0 

2.2 

3.7 

1.4 

1.3 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１１ 人権課題についての意見に対する考え

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

５．職場の雰囲気づくりのためなら、軽い性的な冗談を問題にする必要はない 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どの年齢層においても「そう思わない」が過半数を超えており、特に「50～59 歳」では 79.8%

と最も高い割合になっている。この年齢層は管理職層が多く、管理職研修などを通じてハラスメ

ント防止に関する研修を繰り返し受けていることが影響していると考えられる。一方、「40～49

歳」「60～69 歳」「70 歳以上」では、「「そう思う」と「「どちらともいえない」を合わせると 4割弱、

「「18～29 歳」でも約 3割となっており、一定の肯定的意見もみられる。しかし、すべての年齢層

を通してみると、「軽い 的な冗談」であっても問題視する意識が強いことがうかがえる。 

これまでの人権教育・啓発では、差別的言動や差別行為をしないことが主に求められてきた。

しかし近年では、「自分は軽い気持ちで発した言動であっても、受ける側にとっては深刻な内容

となりうる」という認識が重視されている。つまり、自分では気づかないまま相手の尊厳や権利

を侵害してしまう可能 のある「「無意識の差別（アンコンシャス「・バイアス）」に気づく感 や、

自らの言動を振り返る姿勢を育むことが、現代社会における人権問題を理解し、差別やハラスメ

ントを防止する上で極めて重要である。この点を、人権教育・啓発の中で丁寧に、わかりやすく

伝えていく必要がある。

５．職場の雰囲気づくりのためなら、軽い性的な冗談を問題にする必要はない(年齢層別) 
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　　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

そ
う
思
う

ま
あ
そ
う

思
う

ど
ち
ら
と

も

い
え
な
い

あ
ま
り
そ

う

思
わ
な
い

そ
う
思
わ

な
い

不
明
・
無

回
答

100.0 15.8 16.6 32.4 12.3 19.6 3.2 32.4 31.9
373 59 62 121 46 73 12 121 119

100.0 10.3 12.8 51.3 7.7 17.9 0.0 23.1 25.6
39 4 5 20 3 7 0 9 10

100.0 4.4 11.1 35.6 15.6 31.1 2.2 15.5 46.7
45 2 5 16 7 14 1 7 21

100.0 11.1 22.2 33.3 13.0 16.7 3.7 33.3 29.7
54 6 12 18 7 9 2 18 16

100.0 17.6 9.5 37.8 13.5 18.9 2.7 27.1 32.4
74 13 7 28 10 14 2 20 24

100.0 16.5 21.5 27.8 11.4 21.5 1.3 38.0 32.9
79 13 17 22 9 17 1 30 26

100.0 27.1 25.4 22.0 10.2 10.2 5.1 52.5 20.4
59 16 15 13 6 6 3 31 12

100.0 21.7 4.3 17.4 17.4 26.1 13.0 26.0 43.5
23 5 1 4 4 6 3 6 10

*「そう思う」…「そう思う」と「まあそう思う」の合計　　　「そう思わない」…「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

そ

う
思
う

そ

う
思
わ
な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　

　問１１
６．性的少数者が社会で話題になることがあるが、身近にはいないと思う

23.1 

15.5 

33.3 

27.1 

38.0 

52.5 

51.3 

35.6 

33.3 

37.8 

27.8 

22.0 

25.6 

46.7 

29.7 

32.4 

32.9 

20.4 

0.0 

2.2 

3.7 

2.7 

1.3 

5.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１１ 人権課題についての意見に対する考え

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

６．性的少数者が社会で話題になることがあるが、身近にはいないと思う 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢層が高くなるにつれて「そう思う」の割合が高くなり、特に「70 歳以上」では 52.5%と過

半数を占めている。一方、「30～39 歳」では「そう思わない」が 46.7%と高く、この年齢層では多

様 を尊重する意識が比較的高い傾向にあると考えられる。また、どの年齢層でも「どちらとも

いえない」が一定数みられ、特に「18～29 歳」では 51.3%と半数を超えている。 

 的少数者が「「身近にはいない」のではなく、声を上げにくい環境の中では「見えない少数者」

として存在しやすいことに気づくことが重要である。こうした認識は、今日の人権問題で重視さ

れている「「人権問題の可視化」という考え方につながる重要な視点であり、人権教育・啓発の中

で丁寧に、わかりやすく伝えていく必要がある。 

 

 

  

６．性的少数者が社会で話題になることがあるが、身近にはいないと思う(年齢層別) 
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　　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

そ
う
思
う

ま
あ
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

あ
ま
り
そ
う

思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 6.2 6.4 20.6 24.7 38.6 3.5 12.6 63.3
373 23 24 77 92 144 13 47 236

100.0 5.1 7.7 20.5 35.9 30.8 0.0 12.8 66.7
39 2 3 8 14 12 0 5 26

100.0 4.4 4.4 24.4 24.4 40.0 2.2 8.8 64.4
45 2 2 11 11 18 1 4 29

100.0 7.4 9.3 16.7 29.6 33.3 3.7 16.7 62.9
54 4 5 9 16 18 2 9 34

100.0 5.4 4.1 20.3 31.1 37.8 1.4 9.5 68.9
74 4 3 15 23 28 1 7 51

100.0 5.1 6.3 16.5 19.0 51.9 1.3 11.4 70.9
79 4 5 13 15 41 1 9 56

100.0 6.8 5.1 32.2 16.9 32.2 6.8 11.9 49.1
59 4 3 19 10 19 4 7 29

100.0 13.0 13.0 8.7 13.0 34.8 17.4 26.0 47.8
23 3 3 2 3 8 4 6 11

*「そう思う」…「そう思う」と「まあそう思う」の合計　　　「そう思わない」…「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　
　問１１

７．ネット上に差別を助長する表現や内容が見られる場合でも、表現の自由の観点から、

    安易に規制するべきではないと思う

そ
う

思
う

そ
う

思
わ
な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

12.8 

8.8 

16.7 

9.5 

11.4 

11.9 

20.5 

24.4 

16.7 

20.3 

16.5 

32.2 

66.7 

64.4 

62.9 

68.9 

70.9 

49.1 

0.0 

2.2 

3.7 

1.4 

1.3 

6.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１１ 人権課題についての意見に対する考え

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

７．ネット上に差別を助長する表現や内容が見られる場合でも、表現の自由の観点から、安易に

規制するべきではないと思う 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべての年齢層で「そう思わない」の割合が高く、特に「50～59 歳」（68.9%）と「60～69 歳」

「（70.9%）では否定的な意見が顕著である。一方、「70 歳以上」では「どちらともいえない」が 32.2%

と他の年齢層に比べて最も高く、「そう思わない」が 49.1%と最も低い。また、その他の年齢層で

は、概ね同様の傾向がみられる。 

「「差別的表現や内容の規制」（人権尊重）と「表現の自由」との関係は、非常に重要な課題であ

る。現在のネット社会において、どの年齢層も「「ネット上の差別表現や内容」に対して一定の危

機意識を持っていることが、この結果からうかがえる。 

 

 

７．ネット上に差別を助長する表現や内容が見られる場合でも、表現の自由の観点から、安易に規制す
るべきではないと思う（年齢層別) 
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　　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

そ
う
思
う

ま
あ
そ
う

思
う

ど
ち
ら
と

も

い
え
な
い

あ
ま
り
そ

う

思
わ
な
い

そ
う
思
わ

な
い

不
明
・
無

回
答

100.0 34.3 31.6 20.4 4.0 6.4 3.2 65.9 10.4
373 128 118 76 15 24 12 246 39

100.0 20.5 28.2 28.2 7.7 15.4 0.0 48.7 23.1
39 8 11 11 3 6 0 19 9

100.0 24.4 46.7 17.8 4.4 4.4 2.2 71.1 8.8
45 11 21 8 2 2 1 32 4

100.0 20.4 33.3 27.8 7.4 7.4 3.7 53.7 14.8
54 11 18 15 4 4 2 29 8

100.0 32.4 37.8 18.9 4.1 5.4 1.4 70.2 9.5
74 24 28 14 3 4 1 52 7

100.0 53.2 24.1 15.2 1.3 3.8 2.5 77.3 5.1
79 42 19 12 1 3 2 61 4

100.0 33.9 30.5 23.7 3.4 5.1 3.4 64.4 8.5
59 20 18 14 2 3 2 38 5

100.0 52.2 13.0 8.7 0.0 8.7 17.4 65.2 8.7
23 12 3 2 0 2 4 15 2

*「そう思う」…「そう思う」と「まあそう思う」の合計　　　「そう思わない」…「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

そ

う
思
う

そ

う
思
わ
な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　

　問１１
８．在日外国人労働者が賃金や労働時間などの面で不利益な扱いを受けないように支援

　  する必要があると思う

48.7 

71.1 

53.7 

70.2 

77.3 

64.4 

28.2 

17.8 

27.8 

18.9 

15.2 

23.7 

23.1 

8.8 

14.8 

9.5 

5.1 

8.5 

0.0 

2.2 

3.7 

1.4 

2.5 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１１ 人権課題についての意見に対する考え

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

８．在日外国人労働者が賃金や労働時間などの面で不利益な扱いを受けないように支援する必

要があると思う 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「30～39 歳」「50～59 歳」「60～69 歳」では「そう思う」が 7割を超えているのに対し、「18～

29 歳」では 48.7%と最も低い割合となっている。また「「そう思わない」は「30～39 歳」や「「50 歳

以上」では一桁台である一方、「18～29 歳」では 23.1%と最も高い。このことから、「18～29 歳」

では、職場や地域社会で外国人労働者と直接接する機会が比較的少ないことが、意識の違いに影

響している可能 がうかがえる。 

近年、「外国人労働者の問題」は政治的課題としても大きく取り上げられている。この問題を

人権の視点からどのように捉えるかは極めて重要である。属 に基づく人権問題では、「○○は

すべて××である」といった形で、人や集団をステレオタイプ「（固定観念や思い込み）によって

捉えてしまうことが大きな問題の一つとなっている。この点については、人権教育・啓発でしっ

かりと伝えていくことが必要である。  

８．在日外国人労働者が賃金や労働時間などの面で不利益な扱いを受けないように支援する必要があ
ると思う(年齢層別) 
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　　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

そ
う
思
う

ま
あ
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

あ
ま
り
そ
う

思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 7.8 6.7 21.4 21.7 39.4 2.9 14.5 61.1
373 29 25 80 81 147 11 54 228

100.0 7.7 5.1 23.1 30.8 33.3 0.0 12.8 64.1
39 3 2 9 12 13 0 5 25

100.0 11.1 15.6 24.4 17.8 28.9 2.2 26.7 46.7
45 5 7 11 8 13 1 12 21

100.0 5.6 14.8 20.4 18.5 37.0 3.7 20.4 55.5
54 3 8 11 10 20 2 11 30

100.0 9.5 1.4 20.3 24.3 43.2 1.4 10.9 67.5
74 7 1 15 18 32 1 8 50

100.0 5.1 5.1 17.7 26.6 44.3 1.3 10.2 70.9
79 4 4 14 21 35 1 8 56

100.0 6.8 1.7 30.5 13.6 44.1 3.4 8.5 57.7
59 4 1 18 8 26 2 5 34

100.0 13.0 8.7 8.7 17.4 34.8 17.4 21.7 52.2
23 3 2 2 4 8 4 5 12

*「そう思う」…「そう思う」と「まあそう思う」の合計　　　「そう思わない」…「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　
　問１１

９．職場の上司は、指導上必要であると思ったら、人前であっても厳しく部下を指導する

    べきである

そ
う

思
う

そ
う

思
わ
な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

12.8 

26.7 

20.4 

10.9 

10.2 

8.5 

23.1 

24.4 

20.4 

20.3 

17.7 

30.5 

64.1 

46.7 

55.5 

67.5 

70.9 

57.7 

0.0 

2.2 

3.7 

1.4 

1.3 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１１ 人権課題についての意見に対する考え

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

９．職場の上司は、指導上必要であると思ったら、人前であっても厳しく部下を指導するべきで

ある 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どの年齢層においても「そう思わない」の割合は高く、半数以上を占めており、多くの人が「人

前での叱責は適切ではない」と考えている。特に「18～29 歳」では 64.1%、「50～59 歳」では 67.5%、

「「60～69 歳」では 70.9%と 6 割～7 割に達している。若年層である「18～29 歳」は「人前での厳

しい指導」に対して強い否定的意識を持つ一方で、「50～69 歳」では「人前で叱責すべきではな

い」という意識がより顕著である。 

また、中間管理職としての役割を担うことが多い「「30～39 歳」（26.7%）と「40～49 歳」（20.4%）

では、「「そう思う」の割合が他の年齢層に比べて高い。これは、部下を育てる立場としての責任感

が反映され、「時には厳しく指導すべき」との考えを一定数持っていることがうかがえる。この

ように、年齢層によって「人前での指導」に対する意識には、一定の違いがみられる。  

９．職場の上司は、指導上必要であると思ったら、人前であっても厳しく部下を指導するべきである 
(年齢層別) 
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　　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

そ
う
思
う

ま
あ
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

あ
ま
り
そ
う

思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 6.7 13.1 23.9 16.9 36.7 2.7 19.8 53.6
373 25 49 89 63 137 10 74 200

100.0 7.7 20.5 28.2 15.4 28.2 0.0 28.2 43.6
39 3 8 11 6 11 0 11 17

100.0 6.7 17.8 28.9 22.2 22.2 2.2 24.5 44.4
45 3 8 13 10 10 1 11 20

100.0 7.4 11.1 18.5 24.1 35.2 3.7 18.5 59.3
54 4 6 10 13 19 2 10 32

100.0 8.1 13.5 27.0 16.2 33.8 1.4 21.6 50.0
74 6 10 20 12 25 1 16 37

100.0 5.1 8.9 19.0 11.4 54.4 1.3 14.0 65.8
79 4 7 15 9 43 1 11 52

100.0 5.1 13.6 25.4 15.3 39.0 1.7 18.7 54.3
59 3 8 15 9 23 1 11 32

100.0 8.7 8.7 21.7 17.4 26.1 17.4 17.4 43.5
23 2 2 5 4 6 4 4 10

*「そう思う」…「そう思う」と「まあそう思う」の合計　　　「そう思わない」…「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　
　問１１

１０．子どものしつけのためなら、時には親（大人）が体罰を行ってもやむを得ないことが

      ある

そ
う

思
う

そ
う

思
わ
な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

28.2 

24.5 

18.5 

21.6 

14.0 

18.7 

28.2 

28.9 

18.5 

27.0 

19.0 

25.4 

43.6 

44.4 

59.3 

50.0 

65.8 

54.3 

0.0 

2.2 

3.7 

1.4 

1.3 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１１ 人権課題についての意見に対する考え

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

１０．子どものしつけのためなら、時には親（大人）が体罰を行ってもやむを得ないことがある 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼児や小学生などの子育て期にあると考えられる「18～29 歳」（28.2%）および「30～39 歳」

「（24.5%）では、「「そう思う」の割合が他の年齢層に比べて高い。また、「どちらともいえない」も

「「18～29 歳」で 28.2%、「30～39 歳」で 28.9%と多く、状況によっては体罰を容認する可能 があ

ることが示唆される。 

このことから、日常の子育ての中では、「「体罰はいけない」と頭では理解していても、現実には

気持ちに余裕がなくなったときなどについ体罰に頼ってしまうことがあるという、子育ての難し

さがうかがえる。 

一方で、「「そう思わない」は、年齢が上がるほど増える傾向があり、特に「60～69 歳」では 65.8%

と最も高い割合を占めている。 

 

  

１０．子どものしつけのためなら、時には親（大人）が体罰を行ってもやむを得ないことがある(年齢層別) 
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　　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

そ
う
思
う

ま
あ
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

あ
ま
り
そ
う

思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 7.5 9.7 29.5 22.8 27.3 3.2 17.2 50.1
373 28 36 110 85 102 12 64 187

100.0 2.6 15.4 35.9 20.5 25.6 0.0 18.0 46.1
39 1 6 14 8 10 0 7 18

100.0 2.2 4.4 33.3 26.7 31.1 2.2 6.6 57.8
45 1 2 15 12 14 1 3 26

100.0 7.4 13.0 20.4 27.8 27.8 3.7 20.4 55.6
54 4 7 11 15 15 2 11 30

100.0 10.8 4.1 32.4 17.6 33.8 1.4 14.9 51.4
74 8 3 24 13 25 1 11 38

100.0 7.6 6.3 29.1 26.6 27.8 2.5 13.9 54.4
79 6 5 23 21 22 2 11 43

100.0 10.2 16.9 32.2 22.0 15.3 3.4 27.1 37.3
59 6 10 19 13 9 2 16 22

100.0 8.7 13.0 17.4 13.0 30.4 17.4 21.7 43.4
23 2 3 4 3 7 4 5 10

*「そう思う」…「そう思う」と「まあそう思う」の合計　　　「そう思わない」…「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　
　問１１

１１．エイズ（ＨＩＶ）やハンセン病患者・回復者がいる職場では、一緒に働くのは不安だと

      思う

そ
う

思
う

そ
う

思
わ
な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

18.0 

6.6 

20.4 

14.9 

13.9 

27.1 

35.9 

33.3 

20.4 

32.4 

29.1 

32.2 

46.1 

57.8 

55.6 

51.4 

54.4 

37.3 

0.0 

2.2 

3.7 

1.4 

2.5 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１１ 人権課題についての意見に対する考え

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

１１．エイズ（ＨＩＶ）やハンセン病患者・回復者がいる職場では、一緒に働くのは不安だと思う 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「そう思う」の割合が高い順に並べると「70 歳以上」が 27.1%と最も高く、次いで「40～49 歳」

「（20.4%）、「「18～29 歳」「（18.0%）、「「50～59 歳」（14.9%）、「60～69 歳」（13.9%）、「「30～39 歳」「（6.6%）

となり、年齢層による差が大きいことがわかる。特に「70 歳以上」は「そう思う」が最も高いだ

けでなく、「どちらともいえない」も 32.2%と約 3 割を占め、「そう思わない」は 37.3%とすべて

の年齢層で最も低い。これは、現在の「「70 歳以上」が 1980～90 年代にはすでに成人であり、HIV

が偏見や恐怖とともに語られていた時期を「「リアルタイム」で経験した年代であることが影響し

ている可能 がある。 

一方、「「30～39 歳」では「「そう思う」が 6.6%と他の年齢層に比べて極めて低い。この背景とし

て、2003 年に社会問題化した「「黒川温泉宿泊拒否事件」が、学校での人権学習の教材として広く

取り上げられたことが考えられる。当時中学生前後であった現在の「「30～39 歳」は、HIV やハン

セン病に関する正確な知識や人権意識を学校教育の中で学ぶ機会が相対的に多かったのではな

いかと推測される。  

１１．エイズ（ＨＩＶ）やハンセン病患者・回復者がいる職場では、一緒に働くのは不安だと思う(年齢層別) 
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　　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

そ
う
思
う

ま
あ
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

あ
ま
り
そ
う

思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 6.7 13.7 31.6 21.2 23.6 3.2 20.4 44.8
373 25 51 118 79 88 12 76 167

100.0 2.6 12.8 38.5 30.8 15.4 0.0 15.4 46.2
39 1 5 15 12 6 0 6 18

100.0 4.4 24.4 28.9 17.8 22.2 2.2 28.8 40.0
45 2 11 13 8 10 1 13 18

100.0 11.1 20.4 37.0 11.1 16.7 3.7 31.5 27.8
54 6 11 20 6 9 2 17 15

100.0 12.2 8.1 32.4 25.7 17.6 4.1 20.3 43.3
74 9 6 24 19 13 3 15 32

100.0 1.3 7.6 32.9 25.3 31.6 1.3 8.9 56.9
79 1 6 26 20 25 1 7 45

100.0 5.1 11.9 27.1 16.9 35.6 3.4 17.0 52.5
59 3 7 16 10 21 2 10 31

100.0 13.0 21.7 17.4 17.4 17.4 13.0 34.7 34.8
23 3 5 4 4 4 3 8 8

*「そう思う」…「そう思う」と「まあそう思う」の合計　　　「そう思わない」…「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　
　問１１

１２．社会で問題を起こした人が、インターネット上で長く非難され続けるのは、仕方がない

      と思う

そ
う

思
う

そ
う

思
わ
な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

15.4 

28.8 

31.5 

20.3 

8.9 

17.0 

38.5 

28.9 

37.0 

32.4 

32.9 

27.1 

46.2 

40.0 

27.8 

43.3 

56.9 

52.5 

0.0 

2.2 

3.7 

4.1 

1.3 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１１ 人権課題についての意見に対する考え

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

１２．社会で問題を起こした人が、インターネット上で長く非難され続けるのは、仕方がないと

思う 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「そう思う」は 8.9%～31.5%と年齢層による差が大きく、特に「30～39 歳」で 28.8%、「40～49

歳」で 31.5%と高い割合を占めている。また、「そう思わない」は「40～49 歳」で 27.8%と最も低

く、他の年齢層に比べて、社会で問題を起こした人がインターネット上で長く非難され続けるこ

とを「仕方がない」と受け止めやすい傾向がみられる。 

一方、「60～69 歳」では、「そう思う」が 8.9%、「どちらともいえない」が 32.9%であるのに対

し、「そう思わない」は 56.9%と最も高く、インターネット上の長期的な非難に対して強い否定的

意識を持っていることがうかがえる。 

さらに、問 11-7「「ネット上に差別を助長する表現や内容がみられる場合でも、表現の自由の観

点から、安易に規制するべきではないと思う」と比較すると、両問はいずれもインターネット上

の人権意識を問う内容であるが、本問に「「そう思わない」と回答し、インターネット上の人権侵

１２．社会で問題を起こした人が、インターネット上で長く非難され続けるのは、仕方がないと思う(年齢層別) 
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害に危機感を示した割合は 44.8%であり、問 11-7 に「「そう思わない」と回答した 63.3%より 18.5

ポイントも低くなっている。 

このことから、インターネット上の人権保護の重要 を認識している人であっても、状況によ

っては人権侵害に加担してしまうおそれや、それを容認してしまう危険 があることが考えられ

る。 

これは、「人権とは何か」や「人権問題への具体的な対処方法」に関する理解が十分でないこと

に起因している可能 があり、「人権の定義」を含めた再啓発の必要 が課題として挙げられる。 
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　　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

そ
う
思
う

ま
あ
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

あ
ま
り
そ
う

思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 1.3 3.8 9.7 23.9 58.4 2.9 5.1 82.3
373 5 14 36 89 218 11 19 307

100.0 0.0 7.7 5.1 35.9 51.3 0.0 7.7 87.2
39 0 3 2 14 20 0 3 34

100.0 2.2 2.2 13.3 24.4 55.6 2.2 4.4 80.0
45 1 1 6 11 25 1 2 36

100.0 1.9 1.9 16.7 24.1 51.9 3.7 3.8 76.0
54 1 1 9 13 28 2 2 41

100.0 1.4 2.7 6.8 27.0 59.5 2.7 4.1 86.5
74 1 2 5 20 44 2 3 64

100.0 2.5 2.5 13.9 20.3 59.5 1.3 5.0 79.8
79 2 2 11 16 47 1 4 63

100.0 0.0 6.8 1.7 16.9 71.2 3.4 6.8 88.1
59 0 4 1 10 42 2 4 52

100.0 0.0 4.3 8.7 21.7 52.2 13.0 4.3 73.9
23 0 1 2 5 12 3 1 17

*「そう思う」…「そう思う」と「まあそう思う」の合計　　　「そう思わない」…「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　
　問１１

１３．貧困や家族の介護などの事情で、子どもが教育を受ける機会に格差があってもやむ

      を得ない

そ
う

思
う

そ
う

思
わ
な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

7.7 

4.4 

3.8 

4.1 

5.0 

6.8 

5.1 

13.3 

16.7 

6.8 

13.9 

1.7 

87.2 

80.0 

76.0 

86.5 

79.8 

88.1 

0.0 

2.2 

3.7 

2.7 

1.3 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１１ 人権課題についての意見に対する考え

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

１３．貧困や家族の介護などの事情で、子どもが教育を受ける機会に格差があってもやむを得

ない 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どの年齢層でも「そう思わない」が 76.0%～88.1%と非常に高い割合を占めており、子どもの

「「教育を受ける権利」の重要 を町民は広く認識していることがうかがえる。 

一方で、「「30～39 歳」で 13.3%、「40～49 歳」で 16.7%、「60～69 歳」で 13.9%と、「「どちらとも

いえない」の割合が比較的高い点については、その背景を今後さらに検討していく必要がある。 

 

 

 

  

１３． 貧困や家族の介護などの事情で、子どもが教育を受ける機会に格差があってもやむを得ない(年齢層別) 
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　　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

そ
う
思
う

ま
あ
そ
う

思
う

ど
ち
ら
と

も

い
え
な
い

あ
ま
り
そ

う

思
わ
な
い

そ
う
思
わ

な
い

不
明
・
無

回
答

100.0 6.2 8.3 35.1 15.5 32.4 2.4 14.5 47.9
373 23 31 131 58 121 9 54 179

100.0 5.1 7.7 38.5 30.8 17.9 0.0 12.8 48.7
39 2 3 15 12 7 0 5 19

100.0 4.4 17.8 17.8 24.4 33.3 2.2 22.2 57.7
45 2 8 8 11 15 1 10 26

100.0 3.7 5.6 42.6 7.4 37.0 3.7 9.3 44.4
54 2 3 23 4 20 2 5 24

100.0 10.8 9.5 37.8 17.6 23.0 1.4 20.3 40.6
74 8 7 28 13 17 1 15 30

100.0 5.1 2.5 36.7 12.7 41.8 1.3 7.6 54.5
79 4 2 29 10 33 1 6 43

100.0 5.1 11.9 33.9 10.2 37.3 1.7 17.0 47.5
59 3 7 20 6 22 1 10 28

100.0 8.7 4.3 34.8 8.7 30.4 13.0 13.0 39.1
23 2 1 8 2 7 3 3 9

*「そう思う」…「そう思う」と「まあそう思う」の合計　　　「そう思わない」…「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

そ

う
思
う

そ

う
思
わ
な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　

　問１１
１４．いじめの問題では、いじめられる側にも原因や問題があると思う

12.8 

22.2 

9.3 

20.3 

7.6 

17.0 

38.5 

17.8 

42.6 

37.8 

36.7 

33.9 

48.7 

57.7 

44.4 

40.6 

54.5 

47.5 

0.0 

2.2 

3.7 

1.4 

1.3 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１１ 人権課題についての意見に対する考え

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

１４．いじめの問題では、いじめられる側にも原因や問題があると思う 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「そう思わない」が 40.6%～57.7%と高く、「いじめられる側にも原因がある」という見方に否定

的であることがうかがえる。特に「30～39 歳」では「そう思わない」が 57.7%と最も高い一方、

「「そう思う」も 22.2%と最も高く、一定程度「「被害者側にも原因がある」と考える人も存在してい

る。 

また、「「50～59 歳」では「そう思う」が 20.3%と相対的に高く、「40～49 歳」の 9.3%や「「60～69

歳」の 7.6%との開きが大きい。一方で、「「どちらともいえない」は「「40～49 歳」で 42.6%、「「60～

69 歳」で 36.7%と高く、これらの年齢層では、いじめの原因をどちら側に求めるべきか判断が難

しいと感じている人が多いことがうかがえる。 

これらの結果は、いじめ問題を「人権問題」として捉えるのか、それとも「「子どもたちの日常

生活の問題」として捉えるかによって、重視する視点が異なることを反映している。つまり、「「い

じめとは何か」についての考え方の違いが、今回の回答ばらつきに影響していると考えられる。  

１４． いじめの問題では、いじめられる側にも原因や問題があると思う(年齢層別) 
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54.1 

84.2 

93.3 

79.7 

35.1 

27.1 

9.4 

2.9 

13.7 

40.5 

16.4 

4.0 

1.0 

2.7 

21.4 

2.4 

2.4 

2.7 

4.0 

2.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．同性婚が認められること

４．ユニバーサルデザインが標準になること

５．外国人労働者が増えること

問１２ 多様性と共生に関する意識(全体②)

良いことだと思う どちらともいえない 良いことだと思わない 不明・無回答

    上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回

答
数

良

い
こ
と
だ

と

思

う

ま

あ
そ
う
思

う

ど

ち
ら
と
も

い
え

な

い

あ

ま
り
良
い

こ
と

だ

と
は
思
わ

な
い

良

い
こ
と
だ

と

思

わ
な
い

不

明
・
無
回

答

100.0 30.0 24.1 27.1 7.8 8.6 2.4 54.1 16.4
373 112 90 101 29 32 9 202 61

100.0 67.8 16.4 9.4 3.2 0.8 2.4 84.2 4.0
373 253 61 35 12 3 9 314 15

100.0 79.1 14.2 2.9 0.5 0.5 2.7 93.3 1.0
373 295 53 11 2 2 10 348 4

100.0 61.7 18.0 13.7 1.9 0.8 4.0 79.7 2.7
373 230 67 51 7 3 15 297 10

100.0 18.2 16.9 40.5 12.3 9.1 2.9 35.1 21.4
373 68 63 151 46 34 11 131 80

*「良いことだと思う」…「良いことだと思う」と「まあそう思う」の合計

*「良いことだと思わない」…「良いことだと思わない」と「あまり良いことだとは思わない」の合計

　問１２
多様性と共生に関する意識 良

い
こ

と
だ
と
思

う

良
い
こ

と
だ
と
思

わ

な
い

全
　
　
　
体

１．同性婚が認められること

２．学校の制服で、スカートかズボンを子ど
　　もたち自身が選べるようになったこと
３．身体的な健康だけでなく、心の健康も
　　大事にされること

４．ユニバーサルデザインが標準になること

５．外国人労働者が増えること

３－２ 多様性と共生に関する意識 

 

 

１）全体① 

全体②（３分類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体として、「「学校の制服で、スカートかズボンを子どもたち自身が選べるようになったこと」

「（84.2%）、「「身体的な健康だけでなく、心の健康も大事にされること」（93.3%）、「「ニババールル 

ザインが標準になること」（79.7%）については、「「良いことだと思う」の割合がいずれも高い。一

方、「同 婚が認められること」（54.1%）、「外国人労働者が増えること」（35.1%）は相対的に低

く、その反面「「良いことだと思わない」の割合は他の項目より高い傾向がみられる。特に「外国

人労働者が増えること」では、「良いことだと思う」（35.1%）、「どちらともいえない」（40.5%）、

問 12 次のことがらについてどう思いますか。 

 

（各 右欄のあてはまる番号 1つに〇） 

＊「良いことだと思う」…「良いことだと思う」と「まあそう思う」の合計 
＊「どちらともいえない」 
＊「良いことだと思わない」…「良いことだと思わない」と「あまり良いことだとは思わな

い」の合計 

２．学校の制服で、スカートかズボンを子ども
たち自身が選べるようになったこと 

 
３．身体的な健康だけでなく、心の健康も大事

にされること 
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「「良いことだと思わない」（21.4%）と意見が三つに分かれている。 

この問題を考える際には、「「日本の人口問題」や「産業構造の変化」といった社会的背景と関連

づけて捉える必要がある。また、「「外国人労働者は〇〇だ」といった感情的「・一面的な見方に基づ

く判断は、誤った結論につながるおそれがある。特定の一部の外国人の姿だけを見て「「すべての

外国人が同じである」と考えてしまう思い込みの危険 についても、共生社会の実現に向けた人

権教育・啓発を通じて理解を深めていくことが求められる。  
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　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

良
い
こ
と
だ
と

思
う

ま
あ
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い

あ
ま
り
良
い
こ
と

だ
と
は
思
わ
な
い

良
い
こ
と
だ
と

思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 30.0 24.1 27.1 7.8 8.6 2.4 54.1 16.4
373 112 90 101 29 32 9 202 61

100.0 48.7 28.2 15.4 5.1 2.6 0.0 76.9 7.7
39 19 11 6 2 1 0 30 3

100.0 48.9 20.0 22.2 0.0 6.7 2.2 68.9 6.7
45 22 9 10 0 3 1 31 3

100.0 38.9 24.1 18.5 3.7 11.1 3.7 63.0 14.8
54 21 13 10 2 6 2 34 8

100.0 31.1 27.0 25.7 4.1 9.5 2.7 58.1 13.6
74 23 20 19 3 7 2 43 10

100.0 19.0 26.6 36.7 10.1 7.6 0.0 45.6 17.7
79 15 21 29 8 6 0 36 14

100.0 8.5 18.6 39.0 22.0 11.9 0.0 27.1 33.9
59 5 11 23 13 7 0 16 20

100.0 30.4 21.7 17.4 4.3 8.7 17.4 52.1 13.0
23 7 5 4 1 2 4 12 3

*「良いことだと思う」…「良いことだと思う」と「まあそう思う」の合計

*「良いことだと思わない」…「良いことだと思わない」と「あまり良いことだとは思わない」の合計

良
い
こ

と
だ
と
思
う

良
い
こ

と
だ
と
思
わ

な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　問１２
１．同性婚が認められること

76.9 

68.9 

63.0 

58.1 

45.6 

27.1 

15.4 

22.2 

18.5 

25.7 

36.7 

39.0 

7.7 

6.7 

14.8 

13.6 

17.7 

33.9 

0.0 

2.2 

3.7 

2.7 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１２ 多様性と共生に関する意識

１．同性婚が認められること(年齢層別)

良いことだと思う どちらともいえない 良いことだと思わない 不明・無回答

１．同性婚が認められること 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢層が高くなるほど「「良いことだと思う」の割合は低くなり、「どちらともいえない」や「良

いことだと思わない」の割合が高くなる傾向がみられる。つまり、若年層ほど同 婚に肯定的で、

年齢が上がるにつれて否定的な傾向が強まるという、世代間のギャップが顕著である。町民全体

としては、特に若年層を中心に、同 婚への理解が進んできていると考えられる。 

この結果からは、日本社会に長く根付いてきた「「性らしさ・女らしさ」を求める“らしさの時

代”から、 の違いや自分の 認識を尊重する「“個の時代”への価値観の変化に、特に高年層が

十分に対応しきれていない状況が読み取れる。こうした意識の差を縮めていくためには、「人権

とは、個人の尊厳を尊重することである」という原点に立ち返り、多様な生き方を互いに認め合

う社会づくりを進めることが求められる。 
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　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

良
い
こ
と
だ
と

思
う

ま
あ
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い

あ
ま
り
良
い
こ
と

だ
と
は
思
わ
な
い

良
い
こ
と
だ
と

思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 67.8 16.4 9.4 3.2 0.8 2.4 84.2 4.0
373 253 61 35 12 3 9 314 15

100.0 71.8 17.9 2.6 5.1 2.6 0.0 89.7 7.7
39 28 7 1 2 1 0 35 3

100.0 71.1 20.0 6.7 0.0 0.0 2.2 91.1 0.0
45 32 9 3 0 0 1 41 0

100.0 70.4 14.8 9.3 0.0 1.9 3.7 85.2 1.9
54 38 8 5 0 1 2 46 1

100.0 71.6 17.6 5.4 2.7 1.4 1.4 89.2 4.1
74 53 13 4 2 1 1 66 3

100.0 69.6 11.4 16.5 2.5 0.0 0.0 81.0 2.5
79 55 9 13 2 0 0 64 2

100.0 54.2 22.0 13.6 8.5 0.0 1.7 76.2 8.5
59 32 13 8 5 0 1 45 5

100.0 65.2 8.7 4.3 4.3 0.0 17.4 73.9 4.3
23 15 2 1 1 0 4 17 1

*「良いことだと思う」…「良いことだと思う」と「まあそう思う」の合計

*「良いことだと思わない」…「良いことだと思わない」と「あまり良いことだとは思わない」の合計

良
い
こ

と
だ
と
思
う

良
い
こ

と
だ
と
思
わ

な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　問１２
２．学校の制服で、スカートかズボンを子どもたち自身が選べるようになったこと

89.7 

91.1 

85.2 

89.2 

81.0 

76.2 

2.6 

6.7 

9.3 

5.4 

16.5 

13.6 

7.7 

0.0 

1.9 

4.1 

2.5 

8.5 

0.0 

2.2 

3.7 

1.4 

0.0 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１２ 多様性と共生に関する意識

良いことだと思う どちらともいえない 良いことだと思わない 不明・無回答

２．学校の制服で、スカートかズボンを子どもたち自身が選べるようになったこと 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべての年齢層で「良いことだと思う」は 76.2%～91.1%と、7割～9割を占めている。一方で、

「「良いことだと思わない」は年齢が高くなるほどがやや増加し、「どちらともいえない」も同様の

傾向がみられる。こうした差は、各年齢層が育ってきた時代の価値観や文化的背景、ジェンダー

に対する意識の違いによって生じていると考えられる。 

近年では、服装に「性らしさ」「女らしさ」といった固定的なイメージを求めるのではなく、

個々の自己表現としての服装を尊重する意識が広がってきており、特に若年層で強く支持されて

いることがうかがえる。 

 

 

 

２．学校の制服で、スカートかズボンを子どもたち自身が選べるようになったこと(年齢層別) 
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　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

良
い
こ
と
だ
と

思
う

ま
あ
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い

あ
ま
り
良
い
こ
と

だ
と
は
思
わ
な
い

良
い
こ
と
だ
と

思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 79.1 14.2 2.9 0.5 0.5 2.7 93.3 1.0
373 295 53 11 2 2 10 348 4

100.0 84.6 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
39 33 6 0 0 0 0 39 0

100.0 84.4 13.3 0.0 0.0 0.0 2.2 97.7 0.0
45 38 6 0 0 0 1 44 0

100.0 70.4 18.5 7.4 0.0 0.0 3.7 88.9 0.0
54 38 10 4 0 0 2 48 0

100.0 79.7 10.8 5.4 1.4 0.0 2.7 90.5 1.4
74 59 8 4 1 0 2 67 1

100.0 87.3 10.1 1.3 0.0 1.3 0.0 97.4 1.3
79 69 8 1 0 1 0 77 1

100.0 74.6 18.6 3.4 1.7 0.0 1.7 93.2 1.7
59 44 11 2 1 0 1 55 1

100.0 60.9 17.4 0.0 0.0 4.3 17.4 78.3 4.3
23 14 4 0 0 1 4 18 1

*「良いことだと思う」…「良いことだと思う」と「まあそう思う」の合計

*「良いことだと思わない」…「良いことだと思わない」と「あまり良いことだとは思わない」の合計

良
い
こ

と
だ
と
思
う

良
い
こ

と
だ
と
思
わ

な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　問１２
３．身体的な健康だけでなく、心の健康も大事にされること

100.0 

97.7 

88.9 

90.5 

97.4 

93.2 

0.0 

0.0 

7.4 

5.4 

1.3 

3.4 

0.0 

0.0 

0.0 

1.4 

1.3 

1.7 

0.0 

2.2 

3.7 

2.7 

0.0 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１２ 多様性と共生に関する意識

３．身体的な健康だけでなく、心の健康も大事にされること (年齢層別)

良いことだと思う どちらともいえない 良いことだと思わない 不明・無回答

３．身体的な健康だけでなく、心の健康も大事にされること 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべての年齢層で「良いことだと思う」は 88.9%～100.0%に達し、9割前後から 10割と非常に

高い。身体の健康だけでなく、心の健康を大切にするという考え方が、幅広く支持されているこ

とがわかる。 

この結果は、健康についての考え方に「「心の健康」を重視する視点が、社会全体で共有されつ

つあることを示している。  
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　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

良
い
こ
と
だ
と

思
う

ま
あ
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い

あ
ま
り
良
い
こ
と

だ
と
は
思
わ
な
い

良
い
こ
と
だ
と

思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 61.7 18.0 13.7 1.9 0.8 4.0 79.7 2.7
373 230 67 51 7 3 15 297 10

100.0 64.1 23.1 10.3 0.0 2.6 0.0 87.2 2.6
39 25 9 4 0 1 0 34 1

100.0 75.6 11.1 8.9 0.0 2.2 2.2 86.7 2.2
45 34 5 4 0 1 1 39 1

100.0 63.0 18.5 13.0 1.9 0.0 3.7 81.5 1.9
54 34 10 7 1 0 2 44 1

100.0 73.0 10.8 12.2 1.4 0.0 2.7 83.8 1.4
74 54 8 9 1 0 2 62 1

100.0 59.5 19.0 17.7 1.3 0.0 2.5 78.5 1.3
79 47 15 14 1 0 2 62 1

100.0 39.0 30.5 18.6 5.1 0.0 6.8 69.5 5.1
59 23 18 11 3 0 4 41 3

100.0 56.5 8.7 8.7 4.3 4.3 17.4 65.2 8.6
23 13 2 2 1 1 4 15 2

*「良いことだと思う」…「良いことだと思う」と「まあそう思う」の合計

*「良いことだと思わない」…「良いことだと思わない」と「あまり良いことだとは思わない」の合計

良
い
こ

と
だ
と
思
う

良
い
こ

と
だ
と
思
わ

な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　問１２
４．ユニバーサルデザインが標準になること

87.2

86.7

81.5

83.8

78.5

69.5

10.3

8.9

13.0

12.2

17.7

18.6

2.6

2.2

1.9

1.4

1.3

5.1

0.0

2.2

3.7

2.7

2.5

6.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１２ 多様性と共生に関する意識

４．ユニバーサルデザインが標準になること(年齢層別)

良いことだと思う どちらともいえない 良いことだと思わない 不明・無回答

４．ユニバーサルデザインが標準になること 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「良いことだと思う」は、「「18～29 歳」で 87.2%、「30～39 歳」で 86.7%、「40～49 歳」で 81.5%、

「「50～59 歳」で 83.8%といずれも 8割を超えている。一方、「60～69 歳」は 78.5%、「70歳以上」

は 69.5%で、年齢が高くなるほど低下する傾向がみられる。また、「どちらともいえない」は、「「60

～69 歳」で 17.7%、「70歳以上」で 18.6%、「「良いことだと思わない」は「「70 歳以上」で 5.1%と、

相対的に高い数値となっている。 

これらの結果は、高年層ではニババールル ザインに関する情報に触れる機会が比較的少ない

ことが影響しているのではないかと思われる。 

一方、年齢層全体の傾向をみると、これまで「一定の身体機能をもつ多数派」を基準に社会環

境を設計してきた時代から、「すべての人の身体機能に対応した社会環境」を目指す、いわゆる

ニババールル ザインの考え方が社会に広がりつつあることを示しているといえる。  



- 75 - 

 

　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

良
い
こ
と
だ
と

思
う

ま
あ
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い

あ
ま
り
良
い
こ
と

だ
と
は
思
わ
な
い

良
い
こ
と
だ
と

思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 18.2 16.9 40.5 12.3 9.1 2.9 35.1 21.4
373 68 63 151 46 34 11 131 80

100.0 20.5 20.5 30.8 20.5 7.7 0.0 41.0 28.2
39 8 8 12 8 3 0 16 11

100.0 24.4 17.8 28.9 11.1 15.6 2.2 42.2 26.7
45 11 8 13 5 7 1 19 12

100.0 9.3 18.5 42.6 14.8 11.1 3.7 27.8 25.9
54 5 10 23 8 6 2 15 14

100.0 24.3 13.5 37.8 13.5 8.1 2.7 37.8 21.6
74 18 10 28 10 6 2 28 16

100.0 16.5 19.0 53.2 8.9 2.5 0.0 35.5 11.4
79 13 15 42 7 2 0 28 9

100.0 13.6 11.9 47.5 13.6 10.2 3.4 25.5 23.8
59 8 7 28 8 6 2 15 14

100.0 21.7 21.7 21.7 0.0 17.4 17.4 43.4 17.4
23 5 5 5 0 4 4 10 4

*「良いことだと思う」…「良いことだと思う」と「まあそう思う」の合計

*「良いことだと思わない」…「良いことだと思わない」と「あまり良いことだとは思わない」の合計

良
い
こ

と
だ
と
思
う

良
い
こ

と
だ
と
思
わ

な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　問１２
５．外国人労働者が増えること

41.0

42.2

27.8

37.8

35.5

25.5

30.8

28.9

42.6

37.8

53.2

47.5

28.2

26.7

25.9

21.6

11.4

23.8

0.0

2.2

3.7

2.7

0.0

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１２ 多様性と共生に関する意識

５．外国人労働者が増えること(年齢層別)

良いことだと思う どちらともいえない 良いことだと思わない 不明・無回答

５．外国人労働者が増えること 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「39 歳以下」では、「良いことだと思う」が 41.0%～42.2%で 4 割、「どちらともいえない」が

28.9%～30.8%で 3 割前後、「良いことだと思わない」が 26.7%～28.2%で 3 割前後となっている。

一方、「40 歳以上」では、「良いことだと思う」が 25.5%～37.8%で 2 割～3 割強、「どちらともい

えない」が 37.8%～53.2%で 3 割～5 割、「良いことだと思わない」が 11.4%～25.9%で 1 割～2 割

強となっている。特に「「60～69 歳」では「良いことだと思わない」は 11.4%と比較的低い一方で、

「「どちらともいえない」が 53.2%と過半数を超えている。 

このように、5 割強を占める「どちらともいえない」は、外国人労働者に関する情報に触れる

機会が限られていることや、日常生活や職場で実際に外国人労働者と交流する機会が少ないこと

を反映している可能 が考えられる。 
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46.1 

68.6 

86.4 

75.3 

66.5 

81.3 

22.2 

79.1 

32.4 

22.5 

8.0 

14.5 

23.6 

12.3 

34.6 

15.8 

18.5 

6.7 

3.0 

7.5 

7.5 
3.7 

39.7 

2.7 

2.9 

2.1 

2.7 

2.7 

2.4 

2.7 

3.5 

2.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

８．障がいを理由に施設の利用を断られること

問１３ 差別や人権侵害についての考え(全体②)

差別や人権侵害だと思う どちらともいえない 差別や人権侵害だと思わない 不明・無回答

上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

差
別
や
人
権
侵
害

だ
と
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
わ
な
い

差
別
や
人
権
侵
害

だ
と
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 13.9 32.2 32.4 10.2 8.3 2.9 46.1 18.5
373 52 120 121 38 31 11 172 69

100.0 46.9 21.7 22.5 2.9 3.8 2.1 68.6 6.7
373 175 81 84 11 14 8 256 25

100.0 73.5 12.9 8.0 1.9 1.1 2.7 86.4 3.0
373 274 48 30 7 4 10 322 11

100.0 59.5 15.8 14.5 4.3 3.2 2.7 75.3 7.5
373 222 59 54 16 12 10 281 28

100.0 38.3 28.2 23.6 4.0 3.5 2.4 66.5 7.5
373 143 105 88 15 13 9 248 28

100.0 62.5 18.8 12.3 2.1 1.6 2.7 81.3 3.7
373 233 70 46 8 6 10 303 14

100.0 5.6 16.6 34.6 16.4 23.3 3.5 22.2 39.7
373 21 62 129 61 87 13 83 148

100.0 58.2 20.9 15.8 1.6 1.1 2.4 79.1 2.7
373 217 78 59 6 4 9 295 10

＊「差別や人権侵害だと思う」…「差別や人権侵害だと思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計

＊「差別や人権侵害だと思わない」…「差別や人権侵害だと思わない」と「どちらかといえばそう思わない」の合計

　問１３
差別や人権侵害についての考え 差

別
や
人
権
侵
害
だ

と
思
う

差
別
や
人
権
侵
害
だ

と
思
わ
な
い

全
　
　
　
　
 
 

体

１．高齢であることが理由に、就職が困難だったり、
　　労働条件が不利になること

２．行政機関や不動産取引業者に｢どこが被差別部落
　　（同和地区）か｣と問い合わせること

３．女性ということだけで、大学の医学部入試で女子学
　　生の得点を一律に減点すること

４．特定の国の出身者に対して、｢日本から出て行け｣
　　と主張すること

５．同性パートナーが病院や行政機関などで家族とし
　　て認められていないこと

６．インターネット上に被差別部落（同和地区）の地名
　　や所在地が明らかになるような書き込みをすること

７．子どもの人権を守るために、子どものＳＮＳ利用を
　　制限すること

８．障がいを理由に施設の利用を断られること

３－３ 差別や人権侵害についての考え 

 

 

１）全体① 

全体②（３分類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 13 あなたは、次のようなことがらについて差別や人権侵害だと思いますか。 

１．高齢であることが理由に、就職が困難だったり、労働条件が不

利になること  

２．行政機関や不動産取引業者に｢どこが被差別部落(同和地区)

か｣と問い合わせること 

３．女性ということだけで、大学の医学部入試で女子学生の得点

を一律に減点すること 

４．特定の国の出身者に対して、｢日本から出て行け｣と主張する

こと 

５．同性パートナーが病院や行政機関などで家族として認められ

ていないこと 

６．インターネット上に被差別部落（同和地区）の地名や所在地が

明らかになるような書き込みをすること 
 
７．子どもの人権を守るために、子どものＳＮＳ利用を制限すること 

＊「差別や人権侵害だと思う」…「差別や人権侵害だと思う」と「どちらかといえばそ
う思う」の合計 

＊「どちらともいえない」 
＊「差別や人権侵害だと思わない」…「差別や人権侵害だと思わない」と「どちらかと

いえばそう思わない」の合計 
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「「何が差別や人権侵害になるのか」を明確に定義しておかなければ、判断が時代の空気や個人

の感情に左右され、誤った結論に至る可能 がある。今回の分析では、特に「属 による特徴を

均一化することが誤った判断を生む」という視点に立ち、回答傾向を考察した。 

例えば、 別による属 については、「性 はこうあるべきだ、女 はこうあるべきだ」といっ

た固定化された見方ではなく、「「人は個人として特 が異なる」という前提で考える必要がある。 

このような視点から回答結果を見ると、いくつかの点が明らかになる。 

まず、「「高齢者の就職問題」では、「「高齢者は身体能力が劣る」という前提が差別の根拠になり

やすい。高齢という属 を一律に扱うことで個人差が見えにくくなり、就業機会を不当に制限す

る行為につながる。 

「「 差別の問題」については「女 は医師に向いていない」という固定概念をもとに医学部で

女子学生の試験点数を操作していた事例が示すように、属 を理由に待遇を変える行為は、明確

に差別であり人権侵害である。 

「「同 パートナー」の問題でも、「結婚は異 同士でするものだ」という前提が制度やルービス

の利用場面に持ち込まれ、人権侵害や差別を生む結果となる。 

「「部落差別問題」についても同様で、出自といった外的要件を理由に個人を判断する行為は、

人権侵害や差別行為といえる。 

一方で、「高齢者の就職」や「子どもの SNS の利用制限」の問題については意見が分かれてお

り、個々の状況や価値観によって判断が大きく揺れている。 

総合的にみると、歴史的背景を持つ領域「（ 差別、部落差別、民族差別など）では「差別「・人

権侵害である」という認識が高い。これに対し、社会の価値観が変わりつつあり、固定観念の見

直しが進んでいる領域（LGBTQ、高齢者に対する見方など）では、受け止め方に個人差が大きく、

意見が分かれやすい。また、子どもの SNS の利用制限のように「権利」か「安全」が対立する項

目は、判断が分かれる傾向が強い。さらに、「障がい者の問題」は「歴史的背景に根ざす差別」と

障害者差別解消法に基づく合理的配慮や共生社会の理念が浸透する中で「「価値観の転換が進む領

域」の両方を併せ持ち、「差別・人権侵害である」の意識は高い。  
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   上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

差
別
や
人
権
侵
害

だ
と
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
わ
な
い

差
別
や
人
権
侵
害

だ
と
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 13.9 32.2 32.4 10.2 8.3 2.9 46.1 18.5
373 52 120 121 38 31 11 172 69

100.0 7.7 38.5 35.9 10.3 7.7 0.0 46.2 18.0
39 3 15 14 4 3 0 18 7

100.0 15.6 31.1 31.1 11.1 11.1 0.0 46.7 22.2
45 7 14 14 5 5 0 21 10

100.0 11.1 31.5 31.5 13.0 7.4 5.6 42.6 20.4
54 6 17 17 7 4 3 23 11

100.0 16.2 33.8 28.4 12.2 8.1 1.4 50.0 20.3
74 12 25 21 9 6 1 37 15

100.0 12.7 34.2 38.0 8.9 3.8 2.5 46.9 12.7
79 10 27 30 7 3 2 37 10

100.0 20.3 32.2 30.5 5.1 8.5 3.4 52.5 13.6
59 12 19 18 3 5 2 31 8

100.0 8.7 13.0 30.4 13.0 21.7 13.0 21.7 34.7
23 2 3 7 3 5 3 5 8

＊「差別や人権侵害だと思う」…「差別や人権侵害だと思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計

＊「差別や人権侵害だと思わない」…「差別や人権侵害だと思わない」と「どちらかといえばそう思わない」の合計

差
別
や

人
権
侵
害
だ

と
思
う

差
別
や

人
権
侵
害
だ

と
思
わ

な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　問１３
１．高齢であることが理由に、就職が困難だったり、労働条件が不利になること

46.2 

46.7 

42.6 

50.0 

46.9 

52.5 

35.9 

31.1 

31.5 

28.4 

38.0 

30.5 

18.0 

22.2 

20.4 

20.3 

12.7 

13.6 

0.0 

0.0 

5.6 

1.4 

2.5 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１３ 差別や人権侵害に関する考え

１．高齢であることが理由に、就職が困難だったり、労働条件が不利になること

差別や人権侵害だと思う どちらともいえない 差別や人権侵害だと思わない 不明・無回答

１．高齢であることが理由に、就職が困難だったり、労働条件が不利になること 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どの年齢層でも「差別や人権侵害だと思う」と回答した割合は 42.6%～52.5%と 4～5 割台を占

めており、幅広い年齢層が「差別や人権侵害」と認識していることがわかる。特に「70 歳以上」

では、52.5%と最も高い割合を示している。 

一方で、「「どちらともいえない」が 28.4%～38.0%と比較的高く、「差別や人権侵害だと思わない」

も 12.7%～22.2%と一定数存在している。 

年齢層による大きな違いはみられず、ほぼ同様の傾向を示しているといえる。 

  

(年齢層別) 
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   上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

差
別
や
人
権
侵
害

だ
と
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
わ
な
い

差
別
や
人
権
侵
害

だ
と
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 46.9 21.7 22.5 2.9 3.8 2.1 68.6 6.7
373 175 81 84 11 14 8 256 25

100.0 41.0 25.6 28.2 2.6 2.6 0.0 66.6 5.2
39 16 10 11 1 1 0 26 2

100.0 35.6 28.9 33.3 0.0 2.2 0.0 64.5 2.2
45 16 13 15 0 1 0 29 1

100.0 48.1 25.9 13.0 5.6 3.7 3.7 74.0 9.3
54 26 14 7 3 2 2 40 5

100.0 43.2 23.0 24.3 5.4 4.1 0.0 66.2 9.5
74 32 17 18 4 3 0 49 7

100.0 55.7 17.7 20.3 2.5 2.5 1.3 73.4 5.0
79 44 14 16 2 2 1 58 4

100.0 45.8 18.6 22.0 1.7 6.8 5.1 64.4 8.5
59 27 11 13 1 4 3 38 5

100.0 60.9 8.7 17.4 0.0 4.3 8.7 69.6 4.3
23 14 2 4 0 1 2 16 1

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

＊「差別や人権侵害だと思う」…「差別や人権侵害だと思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計

＊「差別や人権侵害だと思わない」…「差別や人権侵害だと思わない」と「どちらかといえばそう思わない」の合計

　問１３
２．行政機関や不動産取引業者に「どこが被差別部落（同和地区）か」と問い合わせること 差

別
や

人
権
侵
害
だ

と
思
う

差
別
や

人
権
侵
害
だ

と
思
わ

な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

66.6 

64.5 

74.0 

66.2 

73.4 

64.4 

28.2 

33.3 

13.0 

24.3 

20.3 

22.0 

5.2 

2.2 

9.3 

9.5 

5.0 

8.5 

0.0 

0.0 

3.7 

0.0 

1.3 

5.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１３ 差別や人権侵害に関する考え

差別や人権侵害だと思う どちらともいえない 差別や人権侵害だと思わない 不明・無回答

２.行政機関や不動産取引業者に「どこが被差別部落（同和地区）か」と問い合わせること 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「差別や人権侵害だと思う」は、「「40～49 歳」が 74.0%と最も高く、次いで「60～69 歳」が 73.4%

と、いずれも高い割合を示している。最も低い「70 歳以上」でも 64.4%と過半数を大きく上回っ

ており、どの年齢層においても、被差別部落への問い合わせを「「差別である」と認識している傾

向がみられる。 

一方、「差別や人権侵害と思わない」は、「40～49 歳」（9.3%）、「50～59 歳」（9.5%）、「70 歳以

上」（8.5%）で、いずれも 1割弱存在している。 

また、「「40～49 歳」を除く年齢層では、「「どちらともいえない」と「差別や人権侵害だと思わな

い」を合わせると 3割前後を占めており、判断が定まっていない層や、差別 の認識に至ってい

ない層が一定数存在していることがうかがえる。 

  

２．行政機関や不動産取引業者に「どこが被差別部落（同和地区）か」と問い合わせること(年齢層別) 
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   上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

差
別
や
人
権
侵
害

だ
と
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
わ
な
い

差
別
や
人
権
侵
害

だ
と
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 73.5 12.9 8.0 1.9 1.1 2.7 86.4 3.0
373 274 48 30 7 4 10 322 11

100.0 82.1 15.4 2.6 0.0 0.0 0.0 97.5 0.0
39 32 6 1 0 0 0 38 0

100.0 73.3 15.6 11.1 0.0 0.0 0.0 88.9 0.0
45 33 7 5 0 0 0 40 0

100.0 70.4 16.7 5.6 3.7 0.0 3.7 87.1 3.7
54 38 9 3 2 0 2 47 2

100.0 79.7 4.1 10.8 2.7 1.4 1.4 83.8 4.1
74 59 3 8 2 1 1 62 3

100.0 77.2 12.7 6.3 2.5 0.0 1.3 89.9 2.5
79 61 10 5 2 0 1 71 2

100.0 62.7 18.6 10.2 1.7 3.4 3.4 81.3 5.1
59 37 11 6 1 2 2 48 3

100.0 60.9 8.7 8.7 0.0 4.3 17.4 69.6 4.3
23 14 2 2 0 1 4 16 1

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

＊「差別や人権侵害だと思う」…「差別や人権侵害だと思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計

＊「差別や人権侵害だと思わない」…「差別や人権侵害だと思わない」と「どちらかといえばそう思わない」の合計

　問１３
３．女性ということだけで、大学の医学部入試で女子学生の得点を一律に減点すること 差

別
や

人
権
侵
害
だ

と
思
う

差
別
や

人
権
侵
害
だ

と
思
わ

な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

97.5 

88.9 

87.1 

83.8 

89.9 

81.3 

2.6 

11.1 

5.6 

10.8 

6.3 

10.2 

0.0 

0.0 

3.7 

4.1 
2.5 

5.1 

0.0 

0.0 

3.7 

1.4 

1.3 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１３ 差別や人権侵害に関する考え

差別や人権侵害だと思う どちらともいえない 差別や人権侵害だと思わない 不明・無回答

３．女性ということだけで、大学の医学部入試で女子学生の得点を一律に減点すること 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「差別や人権侵害だと思う」は、「「18～29 歳」が 97.5%と最も高く、次いで「30～39 歳」が 88.9%

となっている。最も低い「70 歳以上」でも 81.3%と非常に高い割合を示しており、この問題につ

いては、社会的にも大きく報道されたこともあり、年齢層に関係なく「「差別・人権侵害」である

と認識されていることがわかる。 

一方、「差別や人権侵害と思わない」は、0.0%～5.1%と極めて少ない。しかし、「「どちらともい

えない」と合わせると、「40～49 歳」で 9.3%、「50～59 歳」で 14.9%、「70 歳以上」で 15.3%とな

っており、問題の背景や差別構造を十分に理解できていない層が一定数存在していることもうか

がえる。 

 

  

３．女性ということだけで、大学の医学部入試で女子学生の得点を一律に減点すること(年齢層別) 
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   上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

差
別
や
人
権
侵
害

だ
と
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
わ
な
い

差
別
や
人
権
侵
害

だ
と
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 59.5 15.8 14.5 4.3 3.2 2.7 75.3 7.5
373 222 59 54 16 12 10 281 28

100.0 48.7 28.2 17.9 5.1 0.0 0.0 76.9 5.1
39 19 11 7 2 0 0 30 2

100.0 57.8 20.0 17.8 2.2 2.2 0.0 77.8 4.4
45 26 9 8 1 1 0 35 2

100.0 55.6 16.7 13.0 1.9 7.4 5.6 72.3 9.3
54 30 9 7 1 4 3 39 5

100.0 63.5 9.5 13.5 5.4 6.8 1.4 73.0 12.2
74 47 7 10 4 5 1 54 9

100.0 70.9 11.4 10.1 6.3 0.0 1.3 82.3 6.3
79 56 9 8 5 0 1 65 5

100.0 55.9 16.9 18.6 3.4 1.7 3.4 72.8 5.1
59 33 10 11 2 1 2 43 3

100.0 47.8 17.4 13.0 4.3 4.3 13.0 65.2 8.6
23 11 4 3 1 1 3 15 2

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

＊「差別や人権侵害だと思う」…「差別や人権侵害だと思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計

＊「差別や人権侵害だと思わない」…「差別や人権侵害だと思わない」と「どちらかといえばそう思わない」の合計

　問１３
４．特定の国の出身者に対して、「日本から出て行け」と主張すること 差

別
や

人
権
侵
害
だ

と
思
う

差
別
や

人
権
侵
害
だ

と
思
わ

な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

76.9 

77.8 

72.3 

73.0 

82.3 

72.8 

17.9 

17.8 

13.0 

13.5 

10.1 

18.6 

5.1 

4.4 

9.3 

12.2 

6.3 

5.1 

0.0 

0.0 

5.6 

1.4 

1.3 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１３ 差別や人権侵害に関する考え

４．特定の国の出身者に対して、「日本から出て行け」と主張すること(年齢層別)

差別や人権侵害だと思う どちらともいえない 差別や人権侵害だと思わない 不明・無回答

４．特定の国の出身者に対して、「日本から出て行け」と主張すること 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「差別や人権侵害だと思う」は、「「60～69 歳」が 82.3%と最も高く、若年層でも「「18～29 歳」で

76.9%、「30～39 歳」で 77.8%と 7割強を占めている。最も低い「70 歳以上」でも 72.8%となって

おり、いずれの年齢層においても、特定の国の出身者に対して「日本から出て行け」と主張する

行為「（いわゆるヘイトスピーチ）が、歴史的背景や国際的な人権基準からみても重大な差別であ

るという理解が浸透していることがうかがえる。 

一方、「どちらともいえない」は「18～29 歳」（17.9%）、「30～39 歳」（17.8%）、「70 歳以上」

「（18.6%）でいずれも 1 割強を占め、「差別や人権侵害だと思わない」と合わせると、約 2 割が判

断に迷ったり、否定的に考えている層であることがうかがえる。 
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   上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

差
別
や
人
権
侵
害

だ
と
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
わ
な
い

差
別
や
人
権
侵
害

だ
と
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 38.3 28.2 23.6 4.0 3.5 2.4 66.5 7.5
373 143 105 88 15 13 9 248 28

100.0 41.0 38.5 17.9 0.0 2.6 0.0 79.5 2.6
39 16 15 7 0 1 0 31 1

100.0 46.7 24.4 20.0 6.7 2.2 0.0 71.1 8.9
45 21 11 9 3 1 0 32 4

100.0 37.0 27.8 14.8 9.3 7.4 3.7 64.8 16.7
54 20 15 8 5 4 2 35 9

100.0 41.9 28.4 23.0 2.7 4.1 0.0 70.3 6.8
74 31 21 17 2 3 0 52 5

100.0 43.0 26.6 24.1 2.5 2.5 1.3 69.6 5.0
79 34 21 19 2 2 1 55 4

100.0 25.4 30.5 32.2 5.1 3.4 3.4 55.9 8.5
59 15 18 19 3 2 2 33 5

100.0 26.1 17.4 39.1 0.0 0.0 17.4 43.5 0.0
23 6 4 9 0 0 4 10 0

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

＊「差別や人権侵害だと思う」…「差別や人権侵害だと思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計

＊「差別や人権侵害だと思わない」…「差別や人権侵害だと思わない」と「どちらかといえばそう思わない」の合計

　問１３
５．同性パートナーが病院や行政機関などで家族として認められていないこと 差

別
や

人
権
侵
害
だ

と
思
う

差
別
や

人
権
侵
害
だ

と
思
わ

な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

79.5 

71.1 

64.8 

70.3 

69.6 

55.9 

17.9 

20.0 

14.8 

23.0 

24.1 

32.2 

2.6 

8.9 

16.7 

6.8 

5.0 

8.5 

0.0 

0.0 

3.7 

0.0 

1.3 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１３ 差別や人権侵害に関する考え

差別や人権侵害だと思う どちらともいえない 差別や人権侵害だと思わない 不明・無回答

５．同性パートナーが病院や行政機関などで家族として認められていないこと 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「差別や人権侵害だと思う」は、「18～29 歳」で 79.5%、「30～39 歳」で 71.1%、「50～59 歳」で

70.3%と、若年層を中心に 7割を超えている。さらに「「60～69 歳」は 69.6%、「40～49 歳」は 64.8%

と 6 割強、最も低い「70歳以上」でも 55.9%と 5割を上回っている。特に若年層ほど割合が高く、

SNS や学校教育を通じて LGBTQ に関する情報や価値観に触れる機会が多いことが背景にあると考

えられる。 

一方で、「差別や人権侵害だと思わない」は「「40～49 歳」で 16.7%、「「30～39 歳」で 8.9%、「「70

歳以上」で 8.5%と、否定的な意見も一定数みられる。また、「どちらともいえない」は「「70 歳以

上」で 32.2%、「60～69 歳」で 24.1%、「50～59 歳」で 23.0%、「30～39 歳」で 20.0%と、2 割～3

割を占めており、特に「50 歳以上」では判断を保留する傾向がうかがえる。 

  

５．同性パートナーが病院や行政機関などで家族として認められていないこと(年齢層別) 
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   上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

差
別
や
人
権
侵
害

だ
と
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
わ
な
い

差
別
や
人
権
侵
害

だ
と
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 62.5 18.8 12.3 2.1 1.6 2.7 81.3 3.7
373 233 70 46 8 6 10 303 14

100.0 61.5 17.9 15.4 2.6 2.6 0.0 79.4 5.2
39 24 7 6 1 1 0 31 2

100.0 57.8 22.2 15.6 4.4 0.0 0.0 80.0 4.4
45 26 10 7 2 0 0 36 2

100.0 59.3 22.2 7.4 1.9 3.7 5.6 81.5 5.6
54 32 12 4 1 2 3 44 3

100.0 62.2 21.6 12.2 1.4 1.4 1.4 83.8 2.8
74 46 16 9 1 1 1 62 2

100.0 72.2 12.7 11.4 2.5 0.0 1.3 84.9 2.5
79 57 10 9 2 0 1 67 2

100.0 55.9 22.0 16.9 0.0 1.7 3.4 77.9 1.7
59 33 13 10 0 1 2 46 1

100.0 65.2 8.7 4.3 4.3 4.3 13.0 73.9 8.6
23 15 2 1 1 1 3 17 2

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

＊「差別や人権侵害だと思う」…「差別や人権侵害だと思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計

＊「差別や人権侵害だと思わない」…「差別や人権侵害だと思わない」と「どちらかといえばそう思わない」の合計

　問１３
６．インターネット上に被差別部落（同和地区）の地名や所在地が明らかになるような書き
    込みをすること

差
別
や

人
権
侵
害
だ
と

思
う

差
別
や

人
権
侵
害
だ
と

思
わ
な

い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

79.4 

80.0 

81.5 

83.8 

84.9 

77.9 

15.4 

15.6 

7.4 

12.2 

11.4 

16.9 

5.2 

4.4 

5.6 
2.8 

2.5 

1.7 

0.0 

0.0 

5.6 

1.4 

1.3 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１３ 差別や人権侵害に関する考え

差別や人権侵害だと思う どちらともいえない 差別や人権侵害だと思わない 不明・無回答

６．インターネット上に被差別部落（同和地区）の地名や所在地が明らかになるような書き込

みをすること 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「差別や人権侵害だと思う」は、どの年齢層も 77.9%～84.9%と 8割前後を占めている。特に「60

～69 歳」は 84.9%で最も高く、次いで「50～59 歳」が 83.8%となっている。 

一方、「どちらともいえない」と「差別や人権侵害だと思わない」を合わせた割合は、「18～29

歳」で 20.6%、「30～39 歳」で 20.0%、「70 歳以上」で 18.6%と、いずれの年齢層でも 2割前後に

のぼっている。 

インターネット上に被差別部落の地名や所在を明らかにする行為は、部落差別の存在を前提と

したものであり、差別をさらに助長する行為といえる。そのことを踏まえると、町民の約 2割が

「「部落差別を容認している」と受け取れる状況にあるといえ、この現実を重く受け止める必要が

ある。  

６．インターネット上に被差別部落（同和地区）の地名や所在地が明らかになるような書き込みをすること
(年齢層別) 
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   上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

差
別
や
人
権
侵
害

だ
と
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
わ
な
い

差
別
や
人
権
侵
害

だ
と
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 5.6 16.6 34.6 16.4 23.3 3.5 22.2 39.7
373 21 62 129 61 87 13 83 148

100.0 0.0 7.7 43.6 17.9 30.8 0.0 7.7 48.7
39 0 3 17 7 12 0 3 19

100.0 0.0 11.1 44.4 20.0 24.4 0.0 11.1 44.4
45 0 5 20 9 11 0 5 20

100.0 3.7 9.3 31.5 22.2 27.8 5.6 13.0 50.0
54 2 5 17 12 15 3 7 27

100.0 5.4 14.9 31.1 16.2 31.1 1.4 20.3 47.3
74 4 11 23 12 23 1 15 35

100.0 8.9 17.7 39.2 13.9 17.7 2.5 26.6 31.6
79 7 14 31 11 14 2 21 25

100.0 10.2 28.8 32.2 11.9 10.2 6.8 39.0 22.1
59 6 17 19 7 6 4 23 13

100.0 8.7 30.4 8.7 13.0 26.1 13.0 39.1 39.1
23 2 7 2 3 6 3 9 9

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

＊「差別や人権侵害だと思う」…「差別や人権侵害だと思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計

＊「差別や人権侵害だと思わない」…「差別や人権侵害だと思わない」と「どちらかといえばそう思わない」の合計

　問１３
７．子どもの人権を守るために、子どものＳＮＳ利用を制限すること 差

別
や

人
権
侵
害
だ

と
思
う

差
別
や

人
権
侵
害
だ

と
思
わ

な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

7.7 

11.1 

13.0 

20.3 

26.6 

39.0 

43.6 

44.4 

31.5 

31.1 

39.2 

32.2 

48.7 

44.4 

50.0 

47.3 

31.6 

22.1 

0.0 

0.0 

5.6 

1.4 

2.5 

6.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１３ 差別や人権侵害に関する考え

７．子どもの人権を守るために、子どものＳＮＳ利用を制限すること(年齢層別)

差別や人権侵害だと思う どちらともいえない 差別や人権侵害だと思わない 不明・無回答

７．子どもの人権を守るために、子どものＳＮＳ利用を制限すること 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「差別や人権侵害だと思わない」は、「40～49 歳」で 50.0%と最も高く、次いで「18～29 歳」で

48.7%、「50～59 歳」で 47.3%、「30～39 歳」で 44.4%と、いずれの年齢層でも 4割を超えている。 

一方、「差別や人権侵害だと思う」は、「70歳以上」で 39.0%と最も高く、「60～69 歳」で 26.6%、

「「50～59 歳」で 20.3%と 2 割台で、高年層ほど「人権侵害」と捉える傾向が強いことがわかる。

また、「どちらともいえない」は、「30～39 歳」で 44.4%、「18～29 歳」で 43.6%と 4 割台を示し、

若年層や子育て世代で比較的高い割合となっている。 

これらの結果から、SNS 利用制限に対する考え方は年齢層によって大きく異なることがわかる。 

したがって、子どもであることを理由に SNS の利用を制限することが「「子どもの人権」とどの

ように結びつくのかについては、年齢層による価値観や認識の違いを踏まえながら、人権教育・

啓発を進めていく必要がある。  
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   上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

差
別
や
人
権
侵
害

だ
と
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
わ
な
い

差
別
や
人
権
侵
害

だ
と
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 58.2 20.9 15.8 1.6 1.1 2.4 79.1 2.7
373 217 78 59 6 4 9 295 10

100.0 53.8 20.5 20.5 5.1 0.0 0.0 74.3 5.1
39 21 8 8 2 0 0 29 2

100.0 51.1 22.2 22.2 2.2 0.0 2.2 73.3 2.2
45 23 10 10 1 0 1 33 1

100.0 59.3 18.5 16.7 1.9 0.0 3.7 77.8 1.9
54 32 10 9 1 0 2 42 1

100.0 52.7 28.4 16.2 0.0 2.7 0.0 81.1 2.7
74 39 21 12 0 2 0 60 2

100.0 64.6 21.5 11.4 1.3 0.0 1.3 86.1 1.3
79 51 17 9 1 0 1 68 1

100.0 62.7 13.6 18.6 0.0 1.7 3.4 76.3 1.7
59 37 8 11 0 1 2 45 1

100.0 60.9 17.4 0.0 4.3 4.3 13.0 78.3 8.6
23 14 4 0 1 1 3 18 2

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

＊「差別や人権侵害だと思う」…「差別や人権侵害だと思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計

＊「差別や人権侵害だと思わない」…「差別や人権侵害だと思わない」と「どちらかといえばそう思わない」の合計

　問１３
８．障がいを理由に施設の利用を断られること 差

別
や

人
権
侵
害
だ

と
思
う

差
別
や

人
権
侵
害
だ

と
思
わ

な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

74.3 

73.3 

77.8 

81.1 

86.1 

76.3 

20.5 

22.2 

16.7 

16.2 

11.4 

18.6 

5.1 

2.2 

1.9 

2.7 

1.3 

1.7 

0.0 

2.2 

3.7 

0.0 

1.3 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１３ 差別や人権侵害に関する考え

８．障がいを理由に施設の利用を断られること(年齢層別)

差別や人権侵害だと思う どちらともいえない 差別や人権侵害だと思わない 不明・無回答

８．障がいを理由に施設の利用を断られること 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「差別や人権侵害だと思う」は、すべての年齢層で7割を超えており、特に「60～69歳」で86.1%、

「「50～59 歳」で 81.1%と、いずれも 8割以上と非常に高い割合を示している。一方、「差別や人権

侵害だと思わない」は、すべての年齢層で 1.3%～5.1%と非常に低い。 

また、「39 歳以下」では「どちらともいえない」が 18～29 歳で 20.5%、30～39 歳で 22.2%と、

2割程度を占めており、若年層に判断に迷う層が一定数存在していることがうかがえる。 

これらの結果から、障がいを理由とした施設利用の拒否については、多くの町民が人権侵害で

あると認識している一方で、若年層ではその理解が十分に進んでいない可能 が示唆される。 
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59.0 

40.5 

37.3 

11.0 

7.2 

2.9 

3.2 

0% 20% 40% 60%

県や町の相談窓口、児童相談所などに連絡する

警察に連絡する

直接隣家の親にたずねる

関わらないようにする

その他

不明・無回答

問１４ 身近な場面での人権に関する意識と行動

             上段：割合（％）　下段：回答数（人）

Ａ　隣家でしばしば子どもの泣き叫ぶ声と親の怒鳴り声が聞こえ、虐待が疑われる場合

回
答
数

関
わ
ら

な
い
よ
う

に
す
る

直
接
隣

家
の
親
に

た
ず
ね

る

県
や
町

の
相
談
窓

口

、
児

童
相
談
所

な
ど
に

連
絡
す
る

警
察
に

連
絡
す
る

民
生
委

員
・
児
童

委
員
や

行
政
区
長

な
ど
の

地
域
の
役

員
に
相

談
す
る

そ
の
他

不
明
・

無
回
答

100.0 7.2 11.0 59.0 37.3 40.5 2.9 3.2
373 27 41 220 139 151 11 12

100.0 12.8 2.6 66.7 46.2 25.6 7.7 0.0
39 5 1 26 18 10 3 0

100.0 11.1 6.7 68.9 26.7 24.4 6.7 0.0
45 5 3 31 12 11 3 0

100.0 9.3 9.3 59.3 29.6 31.5 3.7 3.7
54 5 5 32 16 17 2 2

100.0 6.8 8.1 63.5 43.2 37.8 2.7 1.4
74 5 6 47 32 28 2 1

100.0 2.5 17.7 53.2 45.6 53.2 0.0 5.1
79 2 14 42 36 42 0 4

100.0 5.1 15.3 52.5 30.5 57.6 1.7 3.4
59 3 9 31 18 34 1 2

100.0 8.7 13.0 47.8 30.4 39.1 0.0 13.0
23 2 3 11 7 9 0 3

　問１４

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

３－４ 身近な場面での人権に関する意識と行動 

 

 

Ａ 隣家でしばしば子どもの泣き叫ぶ声と親の怒鳴り声が聞こえ、虐待が疑われる場合 

１）全体及び年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 14―A「「隣家でしばしば子どもの泣き叫ぶ声と親の怒鳴り声が聞こえ、虐待が疑われる場合」

について、人権問題解決の筋道である①当事者の意見を聞き、課題を知ること「（気づく）→②自

分の課題として受けとめること（受け止める）→③課題解決のために行動すること（行動する）

の流れで整理すると、町民の意識と行動傾向について以下の点が明らかになった。「（以降、問 14-

B,C,D も同様に行う） 

まず、①「 「（気づく）問題に気づく、他人事にしない姿勢】では、「「関わらないようにする」が

7.2%と低く、町民の多くが虐待の可能 を無視せず、深刻な問題として認識していることがわか

る。 

次に、②「 「（受け止める）自分が動く必要 の認識】では、「「直接隣家の親をたずねる」が 11.0%

であり、一定数の町民は自分ごととして受け止めて、行動の必要 を感じていることが示されて

いる。 

問 14 次のような場面に出会ったとき、あなた自身はどう行動すると思いますか。 

 

（各 右欄のあてはまる番号 1つに〇） 

Ａ 隣家でしばしば子どもの泣き叫ぶ声と親の怒鳴り声が聞こえ、虐待が疑われる場合(全体) 

民生委員・児童委員や行政区長などの地域の役員に相談する 
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12.8 11.1 9.3 6.8 2.5 5.1 2.6 6.7 9.3 8.1 
17.7 15.3 

66.7 68.9 
59.3 63.5 

53.2 52.5 
46.2 

26.7 29.6 

43.2 45.6 

30.5 25.6 24.4 

31.5 37.8 

53.2 57.6 

7.7 6.7 3.7 2.7 0.0 1.7 0.0 0.0 3.7 1.4 5.1 3.4 

0%

20%

40%

60%

80%

１８～２９歳 ３０～３９歳 ４０～４９歳 ５０～５９歳 ６０～６９歳 ７０歳以上

問１４ 身近な場面での人権に関する意識と行動

関わらないようにする 直接隣家の親にたずねる

警察に連絡する その他

不明・無回答

さらに、③「 「（行動する）公的機関・地域の力と共に問題解決】では、「「県や町の相談窓口、児

童相談所などに連絡する」が 59.0%で最も高く、過半数が公的機関や専門機関への相談という具

体的な行動を選んでいる。また、「「民生委員・児童委員や行政区長などの地域の役員に相談する」

は 40.5%、「警察に連絡する」は 37.3%と高い割合を占め、公的機関と地域のネットワークの双方

を活用しながら解決を図ろうとする姿勢がみられる。 

以上の結果から、町民は虐待の疑いを見過ごさず、子どもの命と安全を守るために積極的に行

動しようとする意識を持っていることがうかがえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢層別にみると、まず、①「 「（気づく）問題に気づく、他人事にしない姿勢】については、若

年層（18～29 歳・30～39 歳）では、「「関わらないようにする」がそれぞれ 12.8%、11.1%と 1 割前

後で、他の年齢層に比べやや高い。一方、中年層（40～49 歳・50～59 歳）は、9.3%、6.8%と若年

層よりやや低く、高年層（60～69 歳「・70 歳以上）は、2.5%、5.1%と最も低い。年齢が上がるにつ

れて「無関心ではいられない」という意識が強まっていることがうかがえる。 

次に、②「 「（受け止める）自分が動く必要 の認識】については、若年層では、「「直接隣家の親

にたずねる」が 2.6%、6.7%と低く、直接話をすることには慎重な傾向がみられる。中年層は 9.3%、

8.1%と若年層よりもやや高く、高年層では 17.7%、15.3%と最も高い割合を示しており、地域の中

で自らが行動しようとする意識が強いことがわかる。 

さらに、③「 「（行動する）公的機関・地域の力と共に問題解決】については、若年層では「県や

町の相談窓口、児童相談所などに連絡する」が 66.7%、68.9%と高く、「警察に連絡する」や「民

生委員・児童委員や行政区長などの地域の役員に相談する」は一定の割合はみられるものの、地

域とのつながりよりも公的機関の活用を重視する傾向がうかがえる。中年層では、「県や町の相

談窓口、児童相談所などに連絡する」が 59.3%、63.5%と 6 割前後であるのに加え、「民生委員・

児童委員や行政区長などの地域の役員に相談する」も 31.5%、37.8%と 3 割を超え、公的機関と地

域ネットワークの双方を活用しようとする姿勢がみられる。高年層では、「県や町の相談窓口、

児童相談所などに連絡する」が 53.2%、52.5%と 5 割台である一方、「民生委員・児童委員や行政

区長などの地域の役員に相談する」が 53.2%、57.6%と最も高く、地域との結びつきを重視して支

援につなげようとする傾向が際立っている。 

以上の結果から、年齢層による行動の違いはみられるものの、どの年齢層も「虐待を見過ごさ

ず、何らかの行動をとろうとする意識」は共通してみられる。 

Ａ 隣家でしばしば子どもの泣き叫ぶ声と親の怒鳴り声が聞こえ、虐待が疑われる場合(年齢層別) 

民生委員・児童委員や行政区長
などの地域の役員に相談する 

県や町の相談窓口、児童
相談所などに連絡する 
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78.0 

22.8 

1.3 

1.6 

2.4 

0% 20% 40% 60% 80%

すぐに手を貸すか、一人で無理なら他の人の手助けを求める

周りの人の様子を見ながら、手を貸すかどうか決める

黙ってとおり過ぎる

その他

不明・無回答

問１４ 身近な場面での人権に関する意識と行動

Ｂ 街で白い杖を持った人や車椅子の人が、介助を求めている場合(全体)

                                   上段：割合（％）　下段：回答数（人）

Ｂ　街で白い杖を持った人や車椅子の人が、介助を求めている場合

回
答
数

黙

っ
て

と
お
り
過

ぎ
る

周
り
の

人
の
様
子

を
見
な

が
ら

、
手

を
貸
す

か
ど
う
か

決
め
る

す
ぐ
に

手
を
貸
す

か

、
一

人
で
無
理

な
ら
他

の
人
の
手

助
け
を

求
め
る

そ
の
他

不
明
・

無
回
答

100.0 1.3 22.8 78.0 1.6 2.4
373 5 85 291 6 9

100.0 2.6 41.0 64.1 5.1 0.0
39 1 16 25 2 0

100.0 4.4 35.6 66.7 0.0 0.0
45 2 16 30 0 0

100.0 0.0 18.5 83.3 0.0 3.7
54 0 10 45 0 2

100.0 0.0 24.3 77.0 0.0 0.0
74 0 18 57 0 0

100.0 2.5 17.7 83.5 0.0 3.8
79 2 14 66 0 3

100.0 0.0 16.9 83.1 5.1 3.4
59 0 10 49 3 2

100.0 0.0 4.3 82.6 4.3 8.7
23 0 1 19 1 2

　問１４

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

Ｂ 街で白い杖を持った人や車椅子の人が、介助を求めている場合 

１）全体及び年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 14-A と同様に、「「街で白い杖を持った人や車椅子の人が、介助を求めている場合」について

整理すると、町民の意識と行動傾向について以下の点が明らかになった。 

まず、①「 「（気づく）困っている状況の認識】では、「「黙ってとおり過ぎる」は 1.3%と極めて少

なく、多くの人が目の前の困難な状況に気づき、支援が必要な場面であることを認識できている

ことがわかる。 

次に、②「 「（受け止める）支援の必要 】では、「「周囲の人の様子を見ながら、手を貸すかどう

か決める」が 22.8%を占め、2 割強の人が「何とかしないといけないかもしれない」と感じつつ

も、具体的な行動に踏み出すことには躊躇している状況がうかがえる。 

さらに、③「 「（行動する）支援に向けた行動】では、「「すぐに手を貸すか、一人で無理なら他の

人の手助けを求める」が 78.0%で最も多く、8 割近くの人が実際に行動へ移し、直接的な支援に

関わることが示されている。 

以上のことから、多くの町民が人権課題を自分ごととして受け止め、困っている人に対して積

極的に関わろうとする意識が高いことが示されている。 
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2.6 4.4 
0.0 0.0 

2.5 
0.0 

41.0 35.6 
18.5 24.3 17.7 16.9 

64.1 66.7 
83.3 77.0 83.5 83.1 

5.1 
0.0 0.0 0.0 0.0 

5.1 
0.0 0.0 

3.7 
0.0 

3.8 3.4 
0%

30%

60%

90%

１８～２９歳 ３０～３９歳 ４０～４９歳 ５０～５９歳 ６０～６９歳 ７０歳以上

問１４ 身近な場面での人権に関する意識と行動

Ｂ 街で白い杖を持った人や車椅子の人が、介助を求めている場合(年齢層別)

黙ってとおり過ぎる 周りの人の様子を見ながら、手を貸すかどうか決める

その他

不明・無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢層別にみると、まず、①「 「（気づく）困っている状況の認識】については、若年層（18～29

歳・30～39 歳）では、「黙ってとおり過ぎる」がそれぞれ 2.6%、4.4%とやや高いものの、無関心

といえる数値ではない。一方、中年層（40～49 歳・50～59 歳）ではいずれも 0.0%、高年層（60

～69 歳「・70 歳以上）でも 2.5%、0.0%と極めて低く、特に「40歳以上」では「気づかない」「無関

心」という態度はほとんど見られないことがわかる。 

次に、②「 「（受け止める）自分が動く必要 の認識】については、若年層では「「周りの様子を見

ながら、手を貸すかどうかを決める」が 41.0%、35.6%と 3割～4割を占め、支援の必要 を感じ

つつも判断に迷う傾向がみられる。中年層では 18.5%、24.3%、高年層では 17.7%、16.9%と若年

層より低く、年齢が高くなるほど迷いは少なく、支援に踏み出す心理的ハードルが低いと考えら

れる。 

さらに、③「 「（行動する）支援に向けた行動】については、若年層では「「すぐに手を貸すか、一

人で無理なら他の人の手助けを求める」が 64.1%、66.7%と 6 割台にとどまっている。一方、中年

層では 83.3%、77.0%と約 8 割前後、高年層では 83.5%、83.1%と 8 割を超える高い割合を示して

おり、「40 歳以上」では実際に行動に移せている人が多いことがわかる。 

以上のことから、中高年層ほど「気づく」→「受け止める」→「行動する」という流れがスム

ーズで、ためらいなく支援行動が取れると考えられる。一方、若年層では迷いが生じやすく、行

動に踏み切りにくい傾向があるといえる。 

  

すぐに手を貸すか、一人で無理なら他の人の手助

けを求める 
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68.4 

39.7 

13.4 

2.7 

0.5 

2.9 

2.7 

0% 35% 70%

相手を尊重し悩みなどの話を聞く

信頼して打ち明けてくれたことに感謝する

わからない

他の友人に相談する

その友人と距離を置く

その他

不明・無回答

問１４ 身近な場面での人権に関する意識と行動

Ｃ 友人から性的少数者であることを打ち明けられた場合(全体)

             上段：割合（％）　下段：回答数（人）

Ｃ　友人から性的少数者であることを打ち明けられた場合

回
答
数

信
頼
し

て
打
ち
明

け
て
く

れ
た
こ
と

に
感
謝

す
る

相
手
を

尊
重
し
悩

み
な
ど

の
話
を
聞

く 他
の
友

人
に
相
談

す
る

そ
の
友

人
と
距
離

を
置
く

わ
か
ら

な
い

そ
の
他

不
明
・

無
回
答

100.0 39.7 68.4 2.7 0.5 13.4 2.9 2.7
373 148 255 10 2 50 11 10

100.0 48.7 66.7 0.0 0.0 10.3 7.7 0.0
39 19 26 0 0 4 3 0

100.0 62.2 71.1 2.2 0.0 6.7 4.4 0.0
45 28 32 1 0 3 2 0

100.0 42.6 74.1 1.9 1.9 11.1 1.9 3.7
54 23 40 1 1 6 1 2

100.0 41.9 67.6 2.7 1.4 12.2 1.4 0.0
74 31 50 2 1 9 1 0

100.0 30.4 65.8 3.8 0.0 17.7 3.8 3.8
79 24 52 3 0 14 3 3

100.0 25.4 71.2 5.1 0.0 16.9 0.0 3.4
59 15 42 3 0 10 0 2

100.0 34.8 56.5 0.0 0.0 17.4 4.3 13.0
23 8 13 0 0 4 1 3

　問１４

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

Ｃ 友人から性的少数者であることを打ち明けられた場合 

１）全体及び年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 14-A と同様に、「「友人から 的少数者であることを打ち明けられた場合」の受け止め方を整

理すると、町民の意識と行動傾向について以下の点が明らかになった。 

まず、①「 「（気づく）カミングアウトの重みへの気づき】では、「「信頼して打ち明けてくれたこと

に感謝する」が 39.7%で、カミングアウトは非常に勇気が必要な行為であること、 的少数者が

置かれてきた社会的状況や心の負担に「気づく」姿勢がみられる。 

次に、②「 「（受け止める）思いを受け止める姿勢】では、「「相手を尊重し悩みなどの話を聞く」が

68.4%と最も高く、約 7 割の人が相手の気持ちに寄り添い、真摯に受け止めようとしていること

が示されている。 

一方、③ 「（行動する）適切な行動と迷い】では、「他の友人に相談する」は 2.7%と少なく、本

人の許可なく他者に話す行為はアウティングであるという意識は高いと考えられる。また、「そ

の友人と距離を置く」は 0.5%と極めて少なく、否定的な行動をとる人はほとんどいない。その一

方、「わからない」が 13.4%と一定数存在し、対応に迷いを感じる人も 1 割程度いることがわか

る。 
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48.7 

62.2 

42.6 41.9 

30.4 
25.4 

66.7 
71.1 74.1 

67.6 65.8 
71.2 

0.0 2.2 1.9 2.7 3.8 5.1 
0.0 0.0 1.9 1.4 0.0 0.0 

10.3 6.7 
11.1 12.2 

17.7 16.9 
7.7 4.4 1.9 1.4 3.8 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 3.8 3.4 

0%

20%

40%

60%

80%

１８～２９歳 ３０～３９歳 ４０～４９歳 ５０～５９歳 ６０～６９歳 ７０歳以上

問１４ 身近な場面での人権に関する意識と行動

Ｃ 友人から性的少数者であることを打ち明けられた場合(年齢層別)

信頼して打ち明けてくれたことに感謝する 相手を尊重し悩みなどの話を聞く

他の友人に相談する その友人と距離を置く

わからない その他

不明・無回答

以上のことから、 的少数者のカミングアウトを尊重し、当事者に寄り添いながら支えようと

する意識が広がっていることがうかがえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢層別にみると、まず、①「 「（気づく）カミングアウトの重みへの気づき】については、若年

層（18～29 歳・30～39 歳）は、「「信頼して打ち明けてくれたことに感謝する」はそれぞれ 48.7%、

62.2%と高く、カミングアウトの重みや当事者が抱える悩みを理解しようとする姿勢が強くみら

れる。中年層（40～49 歳・50～59 歳）でも 42.6%、41.9%と 4 割を超えており一定の理解は示さ

れている。一方、高年層（60～69 歳「・70 歳以上）では、30.4%、25.4%と年齢が高くなるほど割合

が低下する傾向がみられる。 

次に、②「 「（受け止める）思いを受け止める姿勢】については、どの年齢層とも「「相手を尊重し

悩みなどを聞く」が 6割～7 割を占めており、年齢層を問わず相手の気持ちに寄り添って話を聞

こうとする姿勢が広くみられる。 

さらに、③「 「（行動する）適切な行動と迷い】については、「「他の友人に相談する」や「「その友

人と距離をおく」といった否定的な対応は合わせて 5%程度にとどまり、どの年齢層でもほとんど

みられない。一方、「「わからない」は若年層で 6%～10%、中年層で 11%～12%、高年層では 17%程度

と、年齢が高くなるほど増加する傾向があり、どう接すればよいか迷いを抱えている状況もうか

がえる 

以上の結果から、年齢層による意識の違いは一定程度みられるものの、どの年齢層においても

アウティングや距離を置くといった否定的な対応は非常に少なく、多くの町民がカミングアウト

を尊重し、当事者の気持ちに寄り添いながら受け止めようとする姿勢を持っていることがうかが

える。 
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35.1 

33.5 

24.7 

11.3 

7.0 

0.5 

2.1 

3.5 

0% 10% 20% 30% 40%

そのような状況に出会ったことがない

信頼できる情報かどうかを確認する

何もしない

通報や削除依頼など何らかの対応をする

友人や家族などにどうしたらよいか相談する

自分の考えをＳＮＳなどで発信する

その他

不明・無回答

問１４ 身近な場面での人権に関する意識と行動

Ｄ インターネット上の差別的な表現や情報を見かけた場合(全体)

                         　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

Ｄ　インターネット上の差別的な表現や情報を見かけた場合

回
答
数

何
も
し

な
い

信
頼
で

き
る
情
報

か
ど
う

か
を
確
認

す
る

友
人
や

家
族
な
ど

に
ど
う

し
た
ら
よ

い
か
相

談
す
る

通
報
や

削
除
依
頼

な
ど
何

ら
か
の
対

応
を
す

る

自
分
の

考
え
を

Ｓ
Ｎ
Ｓ

な
ど
で
発

信
す
る

そ
の
よ

う
な
状
況

に
出
会

っ
た
こ
と

が
な
い

そ
の
他

不
明
・

無
回
答

100.0 24.7 33.5 7.0 11.3 0.5 35.1 2.1 3.5
373 92 125 26 42 2 131 8 13

100.0 41.0 46.2 5.1 17.9 0.0 10.3 0.0 0.0
39 16 18 2 7 0 4 0 0

100.0 35.6 44.4 8.9 22.2 2.2 17.8 0.0 0.0
45 16 20 4 10 1 8 0 0

100.0 33.3 42.6 3.7 11.1 0.0 29.6 0.0 3.7
54 18 23 2 6 0 16 0 2

100.0 21.6 43.2 4.1 9.5 1.4 28.4 1.4 1.4
74 16 32 3 7 1 21 1 1

100.0 19.0 19.0 12.7 8.9 0.0 44.3 3.8 6.3
79 15 15 10 7 0 35 3 5

100.0 13.6 22.0 3.4 3.4 0.0 62.7 6.8 3.4
59 8 13 2 2 0 37 4 2

100.0 13.0 17.4 13.0 13.0 0.0 43.5 0.0 13.0
23 3 4 3 3 0 10 0 3

　問１４

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

Ｄ インターネット上の差別的な表現や情報を見かけた場合 

１）全体及び年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 14-A と同様に、「インターネット上の差別的な表現や情報を見かけた場合」の受け止め方と

行動を整理すると、町民の意識と行動傾向について以下の点が明らかになった。 

まず、①「 「（気づく）差別的情報への気づき・認識】では、「「そのような状況に出会ったことがない」

が 35.1%と最も高く、約 3人に 1人が差別的な表現や情報に接触していない状況にある。また、

「「信頼できる情報かどうか確認する」が 33.5%と 3 割以上を占め、まず情報の真偽を確かめたうえ

で、慎重に状況を見極めようとする姿勢がみられる。 

次に、②「 「（受け止める）対応の選択】では、「「何もしない」は 24.7%で、4人に 1人が行動を起

こさない選択をしている。これは必ずしも単なる「「無関心」ではなく、トラブルを避けたい、ど

う扱えばよいかわからないといった迷いから判断がつかず、様子を見ている状況であると考えら

れる。また、「友人や家族などにどうしたらよいか相談する」が 7.0%であることからも、対応に

不安を抱える層が一定数存在していることがわかる。 

さらに③ 「（行動する）行動による対処】では、「通報や削除依頼など何らかの対応をする」が

11.3%と約 1割を占め、一定数の町民が具体的な行動を取っている。一方、「「自分の考えを SNS な
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41.0 35.6 33.3 

21.6 19.0 
13.6 

46.2 44.4 42.6 43.2 

19.0 22.0 

5.1 8.9 
3.7 4.1 

12.7 
3.4 

17.9 
22.2 

11.1 9.5 8.9 
3.4 0.0 2.2 0.0 1.4 0.0 0.0 

10.3 
17.8 

29.6 28.4 

44.3 

62.7 

0.0 0.0 0.0 1.4 3.8 6.8 
0.0 0.0 3.7 1.4 

6.3 3.4 

0%

35%

70%

１８～２９歳 ３０～３９歳 ４０～４９歳 ５０～５９歳 ６０～６９歳 ７０歳以上

問１４ 身近な場面での人権に関する意識と行動

Ｄ インターネット上の差別的な表現や情報を見かけた場合(全体)

何もしない 信頼できる情報かどうかを確認する

友人や家族などにどうしたらよいか相談する 通報や削除依頼など何らかの対応をする

自分の考えをＳＮＳなどで発信する そのような状況に出会ったことがない

その他 不明・無回答

どで発信する」は 0.5%とほとんど見られず、ネット上の批判やトラブルなどを避けようとして発

信行動には慎重な姿勢が強いことがうかがえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢層別にみると、まず、①「 「（気づく）差別的情報への気づき・認識】については、若年層（18

～29 歳・30～39 歳）では、「「信頼できる情報かどうか確認する」がそれぞれ 46.2%、44.4%と、情

報の真偽を見極めようとする意識は高い。また、「「そのような状況に出会ったことがない」は 10.3%、

17.8%と比較的低く、多くの若年層が差別的な表現や情報に接触した経験を持っていることがわ

かる。中年層（40～49 歳・50～59 歳）でも「「信頼できる情報かどうか確認する」は 42.6%、43.2%

と若年層とほぼ同程度であるが、「そのような状況に出会ったことがない」は 29.6%、28.4%と若

年層よりも高く、接触経験はやや少ない傾向がみられる。一方、高年層（60～69 歳・70 歳以上）

では、「「信頼できる情報かどうか確認する」は 19.0%、22.0%と低く、「「そのような状況に出会った

ことがない」が 44.3%、62.7%と非常に高い。特に「「70 歳以上」では半数以上が差別的な表現に接

触した経験を持たないことがわかる。 

次に、②「 「（受け止める）対応の選択】については、若年層では、「何もしない」は 41.0%、35.6%

と最も高く、「友人や家族などにどうしたらよいか相談する」も 5.1%、8.9%と、対応を決めかね

る層が一定数存在している。中年層では、「何もしない」が 33.3%、21.6%、「友人や家族などにど

うしたらよいか相談する」は 3.7%、4.1%と低い。高年層では、「何もしない」が 19.0%、13.6%と

最も低く、「友人や家族などにどうしたらよいか相談する」は「60～69 歳」で 12.7%とやや高い

が、「70歳以上」で 3.4%にとどまっている。 

さらに、③「 「（行動する）行動による対処】については、若年層では、「通報や削除依頼など何

らかの対応をする」は 17.9%、22.2%と比較的高いが、「自分の考えを SNS で発信する」は 0.0%、

2.2%と極めて少なく、ネット上での批判や炎上のリスクを避ける慎重な姿勢がみられる。中年層

では、「通報や削除依頼など何らかの対応をする」は 11.1%、9.5%、「自分の考えを SNS で発信す

る」は 0.0%、1.4%と、若年層よりさらに慎重な対応がうかがえる。高年層では、「通報や削除依

頼など何らかの対応をする」は 8.9%、3.4%と最も低く、「自分の考えを SNS で発信する」はいず

れも 0.0%である。 

以上の結果から、差別的情報への適切な対処や通報の仕組みなどをわかりやすく伝えていくこ

とが重要であるといえる。また、差別的な表現が人権を侵害する深刻な問題であるという理解を

広げるため、人権教育・啓発をさらに進めていく必要がある。 
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問１５ 人権課題の解決に向けての考え(全体②)

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

　　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い

あ
ま
り
そ
う
思
わ

な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 33.8 33.2 20.9 6.7 3.2 2.1 67.0 9.9
373 126 124 78 25 12 8 250 37

100.0 48.3 34.0 12.9 0.5 1.3 2.9 82.3 1.8
373 180 127 48 2 5 11 307 7

100.0 38.3 39.4 16.6 1.1 1.9 2.7 77.7 3.0
373 143 147 62 4 7 10 290 11

100.0 37.3 31.9 22.8 2.7 2.1 3.2 69.2 4.8
373 139 119 85 10 8 12 258 18

100.0 29.5 31.9 30.8 3.5 1.6 2.7 61.4 5.1
373 110 119 115 13 6 10 229 19

100.0 46.4 34.0 13.1 1.9 1.6 2.9 80.4 3.5
373 173 127 49 7 6 11 300 13

100.0 30.0 27.3 30.6 5.1 4.3 2.7 57.3 9.4
373 112 102 114 19 16 10 214 35

100.0 6.2 7.2 16.9 19.6 46.4 3.8 13.4 66.0
373 23 27 63 73 173 14 50 246

100.0 2.1 4.6 15.8 22.3 52.0 3.2 6.7 74.3
373 8 17 59 83 194 12 25 277

＊「そう思う」・・・「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計　　＊「そう思わない」・・・「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

　問１５
 人権課題の解決に向けた考え そ

う
思
う

そ
う
思
わ
な
い

９．人権問題は、差別を受けている人の問題であって、
　　自分には関係ない

全
　
　
 
 
 

体

１．一人ひとりが思いやりや優しさを持てば、人権の問題
　　はなくなると思う
２．人権の問題は特別な立場の人だけの問題ではなく、
　　自分自身の問題として、関わることが大切だと思う
３．差別や偏見を受けている人の思いや意見をしっかり
　　聴き、交流することが大切だと思う
４．差別や人権侵害をなくすために、法律を整備する必要
　　があると思う
５．差別を受けている人たちが、社会に向けて声を上げる
　　ことが大切だと思う
６．差別をなくし、人権についての理解を深めるために、
　　教育や啓発を続けることが必要だと思う
７．人権問題は、まず行政が責任を持って取り組むべき
　　だと思う
８．差別は口に出さず、そっとしておけば、いずれなくなる
　　と思う

３－５ 人権課題の解決に向けた考え 

 

 

１）全体① 

全体②（３分類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 15 人権課題を解決するため、１～９についてあなたの考えに近いものをお答えください。 

１．一人ひとりが思いやりや優しさを持てば、人権の問題はなく
なると思う 

 
２．人権の問題は特別な立場の人だけの問題ではなく、自分自

身の問題として、関わることが大切だと思う   
３．差別や偏見を受けている人の思いや意見をしっかり聴き、

交流することが大切だと思う   
４．差別や人権侵害をなくすために、法律を整備する必要があ

ると思う 
 
５．差別を受けている人たちが、社会に向けて声を上げること

が大切だと思う 
 
６．差別をなくし、人権についての理解を深めるために、教育や

啓発を続けることが必要だと思う 
 
７．人権問題は、まず行政が責任を持って取り組むべきだと思

う 
 
８．差別は口に出さず、そっとしておけば、いずれなくなると思う  
 
９．人権問題は、差別を受けている人の問題であって、自分に

は関係ない 

＊「そう思う」…「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計 
＊「どちらともいえない」 
＊「そう思わない」…「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計 
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人権問題の解決方法は、「人権とは何か」という捉え方に大きく左右される。第 1章 1－１で示

したように、人権についてはさまざまな考え方があることは明らかである。したがって、人権問

題の解決方法についても多様な考え方があることは当然である。 

しかし、行政が「「人権問題の解決」を目的に教育・啓発を推進するにあたっては、行政が考え

る「人権とは何か」を町民に理解してもらうことが不可欠である。国がどのような理念に基づい

て人権施策を進めているのか、そして添田町はどのようなまちづくりを目指して人権施策を位置

づけているのかを、町民に明確に伝え、共有していく必要がある。 

調査結果をみると、「人権の問題は特別な立場の人だけの問題ではなく、自分自身の問題とし

て、関わることが大切だと思う」では、「「そう思う」が 82.3%にのぼり、町民の多くは人権問題を

「「自分ごと」として捉えていることがわかる。また、「「差別をなくし、人権についての理解を深め

るために、教育や啓発を続けることが必要だと思う」（80.4%）、「差別や偏見を受けている人の思

いや意見をしっかり聴き、交流することが大切だと思う」（77.7%）などの項目も高い割合を示し、

学びや対話を通して人権に関する理解を深めようとする姿勢がみられる。 

さらに、「差別や人権侵害をなくすために、法律を整備する必要があると思う」では、「そう思

う」が 69.2%と、法制度といった社会的な仕組みを整えることの重要 についても、比較的高い

割合が示されている。 

一方で、「「ととり一人が思いやりや優しさを持てば、人権の問題はなくなると思う」では、「そ

う思う」が 67.0%で、多くの人が心のあり方を重視していることがわかる。しかし、「「そう思わな

い」が 9.9%存在することから、思いやりだけでは人権問題は解決しないと考える層も一定数いる

ことがわかる。 

また、「「人権問題は、差別を受けている人の問題であって、自分には関係ない」では、「そう思

う」が 6.7%、「どちらともいえない」が 15.8%と一定の割合がみられる。さらに、「人権問題は、

まず行政が責任を持って取り組むべきだと思う」では、「どちらともいえない」が 30.6%、「そう

思わない」が 9.9%となっており、行政の役割についても町民の意識が分かれていることがわか

る。 

これらの結果は、「思いやりや優しさ」だけで人権問題は解決できるのか、改めて「人権とは何

か」という原点に立ち返って考える必要があることを示している。また、「人権問題は自分とは

関係ない」「人権問題の解決は行政の責務である」といった、人権問題の本質に関する理解が十

分でない層に対しては、今後さらに人権教育・啓発の取組を充実させることが求められる。 
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　　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い

あ
ま
り
そ
う
思
わ

な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 33.8 33.2 20.9 6.7 3.2 2.1 67.0 9.9
373 126 124 78 25 12 8 250 37

100.0 20.5 41.0 17.9 17.9 2.6 0.0 61.5 20.5
39 8 16 7 7 1 0 24 8

100.0 37.8 37.8 17.8 6.7 0.0 0.0 75.6 6.7
45 17 17 8 3 0 0 34 3

100.0 37.0 27.8 24.1 7.4 1.9 1.9 64.8 9.3
54 20 15 13 4 1 1 35 5

100.0 29.7 35.1 28.4 4.1 1.4 1.4 64.8 5.5
74 22 26 21 3 1 1 48 4

100.0 29.1 43.0 17.7 2.5 5.1 2.5 72.1 7.6
79 23 34 14 2 4 2 57 6

100.0 44.1 16.9 23.7 6.8 5.1 3.4 61.0 11.9
59 26 10 14 4 3 2 36 7

100.0 43.5 26.1 4.3 8.7 8.7 8.7 69.6 17.4
23 10 6 1 2 2 2 16 4

＊「そう思う」・・・「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計　　＊「そう思わない」・・・「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

そ
う

思
う

そ
う

思
わ
な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　問１５
１．一人ひとりが思いやりや優しさを持てば、人権の問題はなくなると思う

61.5 

75.6 

64.8 

64.8 

72.1 

61.0 

17.9 

17.8 

24.1 

28.4 

17.7 

23.7 

20.5 

6.7 

9.3 

5.5 

7.6 

11.9 

0.0 

0.0 

1.9 

1.4 

2.5 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１５ 人権課題の解決に向けた考え

１．一人ひとりが思いやりや優しさを持てば、人権の問題はなくなると思う(年齢層別)

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

１．一人ひとりが思いやりや優しさを持てば、人権の問題はなくなると思う 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「そう思う」は「30～39 歳」が 75.6%、「60～69 歳」が 72.1%と、いずれも 7 割を超えており、

その他の年齢層も 61.0～64.8%と 6 割以上を占めている。一方、「「そう思わない」は「「18～29 歳」

で 20.5%と「70 歳以上」で 11.9%と他の年齢層に比べて高い。また、「どちらともいえない」は

「「50～59 歳」が 28.4%と最も高く、次いで、「40～49 歳」（24.1%）、「70歳以上」（23.7%）が続いて

いる。 

「「やさしさや思いやり」は日常生活において非常に大切なことである。しかし、それらはしば

しば「「上から目線」の行為として表れたり、「心がけ」のレベルにとどまったりすることがある。

「「上から目線」の行為は、状況によっては差別につながる可能 もある。また、「心がけ」だけで

人権問題を解決できるのかという点も問われるべきである。水平社宣言には、「これ等の人間を

勦るかの如き運動は、かえって多くの兄弟を堕落させた事を想へば……」と記されており、「や

さしさ」や「「思いやり」だけでは部落差別は解消しないことが、歴史的な事実として示されてい

る。つまり、「道徳教育」と「人権教育」の違いを明確にする必要がある。  
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94.9 

91.1 

75.9 

79.8 

78.5 

83.1 

5.1 

8.9 

16.7 

16.2 

16.5 

11.9 

0.0 

0.0 

3.8 

1.4 

1.3 

1.7 

0.0 

0.0 

3.7 

2.7 

3.8 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１５ 人権課題の解決に向けた考え

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

回
答
数

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い

あ
ま
り
そ
う
思
わ

な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 48.3 34.0 12.9 0.5 1.3 2.9 82.3 1.8
373 180 127 48 2 5 11 307 7

100.0 43.6 51.3 5.1 0.0 0.0 0.0 94.9 0.0
39 17 20 2 0 0 0 37 0

100.0 57.8 33.3 8.9 0.0 0.0 0.0 91.1 0.0
45 26 15 4 0 0 0 41 0

100.0 38.9 37.0 16.7 1.9 1.9 3.7 75.9 3.8
54 21 20 9 1 1 2 41 2

100.0 54.1 25.7 16.2 0.0 1.4 2.7 79.8 1.4
74 40 19 12 0 1 2 59 1

100.0 49.4 29.1 16.5 1.3 0.0 3.8 78.5 1.3
79 39 23 13 1 0 3 62 1

100.0 42.4 40.7 11.9 0.0 1.7 3.4 83.1 1.7
59 25 24 7 0 1 2 49 1

100.0 52.2 26.1 4.3 0.0 8.7 8.7 78.3 8.7
23 12 6 1 0 2 2 18 2

＊「そう思う」・・・「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計　　＊「そう思わない」・・・「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

　問１５
２．人権の問題は特別な立場の人だけの問題ではなく、自分自身の問題として、関わる
　  ことが大切だと思う

そ
う

思
う

そ
う

思
わ
な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

２．人権の問題は特別な立場の人だけの問題ではなく、自分自身の問題として、関わることが 

大切だと思う 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「そう思う」は、「18～29 歳」が 94.9%、「30～39 歳」が 91.9%と 9 割を超えており、若年層で

は人権の問題を自分ごととして捉える意識が非常に高い。また、その他の年齢層も 8割前後を占

めており、幅広い年齢層で肯定的な意識が共有されている。 

一方、「どちらともいえない」は「39 歳以下」では 5.1%～8.9%と 1 割弱であるのに対し、「40

歳以上」では 11.9%～16.7%と 1 割強を占め、一定の割合が存在していることがわかる。また、「そ

う思わない」は「39 歳以下」では 0.0%、「40 歳以上」でも 1.3%～3.8%と否定的な意見は極めて

少なく、「人権は誰にでも関わることである」という認識が世代を問わず広く浸透していること

がうかがえる。 

  

２．人権の問題は特別な立場の人だけの問題ではなく、自分自身の問題として、関わることが大切だと思う
(年齢層別) 
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82.1 

84.4 

72.2 

77.0 

77.2 

77.9 

17.9 

15.6 

16.7 

17.6 

15.2 

20.3 

0.0 

0.0 

5.6 

2.7 

5.1 

0.0 

0.0 

0.0 

5.6 

2.7 

2.5 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１５ 人権課題の解決に向けた考え

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

回
答
数

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い

あ
ま
り
そ
う
思
わ

な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 38.3 39.4 16.6 1.1 1.9 2.7 77.7 3.0
373 143 147 62 4 7 10 290 11

100.0 46.2 35.9 17.9 0.0 0.0 0.0 82.1 0.0
39 18 14 7 0 0 0 32 0

100.0 44.4 40.0 15.6 0.0 0.0 0.0 84.4 0.0
45 20 18 7 0 0 0 38 0

100.0 33.3 38.9 16.7 3.7 1.9 5.6 72.2 5.6
54 18 21 9 2 1 3 39 3

100.0 50.0 27.0 17.6 0.0 2.7 2.7 77.0 2.7
74 37 20 13 0 2 2 57 2

100.0 32.9 44.3 15.2 1.3 3.8 2.5 77.2 5.1
79 26 35 12 1 3 2 61 4

100.0 25.4 52.5 20.3 0.0 0.0 1.7 77.9 0.0
59 15 31 12 0 0 1 46 0

100.0 39.1 34.8 8.7 4.3 4.3 8.7 73.9 8.6
23 9 8 2 1 1 2 17 2

＊「そう思う」・・・「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計　　＊「そう思わない」・・・「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

全　　体

　　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

　問１５
 ３．差別や偏見を受けている人の思いや意見をしっかり聴き、交流することが大切だと
　   思う

そ
う

思
う

そ
う

思
わ
な
い

３．差別や偏見を受けている人の思いや意見をしっかり聴き、交流することが大切だと思う 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 歳を境に考え方の傾向が分かれていることがわかる。「どちらともいえない」は、「70 歳以

上」の 20.3%を除くすべての年齢層で 15%前後となっている。「そう思わない」は、「40 歳以上」

で数パーセントみられる。 

これらの結果から、すべての年齢層で肯定的な考えが多数を占めており、対話や交流が人権尊

重の基本として広く認識されていることがうかがえる。 

近年、人権問題における「「見える化」や「「不可視化」という概念が注目されている。人権侵害

を受けている当事者の声を聴くことによって人権課題を明らかにすることが「「見える化」である。

その反対に、人権侵害の実態を見ようとしないことにより、「「差別の実態を知らない」「知らせな

い」状態が生じ、自分が差別していることに気づかない、いわば「「気づかない差別行為」につな

がる。この現象は、現在社会問題になっている上司によるセクハラやパワハラなどにも共通して

みられる。  

３．差別や偏見を受けている人の思いや意見をしっかり聴き、交流することが大切だと思う(年齢層別) 
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69.2 

73.3 

68.5 

67.5 

68.3 

71.2 

23.1 

22.2 

22.2 

23.0 

25.3 

22.0 

7.7 

4.4 

5.6 

5.4 

2.5 

3.4 

0.0 

0.0 

3.7 

4.1 

3.8 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１５ 人権課題の解決に向けた考え

４．差別や人権侵害をなくすために、法律を整備する必要があると思う(年齢層別)

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

回
答
数

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い

あ
ま
り
そ
う
思
わ

な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 37.3 31.9 22.8 2.7 2.1 3.2 69.2 4.8
373 139 119 85 10 8 12 258 18

100.0 43.6 25.6 23.1 2.6 5.1 0.0 69.2 7.7
39 17 10 9 1 2 0 27 3

100.0 40.0 33.3 22.2 4.4 0.0 0.0 73.3 4.4
45 18 15 10 2 0 0 33 2

100.0 24.1 44.4 22.2 3.7 1.9 3.7 68.5 5.6
54 13 24 12 2 1 2 37 3

100.0 40.5 27.0 23.0 2.7 2.7 4.1 67.5 5.4
74 30 20 17 2 2 3 50 4

100.0 36.7 31.6 25.3 0.0 2.5 3.8 68.3 2.5
79 29 25 20 0 2 3 54 2

100.0 35.6 35.6 22.0 3.4 0.0 3.4 71.2 3.4
59 21 21 13 2 0 2 42 2

100.0 47.8 17.4 17.4 4.3 4.3 8.7 65.2 8.6
23 11 4 4 1 1 2 15 2

＊「そう思う」・・・「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計　　＊「そう思わない」・・・「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

全　　体

　　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

　問１５
４．差別や人権侵害をなくすために、法律を整備する必要があると思う そ

う

思
う

そ
う

思
わ
な
い

４．差別や人権侵害をなくすために、法律を整備する必要があると思う 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢層による大きな違いは見られず、どの年齢層でも 7割前後の人が「「法律の整備が必要であ

る」と考えている。一方で、2 割強の人が「どちらともいえない」と回答しており、割合として

は一桁台ではあるが「「そう思わない」と考えている人も存在する。これらの結果から、人権問題

の解決に向けた法整備の必要 については世代を超えておおむね共通した認識があるものの、制

度だけで問題が解決できるのかについて慎重な立場も一定数存在することがうかがえる。 

法治国家において、「法律の整備」は社会の価値観を形成する重要な基盤である。人権問題に

ついても、法制度が整備されることで、社会として守るべき基準が明確になる。一方で、人権を

道徳や倫理の問題と捉える立場からは、法律で規制する必要はなく、「人間としての生き方」や

倫理観に関わる領域であるため、法的規制はなじまないという考え方もみられる。しかし、人権

を「生存権や尊厳に関わる基本的な権利」と考えるならば、その価値は時代や社会の変化に左右

されるべきではなく、揺るがない基準として法制度によって裏づけることが必要である。  
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回
答
数

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い

え

ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い

え

な
い

あ
ま
り
そ
う
思

わ

な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 29.5 31.9 30.8 3.5 1.6 2.7 61.4 5.1
373 110 119 115 13 6 10 229 19

100.0 30.8 23.1 43.6 0.0 2.6 0.0 53.9 2.6
39 12 9 17 0 1 0 21 1

100.0 26.7 48.9 17.8 6.7 0.0 0.0 75.6 6.7
45 12 22 8 3 0 0 34 3

100.0 16.7 25.9 44.4 9.3 0.0 3.7 42.6 9.3
54 9 14 24 5 0 2 23 5

100.0 29.7 35.1 28.4 2.7 1.4 2.7 64.8 4.1
74 22 26 21 2 1 2 48 3

100.0 31.6 31.6 31.6 1.3 1.3 2.5 63.2 2.6
79 25 25 25 1 1 2 50 2

100.0 37.3 28.8 27.1 3.4 0.0 3.4 66.1 3.4
59 22 17 16 2 0 2 39 2

100.0 34.8 26.1 17.4 0.0 13.0 8.7 60.9 13.0
23 8 6 4 0 3 2 14 3

＊「そう思う」・・・「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計　　＊「そう思わない」・・・「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

全　　体

　　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

　問１５
５．差別を受けている人たちが、社会に向けて声を上げることが大切だと思う そ

う

思
う

そ
う

思
わ
な
い

53.9 

75.6 

42.6 

64.8 

63.2 

66.1 

43.6 

17.8 

44.4 

28.4 

31.6 

27.1 

2.6 

6.7 

9.3 

4.1 

2.6 

3.4 

0.0 

0.0 

3.7 

2.7 

2.5 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１５ 人権課題の解決に向けた考え

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

５．差別を受けている人たちが、社会に向けて声を上げることが大切だと思う 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「そう思う」は、「「30～39 歳」で 75.6%と最も高く、次いで「70歳以上」が 66.1%、「50～59 歳」

が 64.8%、「60～69 歳」が 63.2%と、いずれも 6割以上を占めていることから、強い肯定的意識が

うかがえる。それに対して、「「40～49 歳」は 42.6%と、唯一過半数を下回っている。一方、「「そう

思わない」はどの年齢層も 10%以下である。また、「「どちらともいえない」は「「18～29 歳」で 43.6%、

「「40～49 歳」で 44.4%と非常に高く、人権侵害の当事者でない人にとっては、当事者が声を上げ

る行為は受け止めづらい面があり、その結果として「「どちらともいえない」が高くなることも考

えられる。 

人権問題は、当事者が声を上げることで初めて可視化される。可視化によって、これまで見え

づらかった問題が社会全体の課題として共有され、解決に向けた方向 を見いだすことが可能と

なる。これは人権問題解決の基本的かつ重要な道筋である。また、当事者が声を上げることには

心理的・社会的な負担が大きく伴うため、社会全体で支える環境づくりが求められる。  

５．差別を受けている人たちが、社会に向けて声を上げることが大切だと思う(年齢層別) 
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回
答
数

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い

え

ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い

え

な
い

あ
ま
り
そ
う
思

わ

な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 46.4 34.0 13.1 1.9 1.6 2.9 80.4 3.5
373 173 127 49 7 6 11 300 13

100.0 59.0 28.2 7.7 2.6 2.6 0.0 87.2 5.2
39 23 11 3 1 1 0 34 2

100.0 51.1 40.0 6.7 2.2 0.0 0.0 91.1 2.2
45 23 18 3 1 0 0 41 1

100.0 37.0 44.4 14.8 0.0 0.0 3.7 81.4 0.0
54 20 24 8 0 0 2 44 0

100.0 45.9 28.4 16.2 1.4 2.7 5.4 74.3 4.1
74 34 21 12 1 2 4 55 3

100.0 46.8 32.9 15.2 1.3 1.3 2.5 79.7 2.6
79 37 26 12 1 1 2 63 2

100.0 42.4 39.0 13.6 3.4 0.0 1.7 81.4 3.4
59 25 23 8 2 0 1 48 2

100.0 47.8 17.4 13.0 4.3 8.7 8.7 65.2 13.0
23 11 4 3 1 2 2 15 3

＊「そう思う」・・・「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計　　＊「そう思わない」・・・「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

　問１５
６．差別をなくし、人権についての理解を深めるために、教育や啓発を続けることが必要

    だと思う

そ
う

思
う

そ
う

思
わ
な
い

全　　体

87.2 

91.1 

81.4 

74.3 

79.7 

81.4 

7.7 

6.7 

14.8 

16.2 

15.2 

13.6 

5.2 

2.2 

0.0 

4.1 

2.6 

3.4 

0.0 

0.0 

3.7 

5.4 

2.5 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１５ 人権課題の解決に向けた考え

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

６．差別をなくし、人権についての理解を深めるために、教育や啓発を続けることが必要だと思

う 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべての年齢層で「そう思う」の割合が高く、特に「39 歳以下」では 9割近くを占めており、

若年層ほど人権教育や啓発の必要 を強く意識していることがうかがえる。一方、「40 歳以上」

では「「どちらともいえない」が 13.6%～16.2%と、判断を保留する層が一定数存在していると考え

られる。また、「そう思わない」はすべての年齢層で 5%以下にとどまり、人権教育・啓発の取組

に否定的な意識は非常に少ないことが特徴である。 

これらの結果から、年齢に関係なく、人権教育・啓発を進めることに前向きな意識を持つ人が

多いといえる。 

  

６．差別をなくし、人権についての理解を深めるために、教育や啓発を続けることが必要だと思う(年齢層別) 
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回
答
数

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い

え

ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い

え

な
い

あ
ま
り
そ
う
思

わ

な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 30.0 27.3 30.6 5.1 4.3 2.7 57.3 9.4
373 112 102 114 19 16 10 214 35

100.0 28.2 35.9 28.2 2.6 5.1 0.0 64.1 7.7
39 11 14 11 1 2 0 25 3

100.0 40.0 24.4 24.4 4.4 6.7 0.0 64.4 11.1
45 18 11 11 2 3 0 29 5

100.0 22.2 31.5 31.5 9.3 1.9 3.7 53.7 11.2
54 12 17 17 5 1 2 29 6

100.0 31.1 20.3 36.5 8.1 1.4 2.7 51.4 9.5
74 23 15 27 6 1 2 38 7

100.0 29.1 29.1 31.6 3.8 3.8 2.5 58.2 7.6
79 23 23 25 3 3 2 46 6

100.0 35.6 30.5 27.1 1.7 1.7 3.4 66.1 3.4
59 21 18 16 1 1 2 39 2

100.0 17.4 17.4 30.4 4.3 21.7 8.7 34.8 26.0
23 4 4 7 1 5 2 8 6

＊「そう思う」・・・「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計　　＊「そう思わない」・・・「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

　問１５
７．人権問題は、まず行政が責任を持って取り組むべきだと思う そ

う

思
う

そ
う

思
わ
な
い

全　　体

64.1 

64.4 

53.7 

51.4 

58.2 

66.1 

28.2 

24.4 

31.5 

36.5 

31.6 

27.1 

7.7 

11.1 

11.2 

9.5 

7.6 

3.4 

0.0 

0.0 

3.7 

2.7 

2.5 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１５ 人権課題の解決に向けた考え

７． 人権問題は、まず行政が責任を持って取り組むべきだと思う (年齢層別)

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

７．人権問題は、まず行政が責任を持って取り組むべきだと思う 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「そう思う」は、「39歳以下」と「70 歳以上」で 6割以上、「40～69 歳」でも 5割を超える高い

割合を示しており、行政に対する期待の表れであるといえる。一方で、「どちらともいえない」と

「「そう思わない」を合わせると 4 割前後となっており、行政の役割を必ずしも明確に捉えていな

い層が一定数存在することがうかがえる。 

「「人権問題の解決は行政の責務である」と言われて久しいが、各市町村の「職員人権意識調査」

によれば、その根拠や必然 への理解・認識は、以前よりも薄れている傾向が見受けられる。 

これは、「なぜ行政の責務なのか」という人権行政の基本理念が、組織内で十分に共有されてい

ない現状を示唆している。 

本来、私たちの社会規範は「日本国憲法」に基づいて形成されており、その理念を具体的に保

障し、執行することは行政（国）の重要な役割である。しかし近年、日本国憲法に触れる機会そ

のものが減少しているように感じられる面もあり、人権行政への理解が十分に広がらない背景に

は、こうした学習機会の不足も少なからず影響している可能 がある。  
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回
答
数

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い

え

ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い

え

な
い

あ
ま
り
そ
う
思

わ

な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 6.2 7.2 16.9 19.6 46.4 3.8 13.4 66.0
373 23 27 63 73 173 14 50 246

100.0 0.0 10.3 23.1 17.9 48.7 0.0 10.3 66.6
39 0 4 9 7 19 0 4 26

100.0 4.4 4.4 20.0 22.2 48.9 0.0 8.8 71.1
45 2 2 9 10 22 0 4 32

100.0 7.4 0.0 14.8 22.2 51.9 3.7 7.4 74.1
54 4 0 8 12 28 2 4 40

100.0 5.4 5.4 21.6 18.9 44.6 4.1 10.8 63.5
74 4 4 16 14 33 3 8 47

100.0 7.6 10.1 13.9 17.7 46.8 3.8 17.7 64.5
79 6 8 11 14 37 3 14 51

100.0 8.5 10.2 15.3 22.0 39.0 5.1 18.7 61.0
59 5 6 9 13 23 3 11 36

100.0 8.7 13.0 4.3 13.0 47.8 13.0 21.7 60.8
23 2 3 1 3 11 3 5 14

＊「そう思う」・・・「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計　　＊「そう思わない」・・・「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

　問１５
８．差別は口に出さず、そっとしておけば、いずれなくなると思う そ

う

思
う

そ
う

思
わ
な
い

全　　体

10.3 

8.8 

7.4 

10.8 

17.7 

18.7 

23.1 

20.0 

14.8 

21.6 

13.9 

15.3 

66.6 

71.1 

74.1 

63.5 

64.5 

61.0 

0.0 

0.0 

3.7 

4.1 

3.8 

5.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１５ 人権課題の解決に向けた考え

８．差別は口に出さず、そっとしておけば、いずれなくなると思う (年齢層別)

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

８．差別は口に出さず、そっとしておけば、いずれなくなると思う 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「そう思わない」は「40～49 歳」で 74.1%と最も高く、「30～39 歳」でも 71.1%と 7割を超えて

いる。その他の年齢層も 6割台となっており、いわゆる「「寝た子を起こすな論」に対して強い否

定的な意識がみられる。 

一方で、「そう思う」は「70 歳以上」で 18.7%と最も高く、全体としても 1～2割程度存在して

いる。また、「どちらともいえない」は 13.9%～23.1%で、特に「18～29 歳」で 23.1%、「「30～39 歳」

で 20.0%と、若年層で 2割前後と比較的高い割合を示している。さらに、「「そう思う」と「どちら

ともいえない」を合わせると、約 3割が「寝た子を起こすな論」を肯定的に受け止めていること

となり、年齢にかかわらず、この考え方が一定程度存在していることがわかる。 
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回
答
数

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い

え

ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も
い

え

な
い

あ
ま
り
そ
う
思

わ

な
い

そ
う
思
わ
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 2.1 4.6 15.8 22.3 52.0 3.2 6.7 74.3
373 8 17 59 83 194 12 25 277

100.0 0.0 2.6 15.4 28.2 53.8 0.0 2.6 82.0
39 0 1 6 11 21 0 1 32

100.0 0.0 2.2 2.2 40.0 55.6 0.0 2.2 95.6
45 0 1 1 18 25 0 1 43

100.0 5.6 0.0 16.7 22.2 51.9 3.7 5.6 74.1
54 3 0 9 12 28 2 3 40

100.0 2.7 1.4 21.6 17.6 52.7 4.1 4.1 70.3
74 2 1 16 13 39 3 3 52

100.0 2.5 3.8 20.3 15.2 54.4 3.8 6.3 69.6
79 2 3 16 12 43 3 5 55

100.0 1.7 15.3 15.3 25.4 40.7 1.7 17.0 66.1
59 1 9 9 15 24 1 10 39

100.0 0.0 8.7 8.7 8.7 60.9 13.0 8.7 69.6
23 0 2 2 2 14 3 2 16

＊「そう思う」・・・「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計　　＊「そう思わない」・・・「そう思わない」と「あまりそう思わない」の合計

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　　上段：割合（％）　下段：回答数（人）

　問１５
９．人権問題は、差別を受けている人の問題であって、自分には関係ない そ

う

思
う

そ
う

思
わ
な
い

全　　体

2.6 

2.2 

5.6 

4.1 

6.3 

17.0 

15.4 

2.2 

16.7 

21.6 

20.3 

15.3 

82.0 

95.6 

74.1 

70.3 

69.6 

66.1 

0.0 

0.0 

3.7 

4.1 

3.8 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１５ 人権課題の解決に向けた考え

９．人権問題は、差別を受けている人の問題であって、自分には関係ない(年齢層別)

そう思う どちらともいえない そう思わない 不明・無回答

９．人権問題は、差別を受けている人の問題であって、自分には関係ない 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「そう思わない」は「30～39 歳」で 95.6%（45 人中 43 人）、「18～29 歳」で 82.0%（39 人中 32

人）と高く、若年層の 8割～9 割が「人権問題は自分にも関係がある」と捉えていることがうか

がえる。「40～59 歳」では 7 割程度、「60 歳以上」では 6 割程度と、年齢が上がるにつれて割合

は低下する傾向がみられる。 

一方で、「そう思う」は「70 歳以上」で 17.0%（59 人中 10 人）と比較的高く、「差別は当事者

の問題であり、自分とは関係ない」と捉える意識が、他の年齢層に比べて強い傾向がみられる。 

また、「どちらともいえない」は「50～59 歳」で 21.6%「（74 人中 16人）、「60～69 歳」で 20.3%

「（79 人中 16 人）と 2 割を超えており、特に中高年層において判断を保留する人が一定数みられ

る。 

これらの結果から、人権問題についての考え方には、年齢層によって違いがあることがわかる。 
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回

答

数

重

点

を

置

く

べ

き

だ

と

思

う

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

重

点

を

置

く

べ

き

だ

と

思

う

あ

ま

り

重

点

を

置

く

べ

き

だ

と

は

思

わ

な

い

重

点

を

置

く

べ

き

だ

と

は

思

わ

な

い

わ

か

ら

な

い

不

明

・

無

回

答

100.0 30.3 42.4 8.3 2.9 11.5 4.6 72.7 11.2

373 113 158 31 11 43 17 271 42

100.0 46.4 37.0 5.9 0.8 7.0 2.9 83.4 6.7

373 173 138 22 3 26 11 311 25

100.0 39.4 42.1 7.5 1.3 6.4 3.2 81.5 8.8

373 147 157 28 5 24 12 304 33

100.0 48.0 38.3 4.3 0.3 6.2 2.9 86.3 4.6

373 179 143 16 1 23 11 322 17

100.0 28.2 34.9 15.8 6.4 11.8 2.9 63.1 22.2

373 105 130 59 24 44 11 235 83

100.0 25.7 36.5 15.5 4.6 13.9 3.8 62.2 20.1

373 96 136 58 17 52 14 232 75

100.0 21.4 34.9 20.1 5.9 13.9 3.8 56.3 26.0

373 80 130 75 22 52 14 210 97

100.0 32.2 35.9 11.5 5.1 11.8 3.5 68.1 16.6

373 120 134 43 19 44 13 254 62

100.0 31.9 33.8 12.9 3.5 13.7 4.3 65.7 16.4

373 119 126 48 13 51 16 245 61

100.0 35.1 35.4 9.1 1.6 15.0 3.8 70.5 10.7

373 131 132 34 6 56 14 263 40

100.0 24.7 31.4 16.6 3.5 18.8 5.1 56.1 20.1

373 92 117 62 13 70 19 209 75

　　　   上段：割合（％）　下段：回答数（人）

９．インターネットやＳＮＳによる人権
     侵害に関する問題

⒑ 災害に起因する人権に関する
     問題

　問１６
重点を置くべきだと思う人権課題

全
　
　
　
　
体

１．女性の人権に関する問題

２．子どもの人権に関する問題

３．高齢者の人権に関する問題

４．障がい者の人権に関する問題

５．部落差別（同和問題）に関する
     問題

重

点

を

置

く

べ

き

だ

と

思

う

重

点

を

置

く

べ

き

だ

と

は

思

わ

な

い

＊「重点を置くべきだと思う」…「重点を置くべきだと思う」と「どちらかといえば重点を置くべきだと思う」の合計

＊「重点を置くべきだとは思わない」…「重点を置くべきだとは思わない」と「あまり重点を置くべきだとは思わない」の合計

⒒ ヘイトスピーチによる人権侵害に
     関する問題

６．性的少数者の人権に関する問題

７．日本に住んでいる外国人や外国
     にルーツのある人の人権に関す
     る問題
８．感染症（新型コロナウイルス感染
     症・HIV/エイズ・ハンセン病など）
     による人権侵害に関する問題

第４章 添田町が実施している人権施策について 

４－１ 重点を置くべきだと思う人権課題 

 

 

 

１）全体①  

全体②（３分類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問 16 現代社会には、さまざまな人権課題がありますが、添田町が人権施策を行うにあたって、どの

人権課題に重点を置くべきだと思いますか。 

＊「重点を置くべきだと思う」…「重点を置くべきだと思う」と「どちらかといえば重点を
置くべきだと思う」の合計 

＊「重点を置くべきだとは思わない」…「重点を置くべきだとは思わない」と「あまり重点
を置くべきだとは思わない」の合計 

＊「わからない」 
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72.7 

83.4 

81.5 

86.3 

63.1 

62.2 

56.3 

68.1 

65.7 

70.5 

56.1 

11.2 
6.7 

8.8 
4.6 

22.2 

20.1 

26.0 

16.6 

16.4 

10.7 

20.1 

11.5 

7.0 
6.4 

6.2 

11.8 

13.9 

13.9 

11.8 

13.7 

15.0 

18.8 

4.6 

2.9 

3.2 

2.9 

2.9 

3.8 

3.8 

3.5 

4.3 

3.8 

5.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．女性の人権に関する問題

２．子どもの人権に関する問題

３．高齢者の人権に関する問題

４．障がい者の人権に関する問題

５．部落差別（同和問題）に関する問題

６．性的少数者の人権に関する問題

９．インターネットやＳＮＳによる人権侵害に関する問題

１０．災害に起因する人権に関する問題

１１．ヘイトスピーチによる人権侵害に関する問題

問１６ 重点を置くべきだと思う人権課題(全体②)

重点を置くべきだと思う 重点を置くべきだとは思わない わからない 不明・無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体としては、いずれの項目も「「重点を置くべきだと思う」は、過半数を超えており、多くの

町民が、すべての人権課題を重要と考えていることがわかる。なかでも、「障がい者」（86.3%）、

「「 ども」（83.4%）、「高齢者」（81.5%）といった、日常生活や地域社会の中で身近に感じやすい

人々に関する人権課題ほど、関心が高い傾向がみられる。 

一方で、「部落差別」（63.1%）、「性的少数者」（62.2%）、「日本に住んでいる外国人や外国にルー

ツのある人」（56.3%）、「ヘイトスピーチによる人権侵害」（56.1%）など、歴史的「 社会的背景を

持つ差別や、外国人や外国にルーツのある人に関わる人権問題については、相対的に関心が低い

傾向がみられる。 

人権教育 啓発を進めるにあたっては、「周縁化」や「不可視化」といった現象に十分留意する

必要がある。多くの町民が関心を寄せる人権課題を取り上げることは、差別や人権問題を「「自分

ごと」として考えるきっかけとなり、とても重要である。 

しかし、社会の中では、マスコミ報道などを通じて注目を集めやすいテーマが中心に扱われる

傾向がある。その一方で、少数者や社会的弱者の立場にある人たちの声や悩みは取り上げられに

くく、関心の輪の外に置かれてしまうことがある。その結果、こうした人びとの抱える課題は「「周

りに追いやられ（周縁化）」、本来存在しているにもかかわらず「「見えにくくなる（不可視化）」状

況に陥ることがある。 

だが、いずれの人権課題も、当事者にとっては日々の生活や尊厳に関わる「「切実な問題」であ

る。このことを踏まえ、人権施策を推進していくことが求められる。 

  

７．日本に住んでいる外国人や外国にルーツのある人 

の人権に関する問題 

８．感染症（新型コロナウイルス感染症・HIV/エイズ・ 

ハンセン病など）による人権侵害に関する問題 
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84.6 

73.3 

66.7 

78.3 

72.1 

71.1 

10.2 

13.3 

14.8 

9.5 

7.6 

13.6 

2.6 

11.1 

13.0 

8.1 

16.5 

13.6 

2.6 

2.2 

5.6 

4.1 

3.8 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１６ 重点を置くべきだと思う人権課題

１．女性の人権に関する問題(年齢層別)

重点を置くべきだと思う 重点を置くべきだとは思わない わからない 不明・無回答

　　　　　　　　　　　

１．女性の人権に関する問題

回
答
数

重
点
を
置
く
べ
き

だ
と
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
重
点
を
置
く
べ

き
だ
と
思
う

あ
ま
り
重
点
を
置

く
べ
き
だ
と
は
思

わ
な
い

重
点
を
置
く
べ
き

だ
と
は
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 30.3 42.4 8.3 2.9 11.5 4.6 72.7 11.2
373 113 158 31 11 43 17 271 42

100.0 25.6 59.0 5.1 5.1 2.6 2.6 84.6 10.2
39 10 23 2 2 1 1 33 4

100.0 33.3 40.0 8.9 4.4 11.1 2.2 73.3 13.3
45 15 18 4 2 5 1 33 6

100.0 27.8 38.9 14.8 0.0 13.0 5.6 66.7 14.8
54 15 21 8 0 7 3 36 8

100.0 43.2 35.1 5.4 4.1 8.1 4.1 78.3 9.5
74 32 26 4 3 6 3 58 7

100.0 31.6 40.5 6.3 1.3 16.5 3.8 72.1 7.6
79 25 32 5 1 13 3 57 6

100.0 20.3 50.8 10.2 3.4 13.6 1.7 71.1 13.6
59 12 30 6 2 8 1 42 8

100.0 17.4 34.8 8.7 4.3 13.0 21.7 52.2 13.0
23 4 8 2 1 3 5 12 3

重
点
を

置
く
べ
き
だ

と
思
う

重
点
を

置
く
べ
き
だ

と
は
思

わ
な
い

上段：割合（％）　下段：回答数（人）

＊「重点を置くべきだと思う」…「重点を置くべきだと思う」と「どちらかといえば重点を置くべきだと思う」の合計

＊「重点を置くべきだとは思わない」…「重点を置くべきだとは思わない」と「あまり重点を置くべきだとは思わない」の合計

　問１６

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

１．女性の人権に関する問題 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「重点を置くべきだと思う」は、すべての年齢層で 66.7%～84.6%を占めており、女性の人権に

関する問題を重視する傾向がうかがえる。特に「「18～29 歳」は 84.6%と最も高く、若年層ほど関

心が強い傾向がみられる。 

一方で、「40～49 歳」は「「重点を置くべきだと思う」が 66.7%と他の年齢層に比べてやや低く、

「「重点を置くべきだとは思わない」が 14.8%、「わからない」が 13.0%と比較的高い割合を占めて

いる。 

また、「わからない」は、「60～69 歳」で 16.5%と最も高く、考えが定まっていない人が一定数

みられる。 
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92.3 

86.7 

79.6 

82.4 

83.5 

83.1 

5.1 

8.9 

7.4 

6.8 

6.3 

6.8 

2.6 

4.4 

9.3 

6.8 

8.9 

8.5 

0.0 

0.0 

3.7 

4.1 

1.3 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１６ 重点を置くべきだと思う人権課題

２．子どもの人権に関する問題(年齢層別)

重点を置くべきだと思う 重点を置くべきだとは思わない わからない 不明・無回答

　　　　　　　　　　　

回
答
数

重
点
を
置
く
べ
き

だ
と
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
重
点
を
置
く
べ

き
だ
と
思
う

あ
ま
り
重
点
を
置

く
べ
き
だ
と
は
思

わ
な
い

重
点
を
置
く
べ
き

だ
と
は
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 46.4 37.0 5.9 0.8 7.0 2.9 83.4 6.7
373 173 138 22 3 26 11 311 25

100.0 51.3 41.0 5.1 0.0 2.6 0.0 92.3 5.1
39 20 16 2 0 1 0 36 2

100.0 55.6 31.1 6.7 2.2 4.4 0.0 86.7 8.9
45 25 14 3 1 2 0 39 4

100.0 38.9 40.7 7.4 0.0 9.3 3.7 79.6 7.4
54 21 22 4 0 5 2 43 4

100.0 48.6 33.8 5.4 1.4 6.8 4.1 82.4 6.8
74 36 25 4 1 5 3 61 5

100.0 48.1 35.4 6.3 0.0 8.9 1.3 83.5 6.3
79 38 28 5 0 7 1 66 5

100.0 39.0 44.1 5.1 1.7 8.5 1.7 83.1 6.8
59 23 26 3 1 5 1 49 4

100.0 43.5 30.4 4.3 0.0 4.3 17.4 73.9 4.3
23 10 7 1 0 1 4 17 1

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

＊「重点を置くべきだと思う」…「重点を置くべきだと思う」と「どちらかといえば重点を置くべきだと思う」の合計

＊「重点を置くべきだとは思わない」…「重点を置くべきだとは思わない」と「あまり重点を置くべきだとは思わない」の合計

２．子どもの人権に関する問題

上段：割合（％）　下段：回答数（人）

　問１６
重
点
を

置
く
べ
き
だ

と
思
う

重
点
を

置
く
べ
き
だ

と
は
思

わ
な
い

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

２．子どもの人権に関する問題 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「重点を置くべきだと思う」は、すべての年齢層で 79.6%～92.3%と非常に高く、 どもの人権

に対する関心の高さがうかがえる。特に「18～29 歳」は 92.3%と最も高く、若年層ほど どもの

人権問題を重視する傾向がみられる。 

一方で、「40～49 歳」では「重点を置くべきだと思う」が 79.6%と他の年齢層に比べてやや低

く、「わからない」が 9.3%と最も高い。 

また、「重点を置くべきだとは思わない」は、いずれの年齢層でも 5～9%程度にとどまっており、

否定的な意見は全体として少ないことが特徴である。 
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89.7 

77.8 

75.9 

83.7 

81.0 

86.5 

7.7 

17.7 

11.1 

6.8 

5.1 

8.5 

2.6 

4.4 

9.3 

5.4 

10.1 

5.1 

0.0 

0.0 

3.7 

4.1 

3.8 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１６ 重点を置くべきだと思う人権課題

３．高齢者の人権に関する問題(年齢層別)

重点を置くべきだと思う 重点を置くべきだとは思わない わからない 不明・無回答

　　　　　　　　　　　

回
答
数

重
点
を
置
く
べ
き

だ
と
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
重
点
を
置
く
べ

き
だ
と
思
う

あ
ま
り
重
点
を
置

く
べ
き
だ
と
は
思

わ
な
い

重
点
を
置
く
べ
き

だ
と
は
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 39.4 42.1 7.5 1.3 6.4 3.2 81.5 8.8
373 147 157 28 5 24 12 304 33

100.0 33.3 56.4 7.7 0.0 2.6 0.0 89.7 7.7
39 13 22 3 0 1 0 35 3

100.0 31.1 46.7 13.3 4.4 4.4 0.0 77.8 17.7
45 14 21 6 2 2 0 35 8

100.0 27.8 48.1 11.1 0.0 9.3 3.7 75.9 11.1
54 15 26 6 0 5 2 41 6

100.0 45.9 37.8 4.1 2.7 5.4 4.1 83.7 6.8
74 34 28 3 2 4 3 62 5

100.0 43.0 38.0 5.1 0.0 10.1 3.8 81.0 5.1
79 34 30 4 0 8 3 64 4

100.0 47.5 39.0 6.8 1.7 5.1 0.0 86.5 8.5
59 28 23 4 1 3 0 51 5

100.0 39.1 30.4 8.7 0.0 4.3 17.4 69.5 8.7
23 9 7 2 0 1 4 16 2

＊「重点を置くべきだと思う」…「重点を置くべきだと思う」と「どちらかといえば重点を置くべきだと思う」の合計

＊「重点を置くべきだとは思わない」…「重点を置くべきだとは思わない」と「あまり重点を置くべきだとは思わない」の合計

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

上段：割合（％）　下段：回答数（人）

　問１６
３．高齢者の人権に関する問題 重

点
を

置
く
べ
き
だ

と
思
う

重
点
を

置
く
べ
き
だ

と
は
思

わ
な
い

全　　体

３．高齢者の人権に関する問題 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「重点を置くべきだと思う」は、「18～29 歳」で 89.7%と最も高く、「70歳以上」で 86.5%、「50

～59 歳」で 83.7%、「60～69 歳」で 81.0%と、いずれも 8割を超えており、すべての年齢層で「高

齢者の人権に関する問題」への関心の高さがうかがえる。一方、「「30～39 歳」では 77.8%、「「40～

49 歳」では 75.9%と、他の年齢層に比べてやや低くなっている。 

また、「重点を置くべきだとは思わない」は、「30～39 歳」で 17.7%と最も高く、「40～49 歳」

では 11.1%となっており、他の年齢層と比べて否定的な意見がやや多いことがわかる。 

さらに、「「60～69 歳」では「わからない」が 10.1%でやや高く、考えが十分に定まっていない人

が一定数みられる。 
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97.4 
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7.6 
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2.5 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１６ 重点を置くべきだと思う人権課題

４．障がい者の人権に関する問題(年齢層別)

重点を置くべきだと思う 重点を置くべきだとは思わない わからない 不明・無回答

　　　　　　　　　　　

回
答
数

重
点
を
置
く
べ
き

だ
と
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
重
点
を
置
く
べ

き
だ
と
思
う

あ
ま
り
重
点
を
置

く
べ
き
だ
と
は
思

わ
な
い

重
点
を
置
く
べ
き

だ
と
は
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 48.0 38.3 4.3 0.3 6.2 2.9 86.3 4.6
373 179 143 16 1 23 11 322 17

100.0 43.6 53.8 0.0 0.0 2.6 0.0 97.4 0.0
39 17 21 0 0 1 0 38 0

100.0 46.7 44.4 4.4 2.2 2.2 0.0 91.1 6.6
45 21 20 2 1 1 0 41 3

100.0 46.3 35.2 5.6 0.0 9.3 3.7 81.5 5.6
54 25 19 3 0 5 2 44 3

100.0 50.0 36.5 4.1 0.0 5.4 4.1 86.5 4.1
74 37 27 3 0 4 3 64 3

100.0 51.9 32.9 5.1 0.0 7.6 2.5 84.8 5.1
79 41 26 4 0 6 2 67 4

100.0 50.8 35.6 5.1 0.0 6.8 1.7 86.4 5.1
59 30 21 3 0 4 1 51 3

100.0 34.8 39.1 4.3 0.0 8.7 13.0 73.9 4.3
23 8 9 1 0 2 3 17 1

＊「重点を置くべきだと思う」…「重点を置くべきだと思う」と「どちらかといえば重点を置くべきだと思う」の合計

＊「重点を置くべきだとは思わない」…「重点を置くべきだとは思わない」と「あまり重点を置くべきだとは思わない」の合計

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

上段：割合（％）　下段：回答数（人）

　問１６
４．障がい者の人権に関する問題 重

点
を

置
く
べ
き
だ

と
思
う

重
点
を

置
く
べ
き
だ

と
は
思

わ
な
い

全　　体

４．障がい者の人権に関する問題 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「重点を置くべきだと思う」は、すべての年齢層で 80%を超えており、関心の高さがうかがえる。

特に「18～29 歳」で 97.4%、「30～39 歳」では 91.1%と、若年層の関心の高さが際立っている。 

一方で、「重点を置くべきだとは思わない」はいずれの年齢層でも一桁台にとどまっており、

否定的な意見は極めて少ないことが特徴である。 
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74.4 

66.6 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１６ 重点を置くべきだと思う人権課題

５．部落差別（同和問題）に関する問題(年齢層別)

重点を置くべきだと思う 重点を置くべきだとは思わない わからない 不明・無回答

　　　　　　　　　　　

回
答
数

重
点
を
置
く
べ
き

だ
と
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
重
点
を
置
く
べ

き
だ
と
思
う

あ
ま
り
重
点
を
置

く
べ
き
だ
と
は
思

わ
な
い

重
点
を
置
く
べ
き

だ
と
は
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 28.2 34.9 15.8 6.4 11.8 2.9 63.1 22.2
373 105 130 59 24 44 11 235 83

100.0 35.9 38.5 17.9 5.1 2.6 0.0 74.4 23.0
39 14 15 7 2 1 0 29 9

100.0 33.3 33.3 11.1 11.1 11.1 0.0 66.6 22.2
45 15 15 5 5 5 0 30 10

100.0 13.0 40.7 20.4 7.4 13.0 5.6 53.7 27.8
54 7 22 11 4 7 3 29 15

100.0 31.1 36.5 12.2 8.1 9.5 2.7 67.6 20.3
74 23 27 9 6 7 2 50 15

100.0 32.9 27.8 13.9 6.3 16.5 2.5 60.7 20.2
79 26 22 11 5 13 2 48 16

100.0 27.1 35.6 22.0 3.4 10.2 1.7 62.7 25.4
59 16 21 13 2 6 1 37 15

100.0 17.4 34.8 13.0 0.0 21.7 13.0 52.2 13.0
23 4 8 3 0 5 3 12 3

＊「重点を置くべきだと思う」…「重点を置くべきだと思う」と「どちらかといえば重点を置くべきだと思う」の合計

＊「重点を置くべきだとは思わない」…「重点を置くべきだとは思わない」と「あまり重点を置くべきだとは思わない」の合計

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

上段：割合（％）　下段：回答数（人）

　問１６
５．部落差別（同和問題）に関する問題 重

点
を

置
く
べ
き
だ

と
思
う

重
点
を

置
く
べ
き
だ

と
は
思

わ
な
い

全　　体

５．部落差別（同和問題）に関する問題 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「重点を置くべきだと思う」は、すべての年齢層で 50%を上回っており、一定の関心が示されて

いる。「18～29 歳」では 74.4%と最も高い一方、「40～49 歳」は 53.7%と最も低く、年齢層による

意識の差がみられる。 

一方で、「「重点を置くべきだとは思わない」は、いずれの年齢層でも 20%台となっている。全体

としては肯定的な意見が多数を占めているものの、年齢層によって受け止め方に違いがみられる。

特に「40～49 歳」では、「重点を置くべきだとは思わない」が 27.8%を占めていることに加え、

「「わからない」も 13.0%と相対的に高く、この年齢層では関心や認識の程度にばらつきがみられ

る。 
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76.9 

68.9 

55.5 

67.5 

60.8 

52.5 

18.0 

24.5 

25.9 

16.2 

15.2 

27.1 

5.1 

6.7 

14.8 

12.2 

20.3 

16.9 

0.0 

0.0 

3.7 

4.1 

3.8 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１６ 重点を置くべきだと思う人権課題

６．性的少数者の人権に関する問題(年齢層別)

重点を置くべきだと思う 重点を置くべきだとは思わない わからない 不明・無回答

　　　　　　　　　　　

回
答
数

重
点
を
置
く
べ
き

だ
と
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
重
点
を
置
く
べ

き
だ
と
思
う

あ
ま
り
重
点
を
置

く
べ
き
だ
と
は
思

わ
な
い

重
点
を
置
く
べ
き

だ
と
は
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 25.7 36.5 15.5 4.6 13.9 3.8 62.2 20.1
373 96 136 58 17 52 14 232 75

100.0 33.3 43.6 10.3 7.7 5.1 0.0 76.9 18.0
39 13 17 4 3 2 0 30 7

100.0 33.3 35.6 17.8 6.7 6.7 0.0 68.9 24.5
45 15 16 8 3 3 0 31 11

100.0 18.5 37.0 18.5 7.4 14.8 3.7 55.5 25.9
54 10 20 10 4 8 2 30 14

100.0 29.7 37.8 13.5 2.7 12.2 4.1 67.5 16.2
74 22 28 10 2 9 3 50 12

100.0 26.6 34.2 10.1 5.1 20.3 3.8 60.8 15.2
79 21 27 8 4 16 3 48 12

100.0 18.6 33.9 27.1 0.0 16.9 3.4 52.5 27.1
59 11 20 16 0 10 2 31 16

100.0 17.4 34.8 8.7 4.3 17.4 17.4 52.2 13.0
23 4 8 2 1 4 4 12 3

＊「重点を置くべきだと思う」…「重点を置くべきだと思う」と「どちらかといえば重点を置くべきだと思う」の合計

＊「重点を置くべきだとは思わない」…「重点を置くべきだとは思わない」と「あまり重点を置くべきだとは思わない」の合計

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

上段：割合（％）　下段：回答数（人）

　問１６
６．性的少数者の人権に関する問題 重

点
を

置
く
べ
き
だ

と
思
う

重
点
を

置
く
べ
き
だ

と
は
思

わ
な
い

全　　体

６．性的少数者の人権に関する問題 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「重点を置くべきだと思う」は、すべての年齢層で 50%を上回っており、一定の関心がみられる。

特に「18～29 歳」では 76.9%と関心の高さがうかがえる。一方で、「70 歳以上」では 52.5%と最

も低く、年齢層によって受け止め方に違いがみられる。 

「「重点を置くべきだとは思わない」は、「30～39 歳」で 24.5%、「40～49 歳」で 25.9%、「70 歳以

上」で 27.1%と、いずれも 25%前後を占めており、一定の割合で否定的な意見が存在する。 

また、「わからない」は、「60～69 歳」が 20.3%、「70 歳以上」が 16.9%と比較的高く、高年層で

は判断が定まっていない人も一定数みられる。 
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58.9 

57.8 

50.0 

63.5 

58.2 

50.8 

33.3 

31.1 

37.1 

20.3 

16.5 

30.5 

5.1 

11.1 

9.3 

13.5 

21.5 

16.9 

2.6 

0.0 

3.7 

2.7 

3.8 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１６ 重点を置くべきだと思う人権課題

７．日本に住んでいる外国人や外国にルーツのある人の人権に関する問題(年齢層別)

重点を置くべきだと思う 重点を置くべきだとは思わない わからない 不明・無回答

　　　　　　　　　　　

回
答
数

重
点
を
置
く
べ
き

だ
と
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
重
点
を
置
く
べ

き
だ
と
思
う

あ
ま
り
重
点
を
置

く
べ
き
だ
と
は
思

わ
な
い

重
点
を
置
く
べ
き

だ
と
は
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 21.4 34.9 20.1 5.9 13.9 3.8 56.3 26.0
373 80 130 75 22 52 14 210 97

100.0 25.6 33.3 28.2 5.1 5.1 2.6 58.9 33.3
39 10 13 11 2 2 1 23 13

100.0 20.0 37.8 20.0 11.1 11.1 0.0 57.8 31.1
45 9 17 9 5 5 0 26 14

100.0 14.8 35.2 27.8 9.3 9.3 3.7 50.0 37.1
54 8 19 15 5 5 2 27 20

100.0 25.7 37.8 13.5 6.8 13.5 2.7 63.5 20.3
74 19 28 10 5 10 2 47 15

100.0 25.3 32.9 12.7 3.8 21.5 3.8 58.2 16.5
79 20 26 10 3 17 3 46 13

100.0 16.9 33.9 27.1 3.4 16.9 1.7 50.8 30.5
59 10 20 16 2 10 1 30 18

100.0 17.4 30.4 17.4 0.0 13.0 21.7 47.8 17.4
23 4 7 4 0 3 5 11 4

＊「重点を置くべきだと思う」…「重点を置くべきだと思う」と「どちらかといえば重点を置くべきだと思う」の合計

＊「重点を置くべきだとは思わない」…「重点を置くべきだとは思わない」と「あまり重点を置くべきだとは思わない」の合計

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

上段：割合（％）　下段：回答数（人）

　問１６
７．日本に住んでいる外国人や外国にルーツのある人の人権に関する問題 重

点
を

置
く
べ
き
だ

と
思
う

重
点
を

置
く
べ
き
だ

と
は
思

わ
な
い

全　　体

７．日本に住んでいる外国人や外国にルーツのある人の人権に関する問題 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「重点を置くべきだと思う」は、すべての年齢層で 50%以上であり、特に「「50～59 歳」では 63.5%

と最も高い割合を占めている。一方で、「70 歳以上」では 50.8%と最も低くなっている。 

「「重点を置くべきだとは思わない」は、「18～29 歳」で 33.3%、「30～39 歳」で 31.1%、「「40～49

歳」で 37.1%、「「70 歳以上」で 30.5%と、いずれも 30%台となっている。肯定 否定の差は小さく、

年齢層にかかわらず賛否が分かれている様 がうかがえる。 

また、「わからない」は、「60～69 歳」で 21.5%、「70 歳以上」で 16.9%と比較的高く、高年層で

は判断が定まっていない層も一定数みられる。 
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82.0 

73.3 

66.7 

68.9 

65.8 

59.3 

15.4 

22.2 

14.8 

16.3 

14.0 

20.3 

2.6 

4.4 

13.0 

10.8 

17.7 

16.9 

0.0 

0.0 

5.6 

4.1 

2.5 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１６ 重点を置くべきだと思う人権課題

重点を置くべきだと思う 重点を置くべきだとは思わない わからない 不明・無回答

　　　　　　　　　　　

回
答
数

重
点
を
置
く
べ
き

だ
と
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
重
点
を
置
く
べ

き
だ
と
思
う

あ
ま
り
重
点
を
置

く
べ
き
だ
と
は
思

わ
な
い

重
点
を
置
く
べ
き

だ
と
は
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 32.2 35.9 11.5 5.1 11.8 3.5 68.1 16.6
373 120 134 43 19 44 13 254 62

100.0 33.3 48.7 10.3 5.1 2.6 0.0 82.0 15.4
39 13 19 4 2 1 0 32 6

100.0 28.9 44.4 8.9 13.3 4.4 0.0 73.3 22.2
45 13 20 4 6 2 0 33 10

100.0 16.7 50.0 11.1 3.7 13.0 5.6 66.7 14.8
54 9 27 6 2 7 3 36 8

100.0 41.9 27.0 9.5 6.8 10.8 4.1 68.9 16.3
74 31 20 7 5 8 3 51 12

100.0 35.4 30.4 12.7 1.3 17.7 2.5 65.8 14.0
79 28 24 10 1 14 2 52 11

100.0 33.9 25.4 16.9 3.4 16.9 3.4 59.3 20.3
59 20 15 10 2 10 2 35 12

100.0 26.1 39.1 8.7 4.3 8.7 13.0 65.2 13.0
23 6 9 2 1 2 3 15 3

全　　体

上段：割合（％）　下段：回答数（人）

　問１６
８．感染症（新型コロナウイルス感染症・HIV/エイズ・ハンセン病など）による人権侵害に
    関する問題

重
点
を

置
く
べ
き
だ
と

思
う

重
点
を

置
く
べ
き
だ
と

は
思
わ

な
い

＊「重点を置くべきだと思う」…「重点を置くべきだと思う」と「どちらかといえば重点を置くべきだと思う」の合計

＊「重点を置くべきだとは思わない」…「重点を置くべきだとは思わない」と「あまり重点を置くべきだとは思わない」の合計

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

８．感染症（新型コロナウイルス感染症・HIV/エイズ・ハンセン病など）による人権侵害に関す

る問題 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「重点を置くべきだと思う」は、「18～29 歳」が 82.0%で最も高く、次いで「30～39 歳」が 73.3%、

「「50～59 歳」が 68.9%となっている。一方で、「70 歳以上」では 59.3%と、全体的に年齢が高くな

るほど「重点を置くべきと思う」の割合は低くなる傾向がみられる。 

また、「「わからない」は、「40～49 歳」で 13.0%、「60～69 歳」で 17.7%、「70 歳以上」で 16.9%

と比較的高く、高年層を中心に判断が定まっていない層が一定数みられる。 

  

８．感染症（新型コロナウイルス感染症・HIV/エイズ・ハンセン病など）による人権侵害に関する問題(年齢層別) 
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84.6 

77.8 

61.1 

66.2 

72.1 

49.1 

12.8 

11.1 

22.3 

21.6 

10.2 

20.3 

2.6 

8.9 

13.0 

6.8 

15.2 

27.1 

0.0 

2.2 

3.7 

5.4 

2.5 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１６ 重点を置くべきだと思う人権課題

９．インターネットやＳＮＳによる人権侵害に関する問題(年齢層別)

重点を置くべきだと思う 重点を置くべきだとは思わない わからない 不明・無回答

　　　　　　　　　　　

回
答
数

重
点
を
置
く
べ
き

だ
と
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
重
点
を
置
く
べ

き
だ
と
思
う

あ
ま
り
重
点
を
置

く
べ
き
だ
と
は
思

わ
な
い

重
点
を
置
く
べ
き

だ
と
は
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 31.9 33.8 12.9 3.5 13.7 4.3 65.7 16.4
373 119 126 48 13 51 16 245 61

100.0 41.0 43.6 7.7 5.1 2.6 0.0 84.6 12.8
39 16 17 3 2 1 0 33 5

100.0 37.8 40.0 4.4 6.7 8.9 2.2 77.8 11.1
45 17 18 2 3 4 1 35 5

100.0 25.9 35.2 16.7 5.6 13.0 3.7 61.1 22.3
54 14 19 9 3 7 2 33 12

100.0 35.1 31.1 16.2 5.4 6.8 5.4 66.2 21.6
74 26 23 12 4 5 4 49 16

100.0 35.4 36.7 8.9 1.3 15.2 2.5 72.1 10.2
79 28 29 7 1 12 2 57 8

100.0 23.7 25.4 20.3 0.0 27.1 3.4 49.1 20.3
59 14 15 12 0 16 2 29 12

100.0 17.4 21.7 13.0 0.0 26.1 21.7 39.1 13.0
23 4 5 3 0 6 5 9 3

＊「重点を置くべきだと思う」…「重点を置くべきだと思う」と「どちらかといえば重点を置くべきだと思う」の合計

＊「重点を置くべきだとは思わない」…「重点を置くべきだとは思わない」と「あまり重点を置くべきだとは思わない」の合計

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

上段：割合（％）　下段：回答数（人）

　問１６
９．インターネットやＳＮＳによる人権侵害に関する問題 重

点
を

置
く
べ
き
だ

と
思
う

重
点
を

置
く
べ
き
だ

と
は
思

わ
な
い

全　　体

９．インターネットやＳＮＳによる人権侵害に関する問題 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「重点を置くべきだと思う」は、「18～29 歳」が 84.6%で最も高く、次いで「30～39 歳」が 77.8%

となっており、特に若年層で関心が高い。一方で、「70 歳以上」は 49.1%と最も低く、年齢層に

よる意識の差がみられる。 

また、「わからない」は、「40～49 歳」で 13.0%、「60～69 歳」で 15.2%、「70 歳以上」で 27.1%

と比較的高い。 

日常的にインターネットや SNS を利用する機会が多い若年層では、このような人権侵害の危険

性を身近な問題として認識していることが、関心の高さにつながっていると考えられる。 
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84.6 

66.7 

64.8 

73.0 

73.4 

67.8 

5.1 

15.6 

16.7 

10.9 

6.3 

11.9 

7.7 

17.8 

14.8 

12.2 

17.7 

16.9 

2.6 

0.0 

3.7 

4.1 

2.5 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１６ 重点を置くべきだと思う人権課題

１０．災害に起因する人権に関する問題(年齢層別)

重点を置くべきだと思う 重点を置くべきだとは思わない わからない 不明・無回答

　　　　　　　　　　　

回
答
数

重
点
を
置
く
べ
き

だ
と
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
重
点
を
置
く
べ

き
だ
と
思
う

あ
ま
り
重
点
を
置

く
べ
き
だ
と
は
思

わ
な
い

重
点
を
置
く
べ
き

だ
と
は
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 35.1 35.4 9.1 1.6 15.0 3.8 70.5 10.7
373 131 132 34 6 56 14 263 40

100.0 41.0 43.6 5.1 0.0 7.7 2.6 84.6 5.1
39 16 17 2 0 3 1 33 2

100.0 31.1 35.6 8.9 6.7 17.8 0.0 66.7 15.6
45 14 16 4 3 8 0 30 7

100.0 29.6 35.2 16.7 0.0 14.8 3.7 64.8 16.7
54 16 19 9 0 8 2 35 9

100.0 39.2 33.8 6.8 4.1 12.2 4.1 73.0 10.9
74 29 25 5 3 9 3 54 8

100.0 35.4 38.0 6.3 0.0 17.7 2.5 73.4 6.3
79 28 30 5 0 14 2 58 5

100.0 37.3 30.5 11.9 0.0 16.9 3.4 67.8 11.9
59 22 18 7 0 10 2 40 7

100.0 26.1 30.4 8.7 0.0 17.4 17.4 56.5 8.7
23 6 7 2 0 4 4 13 2

＊「重点を置くべきだと思う」…「重点を置くべきだと思う」と「どちらかといえば重点を置くべきだと思う」の合計

＊「重点を置くべきだとは思わない」…「重点を置くべきだとは思わない」と「あまり重点を置くべきだとは思わない」の合計

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

上段：割合（％）　下段：回答数（人）

　問１６
１０．災害に起因する人権に関する問題 重

点
を

置
く
べ
き
だ

と
思
う

重
点
を

置
く
べ
き
だ

と
は
思

わ
な
い

全　　体

１０．災害に起因する人権に関する問題 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「重点を置くべきだと思う」は、「18～29 歳」が 84.6%で最も高く、次いで「60～69 歳」が 73.4%、

「「50～59 歳」が 73.0%と続いている。 

また、「わからない」は、「30～39 歳」で 17.8%、「60～69 歳」で 17.7%、「70 歳以上」で 16.9%

と比較的高くなっている。 
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66.7 

55.6 

51.8 

59.5 
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20.3 
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18.9 

19.0 

25.4 

0.0 

0.0 

7.4 

4.1 

2.5 

10.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１６ 重点を置くべきだと思う人権課題

１１．ヘイトスピーチによる人権侵害に関する問題(年齢層別)

重点を置くべきだと思う 重点を置くべきだとは思わない わからない 不明・無回答

　　　　　　　　　　　

回
答
数

重
点
を
置
く
べ
き

だ
と
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
重
点
を
置
く
べ

き
だ
と
思
う

あ
ま
り
重
点
を
置

く
べ
き
だ
と
は
思

わ
な
い

重
点
を
置
く
べ
き

だ
と
は
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

100.0 24.7 31.4 16.6 3.5 18.8 5.1 56.1 20.1
373 92 117 62 13 70 19 209 75

100.0 20.5 46.2 23.1 5.1 5.1 0.0 66.7 28.2
39 8 18 9 2 2 0 26 11

100.0 20.0 35.6 17.8 6.7 20.0 0.0 55.6 24.5
45 9 16 8 3 9 0 25 11

100.0 18.5 33.3 20.4 3.7 16.7 7.4 51.8 24.1
54 10 18 11 2 9 4 28 13

100.0 31.1 28.4 10.8 6.8 18.9 4.1 59.5 17.6
74 23 21 8 5 14 3 44 13

100.0 31.6 31.6 13.9 1.3 19.0 2.5 63.2 15.2
79 25 25 11 1 15 2 50 12

100.0 22.0 22.0 20.3 0.0 25.4 10.2 44.0 20.3
59 13 13 12 0 15 6 26 12

100.0 17.4 26.1 13.0 0.0 26.1 17.4 43.5 13.0
23 4 6 3 0 6 4 10 3

＊「重点を置くべきだと思う」…「重点を置くべきだと思う」と「どちらかといえば重点を置くべきだと思う」の合計

＊「重点を置くべきだとは思わない」…「重点を置くべきだとは思わない」と「あまり重点を置くべきだとは思わない」の合計

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

上段：割合（％）　下段：回答数（人）

　問１６
１１．ヘイトスピーチによる人権侵害に関する問題 重

点
を

置
く
べ
き
だ

と
思
う

重
点
を

置
く
べ
き
だ

と
は
思

わ
な
い

全　　体

１１．ヘイトスピーチによる人権侵害に関する問題 

２）年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「重点を置くべきだと思う」は、「18～29 歳」が 66.7%で最も高く、次いで「60～69 歳」が 63.2%、

「「50～59 歳」が 59.5%と続いている。一方、「70歳以上」は 44.0%で最も低く、年齢層によって関

心の度合いに差がみられる。 

また、「わからない」は、「30～39 歳」で 20.0%、「50～59 歳」で 18.9%、「60～69 歳」で 19.0%、

「「70 歳以上」で 25.4%と中高年層で比較的高くなっている。 
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１２．その他 

その他の記述内容は以下のとおりである。 

２）年齢層別 

〇18～29 歳(2 名) 

＊マイクロアグレッション 

＊外国人差別の問題には重点を置くべきだと思います。 

〇40～49 歳(2 名) 

＊低所得者、母 家庭 

＊外国人より日本人の方が差別されている。日本人を第１に 

〇50～59 歳(2 名) 

＊介護問題に関わる人権問題について 

＊人権関係の団体の活動内容などを団体自体が発信すること 
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68.6 

63.3 

38.9 

38.6 

33.0 

3.5 

1.6 

0.8 

2.4 

0% 35% 70%

わからない

特に思うことはない

その他

不明・無回答

問１７ 小学校・中学校で行う人権教育で大切だと思うこと(全体)

               上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

思
い
や
り
や
人
権
の
大
切
さ
な
ど

、
人

権
意
識
の
向
上
に
重
点
を
置
い
た
人
権

教
育
が
必
要
だ
と
思
う

ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
活
動
な
ど
の
体
験
を
通

じ
た
学
び
を
重
視
し
た
人
権
教
育
が
必

要
だ
と
思
う

誹
謗
中
傷
等
の
被
害
者
に
も
加
害
者
に

も
な
ら
な
い
よ
う

、
イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト

の
正
し
い
使
い
方
を
含
め
た
人
権
教
育

が
必
要
だ
と
思
う

学
校
で
の
人
権
学
習
を
子
ど
も
が
家
庭

で
も
考
え
る
機
会
に
つ
な
げ
る
こ
と
が

大
切
だ
と
思
う

子
ど
も
が
学
ん
だ
人
権
学
習
の
内
容
を

も

っ
と
地
域
全
体
に
も
発
信
し

、
啓
発

に
つ
な
げ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
う

特
に
思
う
こ
と
は
な
い

わ
か
ら
な
い

そ
の
他

不
明
・
無
回
答

100.0 63.3 38.6 68.6 38.9 33.0 1.6 3.5 0.8 2.4
373 236 144 256 145 123 6 13 3 9

100.0 69.2 23.1 69.2 41.0 35.9 2.6 0.0 0.0 0.0
39 27 9 27 16 14 1 0 0 0

100.0 64.4 37.8 71.1 35.6 40.0 4.4 2.2 0.0 0.0
45 29 17 32 16 18 2 1 0 0

100.0 51.9 46.3 66.7 33.3 37.0 0.0 1.9 3.7 1.9
54 28 25 36 18 20 0 1 2 1

100.0 71.6 37.8 73.0 43.2 28.4 1.4 5.4 0.0 2.7
74 53 28 54 32 21 1 4 0 2

100.0 68.4 39.2 72.2 38.0 30.4 1.3 1.3 0.0 2.5
79 54 31 57 30 24 1 1 0 2

100.0 55.9 40.7 64.4 42.4 39.0 1.7 6.8 0.0 3.4
59 33 24 38 25 23 1 4 0 2

100.0 52.2 43.5 52.2 34.8 13.0 0.0 8.7 4.3 8.7
23 12 10 12 8 3 0 2 1 2

小学校・中学校で行う人権教育で大切だと思うこと

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

　問１７

４－２ 小学校・中学校で行う人権教育で大切だと思うこと 

 

 

 

１）全体及び年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では、「誹謗中傷等の被害者にも加害者にもならないよう、インターネットの正しい使い

方を含めた人権教育が必要だと思う」が 68.6%と最も高く、次いで、「思いやりや人権の大切さな

問 17 あなたは、小学校 中学校（義務教育課程）で行う人権教育について、どのようなことが大

切だと思いますか。 

誹謗中傷等の被害者にも加害者にもならないよう、インターネットの正しい使
い方を含めた人権教育が必要だと思う  
思いやりや人権の大切さなど、人権意識の向上に重点を置いた人権教育が
必要だと思う  
学校での人権学習を子どもが家庭でも考える機会につなげることが大切だと
思う  
ボランティア活動などの体験を通じた学びを重視した人権教育が必要だと思う 
 
子どもが学んだ人権学習の内容をもっと地域全体にも発信し、啓発につなげ

ることが必要だと思う 
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69.2 64.4 

23.1 

37.8 

69.2 71.1 

41.0 
35.6 35.9 

40.0 

2.6 4.4 
0.0 

2.2 
0.0 0.0 0.0 0.0 

0%

20%

40%

60%

80%

１８～２９歳 ３０～３９歳

問１７ 小学校・中学校で行う人権教育で大切だと思うこと(年齢層別)

ボランティア活動などの体験を通じた学び

を重視した人権教育が必要だと思う

学校での人権学習を子どもが家庭でも考

える機会につなげることが大切だと思う

特に思うことはない

わからない

その他

不明・無回答

ど、人権意識の向上に重点を置いた人権教育が必要だと思う」が 63.3%で、いずれも 6割を超え

ている。しかし、「「思いやり」で人権問題は本当に解決できるのか。そもそも「「人権」とは何なの

か。これらの問いが人権問題の本質に関わる重要な課題を含んでいることを認識したうえで、小

学校 中学校における人権教育を進めていく必要がある。 

一方で、「学校での人権学習を どもが家庭でも考える機会につなげることが大切だと思う」

が 38.9%、「ボランティア活動などの体験を通じた学びを重視した人権教育が必要だと思う」が

38.6%、「 どもが学んだ人権学習の内容をもっと地域全体にも発信し、啓発につなげることが必

要だと思う」が 33.0%と 3 割台で、 どもの学びを家庭や地域にも広げていく取組については、

相対的に割合が低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いずれの年齢層も、「誹謗中傷等の被害者にも加害者にもならないよう、インターネットの正

しい使い方を含めた人権教育が必要だと思う」が最も高く、特に「30～39 歳」で 71.1%、「50～59

歳」で 73.0%、「60～69 歳」で 72.2%と、7割を超えている。 

また、「思いやりや人権の大切さなど、人権意識の向上に重点を置いた人権教育が必要だと思

う」も各年齢層で 5～7割前後、「「ボランティア活動などの体験を通じた学びを重視した人権教育

が必要だと思う」は「40～49 歳」で 46.3%と比較的高い割合を示している。 

さらに、「学校での人権学習を どもが家庭でも考える機会につなげることが大切だと思う」

は 3～4割前後で、年齢層による大きな差はみられない。 

一方で、「 どもが学んだ人権学習の内容をもっと地域全体にも発信し、啓発につなげること

が必要だと思う」は、「30～39 歳」で 40.0%、「70歳以上」で 39.0%と比較的高い傾向がみられる。 

  

51.9 

71.6 

46.3 
37.8 

66.7 
73.0 

33.3 
43.2 

37.0 
28.4 

0.0 1.4 1.9 5.4 3.7 
0.0 1.9 2.7 

0%

20%

40%

60%

80%

４０～４９歳 ５０～５９歳

思いやりや人権の大切さなど、人権意
識の向上に重点を置いた人権教育が必
要だと思う 
 
 
 
 
誹謗中傷等の被害者にも加害者にもな
らないよう、インターネットの正しい使い
方を含めた人権教育が必要だと思う 
 
 
 
 
子どもが学んだ人権学習の内容をもっ
と地域全体にも発信し、啓発につなげる
ことが必要だと思う 

68.4 

55.9 

39.2 40.7 

72.2 
64.4 

38.0 
42.4 

30.4 
39.0 

1.3 1.7 1.3 
6.8 

0.0 0.0 2.5 3.4 

0%

20%

40%

60%

80%

６０～６９歳 ７０歳以上
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11.8 

10.3 

15.6 

11.1 

10.8 

13.9 

11.9 

86.1 

89.7 

82.2 

87.0 

87.8 

83.5 

84.7 

2.1 

0.0 

2.2 

1.9 

1.4 

2.5 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

１ 参加の有無(全体・年齢層別)

参加したことがある 参加したことがない

不明・無回答

回
答
数

参
加
し
た

こ
と
が

あ
る

参
加
し
た

こ
と
が

な
い

不
明
・
無

回
答

100.0 11.8 86.1 2.1
373 44 321 8

100.0 10.3 89.7 0.0
39 4 35 0

100.0 15.6 82.2 2.2
45 7 37 1

100.0 11.1 87.0 1.9
54 6 47 1

100.0 10.8 87.8 1.4
74 8 65 1

100.0 13.9 83.5 2.5
79 11 66 2

100.0 11.9 84.7 3.4
59 7 50 2

100.0 4.3 91.3 4.3
23 1 21 1

１　参加の有無

上段：割合（％）　下段：回答数（人）

　問１８

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

４－３ 人権講演会や隣保館講演会への参加状況 

 

 

 

 

４－３－１ 参加の有無 

１）全体及び年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では、人権講演会や隣保館講演会に「参加したことがある」は 11.8%で、約 1割となって

いる。一方で、「参加したことがない」は 86.1%と大半を占めている。 

年齢層別では、「参加したことがある」は「30～39 歳」で 15.6%、「60～69 歳」で 13.9%とやや

高い傾向にあるものの、いずれの層でも「参加したことがない」が 8割を超えており、年齢層に

かかわらず参加率は低い状況となっている。 

  

問 18 過去５年間のうち、添田町の人権講演会や隣保館講演会への参加について、お答えください。 

１ 「講演会に参加したことがありますか」 

２ 「２．参加したことがない」と回答された方のみ「参加されなかった理由」をお答えください。 

問１８ 人権講演会や隣保館講演会への参加状況 
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38.9 

13.7 

11.5 

8.4 

8.1 

4.7 

4.0 

7.5 

3.1 

0% 20% 40%

そのような講演会・研修会があることを知らなかった

日程が合わなかった

平日は忙しくて都合がつかなかった

知っていたが、参加する気がなかった

職場の研修会などに参加しているため、参加しなかった

自分には関係ないと思い、参加しなかった

その他

不明・無回答 全体（N=321）

問１８ 人権講演会や隣保館講演会への参加状況

２ 参加しなかった理由(全体)

                 上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

自
分
に
は
関
係
な
い
と
思

い

、
参
加
し
な
か

っ
た

そ
の
よ
う
な
講
演
会
・
研

修
会
が
あ
る
こ
と
を
知
ら

な
か

っ
た

知

っ
て
い
た
が

、
参
加
す

る
気
が
な
か

っ
た

平
日
は
忙
し
く
て
都
合
が

つ
か
な
か

っ
た

日
程
が
合
わ
な
か

っ
た

職
場
の
研
修
会
な
ど
に
参

加
し
て
い
る
た
め

、
参
加

し
な
か

っ
た

人
権
に
つ
い
て
十
分
知

っ

て
い
る
の
で

、
受
け
る
必

要
が
な
い
と
思

っ
た

そ
の
他

不
明
・
無
回
答

100.0 4.0 38.9 8.4 11.5 13.7 8.1 4.7 7.5 3.1
321 13 125 27 37 44 26 15 24 10

100.0 2.9 51.4 5.7 2.9 14.3 11.4 2.9 5.7 2.9
35 1 18 2 1 5 4 1 2 1

100.0 0.0 51.4 10.8 10.8 10.8 8.1 0.0 2.7 5.4
37 0 19 4 4 4 3 0 1 2

100.0 4.3 36.2 6.4 21.3 10.6 8.5 2.1 8.5 2.1
47 2 17 3 10 5 4 1 4 1

100.0 3.1 41.5 4.6 16.9 18.5 9.2 3.1 3.1 0.0
65 2 27 3 11 12 6 2 2 0

100.0 3.0 30.3 10.6 9.1 18.2 7.6 9.1 7.6 4.5
66 2 20 7 6 12 5 6 5 3

100.0 10.0 28.0 14.0 8.0 10.0 4.0 6.0 18.0 2.0
50 5 14 7 4 5 2 3 9 1

100.0 4.8 47.6 4.8 4.8 4.8 9.5 9.5 4.8 9.5
21 1 10 1 1 1 2 2 1 2

　問１８
２　参加しなかった理由

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

４－３－２ 参加しなかった理由 

１）全体及び年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では、「そのような講演会 研修会があることを知らなかった」が 38.9%と 4 割弱を占めて

おり、情報が十分に届いていなかった可能性がある。次いで、「日程が合わなかった」が 13.7%、

「「日日は忙しくて都合がつかなかった」が 11.5%となっており、時間の都合がつかず参加しづらか

った状況がうかがえる。 

また、「「知っていたが、参加する気がなかった」は 8.4%、「「人権について十分に知っているので、

受ける必要がないと思った」は 4.7%、「自分には関係ないと思った」は 4.0%で、無関心や必要性

を感じなかったことから参加しなかった人も一定数存在している。 

  

人権について十分知っているので、受ける必要がないと思った 
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2.9 

0.0 

4.3 

3.1 

3.0 

10.0 

51.4 

51.4 

36.2 

41.5 

30.3 

28.0 

5.7 

10.8 

6.4 

4.6 

10.6 

14.0 

2.9 

10.8 

21.3 

16.9 

9.1 

8.0 

14.3 

10.8 

10.6 

18.5 

18.2 

10.0 

11.4 

8.1 

8.5 

9.2 

7.6 

4.0 

2.9 

0.0 

2.1 

3.1 

9.1 

6.0 

5.7 

2.7 

8.5 

3.1 

7.6 

18.0 

2.9 

5.4 

2.1 

0.0 

4.5 

2.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

問１８ 人権講演会や隣保館講演会への参加状況

２ 参加しなかった理由(年齢層別)

自分には関係ないと思い、参加しなかった

知っていたが、参加する気がなかった 平日は忙しくて都合がつかなかった

日程が合わなかった

その他

不明・無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべての年齢層で、「そのような講演会 研修会があることを知らなかった」が最も多く、特に

「「18～29 歳」と「30～39 歳」ではいずれも 51.4%、「50～59 歳」でも 41.5%と 4～5 割を占めてい

る。 

また、「40～59 歳」では、「日日は忙しくて都合がつかなかった」（40～49 歳：21.3%、50～59

歳「：16.9%）や「「日程が合わなかった」（40～49 歳「：10.6%、50～59 歳「：18.5%）の割合が比較的高

く、仕事や家庭の都合で時間の余裕がなく、参加しづらかった状況がうかがえる。 

一方、「「70 歳以上」では、「自分には関係ないと思い、参加しなかった」が 10.0%を占めている。

また、「その他」が 18.0%と一定数みられ、その主な記述内容は、高齢であること「（9人中 5人）、

自身の健康上の都合（1 人）、時間の余裕がない（1 人）、講演者が「講演のための言葉になって

いる気がする」という意見（1人）、未記入（1人）で、「70 歳以上」には年齢や健康状態などが

参加に影響している可能性が示唆される。 

 

 

  

そのような講演会・研修会があることを知らなかった 

職場の研修会などに参加しているため、参加しなかった 

人権について十分知っているので、受ける必要
がないと思った 
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45.8 

31.9 

31.1 

23.6 

19.3 

16.1 

12.9 

12.1 

0.8 

2.7 

0% 25% 50%

行政の広報誌やパンフレット

マスコミの報道

インターネット

職場を通しての研修会

知人や家族等との会話

特にない

住民対象の講演会やイベント

その他のメディア

その他

不明・無回答

問１９ 人権課題に関する知識や情報を得る上で、役に立っていると思うもの(全体)

          上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

行
政
の

広
報
誌
や

パ
ン
フ

レ

ッ
ト

住
民
対

象
の
講
演

会
や
イ

ベ
ン
ト

職
場
を

通
し
て
の

研
修
会

マ
ス
コ

ミ
の
報
道

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト

そ
の
他

の
メ
デ

ィ

ア 知
人
や

家
族
等
と

の
会
話

特
に
な

い

そ
の
他

不
明
・

無
回
答

100.0 45.8 12.9 23.6 31.9 31.1 12.1 19.3 16.1 0.8 2.7
373 171 48 88 119 116 45 72 60 3 10

100.0 23.1 2.6 30.8 30.8 71.8 5.1 23.1 17.9 0.0 0.0
39 9 1 12 12 28 2 9 7 0 0

100.0 37.8 15.6 24.4 33.3 64.4 15.6 15.6 17.8 0.0 0.0
45 17 7 11 15 29 7 7 8 0 0

100.0 38.9 11.1 35.2 33.3 38.9 18.5 20.4 13.0 0.0 1.9
54 21 6 19 18 21 10 11 7 0 1

100.0 44.6 14.9 20.3 27.0 27.0 12.2 21.6 20.3 2.7 1.4
74 33 11 15 20 20 9 16 15 2 1

100.0 58.2 20.3 16.5 44.3 13.9 15.2 21.5 12.7 0.0 1.3
79 46 16 13 35 11 12 17 10 0 1

100.0 62.7 8.5 20.3 25.4 3.4 5.1 18.6 15.3 0.0 6.8
59 37 5 12 15 2 3 11 9 0 4

100.0 34.8 8.7 26.1 17.4 21.7 8.7 4.3 17.4 4.3 13.0
23 8 2 6 4 5 2 1 4 1 3

　
　問１９

人権課題に関する知識や情報を得る上で、役に立っていると思うもの

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

４－４ 人権課題に関する知識や情報を得る上で、役に立っていると思うもの 

 

 

 

１）全体及び年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では、「行政の広報誌やパンフレット」が 45.8%で最も高く、町民の約半数が人権課題に関

する主な情報源として利用していることがわかる。次いで、「マスコミの報道」が 31.9%、「イン

ターネット」が 31.1%と、いずれも 3割程度となっている。 

一方で、「職場を通しての研修」は 23.6%、「知人や家族等との会話」は 19.3%と一定の割合を

占めており、職場や身近な人との関わりの中から情報を得ている人も少なくないことがうかがえ

る。また、「特にない」は 16.1%で、人権課題に関する情報を普段あまり得ていない層が一定数存

在することが示唆される。 

 

問 19 あなたが人権課題に関する知識や情報を得る上で、役に立っていると思うものをお答え

ください。 
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23.1 

37.8 

2.6 
15.6 

30.8 
24.4 

30.8 33.3 

71.8 
64.4 

5.1 
15.6 

23.1 
15.6 17.9 17.8 

0.0 0.0 0.0 0.0 
0%

20%

40%

60%

80%

１８～２９歳 ３０～３９歳

問１９ 人権課題に関する知識や情報を得る上で、役に立っていると思うもの(年齢層別)

行政の広報誌やパンフレット

住民対象の講演会やイベント

職場を通しての研修会

マスコミの報道

インターネット

その他のメディア

知人や家族等との会話

特にない

その他

不明・無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢層別では、「「18～29 歳」で「インターネット」が 71.8%と突出して高く、次いで「「職場を通

しての研修」と「「マスコミの報道」がいずれも 30.8%、「行政の広報誌やパンフレット」が 23.1%

となっている。 

「「30～39 歳」でも、「インターネット」が 64.4%と最も高く、「行政の広報誌やパンフレット」

37.8%、「「マスコミの報道」33.3%、「職場を通しての研修」24.4%と続いており、若年層ではインタ

ーネットを使った情報取得が極めて高いことが特徴である。 

「「40～49 歳」では、「行政の広報誌やパンフレット」が 38.9%、「インターネット」38.9%、「職場

を通しての研修」35.2%、「マスコミの報道」33.3%と、いずれも 3 割台で比較的バランスよく情

報が得られている。 

「「50～59 歳」では、「行政の広報誌やパンフレット」が 44.6%と最も高く、「マスコミの報道」

27.0%、「インターネット」27.0%がほぼ同水準となっている。このことから、中年層は行政の広報

誌「 インターネット マスコミの報道「 職場研修など、多様な手段で情報を得ていることがうか

がえる。 

「「60～69 歳」では、「行政の広報誌やパンフレット」が 58.2%と非常に高く、次いで「マスコミ

の報道」が 44.3%、「知人や家族等との会話」が 21.5%となっている。 

「「70 歳以上」では、「行政の広報誌やパンフレット」が 62.7%と最も高く、「マスコミの報道」

25.4%、「知人や家族等との会話」18.6%で、高年層では行政の広報誌とマスコミが中心的な情報

源となっている。 

また、「特にない」がどの年齢層にも一定の割合でみられ、特に「50～59 歳」では 20.3%と高

く、人権に関する情報に日常的に触れていない町民が一定数存在することが示唆される。 
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          上段：割合（％）　下段：回答数（人）

回
答
数

人
権
講
演

会
等
の
人
権
に
関

し
て
学
ぶ

機
会
を
増
や
す

人
権
啓
発

の
チ
ラ
シ
や
広
報

な
ど

、
自

宅
で
学
べ
る
機
会

を
増
や
す

様
々
な
人

権
問
題
に
関
す
る

相
談
窓
口

の
周
知
を
図
る

子
ど
も
の

人
権
教
育
の
充
実

を
図
る

職
場

(

事

業
主

)

に
対
し
て

の
啓
発
を

行
い

、
職
場
等
で

の
人
権
意

識
の
向
上
を
図
る

地
域
住
民

同
士
の
交
流
を
通

じ
て

、
多

様
性
を
理
解
す
る

機
会
を
設

け
る

人
権
に
関

す
る
掲
示
物
を
増

や
し

、
町

民
の
目
に
留
ま
り

や
す
い
よ

う
に
す
る

特
に
な
い

そ
の
他

不
明
・
無

回
答

100.0 18.5 34.0 36.2 45.0 20.9 16.1 18.8 12.1 1.6 4.0
373 69 127 135 168 78 60 70 45 6 15

100.0 15.4 25.6 38.5 51.3 10.3 12.8 33.3 12.8 2.6 0.0
39 6 10 15 20 4 5 13 5 1 0

100.0 33.3 33.3 26.7 57.8 24.4 17.8 15.6 11.1 0.0 2.2
45 15 15 12 26 11 8 7 5 0 1

100.0 11.1 29.6 31.5 48.1 27.8 11.1 18.5 20.4 3.7 1.9
54 6 16 17 26 15 6 10 11 2 1

100.0 20.3 37.8 43.2 39.2 21.6 13.5 17.6 9.5 1.4 2.7
74 15 28 32 29 16 10 13 7 1 2

100.0 21.5 34.2 44.3 45.6 21.5 22.8 12.7 8.9 0.0 5.1
79 17 27 35 36 17 18 10 7 0 4

100.0 15.3 45.8 33.9 35.6 20.3 13.6 23.7 10.2 1.7 5.1
59 9 27 20 21 12 8 14 6 1 3

100.0 4.3 17.4 17.4 43.5 13.0 21.7 13.0 17.4 4.3 17.4
23 1 4 4 10 3 5 3 4 1 4

　問２０

今後、重点的に取り組んだ方が良いと思う人権施策

全　　体

年
　
　
　
齢

１８～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

不明・無回答

45.0 

36.2 

34.0 

20.9 

18.8 

18.5 

16.1 

12.1 

1.6 

4.0 

0% 25% 50%

子どもの人権教育の充実を図る

様々な人権問題に関する相談窓口の周知を図る

人権啓発のチラシや広報など、自宅で学べる機会を増やす

人権講演会等の人権に関して学ぶ機会を増やす

特にない

その他

不明・無回答

問２０ 今後、重点的に取り組んだ方が良いと思う人権施策(全体)

４－５ 今後、重点的に取り組んだ方が良いと思う人権施策 

 

 

１）全体及び年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では、「 どもの人権教育の充実を図る」が 45.0%と最も高く、次いで「様々な人権問題に

関する相談窓口の周知を図る」が 36.2%、「人権啓発のチラシ広報など、自宅で学べる機会を増や

す」が 34.0%となっている。 

これらの結果から、町民は学校での人権教育に対して期待を寄せているといえる。 

 

 

問 20 今後、添田町が行う人権施策について、重点的に取り組んだ方が良いと思うものはどれですか。 

職場(事業主)に対しての啓発を行い、職場等での人権意識の向上を図る 
 

人権に関する掲示物を増やし、町民の目に留まりやすいようにする 

 
 

地域住民同士の交流を通じて、多様性を理解する機会を設ける 
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１８～２９歳 ３０～３９歳

問２０ 今後、重点的に取り組んだ方が良いと思う人権施策(年齢層別)

子どもの人権教育の充実を図る

特にない

その他

不明・無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべての年齢層に共通して重視されている施策は、「 どもの人権教育の充実を図る」、「様々

な人権問題に関する相談窓口の周知を図る」、「人権啓発のチラシや広報など、自宅で学べる機会

を増やす」である。これらはいずれの年齢層でも上位に挙がっており、世代を問わず必要性が認

識されている施策であるといえる。 

一方、年齢層によって特に重視する施策には違いがみられる。「「30～39 歳」では「人権講演会 

広報など、学ぶ機会の充実」、「50～59 歳」では「相談窓口の周知」、「70 歳以上」では「自宅で学

べる機会の提供」が上位に位置づけられており、年代による暮らし方や情報との接し方の違いが、

そのまま人権施策への期待に反映されていると考えられる。 

さらに、問 19「人権課題に関する知識や情報を得る上で、役に立っていると思うもの」では、

「「行政の広報誌やパンフレット」は 45.8%と最も多く、特に高年層から高い支持を得ている。この

ような結果から、広報誌等を活用した人権啓発は引き続き有効な手段であり、継続的な情報発信

の重要性が示されている。 

今後の人権施策を進めるにあたっては、すべての年齢層に共通して求められる取組を強化する

とともに、年齢層ごとの要望に応じた多様な学習機会や情報提供の方法を組み合わせ、より効果

的な人権啓発を行うことが求められている。 
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人権講演会等の人権に関して学ぶ機

会を増やす 
 
人権啓発のチラシや広報など、自宅で

学べる機会を増やす 
 
様々な人権問題に関する相談窓口の

周知を図る 

 

 

 

職場(事業主)に対しての啓発を行い、

職場等での人権意識の向上を図る 
 
地域住民同士の交流を通じて、多様

性を理解する機会を設ける 
 
人権に関する掲示物を増やし、町民の

目に留まりやすいようにする 
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第５章 自由意見の記載内容の分析 

５－１ 人権施策についての自由記載 

 

 

１ 記載状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載者は、373 人中 68人（18.2%）であり、近隣市町村と比較して低い割合となっている。 

年齢層別に記載状況をみると、「30～39 歳」が最も高く、次いで「「70 歳以上」である。「30～39

歳」では、アンケート回答者 45 人中 12 人が自由記載を行っており、約 4 人に 1 人に相当する。

この年齢層においては、人権問題に対して積極的に意思表明を行おうとする傾向が、記載内容か

らもうかがえる。 

２ 記載内容 

自由記載は、回答内容があらかじめ限定される各設問の回答とは異なり、回答者が自らの意見

を自由に記述できるため、より率直な意見や意識を把握しやすいという利点がある。 

本調査の目的である「今後の人権施策の参考にする」ことを踏まえ、住民が人権問題や行政が

推進している人権施策について、どのような考えを持っているのかを整理するため、記載内容を

以下のように分類し、住民の意識傾向を分析する。 

なお、寄せられた意見については、調査における自由記述という性格および情報の公開の趣旨

を踏まえ、原文のまま記載している（ただし、明らかな誤字脱字については修正している）。 

Ａ 人権施策の推進に肯定的な意見 

・私自身イジメやさべつをうけたことがありますので、きちんと私のような子ども達や人々

がふえないように取り組んでいただけると良いなと思います。心のキズはずっと残りつづ

けるため、無くなることを心から願っています。（30～39 歳） 

・子供や 20～30 代の人達は人権学習を受けている世代なので、人の気持ちを考えたり思い

やりがある世代だと思う。どちらかというと 50 代から上の世代の男女になると人権学習

が必要なのでは??と思う事は多々あります。（30～39 歳） 

・人間として、社会人として、最も基本的な権利である「人権」がみな等しく守られる家族、

社会、国家でない限り、人類の繁栄はあり得ないと思います。（60～69 歳） 

Ｂ 人権施策の推進に否定的な意見 

・弱い立場の人のふりをしている人を優遇しないでほしい。生活保護などの不正受給などき

びしく対処してほしい。（50～59 歳） 

問 21 添田町が行う人権施策について、あなたのご意見をお聞かせください。 

 

年齢層 回答数 記載数 記載率

１８～２９歳 ３９人 ７人 １７．９％

３０～３９歳 ４５人 １２人 ２６．７％

４０～４９歳 ５４人 ９人 １６．７％

５０～５９歳 ７４人 １１人 １４．９％

６０～６９歳 ７９人 １２人 １５．２％

７０歳以上 ５９人 １４人 ２３．７％

不明・無回答 ２３人 ３人 １３．０％

合　　計 ３７３人 ６８人 １８．２％
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年齢層 Ａ肯定的意見 Ｂ否定的意見
Ｃ認知に関す
る意見

Ｄその他
の意見

記載数

１８～２９歳 ４人 １人 ２人 ０人 ７人

３０～３９歳 １０人 ０人 ２人 ０人 １２人

４０～４９歳 ６人 ２人 ０人 １人 ９人

５０～５９歳 ７人 ２人 ２人 ０人 １１人

６０～６９歳 ８人 ２人 ０人 ２人 １２人

７０歳以上 ９人 １人 ３人 １人 １４人

不明・無回答 １人 ２人 ０人 ０人 ３人

合　　計 ４５人 １０人 ９人 ４人 ６８人

意見の割合 ６６．２％ １４．７％ １３．２％ ５．９％ １００．０％

・学校で部落差別をむかしの事を現在みたいな教育をするので勘違いし、差別が始まる。「（60

～69 歳） 

・人権問題に施策は要りますか？人それぞれの心の問題ではないですか？忘れていたものを

思い出させることにもつながります。（70 歳以上） 

Ｃ 人権施策の認知に関する意見 

・添田町に住み始めて、まだ 2年も経っていないので、どういった人権施策を行っているの

かも知らないので、特に意見はありません。（18～29 歳） 

・若い頃は戦時中で勉強も余り出来ていません。この年になり意見を申し上げることもなく

てすみません。ご意見を聞かせてください。（70歳以上） 

Ｄ その他の意見 

・自分は高齢者なので、車に乗れなくなった時の乗り物が、ととのっていたら、たすかりま

す。（70歳以上） 

３ 年齢層別意見の傾向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、推進している添田町の人権施策に対しては、賛成する意見が多く（66.2%）、今後も同様

の方向性で取組を進めていくことが望まれる。一方で、自由記載者の 13.2%が「人権問題は分か

らない」と回答しており、人権啓発の在り方については、引き続き工夫が必要である。 

年齢層別については、母数が小さいため確定的なことは言えないものの、「30～39 歳」では「否

定的意見」が 12 人中 0人、「70 歳以上」で 14人中 1人と、非常に少ない点が特徴として挙げら

れる。 

４ 特記すべき記載内容 

・いつも、教育委員会の皆様をはじめとした添田町役場の職員の皆様には大変お世話になって

おります。本当にありがとうございます。実は、私は性的少数者の当事者です。以前に比べ

れば、全国の自治体がパートナーシップ制度を導入したり、全国各地でレインボープライド

やパレードなどのイベントが開かれ、また当事者団体などによる交流会などが大なり小なり

開かれている状況であり、性的少数者に対する理解は広がっていると感じます。（30～39 歳） 

性的少数者であることをカミングアウトした記述が 2件見られ、当事者がカミングアウトを伴

う記述ができる環境が整いつつあることを示していると考えられる。今後も、このような環境が

後退することがないよう、十分に配慮した取組を継続していくことが求められる。 
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・日本は人権が保障されている為、余りに人権に関して叫ばなくて良いと思う。そもそも差別

を受けていると言う声を聞いたことも見た事も無い為、本当にそのような事象があるかどう

か怪しい。また、外国人労働者に頼るのはおかしいし、外国人を優遇するより日本人を先ず

優遇すべきだと思う。在日外国人に関しても、日本が住みづらいならば自分の故郷へ帰る事

は何も差別とか人権侵害ではなく普通の事だと思う。（18～29 歳） 

・人権とは日本人に対して尊重されるべきであって、在日や帰化人、外国人に対しては、日本

人と同等に扱う必要なし。（40～49 歳） 

外国人に関する記述は 3件、いずれも日本人の人権を優先すべきであるとする意見である。こ

れらは、いわゆる「日本人ファースト」と呼ばれる考え方に基づくものであると考えられる。「「フ

ァースト」という考え方は、特定の集団を優先的に位置づけるものであり、その反対側には、相

対的に後回しにされてもよい集団が生じる状況を招きかねない側面がある。 

人権は、国籍や出自、属性などの違いにかかわらず、すべての人が等しく尊重されるべきもの

であり、「「私ハッピー、あなたハッピー」と表現されるように、相互の人権が尊重される社会の実

現を目指すものである。 

今後は、こうした人権の基本理念について、住民に分かりやすく伝える啓発の取組を継続して

いくことが重要である。 



 

 
 

三 調査結果の 

考察と課題 
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表A

回
答
数

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

そ
う
思
わ
な
い

100.0 92.1 4.1 3.8
365 336 15 14

100.0 91.8 6.3 1.9
365 335 23 7

100.0 14.5 29.9 55.6
365 53 109 203

100.0 93.7 4.7 1.6
365 342 17 6

100.0 56.2 30.4 13.4
365 205 111 49

100.0 68.5 24.1 7.4
365 250 88 27

100.0 47.7 38.6 13.7
365 174 141 50

100.0 12.3 21.4 66.3
365 45 78 242

７．社会福祉に頼るのではなく、自立を目指してもっと努力するべきだと思う

８．災害などの非常時には、支援が必要な人への特別な配慮ができなくても
    仕方がないと思う

人権に関する考え

上段：割合（％）　下段：回答数（人）

　　問１

１．人権とは、すべての人に平等に保障されている、法に基づいた基本的な
    権利だと思う

２．人権が侵害されたときは、法的な手続きによって救済されるべきだと思う

３．個人の権利よりも、伝統や慣習など地域全体の利益が優先されるべきだ
    と思う

４．「人権を守ること」は法律だけでなく、社会全体で取り組むべき課題だと
    思う

５．今の社会では、社会的に弱い立場の人が優遇される一方で、一般の人々
    の努力が認められていないと感じることがある

６．権利ばかり主張して、我慢できない人が増えてきていると感じる

表B　問１　母偏相関係数の無相関の検定　［上三角：P値/下三角：*,P<0.05 **,P<0.01］

問１ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

１．人権とは、すべての人に平等に保障されている、法に基づい
た基本的な権利だと思う

- P<0.001 0.8190 P<0.001 0.3073 0.6626 0.5521 0.0502

２．人権が侵害されたときは、法的な手続きによって救済される

べきだと思う
** - 0.2360 P<0.001 0.6468 0.2574 0.7470 0.2406

３．個人の権利よりも、伝統や慣習など地域全体の利益が優先
されるべきだと思う

- 0.1894 0.1338 0.0507 0.0324 P<0.001

４．「人権を守ること」は法律だけでなく、社会全体で取り組むべ
き課題だと思う

** ** - 0.1111 0.9658 0.9026 0.0022

５．今の社会では、社会的に弱い立場の人が優遇される一方

で、一般の人々の努力が認められていないと感じることがある
- P<0.001 0.0405 0.0169

６．権利ばかり主張して、我慢できない人が増えてきていると感
じる

** - P<0.001 0.4361

７．社会福祉に頼るのではなく、自立を目指してもっと努力する
べきだと思う

* * ** - 0.6357

８．災害などの非常時には、支援が必要な人への特別な配慮が

できなくても仕方がないと思う
** ** * -

三 調査結果の考察と課題 
 

本調査は、町民の「人権課題に関する意識」を把握し、調査の目的である「今後の人権施策

の方向性」を見出すために実施したものである。本章では、その調査結果を踏まえて考察を行

い、今後の施策立案に向けた課題を明らかにする。 

なお、「三 調査結果の考察と課題」においては、「「不明・無回答」は欠損値として処理し、各

設問の有効回答数に基づいて分析・検討を行っている。 

 

１ 人権に関する考え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「人権に関する考え」を問う項目は 8 項目であり、これら 8 項目について母偏相関係数の無相

関の検定を行った結果は「表 B」のとおりである。また、項目間の関係を無向グラフで示すと「「図

A」のようになる。 
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これらの検定結果および項目間の相関関係を踏まえ、8項目を次の 3つの観点に分類する。 

・人権の理念（問 1-1，問 1-2，問 1-4） 

本項における「人権の理念」とは、人権を抽象的な理想としてではなく、すべての人に平等

に保障された法に基づく権利として理解しているかどうかを指し、「人権の理念（権利として

の理解）」として位置づける。 

・集団重視・伝統優先（問 1-3，問 1-8） 

・自助・弱者優遇意識・権利の主張と自制（問 1-5，問 1-6，問 1-7） 

以下、それぞれの観点について整理する。 

① 人権の理念（権利としての理解） 

ア すべての人に平等に保障されていること 

イ 人権が、特定の集団ではなく、一人ひとりに保障される権利であるという考え方 

ウ 人権が、法（憲法を含む法律）に基づいて保障された基本的な権利であるという理解 

これらの項目は、人権を権利としてどのように理解しているかを確認する内容である。 

問 1-1 に「そう思う」と回答した割合は 92.1%と高く、町民の多くが、人権を権利として理解

していることがうかがえる。 

② 集団重視・伝統優先 

「「人人の権利よりも、伝統や慣習など地域全体の利益を優先すべきである」とする問 1-3 では、

「「そう思わない」と回答した割合が 55.6%を占めている。 

このことから、人権の理念（権利としての理解）については概ね肯定的に受け止められている

ものの、人人の権利を地域全体の利益より優先すべきかどうかについては、回答に一定のばらつ

きがみられる。 

③ 自助・弱者優遇意識・権利の主張と自制 

ア 福祉や支援に頼るのではなく自立や努力を重視する考え方 

イ 社会的に弱い立場の人が優遇されていると感じるかどうかといった公正感 

ウ 権利の主張とがまんや自制との関係についての考え方 

これらの項目は、同じような考え方を持つ人が同じ回答をする傾向がみられるため、権利のあり方

をどのように考えているかという共通した視点から整理する。 

「「権利ばかり主張して、我慢できない人が増えてきていると感じる」とする問 1-6では、「そう

思う」と回答した割合は 68.5%と高く、町民の約 7割が、権利の主張と自制（がまん）との関係

を重視する意識があると考えられる。  

問１-１

問１-２

問１-３

問１-４

問１-５

問１-６

問１-７

問１-８

図A 問１ 無向グラフ （有意水準：0.05）
変数

-0.2500 ～ 0.0000

0.0000 ～ 0.2500

0.2500 ～ 0.5000
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２ 「人権に関する考え」と「さまざまな人権課題」との関係 

問１で分類した 3 つの観点から、それぞれ 1～2 項目を選択し、さまざまな人権課題に関する

設問とのクロス集計を行い、取り上げる人権課題の違いによって、町民の「人権に関する考え」

がどのように異なるのかを検討する。 

「（１）「人権に関する考え」から選択した項目 

問１「人権に関する考え」から選択した項目は、次の 4項目である。 

「人人権の理念】（権利としての理解） 

・人権とは、すべての人に平等に保障されている、法に基づいた基本的な権利だと思う。 

「人集団重視・伝統優先】 

・人人の権利よりも、伝統や慣習など地域全体の利益が優先されるべきだと思う。 

「人自助・弱者優遇意識・権利の主張と自制】 

・今の社会では、社会的に弱い立場の人が優遇される一方で、一般の人々の努力が認められて

いないと感じることがある。 

・権利ばかり主張して、我慢できない人が増えてきていると感じる。 

「（２）人権課題から選択した項目（問 11） 

問 11「人権課題についての意見に対する考え」から選択した項目は、次の 3項目である。 

ア 利益優先の雇用観（障がい者雇用に対する意識）（問 11-3） 

企業は利益を優先するべきなので、知的障がい者や精神障がい者などの雇用が進まなくても

仕方がない。 

イ 体罰容認のしつけ観（問 11-10） 

子どものしつけのためなら、時には親（大人）が体罰を行ってもやむを得ないことがある。 

ウ 感染症への不安や偏見意識（問 11-11） 

エイズ（ＨＩＶ）やハンセン病患者・回復者がいる職場では、一緒に働くのは不安だと思う。 

これらの人権課題は、人権の理念（権利としての理解）をはじめとする人権に関する考え方と、

具体的な日常の場面における判断との関係を検討する上で、重要な分析対象である。 

以下では、人権に関する考えと、さまざまな人権課題との関係について、クロス分析した結果

を示す。 
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回
答
数

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

そ
う
思
わ
な
い

100.0 9.6 29.5 60.9
353 34 104 215

100.0 8.0 29.5 62.5
325 26 96 203

100.0 26.7 40.0 33.3
15 4 6 5

100.0 30.8 15.4 53.8
13 4 2 7

100.0 25.0 31.3 43.8
48 12 15 21

100.0 5.7 38.1 56.2
105 6 40 59

100.0 8.0 24.5 67.5
200 16 49 135

100.0 11.7 34.7 53.6
196 23 68 105

100.0 6.4 24.8 68.8
109 7 27 75

100.0 8.3 18.8 72.9
48 4 9 35

100.0 12.1 29.6 58.3
240 29 71 140

100.0 4.7 33.7 61.6
86 4 29 53

100.0 3.7 14.8 81.5
27 1 4 22

1 χ2(4)=14.9964   p=0.0047(**p<0.01),　3 χ2(4)=22.5067   **p<0.01 ,　5 χ2(4)=10.6399    p=0.0309(*p<0.05),     6  n.s

どちらともいえない

そう思わない

６
権利ばかり主張して、我慢できない人
が増えてきていると感じる（権利の主
張と自制）

上段：割合（％）　下段：回答数（人）

３．利益優先の雇用観（障がい者雇用に対する意識）

企業は利益を優先するべきなので、知的障がい者や精神障がい者
などの雇用が進まなくても仕方がない

そう思う

どちらともいえない

全　　     体

                    問１１　人権課題についての
                             意見に対する考え

  問１　人権に関する考え

そう思う

どちらともいえない

そう思わない

１
人
権
の

 
理
念

そう思わない

そう思う

どちらともいえない

そう思わない

１
人権とは、すべての人に平等に保障さ
れている、法に基づいた基本的な権利
だと思う

３
個人の権利よりも、伝統や慣習など地
域全体の利益が優先されるべきだと
思う

２
集
団
重
視

・
伝
統
優
先

５
今の社会では、社会的に弱い立場の
人が優遇される一方で、一般の人々
の努力が認められていないと感じるこ
とがある（弱者優遇）

３
自
助
・
弱
者
優
遇
意
識

・
権
利
の
主
張
と
自
制

そう思う

― 「人権に関する考え」と「利益優先の雇用観」（障がい者雇用に対する意識）― 

問 1「人権に関する考え」で分類した 3 つの観点（人権の理念「権利としての理解」、集団重

視・伝統優先、自助・弱者優遇意識「・権利の主張と自制）と問 11-3「「企業は利益を優先するべき

なので、知的障がい者や精神障がい者などの雇用が進まなくても仕方がない」（利益優先の雇用

観）とのクロス集計を行い、人権に関する考えと、利益優先の雇用観との関係を分析する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.0 

26.7 

30.8 

25.0 
5.7 

8.0 

29.5 

40.0 

15.4 

31.3 

38.1 

24.5 

62.5 

33.3 

53.8 

43.8 

56.2 

67.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う

どちらともいえない

そう思わない

そう思う

どちらともいえない

そう思わない

問１ 人権に関する考え

問１１ 人権課題についての意見に対する考え ３ 利益優先の雇用観

そう思う どちらともいえない そう思わない

11.7 

6.4 

8.3 

12.1 

4.7 

3.7 

34.7 

24.8 

18.8 

29.6 

33.7 

14.8 

53.6 

68.8 

72.9 

58.3 

61.6 

81.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う

どちらともいえない

そう思わない

そう思う

どちらともいえない

そう思わない

（利益優先の雇用観「障がい者雇用に対する意識」）  

１．人権の理念 

２．集団重視・伝統優先 

（障がい者雇用に対する意識）  

３．弱者優遇意識 

３．権利の主張と自制 
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人権の理念「（権利としての理解）「（問 1-1）である「「人権とは、すべての人に平等に保障されて

いる、法に基づいた基本的な権利だと思う」に「そう思う」と回答した層では、「障がい者の雇用

が進まなくても仕方がない」（利益優先の雇用観）に「そう思わない」が 62.5%と高く、「そう思

う」は 8.0%と低い割合である。一方、「人権の理念」に対して「そう思わない」、「どちらともい

えない」と回答した層では、「利益優先の雇用観」に「そう思う」がそれぞれ 30.8%、26.7%と相

対的に高い割合を示している。ただし、「「そう思わない」、「どちらともいえない」はいずれも回答

数が少ないため、結果の解釈には留意が必要である。 

集団重視・伝統優先（問 1-3）である「人人の権利よりも、伝統や慣習など地域全体の利益が

優先されるべきだと思う」に「「そう思う」と回答した層では、「「利益優先の雇用観」に「そう思う」

が 25.0%と、比較的高い割合を示している。一方、「「集団重視・伝統優先」に対して「そう思わな

い」と回答した層では、利益優先の雇用観に「そう思わない」が 67.5%と高く、否定的な回答が

多くみられる。 

弱者優遇意識（問 1-5）である「今の社会では、社会的に弱い立場の人が優遇される一方で、

一般の人々の努力が認められていないと感じることがある」に「そう思う」と回答した層では、

「「利益優先の雇用観」に「そう思う」が 11.7%と一定の割合を占めている。一方、「弱者優遇意識」

に「そう思わない」と回答した層では、「「利益優先の雇用観」に「「そう思わない」が 72.9%と高い

割合を占めている。 

権利の主張と自制（問 1-6）である「権利ばかり主張して、我慢できない人が増えてきている

と感じる」に「そう思う」と回答した層では、「利益優先の雇用観」に「そう思う」が 12.1%と一

定の割合を占めている。一方、「権利の主張と自制」に「どちらともいえない」と回答した層で

は、「利益優先の雇用観」に「どちらともいえない」が 33.7%と相対的に高い割合を示しており、

判断を保留している層が一定数いることがうかがえる。また、「権利の主張と自制」に「そう思わ

ない」と回答した層では、「利益優先の雇用観」に「そう思わない」が 81.5%と高く、否定的な回

答が多くみられる。しかし、「権利ばかり主張して我慢できない人が増えてきている」と感じる

かどうかによって、企業の利益を優先して障がい者雇用が進まなくても仕方がないと考えるかど

うかには、明確な違いはみられない。 

以上の結果から、障がい者雇用をめぐる意識は、人権をどのように捉えているか、また社会や

集団のあり方をどのように認識しているかといった価値観と関係していることがうかがえる。人

権を権利として重視している人ほど、障がい者雇用について利益優先の考え方に否定的である一

方、人人の権利よりも集団全体の利益や伝統を重視する意識が強い人、あるいは社会的に弱い立

場の人が優遇されていると感じている人ほど、企業の判断として障がい者雇用が進まなくてもや

むを得ないと受け止める傾向がみられる。 

これらのことから、「「権利の主張や自制」といった人人の態度に関する意識よりも、「「平等に保

障されるべき権利であるかどうか「（人権の理念）」、「「集団全体にとってどうか「（集団重視・伝統優

先）」、「「努力は報われているか「（弱者優遇意識）」といった観点が、障がい者雇用をめぐる判断に

おいて相対的に重視されていると考えられる。 

また、4 つの観点の違いにかかわらず、全体としては「障がい者雇用が進まなくても仕方がな

い」という利益優先の考え方に否定的な回答が多数を占めている。  
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回
答
数

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

そ
う
思
わ
な
い

100.0 20.4 24.4 55.2
353 72 86 195

100.0 19.4 25.2 55.4
325 63 82 180

100.0 33.3 13.3 53.3
15 5 2 8

100.0 30.8 15.4 53.8
13 4 2 7

100.0 37.5 29.2 33.3
48 18 14 16

100.0 18.1 27.6 54.3
105 19 29 57

100.0 17.5 21.5 61.0
200 35 43 122

100.0 24.5 28.1 47.4
196 48 55 93

100.0 16.5 23.9 59.6
109 18 26 65

100.0 12.5 10.4 77.1
48 6 5 37

100.0 24.2 25.4 50.4
240 58 61 121

100.0 14.0 26.7 59.3
86 12 23 51

100.0 7.4 7.4 85.2
27 2 2 23

1  n.s   3 χ2(4)=14.9524   p=0.0048(**p<0.01)   5 χ2(4)=15.5076   p=0.0038(**p<0.01)    6 χ2(4)=14.8024   p=0.0051(**p<0.01)

６
権利ばかり主張して、我慢できない人
が増えてきていると感じる（権利の主
張と自制）

そう思う

どちらともいえない

そう思わない

３
自
助
・
弱
者
優
遇
意
識

・
権
利
の
主
張
と
自
制

５
今の社会では、社会的に弱い立場の
人が優遇される一方で、一般の人々
の努力が認められていないと感じるこ
とがある（弱者優遇）

そう思う

どちらともいえない

そう思わない

２
集
団
重
視

・
伝
統
優
先

３
個人の権利よりも、伝統や慣習など地
域全体の利益が優先されるべきだと
思う

そう思う

どちらともいえない

そう思わない

上段：割合（％）　下段：回答数（人）

                    問１１　人権課題についての
                             意見に対する考え

  問１　人権に関する考え

１０． 体罰容認のしつけ観

子どものしつけのためなら、時には親（大人）が体罰を行ってもや
むを得ないことがある

そう思う

どちらともいえない

そう思わない

全　　     体

１
人
権
の

 
理
念

１
人権とは、すべての人に平等に保障さ
れている、法に基づいた基本的な権利
だと思う

― 問 1「人権に関する考え」と問 11-10「体罰容認のしつけ観」（子どもの人権）― 

問 1「人権に関する考え」で分類した 3 つの観点（人権の理念「権利としての理解」、集団重

視・伝統優先、自助・弱者優遇意識・権利の主張と自制）と問 11-10「子どものしつけのためな

ら、時には親（大人）が体罰を行ってもやむを得ないことがある」「（体罰容認のしつけ観）とのク

ロス集計を行い、人権に関する考えと、体罰容認のしつけ観との関係を分析する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.4 

33.3 

30.8 

37.5 

18.1 

17.5 

25.2 

13.3 

15.4 

29.2 

27.6 

21.5 

55.4 

53.3 

53.8 

33.3 

54.3 

61.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う

どちらともいえない

そう思わない

そう思う

どちらともいえない

そう思わない

問１ 人権に関する考え

問１１ 人権課題についての意見に対する考え １０ 体罰容認のしつけ観

そう思う どちらともいえない そう思わない

１．人権の理念  

２．集団重視・伝統優先 

24.5 

16.5 

12.5 

24.2 

14.0 
7.4 

28.1 

23.9 
10.4 

25.4 

26.7 
7.4 

47.4 

59.6 

77.1 

50.4 

59.3 

85.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う

どちらともいえない

そう思わない

そう思う

どちらともいえない

そう思わない

３．弱者優遇意識 

３．権利の主張と自制 

（体罰容認のしつけ観） 
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人権の理念「（権利としての理解）「（問 1-1）について「「そう思う」と回答した人は 325 名で、そ

のうち「子どものしつけのためなら、時には親（大人）が体罰を行ってもやむを得ないことがあ

る」「（体罰容認のしつけ観）に「そう思う」と回答した人は 63 名（19.4%）と、約 2割を占めてい

る。また、「どちらともいえない」は 82 名（25.2%）と判断を保留する人も約 4 分の 1 を占めて

いる。一方、「そう思わない」が 180 名（55.4%）と、体罰に反対する人が半数を超えている。 

集団重視・伝統優先（問 1-3）に「「そう思う」と回答した層では、「体罰容認のしつけ観」に「そ

う思う」が 37.5%、「そう思わない」が 33.3%と、体罰を容認する割合が比較的高い。一方、「集団

重視・伝統優先」に「そう思わない」と回答した層では、「体罰容認のしつけ観」に「そう思う」

は 17.5%で、「そう思わない」が 61.0%と多数を占めている。 

弱者優遇意識「（問 1-5）に「「そう思う」と回答した層では、「体罰容認のしつけ観」に「そう思

う」が 24.5%、「そう思わない」が 47.4%を占めている。一方、「弱者優遇意識」に「そう思わな

い」と回答した層では、「体罰容認のしつけ観」に「そう思う」は 12.5%で、「そう思わない」が

77.1%と 7割を超えている。 

権利の主張と自制（問 1-6）に「「そう思う」と回答した層では、「体罰容認のしつけ観」に「そ

う思う」が 24.2%、「そう思わない」が 50.4%を占めている。一方、「権利の主張と自制」に「「そう

思わない」と回答した層では、「体罰容認のしつけ観」に「「そう思う」は 7.4%と低く、「そう思わ

ない」は 85.2%と 8 割を超えている。 

「「人権を、すべての人に平等に保障される権利」として理解している人であっても、「子どもの

しつけ」という身近で具体的な場面では、その理念が必ずしもそのまま判断に結びつくとは限ら

ない場合があることがうかがえる。つまり、子どもを権利の主体として捉える視点が、十分に反

映されていない可能性がある。実際に、人権の理念（権利としての理解）に賛同している人の中

にも、体罰を「やむを得ない」と考える人が一定数存在している。 

一方で、「「伝統優先・集団秩序」を重視する意識が強い人ほど体罰を容認する割合が高く、「「社

会では弱者が優遇されている」「権利ばかり主張して、我慢できない人が増えてきている」とい

った意識が強い人の場合にも、体罰を肯定する割合が高くなる傾向がみられる。 

これらの結果を踏まえると、人権の理念「（権利としての理解）は、子どものしつけに関する具

体的な判断の場面において、必ずしも日常の判断に十分に反映されていない現状が考えられる。

特に、集団の秩序や規範を重視する価値観や、社会に対する不公平感が強い場合には、体罰を「や

むを得ないもの」と受け止めやすい傾向があると考えられる。 
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回
答
数

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

そ
う
思
わ
な
い

100.0 17.8 30.3 51.8
353 63 107 183

100.0 15.7 30.8 53.5
325 51 100 174

100.0 40.0 26.7 33.3
15 6 4 5

100.0 46.2 23.1 30.8
13 6 3 4

100.0 31.3 29.2 39.6
48 15 14 19

100.0 19.0 32.4 48.6
105 20 34 51

100.0 14.0 29.5 56.5
200 28 59 113

100.0 21.9 30.1 48.0
196 43 59 94

100.0 12.8 34.9 52.3
109 14 38 57

100.0 12.5 20.8 66.7
48 6 10 32

100.0 20.8 29.6 49.6
240 50 71 119

100.0 11.6 32.6 55.8
86 10 28 48

100.0 11.1 29.6 59.3
27 3 8 16

１ χ2(4)=13.4046     p=0.0095(**p<0.01),   3  n.s,   5  n.s,   6  n.s　

６
権利ばかり主張して、我慢できない人
が増えてきていると感じる（権利の主
張と自制）

そう思う

どちらともいえない

そう思わない

３
自
助
・
弱
者
優
遇
意
識

・
権
利
の
主
張
と
自
制

５
今の社会では、社会的に弱い立場の
人が優遇される一方で、一般の人々
の努力が認められていないと感じるこ
とがある（弱者優遇）

そう思う

どちらともいえない

そう思わない

２
集
団
重
視

・
伝
統
優
先

３
個人の権利よりも、伝統や慣習など地
域全体の利益が優先されるべきだと
思う

そう思う

どちらともいえない

そう思わない

上段：割合（％）　下段：回答数（人）

                    問１１　人権課題についての
                             意見に対する考え

  問１　人権に関する考え

１１．感染症への不安や偏見意識

エイズ（ＨＩＶ）やハンセン病患者・回復者がいる職場では、一緒に働
くのは不安だと思う

そう思う

どちらともいえない

そう思わない

全　　     体

１
人
権
の

 
理
念

１
人権とは、すべての人に平等に保障さ
れている、法に基づいた基本的な権利
だと思う

― 問 1「人権に関する考え」と問 11-11「感染症への不安や偏見意識」― 

問 1「人権に関する考え」で分類した 3 つの観点（人権の理念「権利としての理解」、集団重

視・伝統優先、自助・弱者優遇意識「・権利の主張と自制）と問 11-11「「エイズ（HIV）やハンセン

病患者・回復者がいる職場では、一緒に働くのは不安だと思う」「（感染症への不安や偏見意識）と

のクロス集計を行い、人権に関する考えと、感染症への不安や偏見意識との関係を分析する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.7 

40.0 

46.2 

31.3 

19.0 

14.0 

30.8 

26.7 

23.1 

29.2 

32.4 

29.5 

53.5 

33.3 

30.8 

39.6 

48.6 

56.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う

どちらともいえない

そう思わない

そう思う

どちらともいえない

そう思わない

問１ 人権に関する考え

問１１ 人権課題についての意見に対する考え １１ 感染症への不安や偏見意識

そう思う どちらともいえない そう思わない

１．人権の理念  

２．集団重視・伝統優先 

21.9 

12.8 

12.5 

20.8 

11.6 

11.1 

30.1 

34.9 

20.8 

29.6 

32.6 

29.6 

48.0 

52.3 

66.7 

49.6 

55.8 

59.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う

どちらともいえない

そう思わない

そう思う

どちらともいえない

そう思わない

３．弱者優遇意識 

３．権利の主張と自制 

（感染症への不安や偏見意識）  
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人権の理念「（権利としての理解）「（問 1-1）について「そう思う」と回答した人は 325 名で、そ

のうち「エイズ（HIV）やハンセン病患者・回復者がいる職場では、一緒に働くのは不安だと思

う」（感染症への不安や偏見意識）に「そう思う」と回答した人は 51 名（15.7%）、「どちらともい

えない」は 100 名（30.8%）である。これらを合わせると、151 名（46.5%）が感染症に対して何

らかの不安を感じていることがわかる。一方で、「そう思わない」は 174 名（53.5%）で、半数を

超えている。 

集団重視・伝統優先（問 1-3）に「そう思う」と回答した層では、「「感染症への不安や偏見意識」

に「そう思う」が 31.3%、「そう思わない」が 39.6%である。一方、「集団重視・伝統優先」に「そ

う思わない」と回答した層では、「感染症への不安や偏見意識」に「そう思う」は 14.0%で、「そ

う思わない」が 56.5%と過半数を占めている。 

弱者優遇意識「（問 1-5）に「そう思う」と回答した層では、「「感染症への不安や偏見意識」に「そ

う思う」が 21.9%、「そう思わない」が 48.0%であるのに対し、「弱者優遇意識」に「そう思わな

い」と回答した層では、「「感染症への不安や偏見意識」に「そう思う」は 12.5%、「「そう思わない」

が 66.7%と高い割合を示している。 

権利の主張と自制（問 1-6）に「そう思う」と回答した層では、「感染症への不安や偏見意識」

に「そう思う」が 20.8%、「「そう思わない」が 49.6%である。一方、「権利の主張と自制」に「そう

思わない」と回答した層では、「感染症への不安や偏見意識」に「そう思う」は 11.1%、「そう思

わない」は 59.3%となっている。 

また、全体の 3 割以上が「どちらともいえない」と回答している点にも注目する必要がある。

明確な差別意識を持っていなくても、感染症に関する誤解や漠然とした不安が、結果として偏見

や距離を置く行動につながる場合があることも考慮する必要がある。 

人権の理念を「すべての人に平等に保障されている権利」として理解している人ほど、感染症

を理由に不安を感じたり、距離を置いたりすることに否定的な傾向があり、感染症への不安や偏

見意識と人権理解との関係がうかがえる。一方、その理解が十分でない場合には、感染症に対す

る不安や偏見が生じやすいと考えられる。 

さらに、自分の生活との接点が比較的少ないと感じられる人権課題については、人権の理念「（権

利としての理解）が、判断や態度に反映されやすい。一方、子どものしつけや職場・地域での関

わりなど日常生活に密接に関わる身近な人権課題では、人権の重要性を理解していても、必ずし

も具体的な判断や行動に結びつかない場合がある。その背景には、身近な人権課題に対する考え

方や行動が、人権に関する知識や理解の程度だけでなく、集団の秩序や慣習を重視する意識、社

会に対する不公平感、権利よりも自制を重んじる価値観、さらにこれまでの経験など、さまざま

な要因の影響を受けている可能性がある。また、人権が抽象的理念として理解されている場合に

は、具体的な場面での判断や態度と一致しないこともあると考えられる。 

人権とは、「誰が、どのような権利を持っているのか」という具体的な権利の問題である。人権

教育「・発 においては、人権を抽象的な理念として提示するだけでなく、具体的な場面を通して、

「「どのような考え方や行動が人権尊重につながるのか」をわかりやすく示していく視点が必要で

ある。 
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３ 部落差別問題（同和問題）に関する課題 

（１）部落差別（同和問題）を初めて知った時期・経路と、その時の気持ちとの関係 

人間は、物事を初めて知った時に得た知識・考え方・感情の影響を、長期にわたって持ち続け

ることがある。部落差別（同和問題）についても同様に、初めて知った時期やその経路、その時

に抱いた感情が、成長後の現在の意識や考え方に影響を及ぼしている可能性が考えられる。 

そこで本分析では、部落差別（同和問題）を初めて知った時の認知経路やその時の気持ちに焦

点を当て、初期段階の学習や経験がもたらす課題を明らかにすることを目的として、クロス分析

を行う。 

特に、部落問題学習の中でも「学校の授業」における学習経験に重点を置き、義務教育段階で

行われる「部落問題学習」の課題を明らかにするという視点から、分析対象とする項目を以下の

点に絞ってクロス分析を行う。 

・問 6-1 認知時期  

・問 6-2 認知経路  

・問 7  初めて知った時の気持ち 

分析に用いる項目は、この分析で明らかにしたい内容に合わせて、以下のように整理する。 

① 義務教育期における認知経験（問 6-1） 

１．義務教育期 

ア 小学生の頃 

イ 中学生の頃 

② 認知経路（問 6-2） 

部落差別問題を初めて知った経路について、次の二つに区分した。 

１．身近な人から 

ア 家族や親戚から   

イ 友人（知人）、近所や職場の人から 

２．学校の授業で 

③ 初めて知った時の気持ち（問 7） 

１．解決をめざす気持ち 

ア そのような差別に怒りを感じた 

イ 部落差別（同和問題）を早くなくしたいと思った 

ウ 人権・同和教育を徹底させるべきだと思った 

２．同情・負の気持ち 

ア 差別の辛さや惨さだけが強く印象に残った 

イ 差別を受けている人たちは気の毒だと思った 

３．忌避・無関心 

ア 被差別部落（同和地区）の人とは関わりたくないと思った 

イ 自分には関係ないことだと思った 

４．内容の未理解 

ア よくわからなかった 

以下では、義務教育期における認知時期及び認知経路と、初めて知った時の気持ちとの関係に

ついて、クロス分析した結果を示す。 
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46.5

28.6

31.7

11.4

3.5

31.4

18.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身近な人から

学校の授業で

問６-１ 認知時期（義務教育期） 問６-２ 認知経路（１．身近な人から２．学校の授業で）

問７ 部落差別（同和問題）を初めて知った時の気持ち

解決をめざす気持ち 同情・負の気持ち 忌避・無関心 内容の未理解

回
答

数

解
決

を

め
ざ

す

気
持

ち

同
情

・

負
の

気

持

ち

忌
避

・

無
関

心

内
容

の

未
理

解

100.0 43.9 31.2 4.6 20.3
237 104 74 11 48

100.0 28.6 28.6 11.4 31.4
35 10 10 4 11

100.0 46.5 31.7 3.5 18.3
202 94 64 7 37

χ2(3)=8.8940    p=0.0307(＊p<0.05）

上段：割合（％）　下段：回答数（人）

部落差別（同和問題）を初めて知った時の気持ち

身近な人から

学校の授業で

　     　　　    問７

　問６

全　　　体１　認知時期

義務教育期

・小学生の頃
・中学生の頃

問6-2

認知経路

― 認知時期・認知経路・初めて知った時の気持ち ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

義務教育期に部落差別（同和問題）を「初めて知った」と回答した人は、全体の 75.3%（373人

中 281人）である。以下では、認知経路が「学校の授業で」（202人）と「身近な人から」（35人）

と回答した人に限定して示す（その他の経路はここでは対象外とする）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「身近な人から」（35 人）部落差別（同和問題）を初めて知った時の気持ちは、「解決をめざす

気持ち」「同情・負の気持ち」がいずれも 28.6%、「内容の未理解」が 31.4%、「忌避・無関心」が

11.4%である。一方、「学校の授業で」（202 人）初めて知った場合は、「解決をめざす気持ち」が

46.5%と最も高く、次いで「同情・負の気持ち」が 31.7%、「内容の未理解」が 18.3%、「忌避・無

関心」は 3.5%である。 

「身近な人から」部落差別（同和問題）を初めて知った場合には、部落差別（同和問題）を伝え

る際の視点や問題意識が必ずしも一様ではなく、伝えられる内容や表現も、伝える人の思いや立

場によって異なると考えられる。そのため、さまざまな人が、それぞれの思いや理解のもとで部

落差別（同和問題）を伝えている状況が反映された結果であると考えられる。 

これに対し、「学校の授業で」初めて知った場合は、部落差別（同和問題）の解消をめざした計

画的・体系的な学習として行われており、「忌避・無関心」が少ないという点では一定の理解は見

られるものの、「解決をめざす気持ち」は半数未満にとどまり、「内容の未理解」は 2 割弱、「同

情・負の気持ち」も約 3割を占めている。これらの結果は、部落差別（同和問題）の解消をめざ

す力の育成という学習の目的を踏まえると、なお課題は残されているといえる。 

以上のことから、現在実施されている部落問題学習については、これまでの取組を踏まえつつ、

「部落差別の解消につながる内容となっているか」「児童生徒の発達段階に応じた内容や学習方法

で理解が深められているのか」といった観点から、部落問題学習の内容および指導の在り方を引

き続き見直していくことが求められる。  

認
知
時
期 

義
務
教
育
期 
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（２）人権教育・研修経験と現在の部落差別（同和問題）に関する意識との関係 

初めて部落差別（同和問題）を知った時の認知や学習に加え、その後に受けた人権教育・研修

の経験が、現在の部落差別（同和問題）に関する意識や態度にどのように関係しているのかを明

らかにすることを目的として、クロス分析を行う。 

本分析では、人権教育・研修の経験と、結婚や土地購入に対する意識、ならびに人権課題に関

する意見との関係を検討するため、分析対象とする項目を以下の点に絞ってクロス分析を行う。 

・問 4 人権教育・研修を受けた経験 

・問 8 被差別部落（同和地区）出身の人との結婚に対する意識 

・問 9 被差別部落（同和地区）内の土地の購入に対する意識  

・問 11 人権課題についての意見に対する考え 

（2. ｢同和対策事業特別措置法｣等による、被差別部落 （同和地区）の人々に対して行わ

れた特別な支援は逆差別だという意見） 

①人権教育・研修を受けた経験（問 4） 

問 4については複数回答を単一回答に再編集し、次の 4つに区分する。 

１．学校教育でのみ 

２．講座・職場研修のみ 

３．学校教育、講座・職場研修の両方 

４．受けたことがない 

②被差別部落（同和地区）出身者との結婚に対する意識（問 8） 

問 8については、5つの選択肢を 3つに再分類する。 

１．反対しない（特に気にならない、少し気になるが反対はしない） 

２．反対する（絶対に反対する、できればやめてほしい） 

３．わからない 

③被差別部落（同和地区）内の土地の購入に対する意識（問 9） 

問 9については、5つの選択肢を 3つに再分類する。 

１．購入する（特に気にならない、少し気になるが購入の判断には影響しない） 

２．購入しない（絶対に購入しないと思う、できれば避けたいと思う） 

３．わからない 

④人権課題についての意見に対する考え（2.同和対策事業は逆差別という意見）（問 11） 

問 11についても同様に、5つの選択肢を 3つに再分類する。 

１．そう思う（そう思う、まあそう思う） 

２．どちらともいえない 

３．そう思わない（そう思わない、あまりそう思わない） 

なお、いずれの設問についても、不明・無回答は分析対象から除外する。 

以下では、人権教育・研修経験と、結婚や土地購入に対する意識、ならびに人権課題に関する

意見との関係について、クロス分析した結果を示す。 
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78.6

85.7

93.0

47.2

8.0

4.8

1.8

13.2

13.4

9.5

5.3

39.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

学校教育でのみ

講座・職場研修でのみ

学校教育、講座・職場研修の両方

受けたことがない

問４ 人権教育・研修を受けた経験 １．部落差別に関する問題（同和問題）

問８ 被差別部落（同和地区）出身の人との結婚に対する意識

反対しない 反対する わからない

― 人権教育・研修を受けた経験と被差別部落（同和地区）出身の人との結婚に対する意識、被

差別部落（同和地区）内の土地の購入に対する意識 ― 

回

答
数

反

対
し
な

い

反

対
す
る

わ

か
ら
な

い

購

入
す
る

購

入
し
な

い

わ

か
ら
な

い

100.0 76.6 7.6 15.8 53.5 24.2 22.3
355 272 27 56 190 86 79

100.0 78.6 8.0 13.4 57.6 24.6 17.9
224 176 18 30 129 55 40

100.0 85.7 4.8 9.5 61.9 19.0 19.0
21 18 1 2 13 4 4

100.0 93.0 1.8 5.3 59.6 19.3 21.1
57 53 1 3 34 11 12

100.0 47.2 13.2 39.6 26.4 30.2 43.4
53 25 7 21 14 16 23

問8　χ2(6)=37.7861   　**p<  0.001、 問９　χ2(6)=22.9615    **p<0.001

問９　被差別部落（同和地区）内の土地
　　　 の購入に対する意識

上段：割合（％）　下段：回答数（人）

講座・職場研修でのみ

学校教育、講座・職場
研修の両方

受けたことがない

　　　　　　　　問８　・　問９

　問４人権教育・研修

　を受けた経験

問８　被差別部落（同和地区）出身の人との結婚に
　　　 対する意識

全　　　体

学校教育でのみ

１ 部落差別

に関する問題
（同和問題）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「被差別部落（同和地区）出身の人との結婚に対する意識」では、人権教育・研修を受けている

層ほど「反対しない」と回答する割合が高く、「反対する」や「わからない」と回答する割合は低

い傾向がみられる。 

また、「被差別部落（同和地区）内の土地の購入に対する意識」については、人権教育・研修経

験のある層で「購入する」と回答した人が過半数を占めている。一方で、「わからない」と判断を

保留したり、迷いを示す人も一定数みられる。特に、学校教育と講座・職場研修の両方を経験し

57.6

61.9

59.6

26.4

24.6

19.0

19.3

30.2

17.9

19.0

21.1

43.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

学校教育でのみ

講座・職場研修でのみ

学校教育、講座・職場研修の両方

受けたことがない

問９ 被差別部落（同和地区）内の土地の購入に対する意識

購入する 購入しない わからない
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た層では、その割合がやや高い傾向がみられる。 

さらに、人権教育や研修を「受けたことがない」層との間には、いずれの項目においても大き

な差がみられる。このことから、人権教育・啓発が部落差別（同和問題）について考え、理解を

深めるうえで重要な役割を果たしていることが示唆される。とりわけ、「学校教育でのみ人権教

育を受けた」と回答した人が 355 人中 224 人（63.1%）と最も多いことから、人権について学ぶ

機会の多くが学校での学びを通して得られている状況がうかがえ、学校における人権教育が人権

に関する意識を育てるうえで大きな役割を担っていると考えられる。 

一方で、「結婚差別」と「土地差別」では、忌避意識に関する回答の分布に違いが見られる。「被差

別部落（同和地区）出身の人との結婚」については、人権教育や研修を受けた層ほど、「反対しない」

と考える割合は高く、人権教育・啓発が意識の変化につながっていることがうかがえる。 

これに対して、土地の購入に関する問題では、教育や研修の受講状況にかかわらず、「購入しない」

や「わからない」と回答する人が合わせて約 4 割を占めており、「結婚」に比べて忌避意識が根強く

残っている状況がうかがえる。 

こうした土地に対する忌避意識の背景には、インターネット上で被差別部落（同和地区）の所在地

に関する情報が拡散している状況や、「みなされる差別」、すなわち周囲から被差別部落出身者として

見られることを避けようとする意識などが関係している可能性がある。 

このような状況を踏まえ、今後は、差別の構造や現代的な課題を踏まえた、より具体的な人権教育・

啓発の充実が求められる。 
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回
答

数

そ
う

思
う

ど
ち

ら
と

も

い
え

な
い

そ
う

思
わ

な
い

100.0 33.7 42.8 23.5
341 115 146 80

100.0 35.3 43.1 21.6
218 77 94 47

100.0 22.2 55.6 22.2
18 4 10 4

100.0 21.4 39.3 39.3
56 12 22 22

100.0 44.9 40.8 14.3
49 22 20 7

問8　χ2(6)=14.1748   　p= 0.0277（*p<0.05）

上段：割合（％）　下段：回答数（人）

　　　　　　　問１１　人権課題について

　　　　　　　　　　の意見に対する考え

　問４ 人権教育・研修を

　受けた経験

２．｢同和対策事業特別措置法｣等による、被差別部落 (同和地区）の人々に対して行われた
　　特別な支援は逆差別だと思う

１ 部落差別

に関する問題
（同和問題）

全　　　体

学校教育でのみ

講座・職場研修でのみ

学校教育、講座・職場
研修の両方

受けたことがない

― 人権教育・研修を受けた経験と人権課題についての意見に対する考え（２．同対事業は逆差

別という意見） ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「『同和対策事業特別措置法』等による、被差別部落（同和地区）の人々に対して行われた特別

な支援は逆差別だと思う」についてみると、「学校教育、講座・職場研修の両方」を受けた層で

は、「そう思わない」が 39.3%と比較的高い割合を占めている。一方で、「受けたことがない」層

では、「そう思う」が 44.9%、「どちらともいえない」が 40.8%、「そう思わない」が 14.3%となっ

ている。 

また、「どちらともいえない」は、「学校教育でのみ」で 43.1%、「講座・職場研修でのみ」で

55.6%、「学校教育、講座・職場研修の両方」で 39.3%と、いずれの学習経験層においても 4～5割

を占めている。これらの結果から、同和対策事業の意義・目的については、必ずしも十分に理解

されているとは言いにくい状況がうかがえる。 

人権に関する条約・法律・条例に基づき、被差別部落（同和地区）の人々を対象とした特別措

置や支援が行われてきたが、その意義・目的が必ずしも十分に伝わっていないことが、「逆差別」

意識が生じている一因となっている可能性が考えられる。 

こうした現状を踏まえ、今後の人権教育・人権啓発においては、その内容や伝え方について、

改めて検討していくことが求められる。  

35.3

22.2

21.4

44.9

43.1

55.6

39.3

40.8

21.6

22.2

39.3

14.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

学校教育でのみ

講座・職場研修でのみ

学校教育、講座・職場研修の両方

受けたことがない

問４ 人権教育・研修を受けた経験 １．部落差別に関する問題（同和問題）

問１１人権課題についての意見に対する考え

２ ｢同和対策事業特別措置法｣等による、被差別部落 (同和地区）の人々に対して

行われた特別な支援は逆差別だと思う

そう思う どちらともいえない そう思わない
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４ 人権課題の解決方法と人権課題に対する意識 

人権課題の解決に向けた考えが、さまざまな人権課題に対する意識とどのように関係している

のかを明らかにし、その結果を踏まえて、人権教育・人権啓発の在り方を検討するための資料と

することを目的とする。 

（１）人権課題の解決に向けた考えに関する 9 項目のうち 3 項目、人権課題についての意見に対

する考えに関する 14 項目のうち 3 項目を選択し、両者の関係を検討するため、分析対象とする

項目を以下の点に絞ってクロス分析を行う。 

①人権課題の解決に向けた考え（問 15） 

・思いやり・やさしさ重視意識 

一人ひとりが思いやりや優しさを持てば、人権の問題はなくなると思う（問 15-1） 

・人権の当事者意識 

人権の問題は特別な立場の人だけの問題ではなく、自分自身の問題として、関わることが大

切だと思う（問 15-2） 

・「寝た子を起こすな」意識 

差別は口に出さず、そっとしておけば、いずれなくなると思う（問 15-8） 

②人権課題についての意見に対する考え（問 11） 

・性別役割分担意識（問 11-1） 

「男性は仕事、女性は家事・子育て」といった役割分担の考え方は、見直すべきだと思う 

・職場におけるセクハラ容認意識（問 11-5） 

職場の雰囲気づくりのためなら、軽い性的な冗談を問題にする必要はない 

・教育格差容認意識（問 11-13） 

貧困や家族の介護などの事情で、子どもが教育を受ける機会に格差があってもやむを得ない 

（２）問 15および問 11について、5つの選択肢を 3区分に再分類する。 

１．そう思う（そう思う、まあそう思う） 

２．どちらともいえない 

３．そう思わない（そう思わない、あまりそう思わない） 

なお、いずれの設問についても、不明・無回答は分析対象から除外する。 

以下では、人権課題の解決に向けた考えと、人権課題についての意見に対する考え、との関係

について、クロス分析した結果を示す。 
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回
答
数

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

そ
う
思
わ
な
い

100.0 80.6 12.3 7.1 10.9 20.6 68.6 5.4 9.7 84.9

350 282 43 25 38 72 240 19 34 297

100.0 80.4 12.1 7.5 10.8 22.5 66.7 5.4 10.0 84.6

240 193 29 18 26 54 160 13 24 203

100.0 81.1 13.5 5.4 12.2 16.2 71.6 6.8 10.8 82.4

74 60 10 4 9 12 53 5 8 61

100.0 80.6 11.1 8.3 8.3 16.7 75.0 2.8 5.6 91.7

36 29 4 3 3 6 27 1 2 33

100.0 83.6 10.1 6.4 9.1 19.1 71.8 4.7 7.0 88.3

298 249 30 19 27 57 214 14 21 263

100.0 60.9 26.1 13.0 21.7 32.6 45.7 10.9 28.3 60.9

46 28 12 6 10 15 21 5 13 28

100.0 83.3 16.7 0.0 16.7 0.0 83.3 0.0 0.0 100.0

6 5 1 0 1 0 5 0 0 6

100.0 46.8 40.4 12.8 23.4 38.3 38.3 17.0 14.9 68.1

47 22 19 6 11 18 18 8 7 32

100.0 83.6 8.2 8.2 16.4 27.9 55.7 6.6 19.7 73.8

61 51 5 5 10 17 34 4 12 45

100.0 86.4 7.9 5.8 7.0 15.3 77.7 2.9 6.2 90.9

242 209 19 14 17 37 188 7 15 220
＊ 1   n.s,     2  χ2(4)=13.8871  p=0.007 (**p<0.01),      8  χ2(4)=45.5235   **p<0.001

＊ 1   n.s,     2  χ2(4)=15.0370  p=0.0046 (**p<0.01),    8  χ2(4)=34.5301    **p<0.001

＊ 1   n.s,     2  χ2(4)=25.8677   **p<0.001,     8  χ2(4)=28.7358   **p<0.001

５．職場の雰囲気づくりの
ためなら、軽い性的な冗談
を問題にする必要はない

１３．貧困や家族の介護な
どの事情で、子どもが教育
を受ける機会に格差があっ
てもやむを得ない

そう思う

どちらとも
いえない

どちらとも
いえない

そう思わない

１．「男性は仕事、女性は家事・子
育て」といった役割分担の考え方
は、見直すべきだと思う

そう思う
１
一人ひとりが思い
やりや優しさを持て
ば、人権の問題は
なくなると思う

２
人権の問題は特別
な立場の人だけの
問題ではなく、自分
自身の問題として、
関わることが大切
だと思う

８
差別は口に出さ
ず、そっとしておけ
ば、いずれなくなる
と思う

そう思わない

1
思
い
や
り
・

 
や
さ
し
さ

 
重
視
意
識

２
人
権
の
当
事

　
者
意
識

８

「
寝
た
子
を

　
起
こ
す
な

」

　
意
識

そう思う

どちらとも
いえない

そう思わない

全　　　体

　　　　　　問１１　人権課題についての意見
                     に対する考え
 

 
 

 問１５　人権課題の解決
          に向けた考え

上段：割合（％）　下段：回答数（人）

性別役割分担意識
職場におけるセクハラ容認

意識
教育格差容認意識

― 人権課題の解決に向けた考えと人権課題についての意見に対する考え ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.4 

81.1 

80.6 

83.6 

60.9 

83.3 

46.8 

83.6 
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12.1 

13.5 

11.1 

10.1 

26.1 

16.7 

40.4 

8.2 

7.9 

7.5 

5.4 

8.3 

6.4 

13.0 

0.0 

12.8 

8.2 

5.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う

どちらともいえない

そう思わない

そう思う

どちらともいえない

そう思わない

そう思う

どちらともいえない

そう思わない

問１５ 人権課題の解決に向けた考え

問１１ 人権課題についての意見に対する考え そう思う どちらともいえない そう思わない

思
い
や
り
・ 

や
さ
し
さ 

重
視
意
識 

問１１-１ 「男性は仕事、女性は家事・子育て」といった役割分担の考え方は、見直すべきだと思う 

人

権

の

当

事
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意
識 
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寝
た
子
を

起
こ
す
な
」

意
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「人権課題の解決に向けた考え」で、「一人ひとりが思いやりや優しさを持てば、人権問題はな

くなると思う」（思いやりややさしさ重視意識）については、「そう思う」「どちらともいえない」

「そう思わない」のいずれを選択した場合でも、「『男性は仕事、女性は家事・子育て』といった役

割分担の考え方は、見直すべきだと思う」に「そう思う」と回答した割合は約 80%であり、大き

な差は見られない。また、「職場の雰囲気づくりのためなら、軽い性的な冗談を問題にする必要

はない」（職場におけるセクハラ容認意識）や「貧困や家族の介護などの事情で、子どもが教育を

受ける機会に格差があってもやむを得ない」（教育格差容認意識）についても、思いやり・やさし

さ重視意識の違いによる回答の傾向に大きな差はみられない。 

一方、「人権の問題は特別な立場の人だけの問題ではなく、自分自身の問題として、関わるこ

とが大切だと思う」（人権の当事者意識）に「そう思う」と回答した人では、83.6%が「性別役割

分担を見直すべきだ」と回答している。また、職場におけるセクハラ容認に対して 71.8%が「そ

う思わない」、教育格差容認に対して 88.3%が「そう思わない」と回答しており、当事者意識が高

い層ほど、差別的な意見を否定する割合が高い傾向がみられる。 

これに対し、人権の当事者意識に「どちらともいえない」と回答した人では、性別役割分担の

10.8 
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8.3 

9.1 

21.7 

16.7 

23.4 

16.4 

7.0 
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16.2 
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19.1 

32.6 
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83.3 

38.3 

55.7 

77.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う

どちらともいえない

そう思わない

そう思う

どちらともいえない

そう思わない

そう思う

どちらともいえない

そう思わない

問１５ 人権課題の解決に向けた考え

問１１ 人権課題についての意見に対する考え
そう思う どちらともいえない そう思わない
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問１１-５ 職場の雰囲気づくりのためなら、軽い性的な冗談を問題にする必要はない 
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問１１-１３貧困や家族の介護などの事情で、子どもが教育を受ける機会に格差があってもやむを得ない 
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考え方の見直しについて 26.1%が「どちらともいえない」、13.0%が「そう思わない」と回答して

いる。同様に、職場におけるセクハラ容認については、21.7%が「そう思う」、32.6%が「どちらと

もいえない」、教育格差容認については、10.9%が「そう思う」、28.3%が「どちらともいえない」

となっている。このように、「どちらともいえない」と回答する層では、判断を保留したり、回避

したり、明確な態度を示さなかったりする傾向がみられる。なお、「そう思わない」層は人数が 6

人と少ないため、解釈には留意が必要である。 

さらに、「差別は口に出さず、そっとしておけば、いずれなくなると思う」（いわゆる「寝た子

を起こすな」意識）に「そう思う」と回答した人では、「性別役割分担を見直すべきだ」に、46.8%

が「そう思う」、40.4%が「どちらともいえない」と高く、「そう思わない」は 12.8%である。「そ

う思う」と回答した層では、明確な賛否を示す回答が相対的に少なくなり、「どちらともいえな

い」が顕著に増加している。同様に、職場におけるセクハラ容認については、38.3%が「どちらと

もいえない」、38.3%が「そう思わない」、教育格差容認については 14.9%が「どちらともいえない」、

68.1%が「そう思わない」で、いずれの項目においても、差別的な意見を否定する割合が相対的に

低く、「どちらともいえない」が増加している。 

これらの結果から、人権課題の解決に向けた考えの違いによって、具体的な人権課題に対する

受け止め方や判断のしかたに違いが生じていることがわかる。 

まず、「一人ひとりが思いやりや優しさを持てば、人権の問題はなくなると思う」という「思い

やり・やさしさ重視意識」については、性別役割分担意識、職場におけるセクハラ容認意識、教

育格差容認意識のいずれにおいても、回答の割合は全体の傾向とほぼ同じであり、大きな差はみ

られなかった。 

このことから、思いやりややさしさは、社会生活を円滑に営む上では重要ではあるものの、主

に個人の心の持ち方に関わる抽象的な考え方であるため、具体的な人権課題について是非を判断

したり、問題の解決につなげたりする場面では、判断の基準にはなりにくいと考えられる。 

一方で、人権の当事者意識が高い人ほど、性別役割分担の見直しや、セクハラ容認の否定、教

育格差容認の否定といった考え方を選ぶ割合が高くなる傾向がみられる。このことから、当事者

意識は、人権課題を「自分ごと」として捉え、具体的な場面で判断する際に影響を与える大切な

考え方であるといえる。 

これに対して、「寝た子を起こすな」意識が強い層では、差別的な考え方をはっきりと否定す

る割合が低く、「どちらともいえない」と判断を保留する回答が比較的多くみられる。その結果、

問題が表に出にくくなり、人権侵害が起きていないかのように受け止められてしまうおそれがあ

る。つまり、「寝た子を起こすな」意識は、差別を積極的に肯定する形で表れるよりも、判断を避

けたり、声を上げなかったりすることを通して、人権課題の解決を難しくしている可能性がある

と考えられる。 

以上のことから、人権教育・人権啓発においては、人権課題を自分自身の問題として考える視

点を育てることが重要であるといえる。あわせて、具体的な場面で「どのように考え、判断し、

行動するのか」や、「なぜそれが人権の問題になるのか」を考える力を育むこと、さらに「どちら

ともいえない」と判断を保留することが社会や周囲にどのような影響を及ぼすのかに気づく視点

を踏まえた取組が求められる。 
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「添田町
そえだまち

人権
じんけん

課題
か だい

に関
かん

する町民
ちょうみん

意識
い しき

調査
ちょうさ

」への 

ご協
きょう

力
りょく

のお願
ねが

い 
 

添田町
そえだまち

では、「お互
たが

いの人権
じんけん

を尊重
そんちょう

し合
あ

えるまち」の実現
じつげん

を目指
め ざ

して、さまざま

な取組
とりくみ

を進
すす

めているところです。 

このたび、町民
ちょうみん

の皆様
みなさま

の人権
じんけん

についてのご意見
いけん

をお伺
うかが

いし、今後
こんご

の人権
じんけん

施策
しさく

に

反映
はんえい

させることを目的
もくてき

として、町民
ちょうみん

意識
い し き

調査
ちょうさ

を実施
じっし

することといたしました。 

本調査
ほんちょうさ

は、町民
ちょうみん

の皆様
みなさま

とともに、人権
じんけん

尊重
そんちょう

のまちづくりを進
すす

めていくための

大変
たいへん

重要
じゅうよう

ななものですので、お忙
いそが

なしいところ誠
まこと

なに申
もう

なし訳
わけ

なございませんが、

最後
さ い ご

の質問
しつもん

までご回答
かいとう

いただきますようお願
ねが

いいたします。 

皆様
みなさま

の率直
そっちょく

なご意見
いけん

をお聞
き

かせください。ご協 力
きょうりょく

をよろしくお願
ねが

いいたします。 

 

                    令和
れ い わ

７年
ねん

８月
がつ

 

                      添田町
そえだまち

教育
きょういく

委員会
いいんかい

 

 

 

 この調査
ちょうさ

は、町内
ちょうない

にお住
すま

いの１８歳
さい

以上
いじょう

の方
かた

の中
なか

から無作為
む さ く い

に抽
ちゅう

出
しゅつ

した方
かた

を対象
たいしょう

に実施
じっし

するも

のです。(令和
れいわ

７年
ねん

４月
がつ

１日
にち

基準
きじゅん

) 

この調査
ちょうさ

には無記名
む き め い

でご回答
かいとう

いただき、その結果
けっか

は統計的
とうけいてき

に処理
し ょ り

いたしますので、回答
かいとう

から

個人
こ じ ん

が特定
とくてい

されることはありません。また、調査
ちょうさ

の目的
もくてき

以外
い が い

に使用
し よ う

されることもありません。 

 

※アンケートについてご不明
ふめい

な点
てん

などがありましたら、下記
か き

までお問
と

い合
あ

わせください。 

 

  

【 問
と

い合
あ

わせ先
さき

】 添田町
そえだまち

教育
きょういく

委員会
いいんかい

 社会
しゃかい

教育課
きょういくか

 人権
じんけん

同和
どうわ

推進係
すいしんかかり

 

電
でん

 話
わ

：０９４７－８２－５８００ 

ＦＡＸ：０９４７－８２－２５５９ 



- 151 - 

【記入上
きにゅうじょう

のお願
ねが

い】 

 

 

１．調査
ちょうさ

なは封筒
ふうとう

なの宛名
あ て な

なの方
かた

なが対象
たいしょう

なです。必
かなら

な 対象者
たいしょうしゃ

なご本人
ほんにん

ながご自分
じ ぶ ん

なで、ご回答
かいとう

くださ

るようお願
ねが

いします。ただし、対象者
たいしょうしゃ

の方
かた

の記入
きにゅう

が難
む か

しい場合
ばあい

は、代理
だ い り

の方
かた

が

対象者
たいしょうしゃ

の方
かた

の回答
かいとう

を確認
かくにん

のうえ、記入
きにゅう

してください。 

２．この調査
ちょうさ

は無記名
む き め い

ですので、住所
じゅうしょ

や名前
な ま え

を記入
きにゅう

する必要
ひつよう

はありません。 

３．回答
かいとう

の記入
きにゅう

は、鉛筆
えんぴつ

またはボールペンでお願
ねが

いします。 

４．回答
かいとう

は、該当
がいとう

する項目
こうもく

を○で囲
かこ

んでください。 

５．回答数
かいとうすう

については、「番号
ばんごう

１つ」の場合
ば あ い

や、「あてはまる番号
ばんごう

すべて」などの

設問
せつもん

文
ぶん

に沿
そ

って回答
かいとう

してください。 

６．回答
かいとう

が終
お

わりましたら、同封
どうふう

の返信用
へんしんよう

封筒
ふうとう

（切手
き っ て

を貼
は

る必要
ひつよう

はありません。)

に入
い

れて、令和
れ い わ

７年
ねん

９月
がつ

２２日
にち

（月）までにポストに投函
とうかん

してください。 

７．回答
かいとう

はインターネットでも可能
か の う

です。インターネットで回答
かいとう

した方
かた

は、この

調査票
ちょうさひょう

を返送
へんそう

していただく必要
ひつよう

はありません。 

次
つぎ

の二次元
に じ げ ん

バーコードからアンケート専用
せんよう

ホームページを開
ひら

いて、回答
かいとう

してください。 

【二次元
に じ げ ん

バーコード】 

 

 

 

 

【URL】

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaSEM9tEu8y8yv2W9QozwLh6L5DLKGmo

Pi5XMBCEKntAApxg/viewform?usp=dialog 
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 あなたの年齢
ねんれい

をお答
こた

えください。（あてはまる番号
ばんごう

１つに〇） 

※令和
れ い わ

７年
ねん

４月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

の時点
じ て ん

でお答
こた

えください。 

１. １８～２９歳
さい

 ２. ３０～３９歳
さい

 ３. ４０～４９歳
さい

 

４. ５０～５９歳
さい

 ５. ６０～６９歳
さい

 ６. ７０歳
さい

以上
いじょう

 

 

１ 人権
じんけん

全般
ぜんぱん

について 

 

 

 
そ
う
思 お

も

う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

そ
う
思 お

も

う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

あ
ま
り
そ
う
思 お

も

わ
な
い 

そ
う
思 お

も

わ
な
い 

１.人権
じんけん

なとは、すべての人
ひと

なに平等
びょうどう

なに保障
ほしょう

なされている、法
ほう

なに基
もと

づいた基本的
きほんてき

な権利
けんり

だと思
おも

う 
１ ２ ３ ４ ５ 

２.人権
じんけん

なが侵害
しんがい

なされたときは、法的
ほうてき

なな手続
てつづ

なきによって救済
きゅうさい

なさ

れるべきだと思
おも

う 
１ ２ ３ ４ ５ 

３.個人
こじん

の権利
けんり

よりも、伝統
でんとう

や慣習
かんしゅう

など地域
ちいき

全体
ぜんたい

の利益
りえき

が優先
ゆうせん

されるべきだと思
おも

う 
１ ２ ３ ４ ５ 

４．「人権
じんけん

なを守
まも

なること」は法律
ほうりつ

なだけでなく、社会
しゃかい

全体
ぜんたい

なで取
と

なり

組
く

むべき課題
かだい

だと思
おも

う 
１ ２ ３ ４ ５ 

５.今
いま

の社会
しゃかい

では、社会的
しゃかいてき

に弱
よわ

い立場
たちば

の人
ひと

が優遇
ゆうぐう

される一方
いっぽう

で、

一般
いっぱん

の人々
ひとびと

の努力
どりょく

が認
みと

められていないと感
かん

じることがある 
１ ２ ３ ４ ５ 

６.権利
けんり

なばかり主張
しゅちょう

なして、我慢
がまん

なできない人
ひと

なが増
ふえ

なえてきている

と感
かん

じる 
１ ２ ３ ４ ５ 

７.社会
しゃかい

福祉
ふくし

に頼
たよ

るのではなく、自立
じりつ

を目指
め ざ

してもっと努力
どりょく

す

るべきだと思
おも

う 
１ ２ ３ ４ ５ 

８．災害
さいがい

ななどの非常時
ひじょうじ

なには、支援
しえん

なが必要
ひつよう

なな人
ひと

なへの特別
とくべつ

なな配慮
はいりょ

ができなくても仕方
しかた

がないと思
おも

う 
１ ２ ３ ４ ５ 

問
とい

1 次
つぎ

に挙
あ

げる１～８の考
かんが

え方
かた

について、あなたはどう思
おも

いますか。 

あなたの考
かんが

えに近
ちか

いものをお答
こた

えください。（各右欄
かくうらん

のあてはまる番号
ばんごう

1つに〇） 
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１. あらぬ噂
うわさ

、悪口
わるくち

、陰
かげ

口
ぐち

による、名誉
めいよ

・信用
しんよう

などの侵害
しんがい

 

２. 学歴
がくれき

や職 業
しょくぎょう

、容姿
ようし

などを理由
りゆう

とした不当
ふとう

な差別的
さべつてき

待遇
たいぐう

 

３. 地域
ちいき

・家庭
かてい

・職場
しょくば

などにおける暴力
ぼうりょく

・脅迫
きょうはく

・仲間
なかま

は れ・嫌
いや

がらせ 

４. 信条
しんじょう

・性別
せいべつ

・社会的
しゃかいてき

身分
みぶん

などの違
ちが

いによる不平等
ふびょうどう

や不利益
ふ り え き

な扱
あつか

い 

５. 児童
じどう

虐待
ぎゃくたい

（育児
いくじ

放棄
ほうき

や体罰
たいばつ

、暴言
ぼうげん

など） 

６. 高齢者
こうれいしゃ

虐待
ぎゃくたい

（不衛生
ふえいせい

な放置
ほうち

、暴力
ぼうりょく

、暴言
ぼうげん

など） 

７. 性的
せいてき

嫌
いや

がらせ（セクシュアル・ハラスメント） 

８. 配偶者
はいぐうしゃ

や恋人
こいびと

等
など

からの暴力
ぼうりょく

（ドメスティック・バイオレンス） 

９. 特定
とくてい

の人
ひと

にしつこくつきまとわれること（ストーカー行為
こうい

） 

10. 職場
しょくば

等
とう

での不当
ふとう

な待遇
たいぐう

や上司
じょうし

の言動
げんどう

による嫌
いや

がらせ（パワー・ハラスメント） 

11. インターネット上
じょう

での人権
じんけん

侵害
しんがい

 

12. プライバシーの侵害
しんがい

 

13. 差別
さべつ

されたり人権
じんけん

を侵害
しんがい

されたことはない 

14. その他
た

（                                    ） 

 

 

 

 

１. 何
なに

もせ にがまんする 

２. 相手
あ い て

に対
たい

して直 接
ちょくせつ

抗議
こうぎ

する 

３. 家族
かぞく

や親族
しんぞく

・友人
ゆうじん

・知人
ちじん

など身近
みぢか

な人
ひと

に相談
そうだん

する 

４. 行 政
ぎょうせい

区
く

の役員
やくいん

・民生
みんせい

委員
いいん

・議員
ぎいん

など地域
ちいき

の人
ひと

に相談
そうだん

する 

５. 人権
じんけん

団体
だんたい

やＮＰＯ法人
ほうじん

などの民間
みんかん

機関
きかん

に相談
そうだん

する 

６. 県
けん

や町
まち

の行政
ぎょうせい

窓口
まどぐち

、警察
けいさつ

、法務局
ほうむきょく

、人権
じんけん

擁護
ようご

委員
いいん

などの公的
こうてき

機関
きかん

に相談
そうだん

する 

７. 弁護士
べ ん ご し

に相談
そうだん

する 

８. どうしたらよいかわからない 

９. その他
た

（                                   ） 

問
とい

２ あなたは、過去
か こ

５年
ねん

ほどの間
あいだ

に、差別
さべつ

や人権
じんけん

侵害
しんがい

を受
う

けた経験
けいけん

、またはそのような事例
じれい

を見聞
み き

きしたことはありますか。ある場合
ばあい

は、それはどのようなことでしたか。 

（あてはまる番号
ばんごう

すべてに〇） 

問
とい

な３ あなたは、もし差別
さべつ

なを受
う

なけたり人権
じんけん

なを侵害
しんがい

なされたりした場合
ばあい

な、どのように対処
たいしょ

なしますか。

または誰
だれ

(どこ)に相談
そうだん

しますか。（あてはまる番号
ばんごう

すべてに〇） 
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 ※性的
せいてき

少数者
しょうすうしゃ

…この調査
ちょうさ

では、性的
せいてき

指向
しこう

（どのような人
ひと

を好
す

きになるか）や性
せい

自認
じにん

（自分
じぶん

の性別
せいべつ

をどう認識
にんしき

しているか）に

関
かん

してのありようが性的
せいてき

多数派
た す う は

とは異
こと

なるとされる人々
ひとびと

のことを表
あらわ

すため、「性的
せいてき

少数者
しょうすうしゃ

」という用語
ようご

を使用
しよう

しています。 

 

 

 

 

小
学
校

し
ょ
う
が
っ
こ
う

で
受 う

け
た 

中
学
校

ち
ゅ
う
が
っ
こ
う

で
受 う

け
た 

高
校

こ
う
こ
う

で
受 う

け
た 

大
学

だ
い
が
く

・
短
大

た
ん
だ
い

、
専
門

せ
ん
も
ん

学
校

が
っ
こ
う

で 

受 う

け
た 

住
民

じ
ゅ
う
み
ん

対
象

た
い
し
ょ
う

の
講
座

こ
う
ざ

で
受 う

け
た 

職
場

し
ょ
く
ば

研
修

け
ん
し
ゅ
う

で
受 う

け
た 

受 う

け
た
記
憶

き
お
く

が
な
い 

受 う

け
た
こ
と
が
な
い 

１. 部落
ぶらく

差別
さべつ

に関
かん

する問題
もんだい

（同和
どうわ

問題
もんだい

） １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

２. 障
しょう

がい者
しゃ

の人権
じんけん

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

３. 外国人
がいこくじん

の人権
じんけん

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

４. 性的
せいてき

少数者
しょうすうしゃ

の人権
じんけん

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

５. 感染症
かんせんしょう

による人権
じんけん

侵害
しんがい

に関
かん

する問題
もんだい

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

６. インターネットによる人権
じんけん

侵害
しんがい

に関
かん

する問題
もんだい

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

７. いじめやハラスメントに関
かん

する問題
もんだい

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

 
内
容

な
い
よ
う

を
知 し

っ
て
い
る 

言
葉

こ
と
ば

だ
け
は
知 し

っ
て
い
る 

知 し

ら
な
い 

１.世界
せかい

人権
じんけん

宣言
せんげん

 

すべての人民
じんみん

とすべての国
くに

が達成
たっせい

すべき基本的
きほんてき

人権
じんけん

についての宣言
せんげん

です。 
１ ２ ３ 

２.女性
じょせい

差別
さべつ

撤廃
てっぱい

条 約
じょうやく

 

女性
じょせい

の権利
け ん り

と男女
だんじょ

平等
びょうどう

を確立
かくりつ

するための国際
こくさい

条約
じょうやく

です。 
１ ２ ３ 

３.人種
じんしゅ

差別
さべつ

撤廃
てっぱい

条 約
じょうやく

 

あらゆる形態
けいたい

の人種
じんしゅ

差別
さべつ

を撤廃
てっぱい

することを目的
もくてき

とした国際
こくさい

条 約
じょうやく

です。 
１ ２ ３ 

問
とい

４ あなたは学校
がっこう

や職場
しょくば

、地域
ちいき

などで次
つぎ

のような人権
じんけん

教育
きょういく

や研修
けんしゅう

を受
う

けたことがありますか。 

それぞれについて、どこで受
う

けたかをすべて選
えら

んでください。（各右欄
かくうらん

のあてはまる番号
ばんごう

すべてに〇） 

問
とい

５ あなたは次
つぎ

のような人権
じんけん

に関
かん

する宣言
せんげん

や条約
じょうやく

・法律
ほうりつ

・条例
じょうれい

を知
し

っていますか。 

１～７のそれぞれについてお答
こた

えください。(各右欄
かくうらん

のあてはまる番号
ばんごう

1つに〇） 

次
じ

ページに続
つづ

く 



- 155 - 

 

２ 同和
どう わ

問題
もんだい

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問
とい

５ 
内
容

な
い
よ
う

を
知 し

っ
て
い
る 

言
葉

こ
と
ば

だ
け
は
知 し

っ
て
い
る 

知 し

ら
な
い 

４.障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

（障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

） 

障
しょう

がいを理由
りゆう

とする不当
ふとう

な差別的
さべつてき

扱
あつか

いの禁止
きんし

と、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を義務
ぎ む

とする法律
ほうりつ

です。 
１ ２ ３ 

５.ヘイトスピーチ解消法
かいしょうほう

 

（本邦外
ほんぽうがい

出身者
しゅっしんしゃ

に対
たい

する不当
ふとう

な差別的
さべつてき

言動
げんどう

の解消
かいしょう

に向
む

けた取組
とりくみ

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

） 

日本
にほん

に住
す

む外
がい

国籍
こくせき

の人
ひと

やその子孫
しそん

に対
たい

する不当
ふとう

な差別的
さべつてき

言動
げんどう

、いわゆるヘイトスピーチ

を規制
きせい

する法律
ほうりつ

です。 

１ ２ ３ 

６.部落
ぶらく

差別
さべつ

解 消
かいしょう

推進法
すいしんほう

（部落
ぶらく

差別
さべつ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

） 

部落
ぶらく

差別
さべつ

を解消
かいしょう

し、部落
ぶらく

差別
さべつ

のない社会
しゃかい

を実現
じつげん

することを目的
もくてき

とした法律
ほうりつ

です。この

法律
ほうりつ

は、部落
ぶらく

差別
さべつ

が許
ゆる

されないものであるとの認識
にんしき

のもとに、その解消
かいしょう

を推進
すいしん

するこ

とを定
さだ

めています。 

１ ２ ３ 

７.添田町
そえだまち

部落
ぶらく

差別
さべつ

の解 消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する条 例
じょうれい

 

部落
ぶらく

差別
さべつ

解消
かいしょう

推進法
すいしんほう

をもとに、添田町
そえだまち

において部落
ぶらく

差別
さべつ

の解消
かいしょう

のあり方
かた

を定
さだ

めた

条例
じょうれい

です。 

１ ２ ３ 

１. 小学校
しょうがっこう

入学前
にゅうがくまえ

 

２. 小学生
しょうがくせい

の頃
ころ

 

３. 中学生
ちゅうがくせい

の頃
ころ

 

４. １５歳
さい

～１８歳
さい

未満
みまん

 

５. １８歳
さい

以後
い ご

 

６. 部落
ぶらく

差別
さべつ

(同和
どうわ

問題
もんだい

)を知
し

らない 

問
とい

６-1なな知
し

った時期
じ き

はいつ頃
ごろ

ですか 

１. 家族
かぞく

や親戚
しんせき

から 

２. 友人
ゆうじん

（知人
ちじん

）、近所
きんじょ

や職場
しょくば

の人
ひと

から 

３. 学校
がっこう

の授 業
じゅぎょう

で 

４. 行 政
ぎょうせい

や職場
しょくば

の人権
じんけん

啓発
けいはつ

事業
じぎょう

で 

５. 県
けん

や市町村
しちょうそん

の広報誌
こうほうし

や冊子
さっし

などで 

６. マスコミを通
つう

じて 

７. 被
ひ

差別
さべつ

部落
ぶらく

の当事者
とうじしゃ

から 

８. インターネットで 

９. おぼえていない 

10. その他
た

 

（具体的
ぐたいてき

に               ） 

問
とい

６-2なな知
し

った方法
ほうほう

は何
なん

ですか 

問
とい

６ 部落
ぶらく

差別
さべつ

（同和
どうわ

問題
もんだい

）があることを最初
さいしょ

に知
し

った「時期
じ き

」「方法
ほうほう

」についてお答
こた

えください。 

な「知
し

った時期
じ き

」の枠
わく

から１つ、次
つぎ

に「知
し

った方法
ほうほう

」の枠
わく

から１つ選
えら

んで番号
ばんごう

に〇をしてください。 

６を回答
かいとう

した方
かた

は問８へ 
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１. そのような差別
さべつ

に怒
いか

りを感
かん

じた 

２. 部落
ぶらく

差別
さべつ

（同和
どうわ

問題
もんだい

）を早
はや

くなくしたいと思
おも

った 

３. 人権
じんけん

・同和
どうわ

教 育
きょういく

を徹底
てってい

させるべきだと思
おも

った 

４. 差別
さべつ

の辛
つら

さや惨
むご

さだけが強
つよ

く印象
いんしょう

に残
のこ

った 

５. 差別
さべつ

を受
う

けている人
ひと

たちは気
き

の毒
どく

だと思
おも

った 

６. 被
ひ

差別
さべつ

部落
ぶらく

（同和
どうわ

地区
ち く

）の人
ひと

とは関
かか

わりたくないと思
おも

った 

７. 自分
じぶん

には関係
かんけい

ないことだと思
おも

った 

８. よくわからなかった 

９. その他
た

（                                   ） 

 

 

 

１．特
とく

に気
き

にならない ２．少
すこ

し気
き

になるが反対
はんたい

はしない 

３．できればやめてほしい ４．絶対
ぜったい

に反対
はんたい

する 

５．わからない 

 

 

 

１．特
とく

に気
き

にならない ２．少
すこ

し気
き

にはなるが購入
こうにゅう

の判断
はんだん

には影響
えいきょう

しない 

３．できれば避
さ

けたいと思
おも

う ４．絶対
ぜったい

に購入
こうにゅう

しないと思
おも

う 

５．わからない 

 

 

 

１. 教 育
きょういく

を受
う

ける権利
けんり

を保障
ほしょう

するための「義務
ぎ む

教 育
きょういく

教科書
きょうかしょ

無償
むしょう

制度
せいど

」 

２. 被
ひ

差別
さべつ

部落
ぶらく

（同和
どうわ

地区
ち く

）の高校生
こうこうせい

を対 象
たいしょう

とした制度
せいど

が基
もと

となって作
つく

られた、全
すべ

ての 

高校生
こうこうせい

を対 象
たいしょう

とした「高校
こうこう

奨 学
しょうがく

金
きん

制度
せいど

」 

３. プライバシーを守
まも

るための「戸籍
こせき

や住 民 票
じゅうみんひょう

の閲覧
えつらん

制限
せいげん

」 

４. 就
しゅう

職
しょく

の際
さい

、企業
きぎょう

が、応募者
おうぼしゃ

の適性
てきせい

・能 力
のうりょく

に無関係
むかんけい

な事項
じこう

を選考
せんこう

材 料
ざいりょう

としないために 

設
もう

けられた「全国
ぜんこく

高等学校
こうとうがっこう

統一
とういつ

応募
おうぼ

用紙
ようし

」や「面接
めんせつ

時
じ

の質問
しつもん

内容
ないよう

の制限
せいげん

」 

５. い れについても知
し

らない 

 

 

問
とい

７ あなたが部落
ぶらく

差別
さべつ

（同和
どうわ

問題
もんだい

）を初
はじ

めて知
し

ったとき、どんな気持
き も

ちでしたか。 

あなたの気持
き も

ちに最
もっと

も近
ちか

いものをお答
こた

えください。（あてはまる番号
ばんごう

1つに〇） 

問
とい

10 部落
ぶらく

差別
さべつ

（同和
どうわ

問題
もんだい

）解決
かいけつ

のための取組
とりくみ

をきっかけとして生
う

まれた次
つぎ

の制度
せいど

のうち、 

あなたが知
し

っているものをお答
こた

えください。（あてはまる番号
ばんごう

すべてに〇） 

問
とい

８ もし、あなたの家族
かぞく

や親
した

しい人
ひと

が、被
ひ

差別
さべつ

部落
ぶらく

（同和
どうわ

地区
ち く

）出身
しゅっしん

の人
ひと

と結婚
けっこん

したいと言
い

った

場合
ばあい

、あなたはどのように思
おも

いますか。（あてはまる番号
ばんごう

一
ひと

つに〇） 

問
とい

９ あなたが、土地
と ち

の購入
こうにゅう

を検討
けんとう

する際
さい

、もしその地域
ちいき

が被
ひ

差別
さべつ

部落
ぶらく

（同和
どうわ

地区
ち く

）であると知
し

っ

た場合
ばあい

、どのように思
おも

いますか。（あてはまる番号
ばんごう

一
ひと

つに〇） 



- 157 - 

３ さまざまな人権
じんけん

課題
かだ い

について 

 

 
 

 

※同和
どうわ

対策
たいさく

事業
じぎょう

特別
とくべつ

措置法
そ ち ほ う

な 同和
どうわ

地区
ち く

な（かつて被
ひ

差別
さべつ

部落
ぶらく

なと呼
よ

なばれた地域
ちいき

な）の住民
じゅうみん

なに対
たい

なする差別
さべつ

なを解消
かいしょう

なし、

生活
せいかつ

環境
かんきょう

なや福祉
ふくし

な、教育
きょういく

ななどの分野
ぶんや

なで社会的
しゃかいてき

な・経済的
けいざいてき

地位
ち い

なの向上
こうじょう

なを図
はか

なるため、国
くに

なと地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

なが

協 力
きょうりょく

して事業
じぎょう

を行
おこな

うことを定
さだ

めた法律
ほうりつ

で、この法律
ほうりつ

に基
もと

づく事業
じぎょう

は平成
へいせい

14年
ねん

3月
がつ

に終 了
しゅうりょう

しました。 

 
そ
う
思 お

も

う 

ま
あ
そ
う
思 お

も

う 

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

あ
ま
り
そ
う 

思 お
も

わ
な
い 

そ
う
思 お

も

わ
な
い 

１.「男性
だんせい

なは仕事
しごと

な、女性
じょせい

なは家事
か じ

な・子
こ

育
そだ

なて」といった役割
やくわり

分担
ぶんたん

なの

考
かんが

え方
かた

は、見直
みなお

すべきだと思
おも

う 
１ ２ ３ ４ ５ 

２.「同和
どうわ

対策
たいさく

事業
じぎょう

特別
とくべつ

措置法
そ ち ほ う

」(※)等
など

による、被
ひ

差別
さべつ

部落
ぶらく

(同和
どうわ

地区
ち く

）の人々
ひとびと

に対
たい

して行
おこな

われた特別
とくべつ

な支援
しえん

は逆差別
ぎゃくさべつ

だと思
おも

う 
１ ２ ３ ４ ５ 

３.企業
きぎょう

なは利益
りえき

なを優先
ゆうせん

なするべきなので、知的
ちてき

障
しょう

ながい者
しゃ

なや

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

などの雇用
こよう

が進
すす

まなくても仕方
しかた

がない 
１ ２ ３ ４ ５ 

４.高齢者
こうれいしゃ

なが自動車
じどうしゃ

運転
うんてん

免許証
めんきょしょう

なを返納
へんのう

なしても、生活
せいかつ

なに困
こま

ならない

ように移動
いどう

手段
しゅだん

を考
かんが

える必要
ひつよう

があると思
おも

う 
１ ２ ３ ４ ５ 

５.職場
しょくば

なの雰囲気
ふ ん い き

なづくりのためなら、軽
かる

ない性的
せいてき

なな冗談
じょうだん

なを問題
もんだい

なに

する必要
ひつよう

はない 
１ ２ ３ ４ ５ 

６.性的
せいてき

少数者
しょうすうしゃ

なが社
しゃ

会
かい

なで話題
わだい

なになることがあるが、身近
みぢか

なにはい

ないと思
おも

う 
１ ２ ３ ４ ５ 

７.ネット上
じょう

に差別
さべつ

を助長
じょちょう

する表現
ひょうげん

や内容
ないよう

が見
み

られる場合
ばあい

でも、

表現
ひょうげん

の自由
じゆう

の観点
かんてん

から、安易
あんい

に規制
きせい

するべきではないと思
おも

う 
１ ２ ３ ４ ５ 

８.在日
ざいにち

外国人
がいこくじん

労働者
ろうどうしゃ

なが賃金
ちんぎん

なや労働
ろうどう

時間
じかん

ななどの面
めん

なで不利益
ふ り え き

なな扱
あつか

いを受
う

けないように支援
しえん

する必要
ひつよう

があると思
おも

う 
１ ２ ３ ４ ５ 

９.職場
しょくば

なの上司
じょうし

なは、指導上
しどうじょう

必要
ひつよう

であると思
おも

ったら、人前
ひとまえ

なであって

も厳
きび

しく部下
ぶ か

を指導
しどう

するべきである 
１ ２ ３ ４ ５ 

10.子
こ

などものしつけのためなら、時
とき

なには親
おや

な（大人
おとな

な）が体罰
たいばつ

なを行
おこな

ってもやむを得
え

ないことがある 
１ ２ ３ ４ ５ 

11.エイズ（ＨＩＶ）やハンセン病
びょう

患者
かんじゃ

な・回復者
かいふくしゃ

ながいる職場
しょくば

なで

は、一緒
いっしょ

に働
はたら

くのは不安
ふあん

だと思
おも

う 
１ ２ ３ ４ ５ 

問
とい

11 あなたは、次
つぎ

のような意見
いけん

に対
たい

してどう思
おも

いますか。 

あなたの考
かんが

えに近
ちか

いものをお答
こた

えください。（各右欄
かくうらん

のあてはまる番号
ばんごう

1つに〇） 

 

【各 右欄のあてはまる番号1つに〇） 

次
じ

ページに続
つづ

く 
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 ※ユニバーサルデザイン 年齢
ねんれい

や能力
のうりょく

、障
しょう

がいの有無
う む

に関係
かんけい

なく、すべての人
ひと

にとって使
つか

いやすく、でき

るだけ多く
おおく

の人
ひと

が利用
りよう

可能
かのう

であるようにデザインすることをいいます。 

 

 

問
とい

11 
そ
う
思 お

も

う 

ま
あ
そ
う
思 お

も

う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

あ
ま
り
そ
う
思 お

も

わ
な
い 

そ
う
思 お

も

わ
な
い 

12.社会
しゃかい

なで問題
もんだい

なを起
お

なこした人が、インターネット上
じょう

なで長
なが

なく非難
ひなん

なされ続
つづ

けるのは、仕方
しかた

がないと思
おも

う 
１ ２ ３ ４ ５ 

13.貧困
ひんこん

なや家族
かぞく

なの介護
かいご

ななどの事情
じじょう

なで、子
こ

などもが教育
きょういく

なを受
う

なける機会
きかい

なに

格差
かくさ

があってもやむを得
え

ない 
１ ２ ３ ４ ５ 

14.いじめの問題
もんだい

では、いじめられる側
がわ

にも原因
げんいん

や問題
もんだい

があると思
おも

う １ ２ ３ ４ ５ 

 良 い

い
こ
と
だ
と 

思 お
も

う 

ま
あ
そ
う
思 お

も

う 

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

あ
ま
り
良 い

い
こ
と 

だ
と
は
思 お

も

わ
な
い 

良 い

い
こ
と
だ
と 

思 お
も

わ
な
い 

１．同性婚
どうせいこん

が認
みと

められること １ ２ ３ ４ ５ 

２．学校
がっこう

なの制服
せいふく

なで、スカートかズボンを子
こ

なども

たち自身
じしん

が選
えら

べるようになったこと 

１ ２ ３ ４ ５ 

３．身体的
しんたいてき

なな健康
けんこう

なだけでなく、心
こころ

なの健康
けんこう

なも

大事
だいじ

にされること 

１ ２ ３ ４ ５ 

４．ユニバーサルデザイン(※)が標 準
ひょうじゅん

なになる

こと 

１ ２ ３ ４ ５ 

５．外国人
がいこくじん

労働
ろうどう

者
しゃ

が増
ふ

えること １ ２ ３ ４ ５ 

問
とい

12 次
つぎ

のことがらについてどう思
おも

いますか。あなたの考
かんが

えに近
ちか

いものをお答
こた

えください。 

な（各右欄
かくうらん

のあてはまる番号
ばんごう

1つに〇） 

 

【各 右欄のあてはまる番号1つに〇） 
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※同性
どうせい

なパート ― 法的
ほうてき

なにはまだ認
みと

なめられていないが、性別
せいべつ

なが同
おな

なじ者
もの

同士
どうし

な、または性
せい

なの多様性
たようせい

なを含
ふく

なむ人
ひと

同士
どうし

なで

支
ささ

え合
あ

い、共
とも

に生
い

きていく関係
かんけい

を持
も

つカップル 

 

 差
別

さ
べ
つ

や
人
権

じ
ん
け
ん

侵
害

し
ん
が
い

だ
と
思

お
も

う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思 お

も

う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

そ
う
思

お
も

わ
な
い 

差
別

さ
べ
つ

や
人
権

じ
ん
け
ん

侵
害

し
ん
が
い

だ
と 

思 お
も

わ
な
い 

１.高齢
こうれい

なであることが理由
りゆう

なに、就 職
しゅうしょく

なが困難
こんなん

なだったり、労働
ろうどう

条件
じょうけん

が不利
ふ り

になること 
１ ２ ３ ４ ５ 

２. 行政
ぎょうせい

機関
きかん

なや不動産
ふどうさん

取引
とりひき

業者
ぎょうしゃ

なに「どこが被
ひ

差別
さべつ

部落
ぶらく

（同和
どうわ

地区
ち く

）か」と問
と

い合
あ

わせること 
１ ２ ３ ４ ５ 

３.女性
じょせい

なということだけで、大学
だいがく

なの医学部
い が く ぶ

入試
にゅうし

なで女子
じょし

学生
がくせい

なの

得点
とくてん

を一律
いちりつ

に減点
げんてん

すること 
１ ２ ３ ４ ５ 

４.特定
とくてい

なの国
くに

なの出身
しゅっしん

者
しゃ

なに対
たい

なして、「日本
にほん

なから出
で

なて行
い

なけ」と

主張
しゅちょう

すること 
１ ２ ３ ４ ５ 

５.同性
どうせい

なパート ー（※）が病院
びょういん

なや行政
ぎょうせい

機関
きかん

ななどで家族
かぞく

なと

して認
みと

められていないこと 
１ ２ ３ ４ ５ 

６.インターネット 上
じょう

なに被
ひ

差別
さべつ

部落
ぶらく

な（同和
どうわ

地区
ち く

な）の地名
ちめい

なや

所在地
しょざいち

が明
あき

らかになるような書
か

き込
こ

みをすること 
１ ２ ３ ４ ５ 

７.子
こ

などもの人権
じんけん

なを守
まも

なるために、子
こ

などものＳＮＳ利用
りよう

なを制限
せいげん

すること 
１ ２ ３ ４ ５ 

８.障
しょう

がいを理由
りゆう

に施設
しせつ

の利用
りよう

を断
ことわ

られること １ ２ ３ ４ ５ 

問
とい

13 あなたは、次
つぎ

のようなことがらについて差別
さべつ

や人権
じんけん

侵害
しんがい

だと思
おも

いますか。 

あなたの考
かんが

えに近
ちか

いものをお答
こた

えください。（各右欄
かくうらん

のあてはまる番号
ばんごう

1つに〇） 
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 Ａ 隣家
りんか

でしばしば子
こ

どもの泣
な

き叫
さけ

ぶ声
こえ

と親
おや

の怒鳴
ど な

り声
こえ

が聞
き

こえ、虐待
ぎゃくたい

が疑
うたが

われる場合
ばあい

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｂ 街
まち

で白
しろ

い杖
つえ

を持
も

った人
ひと

や車椅子
くるまいす

の人
ひと

が、介助
かいじょ

を求
もと

めている場合
ばあい

 

 

 

 

 

 

 

 Ｃ友人
ゆうじん

から性的
せいてき

少数者
しょうすうしゃ

であることを打
う

ち明
あけ

けられた場合
ばあい

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｄインターネット上
じょう

の差別的
さべつてき

な表現
ひょうげん

や情報
じょうほう

を見
み

かけた場合
ばあい

 

  

 

 

 

 

 

 

 

問
とい

14 次
つぎ

のような場面
ばめん

に出会
で あ

ったとき、あなた自身
じしん

はどう行動
こうどう

すると思
おも

いますか。 

あなたの考
かんが

えに近
ちか

いものをお答
こた

えください。（あてはまる番号
ばんごう

すべてに〇） 

 

【各 右欄のあてはまる番号1つに〇） 

１．関
かか

わらないようにする 

２．直接
ちょくせつ

隣家
りんか

の親
おや

にた ねる 

３．県
けん

や町
まち

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

、児童
じどう

相談所
そうだんじょ

などに連絡
れんらく

する 

４．警察
けいさつ

に連絡
れんらく

する 

５．民生
みんせい

委員
いいん

・児童
じどう

委員
いいん

や行政
ぎょうせい

区長
くちょう

などの地域
ちいき

の役員
やくいん

に相談
そうだん

する 

６．その他
た

（                                 ） 

１．信頼
しんらい

して打
う

ち明
あけ

けてくれたことに感謝
かんしゃ

する 

２．相手
あいて

を尊重
そんちょう

し悩
なや

みなどの話
はなし

を聞
き

く 

３．他
ほか

の友人
ゆうじん

に相談
そうだん

する 

４．その友人
ゆうじん

と距離
きょり

を置
お

く 

５．わからない 

６．その他
た

（                                 ） 

１．黙
だま

ってとおり過
す

ぎる 

２．周
まわ

りの人
ひと

の様子
ようす

を見
み

ながら、手
て

を貸
か

すかどうか決
き

める 

３．すぐに手
て

を貸
か

すか、一人
ひとり

で無理
む り

なら他
ほか

の人
ひと

の手助
てだす

けを求
もと

める 

４．その他
た

（                                 ） 

１．何
なに

もしない 

２．信頼
しんらい

できる情報
じょうほう

かどうかを確認
かくにん

する 

３．友人
ゆうじん

や家族
かぞく

などにどうしたらよいか相談
そうだん

する 

４．通報
つうほう

や削除
さくじょ

依頼
い ら い

など何
なん

らかの対応
たいおう

をする 

５．自分
じ ぶ ん

の考
かんが

えをＳＮＳなどで発信
はっしん

する 

６．そのような状 況
じょうきょう

に出会
で あ

ったことがない 

７．その他
た

（                                 ） 
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そ
う
思

お
も

う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

そ
う
思

お
も

う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

あ
ま
り
そ
う
思

お
も

わ
な
い 

そ
う
思

お
も

わ
な
い 

１.一人
ひとり

ひとりが思
おも

いやりや優
やさ

しさを持
も

てば、人権
じんけん

の問題
もんだい

はなくなると思
おも

う 
１ ２ ３ ４ ５ 

２.人権
じんけん

の問題
もんだい

は特別
とくべつ

な立場
たちば

の人
ひと

だけの問題
もんだい

ではなく、自分
じぶん

自身
じしん

の問題
もんだい

として、関
かか

わることが大切
たいせつ

だと思
おも

う 
１ ２ ３ ４ ５ 

３.差別
さべつ

や偏見
へんけん

を受
う

けている人
ひと

の思
おも

いや意見
いけん

をしっかり聴
き

き、交流
こうりゅう

する

ことが大切
たいせつ

だと思
おも

う 
１ ２ ３ ４ ５ 

４.差別
さべつ

や人権
じんけん

侵害
しんがい

をなくすために、法律
ほうりつ

を整備
せいび

する必要
ひつよう

があると思
おも

う １ ２ ３ ４ ５ 

５.差別
さべつ

を受
う

けている人
ひと

たちが、社会
しゃかい

に向
む

けて声
こえ

を上
あ

げることが大切
たいせつ

だと

思
おも

う 
１ ２ ３ ４ ５ 

６.差別
さべつ

をなくし、人権
じんけん

についての理解
りかい

を深
ふか

めるために、教育
きょういく

や啓発
けいはつ

を

続
つづ

けることが必要
ひつよう

だと思
おも

う 
１ ２ ３ ４ ５ 

７.人権
じんけん

問題
もんだい

は、ま 行政
ぎょうせい

が責任
せきにん

を持
も

って取
と

り組
く

むべきだと思
おも

う １ ２ ３ ４ ５ 

８.差別
さべつ

は口
くち

に出
だ

さ 、そっとしておけば、い れなくなると思
おも

う １ ２ ３ ４ ５ 

９.人権
じんけん

問題
もんだい

は、差別
さべつ

を受
う

けている人
ひと

の問題
もんだい

であって、自分
じぶん

には関係
かんけい

な

い 
１ ２ ３ ４ ５ 

問
とい

15 人権
じんけん

課題
かだい

を解決
かいけつ

するため、１～９についてあなたの考
かんが

えに近
ちか

いものをお答
こた

えください。

な（各右欄
かくうらん

のあてはまる番号
ばんごう

1つに〇） 
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４ 添田町
そえだまち

が実施
じっし

している人権
じんけん

施策
しさく

について 

 

 

 

 

 
重
点

じ
ゅ
う
て
ん

を
置 お

く
べ
き
だ
と
思

お
も

う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
重
点

じ
ゅ
う
て
ん

を 
置 お

く
べ
き
だ
と
思

お
も

う 

あ
ま
り
重
点

じ
ゅ
う
て
ん

を
置 お

く
べ
き
だ
と
は

思
お
も

わ
な
い 

重
点

じ
ゅ
う
て
ん

を
置 お

く
べ
き
だ
と
は 

思
お
も

わ
な
い 

わ
か
ら
な
い 

１.女性
じょせい

の人権
じんけん

に関
かん

する問題
もんだい

 １ ２ ３ ４ ５ 

２.子
こ

どもの人権
じんけん

に関
かん

する問題
もんだい

 １ ２ ３ ４ ５ 

３.高齢者
こうれいしゃ

の人権
じんけん

に関
かん

する問題
もんだい

 １ ２ ３ ４ ５ 

４. 障
しょう

がい者
しゃ

の人権
じんけん

に関
かん

する問題
もんだい

 １ ２ ３ ４ ５ 

５.部落
ぶらく

差別
さべつ

（同和
どうわ

問題
もんだい

）に関
かん

する問題
もんだい

 １ ２ ３ ４ ５ 

６.性的
せいてき

少数者
しょうすうしゃ

の人権
じんけん

に関
かん

する問題
もんだい

 １ ２ ３ ４ ５ 

７.日本
にほん

なに住
す

なんでいる外国人
がいこくじん

なや外国
がいこく

なにルーツのある人
ひと

なの

人権
じんけん

に関
かん

する問題
もんだい

 
１ ２ ３ ４ ５ 

８.感染症
かんせんしょう

な（新型
しんがた

なコナ ウィルス感染症
かんせんしょう

な・HIV/エイ

ズ・ハンセン 病
びょう

ななど）による人権
じんけん

侵害
しんがい

なに関
かん

なする

問題
もんだい

 

１ ２ ３ ４ ５ 

９.インターネットやＳＮＳによる人権
じんけん

侵害
しんがい

に関
かん

する問題
もんだい

 １ ２ ３ ４ ５ 

10.災害
さいがい

に起因
きいん

する人権
じんけん

に関
かん

する問題
もんだい

 １ ２ ３ ４ ５ 

11.ヘイトスピーチによる人権
じんけん

侵害
しんがい

に関
かん

する問題
もんだい

 １ ２ ３ ４ ５ 

12.その他
ほか

に重点
じゅうてん

を置
お

くべきだと思
おも

う人権
じんけん

課題
かだい

があれば記入
きにゅう

してください。 

（                                         ） 

問
とい

16 現代
げんだい

社会
しゃかい

には、さまざまな人権
じんけん

課題
かだい

がありますが、添田町
そえだまち

が人権
じんけん

施策
しさく

を行
おこな

うにあたって、

どの人権
じんけん

課題
かだい

に重点
じゅうてん

を置
お

くべきだと思
おも

いますか。 

あなたの考
かんが

えに最
もっと

も近
ちか

いものをお答
こた

えください。（各右欄
かくうらん

のあてはまる番号
ばんごう

1つに〇） 
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１. 思
おも

いやりや人権
じんけん

の大切
たいせつ

さなど、人権
じんけん

意識
いしき

の向上
こうじょう

に重点
じゅうてん

を置
お

いた人権
じんけん

教育
きょういく

が必要
ひつよう

だと思
おも

う 

２. ボランティア活動
かつどう

などの体験
たいけん

を通
つう

じた学
まな

びを重視
じゅうし

した人権
じんけん

教育
きょういく

が必要
ひつよう

だと思
おも

う 

３. 誹謗
ひぼう

中 傷
ちゅうしょう

等
とう

なの被害者
ひがいしゃ

なにも加害者
かがいしゃ

なにもならないよう、インターネットの正
ただ

なしい使
つか

ない方
かた

なを含
ふく

なめ

た人権
じんけん

教育
きょういく

が必要
ひつよう

だと思
おも

う 

４. 学校
がっこう

での人権
じんけん

学習
がくしゅう

を子
こ

どもが家庭
かてい

でも考
かんが

える機会
きかい

につなげることが大切
たいせつ

だと思
おも

う 

５. 子
こ

などもが学
まな

なんだ人権
じんけん

学習
がくしゅう

なの内容
ないよう

なをもっと地域
ちいき

全体
ぜんたい

なにも発信
はっしん

なし、啓発
けいはつ

なにつなげることが必要
ひつよう

 

だと思
おも

う 

６. 特
とく

に思
おも

うことはない 

７. わからない 

８. その他
た

（                                  ） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問
とい

18 過
か

去
こ

５年
ねん

間
かん

のうち、添田町
そえだまち

の人権
じんけん

講演会
こうえんかい

や隣保館
りんぽかん

講演会
こうえんかい

への参加
さんか

について、お答
こた

えください。 

問
とい

18-1 「講演会
こうえんかい

に参加
さんか

したことがありますか」（あてはまる番号
ばんごう

1つに〇） 

１. 参加
さんか

したことがある  ２. 参加
さんか

したことがない 

問
とい

18-2 「２.な参加
さんか

したことがない」と回答
かいとう

された方
かた

のみ「参加
さんか

されなかった理由
りゆう

」を 

お答
こた

えください。（あてはまる番号
ばんごう

１つに〇） 

１. 自分
じぶん

には関係
かんけい

ないと思
おも

い、参加
さんか

しなかった 

２. そのような講演会
こうえんかい

・研修会
けんしゅうかい

があることを知
し

らなかった 

３. 知
し

っていたが、参加
さんか

する気
き

がなかった 

４. 平日
へいじつ

は忙
いそが

しくて都合
つごう

がつかなかった 

５. 日程
にってい

が合
あ

わなかった 

６. 職場
しょくば

の研修会
けんしゅうかい

などに参加
さんか

しているため、参加
さんか

しなかった 

７. 人権
じんけん

について十 分
じゅうぶん

知
し

っているので、受
う

ける必要
ひつよう

がないと思
おも

った 

８. その他
た

（                               ） 

２を回答
かいとう

された方
かた

 

問
とい

17 あなたは、小学校
しょうがっこう

・中学校
ちゅうがっこう

（義務
ぎ む

教育
きょういく

課程
かてい

）で行
おこな

う人権
じんけん

教育
きょういく

について、どのような

ことが大切
たいせつ

だと思
おも

いますか。あなたの考
かんが

えに最
もっと

も近
ちか

いものをお答
こた

えください。 

な（あてはまる番号
ばんごう

３つまでに〇） 



- 164 - 

 

 

 

１. 行 政
ぎょうせい

の広報誌
こうほうし

やパンフレット ２. 住 民
じゅうみん

対 象
たいしょう

の講演会
こうえんかい

やイベント 

３. 職場
しょくば

を通
とお

しての研修会
けんしゅうかい

 ４. マスコミの報道
ほうどう

    

５. インターネット ６. その他
た

のメディア        

７. 知人
ちじん

や家族
かぞく

等
とう

との会話
かいわ

 ８. 特
とく

にない     

９. その他
た

（                                    ） 

 

 

 

 

１. 人権
じんけん

講演会
こうえんかい

等
など

の人権
じんけん

に関
かん

して学
まな

ぶ機会
きかい

を増
ふ

やす 

２. 人権
じんけん

啓発
けいはつ

のチラシや広報
こうほう

など、自宅
じたく

で学
まな

べる機会
きかい

を増
ふ

やす 

３. 様々
さまざま

な人権
じんけん

問題
もんだい

に関
かん

する相談
そうだん

窓口
まどぐち

の周知
しゅうち

を図
はか

る 

４. 子
こ

どもの人権
じんけん

教育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

を図
はか

る 

５. 職場
しょくば

（事業
じぎょう

主
ぬし

）に対
たい

しての啓発
けいはつ

を行
おこな

い、職場
しょくば

等
とう

での人権
じんけん

意識
いしき

の向上
こうじょう

を図
はか

る 

６. 地域
ちいき

住民
じゅうみん

同士
どうし

の交流
こうりゅう

を通
つう

じて、多様性
たようせい

を理解
りかい

する機会
きかい

を設
もう

ける 

７. 人権
じんけん

に関
かん

する掲示物
けいじぶつ

を増
ふ

やし、町民
ちょうみん

の目
め

に留
と

まりやすいようにする 

８. 特
とく

にない 

９. その他
た

（                                    ） 

 

 
 

 

～ ご協 力
きょうりょく

ありがとうございました。 ～ 

 
同封
どうふう

の返信用
へんしんよう

封筒
ふうとう

で、９月
がつ

２２日
にち

（月
げつ

曜日
よ う び

）までに返送
へんそう

してください。 

   

 

 

 

 

問
とい

19 あなたが人権
じんけん

課題
かだい

に関
かん

する知識
ちしき

や情報
じょうほう

を得
え

る上
うえ

で、役
やく

に立
た

っていると思
おも

うものを 

お答
こた

えください。（あてはまる番号
ばんごう

すべてに〇） 

 

問
とい

21 添田町
そえだまち

が行う人権
じんけん

施策
しさく

について、あなたのご意見
いけん

をお聞
き

かせください。 

問
とい

な20 今後
こんご

な、添田町
そえだまち

なが 行
おこな

なう人権
じんけん

施策
しさく

なについて、重点的
じゅうてんてき

なに取
と

なり組
く

なんだ方
ほう

なが良
よ

ないと思
おも

なうものは 

どれですか。あなたの考
かんが

えに近
ちか

いものをお答
こた

えください。 

な（あてはまる番号
ばんごう

３つまでに〇） 
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 町民の皆様には、日頃より町政に関してご理解とご協力を

いただき、ありがとうございます。 

 さて、先日送付させていただいた「添田町人権課題に

関する町民意識調査」につきましては、大変お忙しい中、

調査にご協力いただきまして、ありがとうございました。

皆様の貴重な意見を、今後の人権施策のための大切な

資料として活用させていただきます。 

 略儀ながら、本文をもって本調査のご回答のお礼に

かえさせていただきます。 

 なお、一人でも多くの町民の皆様からのご意見をお伺い

したいと存じますので、まだ回答されていない場合は、お

手数ですが、９月 22日（月）までに調査票をご投函い

ただきますようお願いいたします。 

（本状と行き違いにご回答いただいておりましたら、

何卒ご容赦いただきますようお願い申し上げます。） 

 

令和７年９月 

               添田町教育委員会 

 

《問い合わせ先》 

添田町教育委員会 社会教育課 人権同和推進係 

   電話：８２－５８００ 

   FAX：８２－２５５９ 

添田町人権課題に関する町民意識調査 
【調査ご協力のお礼・お願い】 
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